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第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の 

第３回点検結果について 

 

Ⅰ はじめに 

 

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）では、循環型社会の形

成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画として、循環型

社会形成推進基本計画（以下「循環基本計画」という。）を策定することを規定し

ています。この規定に基づき、平成１５年３月に「第一次循環基本計画」、平成２

０年３月に「第二次循環基本計画」、そして平成２５年５月には「第三次循環基本

計画」が閣議決定されました。 

 本計画は、第四次環境基本計画（平成２４年４月２７日閣議決定）を踏まえ、最

終処分量の削減などこれまで進展してきた廃棄物の量に着目した施策に加え、循環

の質にも着目し、リサイクルに比べ取組が遅れているリデュース・リユースの取組

強化、有用金属の回収、安心・安全の取組強化、３R 国際協力の推進等を新たな政

策の柱と据えた計画です。循環型社会形成の中長期的なイメージを示しつつ、循環

型社会の形成に向けた指標と数値目標を充実させるとともに、国民、NGO／NPO、

大学等、事業者、地方公共団体に期待される役割及び国が行うべき取組を記載して

います。 

 第三次循環基本計画においては、毎年度、着実な実行を確保するため、中央環境

審議会において、循環基本計画に基づく施策の進捗状況の評価・点検を適切に行う

こととされています。本年度は第三次循環基本計画の第３回目の点検となり、中央

環境審議会（循環型社会部会）において審議を行い、本点検結果を取りまとめまし

た。 

 本点検は、指標を活用して定量的な評価を行いつつ、地方公共団体、NGO、経済

団体へのヒアリングや有識者による御意見、関係府省庁への調査等を通じて、可能

な限り客観的・総合的な評価と課題の提示を行っています。また、本年度は第４次

環境基本計画の点検の中で、「物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組」

について点検が行われたことから、平成 28 年１１月にとりまとめられた第４次環

境基本計画の点検報告書も踏まえたものとなっています。なお、物質フロー指標や

取組指標については、原則としてデータの得られた平成２６年度まで（最新データ

があるものについては平成２７年度まで）のデータを中心に、また、施策・取組に

ついては、第三次循環基本計画が閣議決定された平成２５年５月以降に実施された

施策を中心として、進捗状況の点検を実施しています。 

 これまでの点検報告と報告に基づく施策の一層の推進により、今後、循環型社会

形成に向けた取組が更に進展していくことを期待しています。 
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Ⅱ 循環型社会形成のための数値目標に関する進捗状況 

 

第１節 物質フロー指標に関する目標に向けた進捗状況 

 

第三次循環基本計画において設定されている物質フロー指標は、以下のとおり

です。  
 

１ 目標を設定する指標 

 

 目標を設定する指標の状況は以下のとおりです。なお、表 1 では推移を把握する

ため、循環元年ともいえる平成１２年度の数値と比較しています。 

 

表  1 資源生産性・循環利用率・最終処分量の推移  

  
32 年度 

（目標年） 

１２ 

年度 

１７ 

年度 

２２ 

年度 

２３ 

年度 

２４ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

 

１２ 

年度比 

資源生産性 
万円

／㌧ 
46 24.8 30.8 38.0 38.6 38.2 37.8 37.8 ＋52% 

循環利用率 ％ 17 10.0 12.2 15.4 15.2 15.2 16.1 15.8 
＋5.8 

ポイント 

最終処分量 
百万

㌧ 
17 56 31 19.2 17.4 17.9 16.3 14.8 ▲74% 

 
 



- 3 - 

【参考】 
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輸入製品（63）

食料消費（86）

（単位：百万トン）

蓄積純増（526）

自然還元（78）

減量化（222）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（533）

（注）含水等 ： 廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい）

国内資源
（591）

輸入
（797）

輸入資源
（735）

天然資源等
投入

（1,388）
総物質
投入

（1,649）

含水等（注）

（258）

循環利用（261）

廃棄物等
の発生
（575）

施肥（14）

 

※災害廃棄物は考慮していない。  

図  1 平成２６年度の我が国における物質フローの模式図  
 

輸出（120）

最終処分
（56）

輸入製品（48）

食料消費（97）

（単位：百万トン）

蓄積純増（1,071）

自然還元（85）

減量化（241）

施肥（16）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（535）

（注）含水等 ： 廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい）

廃棄物等
の発生
（595）

国内資源
（1,125）

輸入
（796）

総物質
投入

（2,134）

輸入資源
（748）

含水等（注）

（299）

天然資源等
投入

（1,921）

循環利用（213）

 

図  2 平成１２年度の我が国における物質フローの模式図  
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（１）「入口」：資源生産性 

 

・資源生産性（＝ＧＤＰ／天然資源等投入量） 

天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の合計量を指し、一

定量当たりの天然資源等投入量から生じる国内総生産（GDP）を算出すること

によって、産業や人々の生活がいかに物を有効に使っているか（より少ない資

源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているか）を総合的に表す指標です。 

 

資源生産性は、平成 26 年度で約 37.8 万円/トン（平成 12 年度約 24.8 万円/

トン）であり、平成 12 年度と比べ約 52％上昇しました。しかし、平成 22 年度

以降は横ばい傾向となっています。 
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図  3 資源生産性の推移  
 

資源生産性の内訳を見ると、実質 GDP は平成 20 年度に世界金融危機の影響等

により減少に転じたものの平成 22 年度以降横ばいになっています。また、日本国

内に投入される天然資源等投入量は平成 21 年度までは減少傾向にあったものが、

平成 22 年度以降は横ばいとなっています。 
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図  4 資源生産性、GDP、天然資源等投入量の推移  
 

さらに天然資源等投入量の内訳を見ると、平成 13 年度以降、国内資源の投入量

が減少し、平成 22 年度以降は横ばいとなっています。資源種別に見ると、平成 13

年度以降の減少は非金属鉱物系資源によるものです。しかし、平成 23 年度以降は

いずれの資源も横ばいになっています。 
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図  5 天然資源等投入量の推移（国内資源・輸入（資源・製品））  
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図  6 天然資源等投入量の資源種別の推移  
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図  7 非金属鉱物系の天然資源等投入量（国内分）の推移  
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図  8 化石系の天然資源等投入量（輸入分）の推移  
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（２）「循環」：循環利用率 

 

・循環利用率（＝循環利用量／総物質投入量（＝循環利用量＋天然資源等投入量）） 

社会に投入される資源（天然資源等投入量）のうち、どれだけ循環利用（再

使用・再生利用）された資源が投入されているかを表す指標です。 

 

循環利用率は、平成 26 年度で約 15.8％（平成 12 年度約 10.0％）であり、平

成 12 年度と比べ約 5.8 ポイント上昇しました。平成 22 年度以降、増減はあるも

のの横ばいとなっています。 
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図  9 循環利用率の推移  
 

循環利用率の内訳を見ると、日本国内に投入される天然資源等投入量が平成 21

年度までは減少傾向にありましたが、平成 22 年度以降は横ばいになっています。

また、循環利用量は平成 20 年度までは増加傾向にありましたが、平成 22 年度以

降横ばいになっています。 
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図  10 循環利用率、循環利用量、天然資源等投入量の推移  
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※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）

の廃棄物に該当しない有価等で取引されている循環資源が対象となる。なお、平成 25 年度値は

統計的な誤差が生じているものと考えられる。 

出典：「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（報告書）より作成 

図  11 循環利用量の推移  
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（３）「出口」：最終処分量 

 

・最終処分量 

廃棄物の埋立量です。廃棄物の最終処分場のひっ迫という喫緊の課題に直結

した指標です。 

 

最終処分量は、平成 26 年度に約 14.8 百万トン（平成 12 年度約 56 百万トン）

であり、平成 12 年度と比べ約 74％減少しました。 
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図  12 最終処分量の推移  
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最終処分量の内訳を見ると、一般廃棄物も産業廃棄物も循環利用の促進によって

最終処分量は順調に減少してきましたが、近年は減少の度合いが緩やかとなってい

ます。 
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出典：「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（報告書）より作成 

図  13 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量の推移  
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２ 目標を設定する補助指標 

目標を設定する補助指標に係る目標の状況は以下のとおりです。 

 

表  2 目標を設定する補助指標の推移  

 目標 
１２ 

年度 

１７ 

年度 

２２ 

年度 

２３ 

年度 

2４ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

 

12 年度比 

土 石 系 資 源 投

入 量 を 除 い た

資源生産性 

万円

／㌧ 

68 

（32 年度） 
55.2 57.5 60.4 60.8 60.2 60.5 61.0 ＋10% 

出口（排出）側

の循環利用率 
％ 

45 

（32 年度） 
36 39 43 43 44 46 45 

＋10 

ポイント 

 

（１）土石系資源投入量を除いた資源生産性 

 

・土石系資源投入量を除いた資源生産性 

資源生産性については、土石系資源の増減が天然資源等投入量全体に与える

影響が大きいことから、土石系資源の投入量を除いた天然資源等投入量当たり

の資源生産性を、現行の資源生産性を補足するものとしています。 

 

土石系資源（＝非金属鉱物系）投入量を除いた資源生産性は、平成 26 年度で約

61.0 万円/トンであり、平成 12 年度と比べ約 10%上昇していますが、近年は横

ばいとなっています。 
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図  14 土石系資源投入量を除いた資源生産性の推移  
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（２）出口（排出）側の循環利用率 

 

・出口（排出）側の循環利用率 

循環利用率は、日本における総物質投入量を分母とし、入口（投入）側の指

標として設定しています。これは、日本が目指す循環型社会は、大量生産・大

量消費・大量廃棄・大量リサイクルが行われる社会ではなく、入口の部分の天

然資源の投入が適切に抑制される社会だからです。 

他方で、廃棄物排出事業者やリサイクル事業者の努力を的確に計測する観点

からは、廃棄物等の発生量を分母として設定することが適当であり、諸外国に

おいては、この考え方に基づく指標を採用しているところも多くなっていま

す。 

そこで、国際比較可能性等も踏まえ、これまでの入口（投入）側の循環利用

率に加えて、目標を設定する補助指標として、出口（排出）側の循環利用率を

導入することにしました。 

 

出口側の循環利用率は、平成 26 年度で約 45％となっており、平成 12 年度と

比べて約 10 ポイント上昇しています。 
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図  15 出口（排出）側の循環利用率の推移  
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長期的には、廃棄物等の種類別に循環利用状況（リサイクル率＝循環利用量/廃棄

物等発生量）を見ると、木くず等や食品廃棄物のリサイクル率は建設リサイクル法

や食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号。以

下、「食品リサイクル法」という。）の施行後に増加、がれき、廃プラのリサイク

ル率は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。

以下、「建設リサイクル法」という。）や容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律（平成 7 年法律第 112 号。以下、「容器包装リサイクル法」

という。）の施行後に増加しており、いずれも一定の効果があったと考えられます。

ただし、木くず等、廃プラ、金属等のリサイクル率の増加には原油価格の高騰の影

響など、様々な社会背景も影響していると考えられます。 

また、廃棄物の種類別の処理内訳をみると、循環利用のポテンシャルとなりうる

最終処分あるいは焼却処理されているものの量が比較的多いものは非金属鉱物系で

あり、用途が建設資材等に限られています。 
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H14年：建設リサイクル法 完全施行
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H15年：第一次循環基本計画 閣議決定 H23年：東日本大震災・福島原発事故

H20年：第二次循環基本計画 閣議決定
リーマンショック（9月）

 

出典：「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（環境省）より作成 

図  16 バイオマス系の廃棄物等のリサイクル率の推移  
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H23年：東日本大震災・福島原発事故

H12年：容器リサイクル法 完全施行
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リーマンショック（9月）

H15年：第一次循環基本計画 閣議決定

 

出典：「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（環境省）より作成 

図  17 非金属鉱物系、化石系、金属系の廃棄物等のリサイクル率の推移  
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３ 推移をモニターする指標 

 

推移をモニターする指標の進捗状況は以下のとおりです。 

 

表  3 推移をモニターする指標の推移  

 
１２ 

年度 

１７ 

年度 

２２ 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

 

１２年度比 

一次資源等価

換算した資源

生産性 

万円

／㌧ 
19.4 22.4 － 26.0 25.3 24.6 － － 

化石系資源に

関する資源生

産性 

万円

／㌧ 
97 99 103 103 101 101 103 ＋6％ 

バイオマス系

資源投入率 
% 5.4 5.9 6.6 6.7 6.5 6.3 6.5 

＋1.1 

ポイント 

ものづくりの

資源生産性 

万円

／㌧ 
50.2 49.9 － 51.9 50.4 50.1 － － 

産業分野別資

源生産性 
 （省略） 

循環資源の輸

出量 

百万

㌧ 
7.3 21.8 25.2 25.4 30.1 29.6 28.5 約４倍 

循環資源の輸

入量 

百万

㌧ 
4.3 4.5 5.6 5.7 5.4 5.4 5.9 ＋37% 

隠れたフロー

を考慮した金

属 資 源 の

TMR ベ ー ス

の循環利用率 

％ － 35.0 35.4 36.1 37.0 37.3 36.6 － 

廃棄物部門由

来の温室効果

ガス排出量等 

万ト

ン

CO2 

4,674 4,354 3,793 3,716 3,857 3,733 3,744 ▲20％ 

廃棄物の原燃

料・廃棄物発

電等への活用

による他部門

での温室効果

ガスの削減量 

万ト

ン

CO2 

855 1,503 1,655 1,742 1,828 1,883 1,940 ＋227％ 
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（１）一次資源等価換算した資源生産性 

一次資源等価換算した資源生産性は、平成 25 年度で約 24.6 万円/トン（平成

12 年度約 19.4 万円/トン）であり、平成 12 年度に比べ約 27％上昇しています

が、平成 23 年度以降は減少傾向にあります。 
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※1 一次資源等価換算した資源生産性＝GDP/一次資源等価換算した天然資源等投入量 

※2 平成 12、17、23 年は総務省「平成 12-17-23 年接続産業連関表」を、平成 24、25 年は経済産業省

「産業連関表（延長表）」を用いて推計を行った。いずれも平成 23 年基準を用いた。 

図  18 一次資源等価換算した資源生産性の推移  
 

（２）化石系資源に関する資源生産性 

化石系資源に関する資源生産性は、平成 26 年度で約 103 万円/トン（平成 12

年度約 97 万円/トン）であり、平成 12 年度と比べ約 6％上昇していますが、近年

はほぼ横ばいとなっています。 
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図  19 化石系資源に関する資源生産性の推移 
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（３）バイオマス系資源投入量 

バイオマス系資源（国内）投入率は、平成 26 年度で約 6.5％（平成 12 年度約

5.4％）であり、平成 12 年度と比べ約 1.0 ポイント上昇しています。 

平成 22 年度以降は分子の国内のバイオマス系資源の投入量は微減傾向になって

いましたが、平成 26 年度に増加に転じています。また、分母の天然資源等投入量

も平成 26 年度は減少したため、バイオマス系資源投入率は平成 26 年度に増加に

転じています。 
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※  バイオマス系資源投入率＝国内のバイオマス系天然資源等投入量 /天然資源等投入量  

図  20 バイオマス系資源投入率の推移  
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図  21 バイオマス系資源投入率、国内バイオマス投入量、天然資源等投入量の推移  
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（４）ものづくりの資源生産性・産業分野別の資源生産性 

ものづくりの資源生産性は、平成 25 年度で約 50.1 万円/トン（平成 12 年度約

50.2 万円/トン）であり、横ばいとなっています。 

平成 12 年以降の産業分野別の資源生産性の推移を見ると、各種製造業や建設業

（公共事業、その他建設）の資源生産性は増加していますが、平成 23 年以降は繊

維製品や医療・保健・社会保障・介護などの一部の業種を除いて横ばいあるいは減

少に転じている業種もみられます。 
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※1 ものづくりの資源生産性＝第２次産業の最終需要額/第２次産業の一次資源等価換算した天然資源等投入

量（土石系資源を除く） 

※2 平成 12、17、23 年は総務省「平成 12-17-23 年接続産業連関表」を、平成 24、25 年は経済産業省

「産業連関表（延長表）」を用いて推計を行った。いずれも平成 23 年基準を用いた。 

 

図  22 ものづくりの資源生産性の推移  
 

表  4 産業分野別資源生産性の推移  
資源生産性（最終需要/DMI）［万円/トン］ 単位 平成12 平成17 平成23 平成24 平成25
部門別 1 農林水産業 万円/トン 11.6 11.5 11.4 11.6 11.6

2 鉱業 万円/トン -0.4 -0.5 -0.2 0.3 0.2

3 食料品・飲料・飼料・肥料・たばこ 万円/トン 28.2 28.1 27.6 28.0 27.6

4 繊維製品 万円/トン 86.5 112.5 128.7 133.5 135.9

5 木材・家具 万円/トン 36.7 40.2 39.8 40.8 40.8

6 紙・印刷・出版 万円/トン 28.1 37.2 38.9 35.2 37.1

7 化学製品 万円/トン 23.7 27.0 30.4 32.8 32.1

8 石油・石炭製品 万円/トン 10.5 10.2 11.0 11.3 11.2

9 窯業土石 万円/トン 3.2 3.2 3.5 3.2 3.3

10 金属 万円/トン 14.5 13.2 12.3 12.3 12.3

11 機械 万円/トン 36.5 41.4 42.2 41.5 42.4

12 その他製造業 万円/トン 25.5 43.3 47.3 52.5 53.0

13 公共事業 万円/トン 4.2 4.7 5.9 6.2 6.3

14 その他建設 万円/トン 11.9 13.7 14.8 15.1 15.6

15 電力・ガス・水道 万円/トン 15.9 13.5 11.3 10.1 9.6

16 運輸 万円/トン 65.5 70.5 80.8 74.8 79.3

17 医療・保健・社会保障・介護 万円/トン 85.1 96.4 104.9 109.1 107.3

18 その他 万円/トン 122.4 130.1 128.1 122.1 122.5  
※1 本推計結果は各産業の推移を見る上では有効であるが、産業間の比較を行うことができるもの

ではない。 
※2 平成 12、17、23 年は総務省「平成 12-17-23 年接続産業連関表」を、平成 24、25 年は経済産業省

「産業連関表（延長表）」を用いて推計を行った。いずれも平成 23 年基準を用いた。 

※３ 分子に最終需要額を用いているため、部門によっては負値になる場合がある。 
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（５）循環資源の輸出入量 

循環資源の輸出量は、平成 27 年で約 30 百万トン（平成 12 年で約 7 百万トン）

であり、平成 12 年と比較すると約 4 倍に大きく増加しています。内訳をみると、

平成 12 年と比べ、古紙、鉄鋼くず、鉱さい・灰等、プラスチックくずが大きく増

加しています。 

循環資源の輸入量は、平成 27 年で約 5 百万トン（平成 12 年で約 4 百万トン）

となっており、平成 17 年以降増加傾向にありましたが近年は横ばいとなっていま

す。 
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図  23 循環資源の輸出量の推移  
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図  24 循環資源の輸入量の推移  
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（６）隠れたフローを考慮した金属資源の TMR1ベースの循環利用率 

TMR 係数の大きなパラジウム、プラチナ、金のリサイクル率が高まったことに

より、純金属量ベースの循環利用率は減少傾向にある中で隠れたフローを考慮した

金属資源の TMR ベースの循環利用率は平成 22 年度以降上昇傾向になっています

が、平成 26 年度に減少に転じており、約 36.6％となっています。 
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図  25 隠れたフローを考慮した金属資源の TMR ベースの循環利用率の推移  
 

                                        
1 TMR：関与物質総量（Total Material Requirement）。資源の採取・採掘に当たり、当該資源に付随して発生

する鉱石・土砂等の「隠れたフロー」を含めた、当該物質の採取・採掘に関与した物質の総量。  
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図  26 金属資源別の循環利用率の推移  
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（７）廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量等 

廃棄物部門由来の温室効果ガス(GHG)排出量は、平成 26 年度に約 37.4 百万ト

ン CO2（平成 12 年度約 46.7 百万トン CO2）であり、平成 12 年度と比較する

と約 20%減少していますが、平成 21 年以降は横ばいとなっています。 

一方、廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活用

したことにより廃棄物部門以外で削減された温室効果ガス排出量は、平成 26 年度

で約 19.4 百万トン CO2 であり、平成 12 年度と比べた場合には、約 2.3 倍と着

実に増加したと推計されます。 
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図  27 廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量の推移  
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図  28 廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活用し

たことによる他部門での温室効果ガス削減量  
※産業廃棄物発電は各種産廃熱利用と重複しているが、その重複分の排除が困難であることから、

産業廃棄物発電による削減量は参考値として扱うこととし、温室効果ガス削減量の合計値には含

めていない。 
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第２節 取組指標に関する目標に向けた進捗状況 

 
第三次循環基本計画において設定されている取組指標の目標を設定する指標及

び推移をモニターする指標は、以下のとおりです。  
 

表  5 目標を設定する指標  
 指標  平成 32 年度目標 長期的

な傾向2 

短期的

な動向3 

入

口  （１）ア 一般廃棄物の減量化 
平成 12 年度比約

25％減少※1 ※2 ※2 

 イ 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排

出量 

平成 12 年度比約

25％減少 ※2 ※2 

 
ウ 事業系ごみ排出量 

平成 12 年度比約

35％減少 ※2 ※2 

循

環  － － － － 

出

口  （２）電子マニフェストの普及率 
50％（平成 28 年

度目標）   

そ

の

他  

各主体の取組に着目した指標 

 国民 

 循環型社会に関する意識・行動 

  

ア  廃 棄 物 の減 量 化や 循 環 利

用、グリーン購入の意識 
約 90％ ― ― 

イ 具体的な３R 行動の実施率 

平成 24 年度の世

論調査から 

約 20％上昇 

― ― 

事業者等 

 （４）循環型社会ビジネス市場規模 

66 兆円 

（平成 12 年度の

約 2 倍） 

  

国 

 
（５）各種リサイクル法の目標達

成状況 
（省略） ― ― 

※1：計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加えた一般廃棄物の排出量を 1 人 1 日当たりに換算 

※2：排出量で比較したときの傾向・動向 

                                        
2 直近 10 年間（あるいは平成 12 年以降の最古値から最新値まで）のトレンドの傾き。青色は望ま

しい傾向、黄色は変化のない傾向、赤色は望ましくない傾向を示す。10 年間の変化量が 10％未満

は変化なし（黄色）とみなしている。  
3 「前々年値と前年度の平均値」から「前年値と最新年値の平均値」の増減。青色は望ましい傾向、

黄色は変化のない傾向、赤色は望ましくない傾向を示す。変化量が１％未満は変化なし（黄色）と

みなしている。  
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表  6 推移をモニターする指標  
区

分  指標  
長期的な  

傾向  
短期的な  

動向  
入

口  
（１）国民一人当たりの資源消費量   

（２）生活系ごみ処理の有料化実施地方公共団体

率  
― ― 

（３）耐久消費財の平均使用年数 ― ― 

（４）２R の取組状況  

 ア レジ袋辞退率（マイバッグ持参率）   

 イ 詰替・付替製品の出荷率    

 ウ びんのリユース率の推移  ― ― 

 エ リユース・シェアリング市場規模  ― ― 

循

環  
（５）一般廃棄物のリサイクル率   

（６）使用済小型電子機器等の回収地方公共団体

数・実施人口割合  
― ※3 

（７）廃棄物焼却施設における発電・熱利用の状況  

 

ア 発電施設数    

イ 発電設備容量   

ウ 総発電量   

エ 熱利用施設数 ※4 ※4 

オ 総熱利用量 ― ― 

出

口  
（８）優良認定された産業廃棄物処理業者数 ※5 ※5 

（９）不法投棄の発生件数・投棄量   ※６ 

そ

の

他  

領域に着目した指標 

 

（10）地域における循環型社会形成に向けた取組 

 

ア 地方公共団体による循環基本計画の策定

数  
― ― 

イ 地域循環圏形成のための取組数 ― ― 

（11）海外の都市と循環型社会形成に関して連

携している地方公共団体数 
― ― 
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区

分  指標  
長期的な  

傾向  
短期的な  

動向  

各主体の取組に着目した指標 

 
事業者等 

 
（12）環境マネジメント等の実施 

 
ア グリーン購入実施率 ― ※7 

イ 環境マネジメントシステムの認証取得件数 

 
ISO14001 の認証取得件数 

  

エコアクション 21 の認証取得件数   

ウ 環境報告書の公表・環境会計の実施率 

 
環境報告書の公表 ※7 ※7 

環境会計の実施 ※7 ※7 

エ 製品アセスメントのガイドラインの業

界による整備状況 
― ― 

オ 資源生産性の向上等に向けた目標を設

定している事業者数 
― ― 

※3：実施中の地方公共団体数の傾向・動向。毎年 4 月時点で比較したもの。平成 27 年度のみ

未回答団体あり。 

※4：ごみ焼却施設の熱利用施設数の傾向・動向。ごみ焼却施設全体の減少に伴って熱利用施設

も減少しているが、一方で発電施設は増加している。すなわち、熱利用施設数の減少が熱利

用の取組の後退を示している訳ではない点に留意が必要。 

※5：毎年 4 月時点で比較したときの傾向・動向。累積値。 

※6：不法投棄の投棄量で比較した場合。投棄件数で比較すると、長期･短期共に減少しているが、

投棄量は平成 27 年度の大規模事案により増加。 

※7：上場企業と非上場企業の合計での傾向・動向。平成 24 年度からはアンケート調査手法が異

なる。 
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１ 目標を設定する指標 

（１）一般廃棄物の減量化 

ア  １人１日当たりのごみ排出量 
平成 26 年度の 1 人 1 日当たりのごみ排出量（計画収集量、直接搬入量、集団回

収量を加えた一般廃棄物の排出量を 1 人 1 日当たりに換算）は 947 グラムで、平

成 12 年度比では 20.1％削減されました。平成 12 年度比 25％削減という目標に

向かって、年々削減が進んでいます。 
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出典：「日本の廃棄物処理」（毎年度）（環境省）の「ごみ排出状況」の「1 人 1 日当たりのごみ排出量」 

※災害廃棄物分は除く 

図  29 １人１日当たりのごみ排出量の推移  

イ  1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量  
家庭から排出された 1 人 1 日当たりのごみの量（集団回収量、資源ごみ等

を除く）は、平成 26 年度に 521 グラムと平成 12 年度比 20.4％の削減と

なりました。平成 12 年度比 25％削減という目標に向かって、年々削減が

進んでいます。 
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出典：「日本の廃棄物処理」（毎年度）（環境省）の「ごみ排出状況」の「うち家庭排出ごみ」を「総人口」及

び「365 日」あるいは「366 日」で割った値  
図  30 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量の推移  
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ウ  事業系ごみ排出量  
「総量」で把握する事業系ごみについては、平成 26 年度に 1,308 万ト

ンとなり、平成 12 年度比で 27.3％削減されていますが、近年は横ばい傾

向となっており、更なる取組が必要となっています。 
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出典：「日本の廃棄物処理」（毎年度）（環境省）の「ごみ排出状況」の「事業系ごみ」 

図  31 事業系ごみ排出量の推移 
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（２）電子マニフェストの普及率 

電子マニフェストの普及率（電子化率）は、年々増加しており、平成 23 年

度以降は約 5％ずつ増加し、平成 27 年度に 42％となりました。平成 28 年

度 50％という目標に向かって推移しています。 
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出典：「電子マニフェスト登録件数及び電子化率」（毎年度）（公益財団法人  日本産業廃棄物処理振興センター） 

図  32 電子マニフェストの普及率の推移 
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（３）循環型社会に関する意識・行動 

国民の循環型社会形成に対する意識・行動の変化については、インターネッ

トによるアンケート調査によって把握しました（回答数 1,098）。 

なお、経年変化を見るため、設問及び選択肢はできるだけ変えずに調査を実

施（一部設問は選択肢の変更等を実施）し、回答者の属性については、国勢調

査の結果に近くなるよう考慮しました。 

インターネット調査であり、定点調査でないこと等を考慮し、大きな傾向を

把握するという観点から変化を見ていくこととします。 

 
表  7 循環型社会形成に向けた意識・行動調査の調査概要  

 調査方法 調査期間 調査対象 居住地域 有効回答数 

平成 19

年度 
インターネット調査 

平成 19 年 8 月 

～9 月中旬 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 17

年度国勢調査の人口比

率を反映して抽出 

1,232 名 

平成 20

年度  
インターネット調査 

平成 20 年 9 月 11 日 

～9 月 16 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 17

年度国勢調査の人口比

率を反映して抽出 

1,055 名 

平成 21

年度  
インターネット調査 

平成 21 年 11 月 12

日～11 月 14 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 17

年度国勢調査の人口比

率を反映して抽出 

1,000 名 

平成 22

年度  
インターネット調査 

平成 22 年 11 月 11

日～11 月 13 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 17

年度国勢調査の人口比

率を反映して抽出 

1,000 名 

平成 23

年度  
インターネット調査 

平成 23 年 11 月 14

日～11 月 15 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 22

年度国勢調査の人口比

率を反映して調整 

1,096 名 

 

平成 25

年度  
インターネット調査 

平成 26 年 2 月 28 日 

～3 月 3 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 22

年度国勢調査の人口比

率を反映して調整 

1,097 名 

平成 26

年度  
インターネット調査 

平成 26 年 11 月 19

日～11 月 21 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 22

年度国勢調査の人口比

率を反映して調整 

1,097 名 

平成 27 

年度 
インターネット調査 

平成 27 年 11 月 24

日～11 月 27 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 22

年度国勢調査の人口比

率を反映して調整 

1,097 名 

平成 28 

年度 
インターネット調査 

平成 28 年 11 月 2 日

～11 月 3 日 

20 歳以上 

の男女 

地域区分別に、平成 27

年度国勢調査の人口比

率を反映して調整 

1,098 名 

※平成 19 年度は、インターネット調査の他に、郵送調査を実施（回収回答数 481 人、有効回答数 441 人）

し、今後インターネット調査に切り替え可能かの調査を行っている。 

 
 

（参考）循環型社会形成に向けた意識・行動調査の回答者属性  
 平成 19 年度調査 平成 20 年度調査 

性別 男性 50.7％ 女性 49.3％ 男性 48.6％ 女性 51.4％ 

年齢 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

15.7％ 

15.6％ 

15.4％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

18.6％ 

19.0％ 

15.7％ 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

17.2％ 

16.9％ 

15.9％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

16.7％ 

17.3％ 

16.0％ 

居住地域 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

4.3％ 

29.8％ 

17.1％ 

4.1％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.5％ 

17.1％ 

7.1％ 

12.9％ 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.8％ 

33.5％ 

16.4％ 

2.5％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.3％ 

18.9％ 

6.0％ 

9.8％ 
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 平成 21 年度調査 平成 22 年度調査 

性別 男性 50.0％ 女性 50.0％ 男性 46.8％ 女性 53.2％ 

年齢 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

16.6％ 

16.7％ 

16.7％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

16.7％ 

16.7％ 

16.6％ 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

9.1％ 

16.8％ 

21.5％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

15.5％ 

18.2％ 

18.9％ 

居住地域 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

4.2％ 

38.9％ 

21.6％ 

2.2％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

6.0％ 

14.7％ 

5.0％ 

7.4％ 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.3％ 

41.1％ 

17.8％ 

2.1％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

4.2％ 

15.1％ 

5.6％ 

8.8％ 

 平成 23 年度調査 平成 25 年度調査 

性別 男性 48.4％ 女性 51.6％ 男性 48.4％ 女性 51.6％ 

年齢 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

13.6％ 

16.0％ 

17.5％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

17.2％ 

15.8％ 

19.9％ 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

13.6％ 

16.0％ 

17.5％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

17.2％ 

15.8％ 

19.9％ 

居住地域 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.3％ 

31.7％ 

15.9％ 

4.0％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.6％ 

17.7％ 

6.6％ 

11.3％ 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.3％ 

31.7％ 

15.9％ 

4.0％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.6％ 

17.7％ 

6.6％ 

11.3％ 

 平成 26 年度調査 平成 27 年度調査 

性別 男性 48.1％ 女性 51.9％ 男性 48.1％ 女性 51.9％ 

年齢 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

13.2％ 

16.0％ 

17.6％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

17.1％ 

15.9％ 

20.2％ 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

13.2％ 

16.0％ 

17.6％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

17.1％ 

15.9％ 

20.2％ 

居住地域 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.3％ 

31.3％ 

15.9％ 

4.0％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.9％ 

17.8％ 

6.4％ 

11.5％ 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

5.3％ 

31.3％ 

15.9％ 

4.0％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.9％ 

17.8％ 

6.4％ 

11.3％ 

 平成 28 年度調査  

性別 男性 48.3％ 女性 51.7％   

年齢 

20 歳代 

40 歳代 

60 歳代 

12.3％ 

17.9％ 

17.4％ 

30 歳代 

50 歳代 

70 歳以上 

15.1％ 

14.9％ 

22.4％ 

    

居住地域 

北海道 

関東 

近畿 

四国 

4.8％ 

32.3％ 

15.9％ 

3.7％ 

東北 

中部 

中国 

九州・沖縄 

7.7％ 

17.8％ 

6.4％ 

11.3％ 
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ア 廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の意識 
ごみ問題への関心度については、減少傾向にあり、平成 2３年度までは

80%以上の人が関心をもっていましたが、平成 28 年度は約 66%となって

います。 

3R の認知度についても、平成 19 年度以降増加傾向にありましたが、平

成 23 年度の約 42％をピークに平成 25 年度以降は横ばいに転じ、平成 28

年度は約 37％となっています。 

廃棄物の減量化や循環利用に対する意識は、ごみを少なくする配慮の意識

が平成 2３年度以降は減少傾向にあり、平成 28 年度は約 57％となってい

ます。 

グリーン購入に関する意識については、平成 19 年度以降 80%を超えた

高いレベルで推移していましたが、平成 25 年度以降少しずつ減少し、平成

28 年度は約７7％となっています。 

総じて減少傾向がみられ、「廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の

意識」に関する目標（90％）達成に向けての取組が必要となっています。 

 

表  8 3R 全般に関する意識の変化  

 

平成

19 

年度 

平成

20 

年度 

平成

21 

年度 

平成

22 

年度 

平成

23 

年度 

 

 

平成

25 

年度 

平成

26 

年度 

平成

27 

年度 

平成

28 

年度 

ごみ問題への関心           

 
ごみ問題に（非常に・

ある程度）関心がある 

85.9

% 

86.1

% 

82.1

% 

83.8

% 

81.2

% 

 72.2

% 

71.7

% 

70.3

% 

66.3

% 

3R の認知度           

 

3R という言葉を（優先

順位まで・言葉の意味

まで）知っている 

22.1

% 

29.3

% 

40.6

% 

38.4

% 

41.7

% 

 
39.9

% 

37.2

% 

35.8

% 

36.7

% 

廃 棄 物 の 減 量 化 や 循 環 利

用に対する意識 
          

 

ごみを少なくする配慮

やリサイクルを（いつ

も・多少）心がけてい

る 

79.3

% 

48.2

%※  

70.3

% 

71.7

% 

67.0

% 

 

59.7

% 

59.6

% 

57.8

% 

56.9

% 

 

ご み の 問 題 は 深 刻 だ と

思 い な が ら も 、 多 く の

も の を 買 い 、 多 く の も

のを捨てている 

7.0% 3.8% 
10.0

% 

10.8

% 

11.3

% 

 

12.4

% 

13.6

% 

12.7

% 

14.4

% 

グ リ ー ン 購 入 に 対 す る 意

識 
          

 

環境にやさしい製品の

購入を（いつも・でき

るだけ・たまに）心が

けている 

86.0

% 

81.7

% 

81.6

% 

84.3

% 

82.1

% 

 

79.3

% 

78.7

% 

78.3

% 

76.8

% 

 

環境にやさしい製品の

購入をまったく心がけ

ていない 

11.0

% 

14.0

% 

14.6

% 

12.5

% 

14.8

% 

 
15.0

% 

15.4

% 

15.6

% 

16.4

% 

※平成 20 年度調査では「ある程度心がけている」（47.4％）という選択肢もあったことから、回答が分散し

たものと考えられる。 

出典：環境省「循環型社会に関するアンケート調査」平成 19 年度～平成 23 年度、平成 25 年度～平成 28 年度） 
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イ 具体的な３R 行動の実施率 
全体的に、実施率が従来から高い行動は高い割合で、従来から低い行動は

低い割合で推移しています。 

具体的には、ごみの分別の実施、詰め替え製品の使用、マイバッグの持参・

簡易包装の取組は高い割合で推移しています。しかし、取組を実施している

人の割合の高い詰め替え製品の使用（66％）、マイバッグの持参・簡易包装

の取組（66％）についても、「具体的な３Ｒ行動の実施率」の目標（平成

24 年度世論調査から約 20％上昇、両項目とも約 79％）の達成に向けての

更なる取組が必要となっています。そのほか、再使用可能な容器を使った製

品の購入（11％）やリサイクル品の購入（11％）などの取組については、

低い水準で推移してきていることからも、目標の達成に向けての取組が必要

となっています。 
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表  9 3R に関する主要な具体的行動例の変化  

 

ア（発生抑制（リデュース）） 
H19 H20 H21 H22 H23 H24年度 H25 H26 H27 H28
年度 年度 年度 年度 年度 世論調査 年度 年度 年度 年度

45.2% 64.3% 69.1% 72.7% 68.9% 59.1% 65.7% 66.1% 64.4% 65.9%

74.5% 74.2% 70.6% 74.7% 74.5% 59.2% 67.0% 69.4% 67.1% 65.9%
25.2% 19.0% 23.1% 24.2% 23.4% 28.1% 19.2% 20.7% 20.5% 19.9%

- - - - - 20.1% 13.3% 14.6% 12.9% 13.5%

11.5% 10.8% 13.5% 16.0% 13.7% - 11.2% 9.7% 13.4% 10.3%

- - - - - 55.8% 30.0% 32.1% 32.6% 31.6%

6.9% 12.0% - - - - -

マイ箸を携帯している - - 9.8% 10.2% 9.0% - 6.7% 6.3% 7.3% 6.1%

ペットボトルなどの使い捨て型飲料容器や、
使い捨て食器類を使わないようにしている

- - 23.0% 21.5% 20.5% - 16.8% 16.0% 16.0% 15.9%

マイ箸を携帯し割り箸をもらわないようにしたり、使
い捨て食器類（割り箸等）を使用していない店を選

レジ袋をもらわないようにしたり（買い物袋を持参
する）、簡易包装を店に求めている
詰め替え製品をよく使う
使い捨て製品を買わない
無駄な製品をできるだけ買わないよう、レンタル・
リースの製品を使うようにしている
簡易包装に取り組んでいたり、使い捨て食器類
（割り箸等）を使用していない店を選ぶ

買いすぎ、作りすぎをせず、生ごみを少なくするな
どの料理法（エコクッキング）の実践や消費期限切
れなどの食品を出さないなど、食品を捨てないよう
にしている

 

イ（再使用（リユース）） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24年度 H25 H26 H27 H28
年度 年度 年度 年度 年度 世論調査 年度 年度 年度 年度

- - - - - - 22.4% 25.2% 24.6% 20.2%

インターネットオークションに出品したり、落札
したりするようにしている

23.9% 30.5% 28.4% 28.3% 17.9% - -

中古品を扱う店やバザーやフリーマーケット 22.5% 23.8% 21.0% 23.4% 20.4% - -

17.7% 10.0% 11.7% 10.1% 12.5% 23.4% 11.8% 10.8% 12.1% 11.1%

不用品を、中古品を扱う店やバザーやフリーマー
ケット、インターネットオークションなどを利用で売っ
ている

ビールや牛乳のびんなど再使用可能な容器を使っ
た製品を買う  

ウ（再生利用（リサイクル）） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24年度 H25 H26 H27 H28
年度 年度 年度 年度 年度 世論調査 年度 年度 年度 年度

86.1% 85.1% 84.7% 90.6% 87.5% - 84.0% 82.0% 80.4% 80.2%

69.9% 67.8% 71.1% 72.8% 71.0% - 64.1% 66.4% 63.4% 63.9%

45.8% 41.4% - - - - -

トレイや牛乳パックなどの店頭回収に協力し
ている

- - 47.5% 44.3% 48.5% - 42.2% 43.9% 42.9% 39.5%

携帯電話などの小型電子機器の店頭回収に
協力している

- - 20.5% 20.4% 19.4% 26.2% 21.7% 22.6% 20.8% 18.9%

19.9% 14.1% 14.6% 12.9% 13.6% 20.7% 11.4% 12.7% 11.1% 11.1%
再生原料で作られたリサイクル製品を積極的に購
入している

家庭で出たごみはきちんと種類ごとに分別して、定
められた場所に出している

リサイクルしやすいように、資源ごみとして回収さ
れるびんなどは洗っている
スーパーのトレイや携帯電話など、店頭回収に協
力している

 
 

出典：環境省「循環型社会に関するアンケート調査」 

（平成 19 年度～平成 23 年度、平成 25 年度～平成 28 年度） 

内閣府「環境問題に関する世論調査」（平成 24 年６月） 

※世論調査の値は、設問・選択肢の文章が完全に一致はしていない項目もあるが、類似・同一内容の設

問で比較。 
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意識  行動（発生抑制（リデュース））  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 
ごみ問題に（非常に・ある程度）関心がある

3Rという言葉を（優先順位まで・言葉の意味まで）知っている

ごみを少なくする配慮やリサイクルを（いつも・多少）心がけている

環境にやさしい製品の購入を（いつも・できるだけ・たまに）心がけて

いる  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 
レジ袋をもらわないようにしたり（買い物袋を持参する）、簡易包装を店に

求めている

詰め替え製品をよく使う

使い捨て製品を買わない

無駄な製品をできるだけ買わないよう、レンタル・リースの製品を使うよう

にしている

簡易包装に取り組んでいたり、使い捨て食器類（割り箸等）を使用してい

ない店を選ぶ

買いすぎ、作りすぎをせず、生ごみを少なくするなどの料理法（エコクッキング）の実践

や消費期限切れなどの食品を出さないなど、食品を捨てないようにしている

マイ箸を携帯し割り箸をもらわないようにしたり、使い捨て食器類（割り箸

等）を使用していない店を選ぶ

マイ箸を携帯している

ペットボトルなどの使い捨て型飲料容器や、使い捨て食器類を使わない

ようにしている  
行動（再使用（リユース））  行動（再生利用（リサイクル））  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 
不用品を、中古品を扱う店やバザーやフリーマーケット、インターネットオークショ

ンなどを利用で売っている

インターネットオークションに出品したり、落札したりするようにしている

中古品を扱う店やバザーやフリーマーケットで売買するようにしている

ビールや牛乳のびんなど再使用可能な容器を使った製品を買う  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 
家庭で出たごみはきちんと種類ごとに分別して、定められた場所に出している

リサイクルしやすいように、資源ごみとして回収されるびんなどは洗っている

スーパーのトレイや携帯電話など、店頭回収に協力している

トレイや牛乳パックなどの店頭回収に協力している

携帯電話などの小型電子機器の店頭回収に協力している

再生原料で作られたリサイクル製品を積極的に購入している  
図  33 循環型社会に関する意識・行動の変化  

出典：平成 19 年度～平成 23 年度、平成 25 年度～平成 28 年度：環境省「循環型社会に関するアンケート

調査」（平成 19 年度～平成 23 年度、平成 25 年度～平成 28 年度） 

平成 24 年度：内閣府「環境問題に関する世論調査」（平成 24 年６月） 

※世論調査の値は、設問・選択肢の文章が完全に一致はしていない項目もあるが、類似・同一内容の設問で比較。 
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（４）循環型社会ビジネス市場規模 

平成 26 年における循環型社会ビジネス市場の市場規模は、目標の基準年で

ある平成 12 年の約 1.2 倍となっています。市場規模は、平成 20 年までは増

加傾向にあったものの景気後退の影響を受け平成 21 年に大きく減少しました

が、その後少しずつ増加しており、回復傾向にあります。また、雇用規模は平

成 12 年の約 1.3 倍となっています。ただ、循環型社会ビジネス市場規模の目

標は、平成 32 年度において平成 12 年度の約２倍としており、達成に向けて

の取組が必要となっています。 
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持続可能な農林水産業 クリーンエネルギー利用 廃棄物処理、リサイクル 長寿命化 資源、機器の有効利用 合計

 
出典：「環境産業の市場規模・雇用規模」（毎年）（環境省）のうち、循環産業に関わると考えられる部分(※)

のみを抽出・合算 

図  34 循環型社会ビジネス市場規模の推移及び内訳  
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【参考】 
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持続可能な農林水産業 クリーンエネルギー利用 廃棄物処理、リサイクル 長寿命化 資源、機器の有効利用 合計

 
出典：「環境産業の市場規模・雇用規模」（毎年）（環境省）のうち、循環産業に関わると考えられる部分(※)

のみを抽出・合算 

図  35 循環型社会ビジネス雇用規模の推移  
 

【※循環型社会ビジネス市場規模・雇用規模として抽出している項目】 

バイオマスエネルギー利用施設、新エネ売電ビジネス、最終処分場遮水シート、生ごみ処理装置、し

尿処理装置、廃プラの高炉還元・コークス炉原料化設備、RDF 製造装置、RDF 発電装置、RPF 製造

装置、都市ごみ処理装置、事業系廃棄物処理装置、ごみ処理装置関連機器、処分場建設、焼却炉解体、

リサイクルプラザ、エコセメントプラント、PCB 処理装置、一般廃棄物の処理に係る処理費（収集、

運搬）、一般廃棄物の処理に係る処理費（中間処理）、一般廃棄物の処理に係る処理費（最終処分）、

一般廃棄物の処理に係る委託費（収集、運搬）、一般廃棄物の処理に係る委託費（中間処理）、一般

廃棄物の処理に係る委託費（最終処分）、一般廃棄物の処理に係る委託費（その他）、し尿処理、産

業廃棄物処理、容器包装再商品化 1、容器包装再商品化 2、廃家電リサイクル（冷蔵庫）、廃家電リ

サイクル（洗濯機）、廃家電リサイクル（テレビ）、廃家電リサイクル（エアコン）、廃自動車リサ

イクル、廃パソコンリサイクル、廃棄物管理システム、小型家電リサイクル、再資源の商品化（廃プ

ラスチック製品製造業）、再資源の商品化（更正タイヤ製造業）、再資源の商品化（再生ゴム製造業）、

再資源の商品化（鉄スクラップ加工処理業）、再資源の商品化（非鉄金属第二次精錬・精製業）、PET

ボトル再生繊維、生ごみ肥料化・飼料化、RPF、パルプモールド、石炭灰リサイクル製品、再生砕石、

動脈産業での廃棄物受入（鉄鋼業）、動脈産業での廃棄物受入（セメント製造業）、動脈産業での廃

棄物受入（紙製造業）、動脈産業での廃棄物受入（ガラス容器製造業）、レアメタルリサイクル、資

源回収、中古自動車小売業、中古品流通（骨董品を除く）、中古品流通（家電）、リターナブルびん

の生産、リターナブルびんのリユース、中古住宅流通、エコマーク認定文房具、電子書籍、リペア、

自動車整備(長期使用に資するもの）、建設リフォーム・リペア、インフラメンテナンス、産業機械リ

ース、工作機械リース、土木・建設機械リース、医療用機器リース、自動車リース、商業用機械・設

備リース、サービス業機械設備リース、その他の産業用機械・設備リース、電子計算機・同関連機器

リース、通信機器リース、事務用機器リース、その他リース、産業機械レンタル、工作機械レンタル、

土木・建設機械レンタル、医療用機器レンタル、自動車レンタル、商業用機械・設備レンタル、サー

ビス業用機械・設備レンタル、その他の産業用機械・設備レンタル、電子計算機・同関連機器レンタ

ル、通信機器レンタル、事務用機器レンタル、その他レンタル、エコカーレンタル、カーシェアリン

グ、シェアリングエコノミー、100 年住宅、スケルトン・インフィル住宅、非木材紙 
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（５）各種リサイクル法の目標達成状況 

各種リサイクル法の達成状況は以下のとおりとなっています。 

特定家庭用機器再商品化法（平成 10 年法律第 97 号。以下、「家電リサイ

クル法」という。）は平成 26 年度に政令を改正し、再商品化率を引き上げる

とともに、同年度、基本方針を改正し、新たに廃家電の回収率目標を設定しま

した。平成 27 年度の回収率は 52.2％となっており、基準年度である平成 25

年度と比較して 3.2 ポイント上昇しています。また、再商品化率は、全品目と

も、目標値を上回っています。食品リサイクル法は、平成 27 年度に新たな基

本方針を策定し、新しい再生利用等実施率目標を設定しました。食品製造業は

再生利用等実施率目標を達成しているものの、食品卸売業は目標 70％に対し

て 57％、食品小売業は目標 55％に対して 46％、外食産業は目標 50％に対

して 24％と川下に至るほど低下しており、再生利用等実施率向上に向けた更

なる取組が必要となっております。建設リサイクル法は、平成 26 年度に国土

交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施

策を内容とする「建設リサイクル推進計画２０１４」を策定し、同計画におい

て個別品目毎の平成 30 年度目標値を設定し、同目標値の達成に向けて取り組

んでいます。使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87

号。以下、「自動車リサイクル法」という。）は、平成 27 年度の自動車破砕

残さ及びエアバッグ類の再資源化率がそれぞれ 96.5％～98.8％及び 93％～

94％と、引き続き自動車リサイクル法に基づく目標を大幅に超過して達成し

ています。容器包装リサイクル法は、平成 28 年度に中央環境審議会と産業構

造審議会の合同会合で取りまとめられた「容器包装リサイクル制度の施行状況

の評価・検討に関する報告書」において、再生材の質を重視した入札制度の見

直し等が提言されました。使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（平成２４年法律第５７号。以下、「小型家電リサイクル法」）は、平成２

５年度から施行され、有用金属等の資源確保、廃棄物の減量化、有害物管理を

目的に、基本方針に回収目標量を設定しました。平成 27 年度の回収量は、目

標値である 14 万トンに対して、6.７万トンであり、小型家電回収量の拡大に

向けた更なる取組が必要となっています。 
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表  10 各種リサイクル法の目標達成状況  
法律  対象  単位  目標値  実績値  

家 電 リ

サ イ ク

ル法  
エアコン  

再商品化率  
 

80% 

（平成 27 年度～） 

93% 

（平成 27 年度） 

ブ ラ ウ ン 管 式 テ

レビ  
55% 

（平成 27 年度～） 

73％ 

（平成 27 年度） 

液晶・プラズマ式

テレビ  
74% 

（平成 27 年度～） 

89％ 

（平成 27 年度） 

冷蔵庫・冷凍庫  
70% 

（平成 27 年度～） 

82％ 

（平成 27 年度） 

洗濯機・衣類乾燥

機  
82% 

（平成 27 年度～） 

90％ 

（平成 27 年度） 

全品目合計  回収率  
56％ 

（平成 30 年度） 

52.2％ 

（平成 27 年度） 

食 品 リ

サ イ ク

ル法  
食品製造業  

再生利用等

の実施率  
 
 
 
 
 

95% 

（平成 31 年度） 

95％ 

（平成 26 年度） 

食品卸売業  
70% 

（平成 31 年度） 

57％ 

（平成 26 年度） 

食品小売業  
55% 

（平成 31 年度） 

46％ 

（平成 26 年度） 

外食産業  
50% 

（平成 31 年度） 

24％ 

（平成 26 年度） 

建 設 リ

サ イ ク

ル法（※） 再資源化率  

アスファル

ト・コンク

リート塊  

99% 以上 

（平成 30 年度） 

99.5％ 

（平成 24 年度） 

コンクリー

ト塊  
99% 以上 

（平成 30 年度） 

99.3％ 

（平成 24 年度） 

再資源化・縮減率 

建設発生木

材  
95％以上 

（平成 30 年度） 

94.4％ 

（平成 24 年度） 

建設汚泥  
90％以上 

（平成 30 年度） 

85.0％ 

（平成 24 年度） 

建設混合廃

棄物  
60％以上 

（平成 30 年度） 

58.2％ 

（平成 24 年度） 

排出率  建設混合廃

棄物  
3.5％以下 

（平成 30 年度） 

3.9％ 

（平成 24 年度） 

再資源化・縮減率 建設廃棄物

全体  
96％以上 

（平成 30 年度） 

96.0％ 

（平成 24 年度） 

建 設 発 生 土 有 効

利用率  建設発生土  
80％以上 

（平成 30 年度） 
― 
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法律  対象  単位  目標値  実績値  
自 動 車

リ サ イ

クル法  自動車破砕残さ  
再資源化率  

50％ 

（平成 22 年度～） 

70％ 

（平成 27 年度～） 

96.5～98.8％ 

（平成 27 年度） 

エアバッグ類  85％（－） 
93～94％ 

（平成 27 年度） 

小 型 家

電 リ サ

イ ク ル

法  

小型家電  回収量  １４万㌧／年  
（平成 27 年度） 

６．７万㌧／年  
（平成 27 年度） 

出典：家電リサイクル法：電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会 循環型社会部会 家

電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合（第 35 回）「家電リサイクル法に基づ

くリサイクルの実施状況等について」（再商品化率の原典は家電メーカー各社及び一

般財団法人家電製品協会の公表値） 

 

食品リサイクル法：「平成 26 年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率（推

計値）」（農林水産省）  

建設リサイクル法：「建設副産物実態調査」（国土交通省）、 

「建設リサイクル推進計画２０１４」（国土交通省） 

※国土交通省所管工事分に限る 

自動車リサイクル法：産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 自動車リサイ

クルワーキンググループ、中央環境審議会 循環型社会部会 自動車リサイクル専門

委員会 第 44 回合同会議「自動車リサイクル法の施行状況」（経済産業省、環境省） 

小型家電リサイクル法：「平成 28 年度産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員

会 小型家電リサイクルワーキンググループ・中央環境審議会 循環型社会部会 

小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関

する小委員会合同会合」平成 27 年度回収実績 
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２ 推移をモニターする指標 
 
（１）国民一人当たりの資源消費量 

国民一人当たりの資源消費量は平成１２年度以降減少傾向にありましたが、

平成２３年度から増加傾向に転じています。  
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※1 国民一人当たりの資源消費量（トン/人） 

＝（一次資源等価換算した天然資源等投入量－一次資源等価換算した輸出量）／人口 

※2 平成 27 年に、平成 23 年基準の産業連関教が総務省より公表されたことをふまえ、総務省「平成 12-17-23

年接続産業連関表」と経済産業省「産業連関表（延長表）」の平成 24 年と平成 25 年を用いて推計を行っ

た。 

 

図  36 国民一人当たりの資源消費量  

 
 



- 41 - 

（２）生活系ごみ処理の有料化実施地方公共団体率 

ごみ処理有料化4を実施している自治体では、平成 26 年度の生活系ごみで

63.4%となり、平成 25 年度（63.1％）からほとんど変化はありません。

なお、生活系ごみ処理の有料化対象人口率も平成 2６年度で 45.9％となっ

ており、平成 25 年度（45.7％）からほとんど変化はありません。 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）平成 26 年度調査結果「処理状況 全体集計結果」より作成 

※事業系ごみの全国のごみ処理有料化実施自治体率は、平成 26 年度は 84.6％。 

図  37 生活系ごみ処理の有料化実施地方公共団体率  
 

【参考】 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）平成 26 年度調査結果「処理状況 全体集計結果」より作成 

※各都道府県の総人口に対する有料化実施自治体（粗大ごみ及び直接搬入ごみを除いた生活系ごみ処理の手数料が有

料又は一部有料の自治体）の人口の割合。 

図  38 生活系ごみ処理の有料化対象人口率  

                                        
4粗大ごみ及び直接搬入ごみを除いた生活系ごみ処理の手数料が有料又は一部有料の自治体の割合 
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（３）耐久消費財の平均使用年数 

家電製品の平均使用年数はほとんどの品目で平成 25 年度から平成 27 年

度にかけて上昇傾向にあります。カラーテレビは平成 21 年度以降短くなっ

ていましたが、平成 25 年度から平成 27 年度にかけて長くなりました。長

期的な傾向としてはパソコン及び携帯電話の平均使用年数は年々長くなる傾

向にあります。また、自動車の平均使用年数は長くなる傾向にあります。 

 

ア 家電製品・パソコン・携帯電話の平均使用年数5 
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出典：内閣府「消費動向調査」主要耐久消費財等の買替え状況(総世帯) 毎年 3 月時点調査結果 

※平成 25 年度から調査方法を訪問留置調査法から郵送調査法に変更。（ただし、調査 1 か月目の新規世帯は、

調査員が訪問して調査依頼・調査票配布及び回収。）また、調査客体を 6,720 世帯から 8,400 世帯に変更。 

※平成 24 年度に実施した試験調査（郵送調査、一般世帯（二人以上の世帯））では、携帯電話を除き平均使

用年数が短くなっている点にも留意が必要。 

図  39 家電製品・パソコン・携帯電話の平均使用年数の推移  
 

 

                                        
5 ここでの平均使用年数とは、「調査年度に買替えをした品目について、買替え前に使っ

ていたものの年数」であり、調査対象者が使用した年数を示す。  
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イ 自動車の平均使用年数 
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出典：自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（平成 27 年 9 月 産業構造審議会産業

技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ中央環境審議会循環

型社会部会自動車リサイクル専門委員会合同会議）より作成（データは経済産業省、環境省） 

図  40 自動車の平均使用年数の推移  
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（４）２R の取組状況 

ア レジ袋辞退率（マイバッグ持参率） 

レジ袋の辞退率は平成 17 年に一度減少しましたが、以降再び増加傾向に

あり、特に平成 19 年以降の伸びは大きく、平成 26 年 3 月には半数を超え、

平成 28 年 3 月現在、52.1%となっています。 
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出典：日本チェーンストア協会 HP の「日本チェーンストア協会の環境問題への取り組み「循環型経済社会

の構築」に関する取り組み」に掲載されている「レジ袋辞退率の推移」 

※辞退率＝レジ袋を辞退した客数÷レジ通過客数 

図  41 レジ袋辞退率（マイバッグ持参率）の推移  
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イ 詰替・付替製品出荷率 
詰替・付替製品出荷量は着実に増加傾向にあります。出荷比率も、平成 14

年に 50％を超えた後、着実に増加傾向を示しており、平成 23 年には 75％

を超え、近年は約 80％と高い水準となっています。 

増加要因としては、容器包装リサイクル法の制定等により、容器包装の排

出抑制に関する意識が高まったこと等が考えられます。 
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出典：日本石鹸洗剤工業会「石鹸洗剤業界におけるプラスチック容器包装使用量の推移（1995 年～201５年）」 

※付替え製品は、「漂白剤・かびとり剤」などのように内容物に直接触れることが好ましくないスプレー付き

製品のノズル等以外の部分。 

図  42 詰替・付替製品出荷量の推移  
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ウ びんのリユース率の推移 
リターナブルびんの使用量は年々減少傾向にあります。R マークびんの出

荷量も以前は増加傾向にありましたが、平成 21 年に減少して以降、ここ数

年は横ばい傾向となっていましたが、平成 26 年から平成 27 年にかけては

大きく減少しています。 

【参考】びんのリユース率等の推移 
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出典：平成８年～平成 25 年：ガラスびん３R 促進協議会提供資料より作成 

平成 26 年、平成 27 年：「ガラスびんのマテリアル・フロー図」（ガラスびん３R 促進協議会）より

作成 

※リターナブル比率＝リターナブルびん使用量／（リターナブルびん使用量＋ワンウェイびん使用量） 

図  43 びんのリユース率等の推移（リターナブルびん6比率等の推移）  
 

                                        
6 あきびんを回収後、きれいに洗浄され、再び中身を詰めて商品化されるびん。ビールびん、牛乳びん、一升

びん等。（出典：日本ガラスびん協会 HP） 
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出典：ガラスびん３R 促進協議会 HP データ集 「R マークびん用途別出荷本数の推移」（資料：日本ガラス

びん協会） 

図  44 R マークびん7の出荷量  

                                        
7 R マークは、リターナブルびんであることを容易に識別できるようにしたマークで、会員会社が日本ガラス

びん協会から事前に許可を得て製造したリターナブルびんにのみ使用することができる（出典：日本ガラス

びん協会 HP） 
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エ リユース・シェアリング市場規模 

商業統計表におけるリユース市場規模（年間商品販売額）をみると、中古

品小売業は平成 14 年までは年々増加していましたが、その後減少傾向とな

っています。中古自動車小売業も平成 19 年から平成 26 年の間に大きく減

少しています。商業統計表では対象外となっている古本、中古自転車などの

一部の品目も考慮するため平成 27 年度の消費者へのアンケート調査からリ

ユース市場規模を拡大推計した結果をみると、金額は約 1 兆円となり、購入

方法別に見ると「インターネットオークションで購入」が「リユースショッ

プの店頭で購入」を上回っています。 

カーシェアリングの車両台数と会員数はともに年々増加しており、平成

28 年には車両台数約 2 万台、会員数約 85 万人となっています。 

【参考】商業統計表におけるリユース市場規模  
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出典：昭和 47 年～平成 19 年：経済産業省「商業統計」の時系列データ「産業細分類別（産業４桁分類）（昭

和 47 年～平成 19 年）」より作成 

平成 24 年、平成 26 年：経済産業省「平成 26 年商業統計確報」より作成 

※昭和 47 年～平成 19 年は、「中古品小売業(骨とう品を除く)」の値。 

※平成 24 年、平成 26 年は、「中古品小売業(骨とう品を除く)」と「中古電気製品小売業」の合計値。 

※平成 24 年は、総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス－活動調査」の値。 

※平成 26 年商業統計調査は、日本標準産業分類の第 12 回改定及び調査設計の大幅変更を行っている。また、

総務省「経済センサス-基礎調査」との同時調査（一体的）により実施。 

図  45 中古品市場規模（中古品小売業（骨とう品を除く））  
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出典：経済産業省「商業統計」 

※平成 16 年の値は簡易調査の値、平成 26 年の値は速報値。  
図  46 中古品市場規模（中古自動車小売業）  

【参考】消費者アンケートより推計するリユース市場規模  



- 49 - 

リユースショップの店

頭で購入

3,513億円,31.3%

インターネットオーク

ションで購入

5,289億円,47.1%

インターネットショッピ

ングサイトで購入

1,967億円,17.5%

フリマアプリで購入

214億円,1.9%

フリーマーケット・バ

ザーで購入

106億円,0.9% その他の場所で購入

146億円,1.3%

合計 1兆1千億円

 
出典：平成 27 年度使用済製品等のリユース促進事業研究会報告書より作成 

※消費者の購入量から推計した値であり、国内における個人消費者のリユース市場規模である。事業者が購入

するリユース品・中古品は含まれない（例えば、建設機械、医療機器、特殊車両などの事業・産業用途、オ

フィス・事務所等で利用する家具、電化製品など）。 

※国内の消費者でのリユース品・中古品の購入状況であり、海外でのリユースは含まれていない。 

※上記推計には、未使用品・新古品を含む。骨とう品は含まれていない。 

図  47 消費者アンケートより推計するリユース市場規模  
（購入方法別のリユース市場規模（自動車・バイク除く））  
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出典：平成 27 年度使用済製品等のリユース促進事業研究会報告書より作成 

※消費者の購入量から推計した値であり、国内における個人消費者のリユース市場規模である。事業者が購入

するリユース品・中古品は含まれない（例えば、建設機械、医療機器、特殊車両などの事業・産業用途、オ

フィス・事務所等で利用する家具、電化製品など）。  
※国内の消費者でのリユース品・中古品の購入状況であり、海外でのリユースは含まれていない。  
※上記推計には、未使用品・新古品を含む。骨とう品は含まれていない。 

図  48 消費者アンケートより推計するリユース市場規模  
（品目別の内訳（自動車・バイク除く））  
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出典：平成 27 年度使用済製品等のリユース促進事業研究会報告書より作成   

図  49 過去１年間における中古品の購入経験、売却・譲渡経験  
（いずれも複数回答、平成 27 年）  
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出典：「オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き」（環境省 平成 28 年 5 月）より作成 

（データ出所は 環境省「平成 27 年度使用済製品のリユース等に関するアンケート」） 

図  50 過去のリユース品の調達・購入実績（自業者・官公庁・地方自治体別）  
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出典：公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団 

※平成 14 年から平成 17 年までは４～６月調べ。平成 18 年から平成 26 年までは１月調べ。平成 27 年か

らは３月調べ。 

図  51 カーシェアリング車両台数と会員数の推移  
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【参考】 
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出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会 HP「自家用乗用車の世帯普及台数」及び総務省統計局「国勢調査」

「人口推計」より作成 

※1 人当たり（18 歳以上）の自家用乗用車の保有台数とは、自家用乗用車（登録車と軽自動車の合計）の保有

台数を 18 歳以上総人口で割った値。 

※自家用乗用車（登録車と軽自動車の合計）の値は、「自動車保有車両数月報」の 3 月末現在により作成され

たもの。 

※18 歳以上人口は、総務省統計局「国勢調査」「人口推計」から、平成 12 年～平成 22 年は「長期時系列デー

タ（平成 12 年～22 年）」、平成 23 年～平成 27 年は各年の 10 月 1 日現在の総人口男女計より作成したもの。  

図  52 1 人当たり（18 歳以上）の自家用乗用車の保有台数の推移  
 
 
【参考】 

我が国における食品ロス発生量 約 632 万トン（平成 25 年度実績） 

 うち家庭系 約 302 万トン 

 うち事業系 約 330 万トン 
出典：農林水産省「食品廃棄物等の利用状況等（平成 25 年度推計）」 
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（５）一般廃棄物のリサイクル率 

一般廃棄物のリサイクル率は上昇傾向にありましたが、ここ数年はほぼ横

ばいとなっています。平成 26 年度は平成 25 年度から変わらず 20.6％と

なっています。 
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出典：「日本の廃棄物処理」（毎年度）（環境省）の「資源化の状況」（災害廃棄物分は除く） 

 

 
※リサイクル率（％）＝                           × 100 

 

図  53 一般廃棄物リサイクル率  

直接資源化量 ＋ 中間処理後再生利用量 ＋ 集団回収量 

ごみの総処理量 ＋ 集団回収量 
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（６）使用済小型電子機器等の回収地方公共団体数・実施人口割合 

使用済小型電子機器等の回収の取組は増加しており、全地方公共団体の約

70％が既に実施をしています。また、既に実施している自治体も含め約

76％は実施に前向きであり、その割合は前年度（約 75％）よりわずかに増

加しました。 

表  11 使用済小型電子機器等の回収地方公共団体数・実施人口割合  

実
施
中

実
施
に
向
け
て

調
整
中

未
定
※

実
施
し
な
い

未
回
答

合
計

1,219 108 283 125

70.0% 6.2% 16.3% 7.2%

86.3% 5.1% 5.7% 2.2%

1,073 232 316 120

61.6% 13.3% 18.1% 6.9%

79.8% 10.3% 7.5% 2.6%

754 277 553 157

43.3% 15.9% 31.8% 9.0%

64.8% 14.0% 18.2% 3.0%

341 294 1001 106

19.6% 16.9% 57.5% 6.1%

26.1% 28.2% 43.4% 2.3%

905 590

53.2% 34.7%

54.3% 22.9%

人口分布率
（％）

91.4% 7.9%
0.7% 100%

平成28.４時点
有効回答 1,735

市町村数
1,327 408

6 1,741

回答割合
（％）

76.2% 23.4%
0.3% 100%

平成27.４時点
有効回答 1,741

市町村数
1,305 436

0 1,741

回答割合
（％）

74.9%

人口分布率
（％）

90.1% 10.1%
0% 100%

25.0%
0% 100%

平成26.４時点
有効回答 1,741

市町村数
1,031 710

0 1,741

回答割合
（％）

59.2% 40.8%
0% 100%

人口分布率
（％）

78.8% 21.2%
0% 100%

平成25.４時点
有効回答 1,742

市町村数
635 1,107

0 1,742

回答割合
（％）

36.5% 63.5%
0% 100%

人口分布率
（％）

54.3% 45.7%
0% 100%

人口分布率
（％）

17.1%
77.2%

5.7% 100%

平成24.11時点
（参考）

有効回答 1,701

市町村数
（実施予定あり） 1,495

21 1,701
185

回答割合
（％）

10.9%
87.9%

1.2% 100%

 
出典：環境省資料、「平成 28 年度産業構造審議会・中央環境審議会合同会合」平成 27 年度回収実績 

※平成 26 年度調査までは「未定だが、どちらかというと実施方針」、「未定だが、どちらかというと実施しな

い方針」と分けて質問していた項目が、平成 27 年度調査以降は「未定」に統一･変更された。  
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（７）一般廃棄物焼却施設における発電・熱利用の状況 

平成 27 年 3 月現在、ごみ焼却施設の発電施設数は 338 施設、総発電能

力（発電設備容量）は 1,907MW となり、前年度より増加していますが、総

発電電力量は 7,958GWh/年、熱利用施設数は 764 施設となっており、ど

ちらも前年度よりも減少しています。 
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出典：「日本の廃棄物処理 平成 26 年度版」（環境省） 

※ごみ焼却施設全体の減少に伴って熱利用施設も減少しているが、一方で発電施設は増加している。すなわ

ち、熱利用施設数の減少が熱利用の取組の後退を示している訳ではない点に留意が必要。  
図  54 ごみ焼却施設における発電・熱利用の状況  
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（８）優良認定された産業廃棄物処理業者数 

平成 28 年 10 月末現在、優良認定業者数は 1,058 者、優良認定･優良確

認許可数は 7,781 件となり、平成 23 年 4 月の制度運用開始以来、優良認

定された産業廃棄物処理業者数が着実に増加しています。 
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（平成28年10月30日現在）

 
出典：地方自治体からの報告に基づき作成（環境省） 

※「優良認定許可件数」（7,781 件）は、環境省一覧より許可期限切れ 90 日超の許可証を除いた件数であるた

め、グラフで使用している値とは異なる。 

図  55 優良認定された産業廃棄物処理業者数  
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（９）不法投棄の発生件数・投棄量 

不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の平成 10 年代前半に比べて、大幅

に減少しており、一定の成果が見られます。一方で、平成 27 年度でいまだ

に年間 143 件、総量 16.6 万トン（5,000 トン以上の大規模事案３件、計

14.7 万トン含む。）もの悪質な不法投棄が新規に発覚し、後を絶たない状

況にあります。 
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出典：「産業廃棄物の不法投棄等の状況について」（環境省報道発表資料（平成 28 年 12 月 27 日）の「不法

投棄件数及び投棄量」  

※１. 不法投棄件数及び不法投棄量は、都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不法投棄のうち、1 件当

たりの投棄量が 10t 以上の事案（ただし特別管理産業廃棄物を含む事案は全事案）を集計対象とした。 

※２．上記棒グラフ白抜き部分について、岐阜市事案は平成 15 年度に、沼津市事案は平成 16 年度に判明し

たが、不法投棄はそれ以前より数年にわたって行われた結果、当該年度に大規模な事案として判明した。 

上記棒グラフ白抜き部分の平成 18 年度千葉市事案については、平成 10 年度に判明していたが、当該年

度に報告されたもの。 

上記棒グラフ白抜き部分の平成 20 年度桑名市多度町事案については、平成 18 年度に判明していたが、

当該年度に報告されたもの。 

上記棒グラフ白抜き部分の平成 22 年度滋賀県日野町事案については、平成 21 年度に判明していたが、

当該年度に報告されたもの。 

上記棒グラフの平成 27 年度の白抜き部分は、大規模事案として報告された滋賀県甲賀市事案、山口県宇

部市事案及び岩手県久慈市事案のもの。 

※３．硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案については本調査の対象からは除外している。 

図  56 不法投棄の発生件数・投棄量 
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（１０）地域における循環型社会形成に向けた取組 

 
ア 地方公共団体による循環基本計画の策定数 

地域における循環基本計画等の策定数については、個別に循環基本計画を

策定しているものから環境基本計画や廃棄物処理計画に循環に関する内容を

記載しているものまで差があるものの、地方公共団体による循環基本計画の

策定数は 1,396、策定率は 80.2％となっています。 

 
表  12 地方公共団体による循環基本計画の策定数（平成 26 年度）  
全市区町村

数
策定

市区町村数
策定率

全市区町村
数

策定
市区町村数

策定率

北海道 179 128 71.5% 滋賀県 19 18 94.7%

青森県 40 28 70.0% 京都府 26 23 88.5%

岩手県 33 31 93.9% 大阪府 43 38 88.4%

宮城県 35 32 91.4% 兵庫県 41 34 82.9%

秋田県 25 21 84.0% 奈良県 39 19 48.7%

山形県 35 31 88.6% 和歌山県 30 26 86.7%

福島県 59 41 69.5% 鳥取県 19 13 68.4%

茨城県 44 33 75.0% 島根県 19 15 78.9%

栃木県 25 23 92.0% 岡山県 27 23 85.2%

群馬県 35 26 74.3% 広島県 23 21 91.3%

埼玉県 63 58 92.1% 山口県 19 17 89.5%

千葉県 54 48 88.9% 徳島県 24 18 75.0%

東京都 62 58 93.5% 香川県 17 10 58.8%

神奈川県 33 31 93.9% 愛媛県 20 17 85.0%

新潟県 30 23 76.7% 高知県 34 17 50.0%

富山県 15 14 93.3% 福岡県 60 54 90.0%

石川県 19 16 84.2% 佐賀県 20 17 85.0%

福井県 17 15 88.2% 長崎県 21 16 76.2%

山梨県 27 19 70.4% 熊本県 45 27 60.0%

長野県 77 61 79.2% 大分県 18 15 83.3%

岐阜県 42 39 92.9% 宮崎県 26 19 73.1%

静岡県 35 32 91.4% 鹿児島県 43 30 69.8%

愛知県 54 52 96.3% 沖縄県 41 29 70.7%

三重県 29 20 69.0% 計 1741 1396 80.2%  
出典：環境省調べ（毎年度） 

 

 
【参考】 

表  13 地方公共団体による循環基本計画の策定数内訳（平成 26 年度）  

市町村 2.9% 9.9% 12.8% 20.7% 36.2% 18.3%

３Ｒについて個別に計画

を策定している。

環境基本計画中に３Ｒに
関する詳細な記載があ

る。

環境基本計画中で３Ｒに
関して詳細ではないが触

れている。

廃棄物処理計画中に３Ｒ
に関する詳細な記載があ

る。

廃棄物処理計画中で３Ｒ
に関して詳細ではないが

触れている。

３Ｒに関する言及はな

い。

 
出典：環境省調べ（毎年度） 
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イ 地域循環圏形成のための取組数 
小型家電リサイクル法実施市区町村数、バイオマス産業都市選定地域数は

前年度より増加しています。エコタウン事業承認地域は平成 18 年 1 月の承

認以降増加していません。 

 

■【参考】小型家電リサイクル法 実施市区町村数（割合） 

平成 28 年４月時点：1,327 市区町村（76.2％）（再掲） 

（内訳：地域別の市町村参加状況） 
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出典：小型家電リサイクル法：「平成 28 年度産業構造審議会・中央環境審議会合同会合」平成 27

年度回収実績  

※全体の割合（76.2％）は調査対象 1741 市町村（特別区含む）に対しての割合 

（有効回答 1,735 市町村）だが、地方別の割合は、未回答を含まない有効回答内での割合 

 

 

■【参考】バイオマス産業都市 選定地域 

平成 25 年度選定地域：３４市町村 

（第一次選定２６市町村+第二次選定 8 市町村） 

平成 26 年度選定地域：6 市町村 

平成 27 年度選定地域：12 市町村 

平成 28 年度選定地域：16 市町村 

合計：６８市町村 

（内訳） 

平成 25 年度第一次選定（平成 25 年 6 月）：北海道十勝地域（19 市

町村）、北海道下川町、北海道別海町、宮城県東松島市、茨城県牛久市、

新潟県新潟市、愛知県大府市、香川県三豊市 

平成 25 年度第二次選定（平成 26 年 3 月）：北海道釧路市、北海道興
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部町、宮城県南三陸町、静岡県浜松市、三重県津市、島根県奥出雲町、

岡山県真庭市、岡山県西粟倉村 

平成 26 年度：富山県射水市、兵庫県洲本市、島根県隠岐の島町、福岡

県みやま市、佐賀県佐賀市、大分県佐伯市 

平成 27 年度：北海道平取町、宮城県大崎市、山形県最上町、栃木県茂

木町、山梨県甲斐市、京都府京丹後市、京都府南丹市、島根県飯南町、

岡山県津山市、福岡県宗像市、大分県臼杵市、宮崎県小林市 

平成 28 年度：北海道知内町、北海道音威子府村、北海道西興部村、北

海道標茶町、青森県平川市、岩手県一関市、宮城県加美町、新潟県十日

町市、富山県南砺市、静岡県掛川市、愛知県半田市、京都府京丹波町、

福岡県糸島市、大分県国東市、鹿児島県薩摩川内市、鹿児島県長島町 

出典：「バイオマス産業都市選定地域（平成 28 年度）」（農林水産省） 

 

 

 

■【参考】エコタウン事業 承認地域 

平成 28 年 11 月現在：26 地域 

（内訳（自治体及び承認年月）） 

川崎市：平成 9 年 7 月、北九州市：平成 9 年 7 月、岐阜県：平成 9 年

7 月、長野県飯田市：平成 9 年 7 月、福岡県大牟田市：平成 10 年 7

月、札幌市：平成 10 年 9 月、千葉県千葉市：平成 11 年 1 月、秋田県：

平成 11 年 11 月、宮城県鶯沢町（現・栗原市）：平成 11 年 11 月、

高知県高知市：平成 12 年 12 月、北海道：平成 12 年 6 月、広島県：

平成 12 年 12 月、熊本県水俣市：平成 13 年 2 月、山口県：平成 13

年 5 月、香川県直島町：平成 14 年 3 月、富山県：平成 14 年 5 月、

青森県：平成 14 年 12 月、兵庫県：平成 15 年 4 月、東京都：平成

15 年 10 月、岡山県：平成 16 年 3 月、岩手県：平成 16 年 8 月、愛

知県：平成 16 年 9 月、三重県鈴鹿市：平成 16 年 10 月、大阪府：平

成 17 年 7 月、三重県四日市市：平成 17 年 9 月、愛媛県：平成 18 年

1 月 

出典：「エコタウン事業の承認地域マップ」（環境省） 

 

 

■【参考】食品リサイクルループ 

食品リサイクル法上の再生利用事業計画の認定（食品リサイクルルー

プ）：55 件 

出典：「再生利用事業計画認定一覧表（平成 28 年 12 月末時点）」（農林水産省） 
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（１１）海外の都市と循環型社会形成に関して連携している地方公共団体数 

「海外の都市と循環型社会形成に関して連携している地方公共団体数」は、

平成 25 年度に行ったアンケート調査によると、協定・覚書をしている地方

公共団体は 6 団体、研修生受入が 4 団体、国際会議開催が 1 団体、その他

の取組が 2 団体となっています。また、その他の調査では、平成 26 年度実

績として、海外の特定の自治体との間で協力・連携を実施している地方公共

団体は 12 団体、特定自治体ではないが国際的協力・連携の取組をしている

地方公共団体は 17 団体となりました。相手国・地域としては、東南アジア

が多く挙げられています。 

 

表  14 海外の都市と循環型社会形成に関して連携している地方公共団体数  
（平成 25 年度）  
 地方公共団体数  

協定・覚書  6 

長期派遣  0 

短期派遣  0 

研修生受入  4 

国際会議開催  1 

その他  2 

出典：「循環型社会づくりに係る取組に向けた調査」（平成 25 年度）（環境省） 

 
【参考】 

表  15 海外の都市と廃棄物管理・３R を含む環境協力・連携を実施している  
地方公共団体数（平成 26 年度）  

 数 相手国・地域（例） 

海外の特定自治体との間で、

廃棄物管理・３R を含む環境

協力・連携を実施している 

12 マレーシア（バコ村、フレイザーズ・ヒル、クアラル

ンプール）、フィリピン国（メトロセブ）、タイ王国（バ

ンコク）、ベトナム（ダナン市、ホーチミン）、インド

ネシア共和国（バタム市、バリクパパン市、ハントワ

ジャヤ特別市、メダン市、スラバヤ市、西ヌサ・トゥ

ンガラ州、デポック市）、中国（瀋陽市、大連市）、オ

ーストラリア（クイーンズランド州）、ブラジル、ア

ルバニア共和国、サモア、バヌアツなど 

特定自治体ではないが、廃棄

物管理・３R を含む国際的な

環境協力・連携の取組を実施

している 

17 カンボジア、タイ王国（バンコク）、ミャンマー（ヤ

ンゴン）、中国（天津市、重慶市）、オーストラリア（シ

ドニー）、アメリカ（ロングビーチ）、韓国、ベトナム

（ホーチミン、ハイフォン市）、スリランカ、ブラジ

ル、インドネシアなど 

出典：環境省調べ（毎年度） 
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（１２）環境マネジメント等の実施 

ア グリーン購入実施率 
企業のグリーン購入実施率は、上場企業、非上場企業ともに減少傾向とな

っています。平成 26 年度は上場企業で約 77％、非上場企業で約 54％とな

りました。 
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図  57 グリーン購入実施率  

出典：「環境にやさしい企業行動調査」（毎年度）（環境省）の「取引先との関係について」のうち「どのように

グリーン購入を実施しているか」に関する値 

※平成 23 年度までは対象企業の全数を対象にした調査であったが、平成 24 年度からは標本調査に変更された。 

※平成 19 年度～平成 22 年度と平成 23 年度～平成 26 年度では設問回答選択肢が異なる。平成 22 年度まで

は企業のグリーン購入実施率は、「組織において、どのように環境配慮を考慮した原材料等、物品・サービス

等の選定（グリーン購入）をしているか」という質問に対して有効回答が得られた企業のうち、「環境に関す

る購入ガイドライン又は購入リスト等を作成し、選定している、「業界団体等で作成した環境に関する購入ガ

イドライン又は購入リスト等を活用し、選定している」、「環境に関する購入ガイドラインや購入リスト等は活

用していないが、環境配慮を考慮して選定している（リサイクル品の積極的な使用等を含む）」と回答した企

業の割合。平成 23 年度からは企業のグリーン購入実施率は、「環境配慮を考慮した原材料等、物品・サービ

ス等の選定（グリーン購入）を実施しているか」という質問に対して、「実施している」と回答した割合。 
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イ 環境マネジメントシステムの認証取得件数 
国際標準化機構（ISO）が認証する ISO14001 の認証取得件数は近年、2

万件程度とほぼ横ばいの傾向となっています。環境省が認証する中小事業者

向けの環境経営システムであるエコアクション 21 の認証取得件数は、ここ

数年は以前ほどの増加は見られませんが、平成 16 年の策定以降増加し続け

ています。 
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出典：公益財団法人 日本適合性認定協会提供資料 

※認証機関から提供されたデータの件数を集計したものであり、非公開件数を含んだ全件数の年度末推移。 

 

図  58  ISO14001 の認証取得件数  
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出典：エコアクション 21 の認証取得件数：財団法人持続性推進機構（エコアクション 21 中央事務局）HP「リ

スト検索」の「認証・登録の状況」（2016 年 11 月末時点） 

図  59 エコアクション 21 の認証取得件数 
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ウ 環境報告書の公表・環境会計の実施率  
環境報告書を作成・公表している企業の割合は、上場企業では平成 25 年

度から平成 26 年度で減少し、約 65％となりましたが、非上場企業は平成

25 年度から平成 26 年度で増加し、約 28％となりました。環境会計を導入

している企業の割合は、上場企業、非上場企業ともに平成 25 年度から平成

26 年度で減少し、平成 26 年度は上場企業で約 45％、非上場企業で約 11％

となりました。 
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出典：「環境にやさしい企業行動調査」（毎年度）（環境省）の「環境報告書を作成・公表している企業の割合」 

※CSR 報告書等の一部として作成・公表している場合も含む。 

※平成 23 年度までは対象企業の全数を対象にした調査であったが、平成 24 年度からは標本調査に変更された。 

図  60 環境報告書を作成・公表している企業の割合  
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出典：「環境にやさしい企業行動調査」（毎年度）（環境省）の「環境会計について」 

※平成 23 年度までは対象企業の全数を対象にした調査であったが、平成 24 年度からは標本調査に変更された。 

図  61 環境会計を導入している企業の割合  
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エ 製品アセスメントのガイドラインの業界による整備状況 
オ 資源生産性の向上等に向けた目標を設定している事業者数  

日本経済団体連合会の環境自主行動計画（循環型社会形成編）の循環型社

会形成に向けた取組みのうち、「製品アセスメントのガイドラインの整備状

況」として取組を記載している業種は、6 業種となっています。 

また、環境省のアンケート調査結果によると、事業エリア内における「資

源生産性」のデータを把握している企業の割合は約 8.9％となっており、約

5.2％の企業は目標も設定しています。 

 

【参考】 

表 16 環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕―2016 年度フォローアップ調査 

    結果－＜個別業種版＞において「製品アセスメントのガイドラインの整備状

況」を記載している団体 

業種（団体名） 
「製品アセスメントのガイドラインの整備状況」回

答 

ガス（日本ガス協会） 

 日本ガス石油機器工業会と、リサイクル容易な設

計のための｢製品アセスメントガイドライン｣を制

定し、ガス機器の環境配慮設計を図っている。 

化学（日本化学工業協会） 

 製品アセスメントのガイドラインの整備について

は調査を進めていないが、温室効果ガス排出削減

を推進すべく、ライフサイクル全体を通し製品の

温室効果ガス排出削減貢献量を把握する cLCA

（Carbon-Life Cycle Analysis）手法の普及・

啓発を行っている。 

電機・電子（情報通信ネット

ワーク産業協会、電子情報技

術産業協会、ビジネス機械・

情報システム産業協会、日本

電機工業会） 

 家電業界の各事業者においては、「家電製品製品

アセスメントマニュアル」に基づき、省資源化に

配慮した設計、長期使用が可能な部品の採用等に

よる製品の長期使用に資する設計、およびリサイ

クルに容易な素材の選択等によるリサイクルに配

慮した設計等（ 管理物質の使用削減含む）につい

ての製品アセスメントに取り組んでいる。 

 「家電製品製品アセスメントマニュアル第 5 版」

を、平成 26 年（2014 年）3 月に発行。 

産業車両（日本産業車両協会） 

（会員の取組み事例） 

 社内の標準として、製品アセスメントの改訂を実

施中。 

 環境配慮型製品認定制度（認定要領の社内規定）

を策定。 

 地球温暖化防止、資源循環、環境負荷物質のリス
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ク管理について、規定で定義された認定基準（製

品アセスメントのガイドライン）を満足し、 

製品環境委員会で承認された製品・部品を、環境

配慮型製品として認定。 

鉄道車両（日本鉄道車輌工業

会） 

 ある会社では、製品アセスメント評価（全 14 項

目）のうち、「減容化」「再資源化」「再使用」

「製品の破砕処理」「製品の分解性・材料の分別

性」「回収・運搬」「製品の包装」「生産工程」

「流通」「LCA」の 10 項目について評価し、製

品開発に適用している。 

航空（定期航空協会） 
 当協会加盟各社ごとに航空機整備を行う部署等で

策定、活用がなされている。 
 

注１：環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕―2016 年度フォローアップ調査結果－＜個別業種版＞に、「製

品アセスメントのガイドラインの整備状況」として記述のあった業種についてのみ整理。 

注 2：自主行動計画には、全ての取組が書かれているわけではない点に留意が必要。実際に製品アセスメント

や環境配慮設計を実施していても自主行動計画中で取り上げていないこともあるため、書かれていなけ

れば実施していないわけではない点に留意必要。 

注 3：グリーン調達や原材料投入量削減等だけの取組は含んでいない。 

出典：環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕―2016 年度フォローアップ調査結果－＜個別業種版＞（日本

経済団体連合会）より作成 
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出典：平成 26 年度 環境にやさしい企業行動調査結果（環境省） 

※設問５―１、５－２より作成。 

※東京、大阪、名古屋の各証券取引所の１部、２部上場企業 1,664 社及び従業員数 500 人以上の非上場企業

4,574 社、合計 6,238 社を対象とし、従業員区分及び業種区分による層化比例配分抽出を行い、3,000 社

を抽出して実施。有効回答数は、1,400 社（回収率 46.7％）。 

図  62 事業エリア内における環境負荷データを把握している企業の割合及び  
環境目標を設定している企業の割合  
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出典：「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」（環境省）より作成 

図  63 産業廃棄物の排出量、減量化量、再生利用量、最終処分量の推移  
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Ⅲ 循環型社会の形成に向けた取組状況に関する全体の評価・今後の方向性 

 

 富山物質循環フレームワークで示された共通ビジョン（関連する概念やアプロー

チを尊重しつつ、地球の環境容量内に収まるように天然資源の消費を抑制し、再生

材や再生可能資源の利用を進めることにより、ライフサイクル全体にわたりストッ

ク資源を含む資源が効率的かつ持続的に使われる社会を実現する。）の達成のために、

例えば平成６２年（２０５０年）の我が国のビジョンを設定し、そこからバックキ

ャスティングによって上記の取組を戦略的に進める必要があります。 

 

（１）資源生産性 

平成 21 年度迄は大規模公共工事の減少や産業構造の変化等により、国内の非金

属鉱物系の天然資源等投入量が減少したことから、資源生産性は上昇傾向にありま

した。しかし、近年横ばいに転じ、平成 26 年度には約 37.8 万円/トンとなってお

り、目標値（平成３２年度で 46 万円/トン）の達成に向けた状況は厳しくなってい

ます。 

資源生産性が横ばいになっている背景は、近年、GDP が横ばいになっているこ

とと、東日本大震災等の影響により天然資源等投入量が平成 22 年度以降に横ばい

になっているためです。 

その他の「土石系資源投入量を除いた資源生産性」と「化石系資源に関する資源

生産性」、「ものづくりの資源生産性」と「産業分野別の資源生産性」は長期的に横

ばいとなっており、以前から大規模公共工事の減少や産業構造の変化等に起因する

非金属鉱物系の天然資源等投入量の減少に資源生産性の向上が依存していたことが

わかります。 

上記を踏まえると、資源生産性を向上させるためには、建設工事におけるリデュ

ースや再生資材の利用拡大をさらに進めるとともに、低炭素社会の推進の観点から

も石炭などの化石燃料の消費量の削減を図るなど上流側での取組を強化し、ライフ

サイクル全体で取り組むことにより、「土石系資源投入量を除いた資源生産性」や「化

石系資源に関する資源生産性」、「ものづくりの資源生産性」や「産業分野別の資源

生産性」を向上させていくことが望まれます。さらに、資源生産性の高い産業やシ

ェアリングやリマニファクチュアリングなどの２R に関する産業を育成することも

重要と考えられます。 

 

（２）循環利用率 

循環利用率は、長期的には増加傾向にありましたが、近年、横ばいとなってきて

おり、平成 26 年度には約 15.8％となっています。これまでの長期的な循環利用

率の増加は、大規模公共工事の減少や産業構造の変化等による国内の非金属鉱物系

の天然資源等投入量の減少と、各種リサイクル法等による循環利用量の増加が主な

要因として考えられます。近年の短期的動向としては、天然資源等投入量は微増し

ていますが、引き続き循環利用量が増加しているため、循環利用率は横ばいとなっ
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ています。今後、更に循環利用率を増加させるためには再生資材の活用など上流側

の取組を強化し、ライフサイクル全体で取り組むことが重要と考えられます。 

また、事業者の努力を的確に計測する観点から設けられた、発生した廃棄物等の

うち循環利用した割合を示す出口側の循環利用率は、平成 2６年度で約 45％とな

っており、目標（平成 32 年度で約 45％）を達成しています。ただし、今後の循

環利用のポテンシャルとなるのは非金属鉱物系のものが多く、用途が建設資材等に

限られていることから、再生資材の需要を生み出しながら廃棄物の循環利用量の増

大を図っていくことが望まれます。 

また、「質」に着目した「隠れたフローを考慮した金属資源の TMR ベースの循環

利用率」は上昇しています。一方で、金属資源の違法な海外流出の問題も指摘され

ており、今後、隠れたフローの大きな金属も積極的に循環利用していくことが望ま

れます。 

今後は他の環境負荷への影響等も適切に判断しながら未利用の廃棄物を積極的に

循環利用し、循環利用の量だけでなく質の向上も行いながら、循環利用率を増加さ

せていく必要があります。また、近年は特定有害廃棄物や廃棄物等を含む循環資源

の輸出量が増加傾向にあり、国外での処理状況等を的確に把握した上で適正な国際

資源循環を構築していく必要があります。 

 

（３）最終処分量 

最終処分量は、平成 26 年度で約 14.8 百万トンと長期的には減少傾向にあり、

既に目標値（平成 32 年度で約 17 百万トン）を達成しています。これまでの最終

処分量の減少は、廃棄物処理法や各種リサイクル法等による循環利用量の増加等に

より産業廃棄物を中心に大幅に最終処分量が減少したことによるものです。 

一方で、産業廃棄物のリサイクルの大きな割合を占めるがれき類やばいじんは、

今後リサイクルの行き場を失い最終処分されるおそれがあることから、今後も最終

処分量の削減に向けて、リデュースや再生資材の利用拡大など上流側の取組を強化

し、最終処分の段階だけではなく、ライフサイクル全体での取組を進めていく必要

があります。 

 

（４）低炭素社会、自然共生社会など持続可能な社会づくりとの統合的取組 

廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量は長期的に減少傾向にありましたが、近年

は横ばいとなっています。一方で、廃棄物として排出されたものを原燃料への再資

源化や廃棄物発電等に活用したことにより廃棄物部門以外で削減された温室効果ガ

ス排出量は、平成 26 年度で約 19.4 百万トン CO2 と推計されており、平成 12

年度と比べた場合には、約 2.3 倍と着実に増加しています。 

引き続き、適切な物質循環を十分に考慮しながら廃棄部門由来の温室効果ガス排

出量の抑制に努めるとともに、 廃棄物の原材料・原燃料への再資源化や廃棄物発電

等の廃棄物部門以外との連携も更に積極的に進めることで、日本全体の温室効果ガ

ス排出量の削減に貢献していく必要があります。また、廃棄物以外の有価物を含め

た循環資源全体での温室効果ガス削減効果も検討する必要があります。例えば、引
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き続き、低炭素なリサイクルの高度化、高効率の廃棄物熱回収施設や廃棄物燃料製

造施設の整備、廃棄物収集運搬車の低燃費化、地域の低炭素化等を進める必要があ

ります。 

一方、国際的には、平成 27 年 9 月に、国連サミットにおいて、「持続可能な開

発目標」（Sustainable Development Goals：SDGs）（１６５ページ参照）を中

核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、さらに、平成

28 年５月に、G7 富山環境大臣会合において、「富山物質循環フレームワーク」（１

７６ページ参照）が採択されました。 

これらを踏まえ、SDGs における 17 の Goal のうち、資源効率の向上（Target 

8.4）、持続可能な生産と消費（Goal12）など、その達成基盤として資源と環境に

直接的に言及している１２の Goal を平成 42 年度（2030 年）に達成できるよう、

循環型社会形成の取組を戦略的に進める必要があります。例えば、SDGs の目標も

踏まえ、食品ロス削減に向けた取組を加速化するため、食品ロス削減目標の設定や、

福祉的な視点にも配慮したフードバンク活動への支援など、目に見える取組の強化

が必要です。 

また、循環型社会形成の取組を、経済・社会課題としても扱い、分野横断的・分

野別政策に統合すべきです。具体的には、富山物質循環フレームワークに基づき、

循環型社会と気候変動、異常気象、有害物質、災害廃棄物、自然環境保全、海洋ご

み、原材料へのアクセス、産業競争力その他の課題に関する政策を包括的に統合し、

促進すべきです。例えば、バイオマスプラスチックなどの再生可能資源の使用拡大

について、温室効果ガス削減、海洋ごみ対策、リサイクルシステムへの影響など、

多様な観点から評価しつつ、積極的な活用と必要な対応を図っていく必要がありま

す。また、製品中の有用又は有害な物質に関して、情報の共有化を図り、資源循環

の促進や有害物質の管理等の観点から統合的な対応を図っていく必要があります。 

さらに、資源効率性については経済政策、産業政策の位置づけも大きく、産業界

も重要なステークホルダーであることから、環境政策としても事業者の取組のフォ

ローアップや支援を行う必要があります。 

このような統合的な取組を進めるためには、関係省の連携を更に進める必要があ

ります。 

 

（５）多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化 

現在、一般廃棄物のリサイクル率は約２０％で横ばいの状況であり、地域主導に

よる循環型社会推進の取組についても、近年は取組が停滞しています。また、各種

リサイクル法における法定目標を達成するためには、地域における積極的な取組が

不可欠な状況です。 

一方、今後、我が国において人口減少や地域の人口偏在・高齢化が進むことが予

想される中、循環型社会の形成のみならず、地域住民の孤立や貧困等の問題を抱え

る地域コミュニティの再生や地域経済の活性化にもつなげるため、地域で自発的に

行われる循環型社会の形成を目指すことが重要です。特に急速な高齢化に伴い、分

別やごみ出しを行うことが困難な高齢者が増えており、高齢者の見守りなど福祉政
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策と連携した戸別収集を行うなど、地域の実情にあわせて、きめ細かい対応を進め

る必要があります。 

また、富山物質循環フレームワークにおいても、地域の多様な主体と協力したイ

ニシアティブの重要性が共有されたところであり、今後、地域の多様な主体間の連

携（産業・地域共生）に基づき、各地域の資源、物品、エネルギーの融通、活用を

図り、新産業育成や雇用創出、地域活性化を推進することが必要です。 

このため、富山物質循環フレームワークに基づき、循環型社会の形成が、雇用創

出や経済成長、地域振興、地域経済の活性化に繋がるよう、地域における文化等の

特性、人と人とのつながり、中小企業の果たす役割等に着目し、地域の各主体で連

携して地域循環圏の取組を強化する必要があります。 

地域循環圏の形成に係るシステム・計画の立案に当たっては、今後の人口減少や

少子高齢化により地域の力が衰えていくことや地域循環圏を支えるまち・ひと・し

ごとが求められていくことを踏まえて、検討を進める必要があります。また、地域

循環圏の概念整理や計画策定に加え、実態把握や金融手法の活用を含む実際の取組

を強化していく必要があります。その際、地域の循環資源だけでなく、人口減少に

より過剰となるストック資源の評価・活用についても検討する必要があります。 

さらに、地域循環圏については、物質循環の観点だけではなく、循環、低炭素、

自然共生の統合的アプローチに基づき、バイオマスの利用や、森・里・川・海が生

み出す生態系サービスの需給による自然的なつながりや、資金循環や人口交流等に

よる経済的なつながりを深めていく「地域循環共生圏」構築の実現化に向けた施策

を進めていく必要があります。 

 

（６）ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

（１）、（２）で記載した通り、資源生産性及び循環利用率は、近年横ばいとなっ

ており、今後はリデュースや再生資材の利用拡大など上流側での取組を強化し、ラ

イフサイクル全体で取り組むことや、資源生産性の高い産業やシェアリングやリマ

ニファクチュアリングなどの２R に関する産業を育成することが必要となっていま

す。また、環境配慮設計については、循環基本法に位置づけられており、各種リサ

イクル法でも努力規定が設けられていますが、基本的には個別企業の取組に留まっ

ています。 

このため、廃棄段階のみならず、生産・消費段階を含む物質のライフサイクル全

体を通じて循環型社会形成の取組を行政、事業者、消費者、NGO・NPO 等の各主

体が連携して強化することとし、その際には、拡大生産者責任や持続可能な調達、

ビジネスとのパートナーシップ等のポリシーミックスを適用する必要があります。

特に、規制的措置に加え、透明性や説明責任を確保しつつ、事業者による自主的な

行動や情報的措置等の適切な政策及び措置を最大限活用する必要があります。また、

環境配慮設計については、各種リサイクル法の対象外の製品を含め、製品製造段階

からの環境配慮設計の状況を把握した上で、環境配慮設計を進めるため、横断的な

検討をする必要があります。さらに、消費者が循環資源の収集方法やその利用方法

について容易に把握することができるような発信方法を検討し、発信を強化してい
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くとともに、環境物品等の購入の更なる促進等を通じて、高度なリサイクルが社会

的に評価されるような仕組みを構築する必要があります。 

３R のうち、優先順位が高いものの取組が進んでいない２R（リデュース・リユ

ース）については、引き続き、消費者や事業者の意識改革を進めるためにごみの有

料化など経済的インセンティブを活用するとともに、今後、他の手法も含めたポリ

シーミックスを推進し、２R が進む社会経済システムを整えていく必要があります。

例えば、２R 推進のために「３R 行動の見える化ツール」の国民や企業による利用

拡大、一層のリユース業界の優良化やリユースへの意識の向上によるリユースに係

るビジネスの市場拡大、事業者が排出抑制や再利用に向かうインセンティブの検討

などを進める必要があります。また、廃棄物の減量のためにも、既存住宅の改修に

よる長寿命化など、良質な社会ストックを形成し、社会需要の変化に応じて機能を

変えながら長期に活用していくための技術を開発し、経済的インセンティブを与え

る制度を整えていく必要があります。さらに、SDGs の目標も踏まえ、食品ロス削

減の取組を加速化するため、生産流通過程、外食産業、家庭など全体の流れの調査

と併行して、食品ロス削減目標の設定など目に見える取組の強化が必要です。 

リサイクルについては、プラスチックなど多種多様な製品に含まれている素材、

食品、ベースメタルやレアメタル等の金属、土石・建設材料、温暖化対策等により

新たに普及した製品や素材について、更なる取組を進める必要があります。 

プラスチックなど、容器包装のみならず、家電や自動車、製品など多種多様な製

品に含まれている素材については、どのような製品にどれだけ素材が含まれている

か把握した上で、海洋中のマイクロプラスチックなどプラスチックが惹起する新た

な問題にも留意しつつ、個別リサイクル法の世界に留まらず、循環資源全体でのリ

サイクルのあり方の検討、分別意識の向上や廃棄物の発生抑制、廃棄物の適正な処

分の確保を進める必要があります。さらに、容器包装や製品プラスチックのように

日々大量に複数の購入ルートがある製品についてリサイクルを進めるために、製品

の製造段階だけではなく、回収ルートの確立など物流段階での検討を進める必要が

あります。 

食品については、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」に注目が集まっ

ており、各所で食品ロスの削減の取組がなされています。また、食品リサイクル法

の再生利用等実施率については食品製造業は目標を達成していますが、外食産業な

ど下流側では目標を達成しておらず、食品リサイクルの取組を更に進める必要があ

ります。さらに、平成 28 年１月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を踏ま

え、転売等防止の対策の強化と食品リサイクルの取組とを同時に促進していくよう、

排出者である食品関連事業者に求めていく必要があります。 

ベースメタルやレアメタル等の金属については、小型家電リサイクル法に参加す

る市町村は着実に増加し、現在、７０％の市町村が参加しています。一方で、小型

家電回収の目標量（１年当たり 14 万トン）に対して、回収量は約 6.7 万トン（平

成 27 年度）にとどまっており、市町村の規模や体制の違いを踏まえ、地域の特性

を活かした様々な工夫のもとでの更なる回収量増大への取組が必要です。また、小

型家電リサイクルシステムの普及により、ベースメタル、レアメタル、その他の有
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害な金属元素の上流側での回収がどの程度進み、現在、下流側で行われているごみ

処理（各種中間処理）からの有用金属元素回収や残渣の再生利用・最終処分にどの

ような影響と効果がもたらされているか、あるいは将来の可能性があるのかについ

ての分析を進める必要があります。さらに、平成 32 年（2020 年）に開催される

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて小型家電等からリサイクルさ

れた金属を使って入賞メダルを制作する国民参画型プロジェクトが進められており、

このような国民のリサイクル参加を促す様々な取組を進める必要があります。 

セメントや再生骨材などの土石・建設材料は、汚泥、がれき、鉱さい、ばいじん

など様々な産業廃棄物のリサイクル先となっています。しかしながら、今後、人口

減少・少子高齢化によって、建設需要が低下した場合や地域によって需給バランス

が異なった場合には行き先を失う可能性があります。このため、今後は、再生材の

新規用途への利用促進や地域間での需給調整のための対策が必要となるほか、長期

的には日本全体としての需給バランスについても十分に考慮する必要があります。

加えて、資源価格などの社会動向にも配意して取組を進めて行く必要があります。

一方、高度経済成長期に大量に整備された施設が更新需要を迎えており、建設廃棄

物が増加するおそれもあり、対応を検討する必要があります。特に、廃石膏ボード

などリサイクルが滞っている建設廃棄物について検討が必要です。また、人口減少

や少子高齢化等により、地域で空き家等の使われず放置された建築物が増加してい

ます。これらの建築物を放置し続けた場合、将来、処理責任が不明確な建設廃棄物

や災害時に自治体が処理せざるを得ない災害廃棄物となる可能性が高いことから、

廃棄物対策という観点からも、対応を検討する必要があります。 

温暖化対策を進めていくと、太陽光パネルや蓄電池、CFRP（炭素繊維強化プラ

スチック）など、より高度な製品や素材の普及が進んでいくこととなるが、こうし

た低炭素製品が３R を阻害せず、むしろ３R の推進でこうした低炭素製品が普及す

るよう検討を進める必要があります。 

 

（７）適正な国際資源循環体制の構築 

循環資源の輸出量は、平成 12 年と比べ、古紙、鉄鋼くず、鉱さい・灰等、プラ

スチックくずが大きく増加し、全体で約４倍に大きく増加しています。一方、循環

資源の輸入量は、平成１７年以降増加傾向にありましたが、近年は横ばいとなって

います。 

また、家電リサイクル法対象品目の回収率は、5２.２％（平成 2７年度）となっ

ており、エアコンなどスクラップとして海外に流出したものも一定量あるとみられ

ています。循環資源の不適正な海外流出を防止するため、地方環境事務所を中心に、

税関と連携して、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律

第 108 号。以下、「バーゼル法」という。）・廃棄物処理法に基づく対策に取り組ん

でいます。しかし、使用済家電等が混入した金属スクラップ等について、現場にお

ける規制対象物か否かの判断が困難であり、取締りに限界があります。また、地方

公共団体が条例で資源の持ち去り対策を行うケースや不用品回収業者対策に取り組

んでいますが、十分な指導や取締りが困難な状況にあります。このため、不法輸出
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入対策について、関係省庁による連携及びアジア太平洋地域の関係国・関係国際機

関との連携を一層進める必要があるとともに現場で客観的かつ短時間で規制対象物

か否かを判断できる適切な基準を整備することにより、取締りの実効性を確保する

必要があります。さらに、地方公共団体等による資源の持ち去り対策や不用品回収

業者対策を一層強化するとともに、不用品回収業者対策に関しては、住民の利便性

の向上や指導・取締りがしやすい仕組みづくりを進める必要があります。 

一方、バーゼル法に基づく金属回収目的の二次資源（電子部品スクラップ等）の

輸入について、国内に環境上適正な管理が可能なリサイクル施設があり、受入れ余

力があるが、我が国での手続きに時間がかかるため、他国との二次資源の獲得競争

に負けているとの事業者の声があります。このため、国内外で発生した二次資源（使

用済鉛蓄電池、電子部品スクラップ等）について、我が国の誇る環境技術の先進性

を活かしつつ非鉄金属のリサイクルを着実に進めるため、手続きを簡素化するなど

バーゼル法における規制の在り方等について必要な措置を講じる必要があります。 

さらに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみについては、生態系や人の健康へ

の影響が懸念されており、G7 や TEMM 等の国際的な枠組みも活用しつつ、国内外

においてリデュースの推進、調査研究の推進等に取り組む必要があります。 

国際的な協力については、国際的なサプライチェーンや貿易・投資、ODA、ラベ

リング、データ改善や経済分析等において、G7 間を含む国際レベルでの協力を強

化する必要があります。また、我が国として、富山物質循環フレームワークに基づ

き、ベストプラクティスや適用可能な最良技術（BAT）等の共有、温暖化対策と廃

棄物対策のコベネフィット事業の支援、途上国における循環型社会形成政策の能力

構築支援、激甚な自然災害を経験する国・地域への支援等を進める必要があります。 

 

 

（８）万全な災害廃棄物処理体制の構築 

大規模災害でも円滑かつ適正に廃棄物の処理を行うことができるよう、廃棄物処

理の広域連携体制の構築や災害に強い浄化槽の設置の推進等が進められています。

一方、地方公共団体が災害廃棄物処理計画や仮置場の確保等を進めていますが、十

分に取り組まれていない状況にあります。 

平成 27 年９月の関東・東北豪雨災害や平成 28 年４月に発生した熊本地震につ

いて、現在まで概ね適正かつ円滑に対応していますが、大規模災害による主要な廃

棄物処理施設の被災や多数の住民避難等により、生活ごみやし尿の収集処理が遅れ、

生活環境の悪化を招くおそれがあることが明らかとなりました。 

このため、平時から災害時における生活ごみ、し尿、災害廃棄物の収集、処理を

適正かつ迅速に実施するため全国単位・地域ブロック別単位等各レベルで重層的に

廃棄物処理システムの強靭化（初動時の迅速な情報共有、仮置場の確保、災害廃棄

物処理計画の策定、廃棄物処理施設の耐震化、広域連携体制の構築など）を進める

必要があります。また、風水害等については、温暖化対策における適応策との統合

を含めて検討する必要があります。さらに、引き続き、災害時のアスベスト・化学

物質等への対応に向けた情報を共有し、統合的な取組を進める必要があります。 
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（９）適正処理の更なる推進 

不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の平成 10 年代前半に比べて、大幅に減少

しており、一定の成果が見られます。一方で、平成 27 年度でいまだに年間 143

件、総量 16.6 万トン（5,000 トン以上の大規模事案３件、計 14.7 万トン含む。）

もの悪質な不法投棄が新規に発覚し、後を絶たない状況にあります。このため、引

き続き、全国ごみ不法投棄撲滅運動の展開による監視活動の強化や、関係法令等に

精通した専門家の派遣により都道府県等へ助言等を行う支援等に取り組む必要があ

ります。また、国と都道府県等が緊密に連携し、大規模事案を中心に新規判明事案

を減少させることができるよう、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大

防止の取組を一層推進する必要があります。また、優良産廃処理業者の育成や適正

な廃棄物処理に繋がる電子マニフェストの加入率の向上を図り、システム改善・普

及を進めるとともに、優良産廃処理業者の更なる質の向上や業界全体の育成のため

に、規制合理化とセットでのインセンティブ施策を充実させていく必要があります。

さらに、優良産廃処理業者の増加による不法投棄・不適正処理の減少の効果につい

て把握する必要があります。 

アスベスト、PCB、残留性有機汚染物質（POPs）、水銀、埋設農薬等について、

適正な処理が進められています。 

アスベストについては、引き続き適正に無害化処理を行うことが必要です。 

POPs 廃棄物のうち高濃度ＰＣＢ廃棄物については、平成 28 年の PCB 特別措

置法の改正を受けて、計画的処理完了期限の一日も早い達成に向けて確実かつ適正

な処理の推進のための措置を講じ、政府一丸となって取り組んでいく必要がありま

す。また、低濃度ＰＣＢ廃棄物については、正確な全体像を把握するための方策及

び低濃度ＰＣＢ使用製品の廃棄又はポリ塩化ビフェニルの除去のための方策につい

て検討し、処理体制の充実・多様化を進める必要があります。 

その他の POPs 廃棄物については、その処理の制度的な在り方について検討して

おり、検討結果に応じて必要な制度的措置を講じていく必要があります。 

廃金属水銀については、長期管理を徹底するための調査研究や検証を進めつつ、

国を含めた関係省の適切な役割分担の下での処理体制及び長期間の監視体制を含め、

全体の仕組みを最適なものとするよう検討を深めるとともに、退蔵された水銀血圧

計等の回収促進を図る必要があります。このほか、水銀汚染防止法に基づき水銀含

有再生資源の管理が適切に行われるよう、必要な普及啓発を行うとともに、法の適

切な運用を図る必要があります。 

鉛蓄電池等の鉛を含む廃棄物等については、引き続き適正処理を推進していくと

ともに、国際的動向を注視していく必要があります。 

周辺環境が汚染されないよう管理している埋設農薬については、引き続き適正な

管理・処理を推進していく必要があります。 

また、高齢化により在宅の医療廃棄物が増加しており、着実な適正処理への対応

について検討が必要です。 

さらに、リサイクル原料について、有害物質の混入状況に関する基準の策定、効
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果的な管理方法については、有害物質規制の強化などの国際的動向も踏まえ、ライ

フサイクル全体を通じたリスク削減も念頭に検討する必要があります。 

最終処分場の残余年数は、一般廃棄物は平成 26 年度で 20.1 年、産業廃棄物は

平成 25 年度で 14.7 年と目標達成に向けて着実に推移していますが、一方で残余

容量は減少しており、また、地域偏在が見られます。廃棄物処理施設や最終処分場

は、循環型社会形成や大規模災害対応に必要不可欠な施設であり、長寿命化等のス

トックマネジメントも含め、今後一層、支援を行う必要があります。また、当該施

設の整備等に当たっては、災害拠点としての施設整備の観点が重要であることから、

これまでにも増して計画段階から地域住民等の理解及び協力を得ながら推進すべき

です。なお、廃棄物処理施設の整備を含む処理全体の体制構築に当たっては、将来

の人口減少等の社会状況の変化を考慮する必要があります。 

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事

故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 （平

成 23 年法律第 110 号。以下、「放射性物質汚染対処特措法」という。）にいう事

故由来放射性物質によって生じた汚染廃棄物の処理については、帰還困難区域を除

き、概ね着実に進捗しています。一方で、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃

棄物等を安全に集中管理する中間貯蔵施設の整備等については、被災地域の復興の

加速化に資するため、取組の強化を図ることが必要です。政府は事業の実施に当た

り、引き続き地方公共団体等の関係者と連携しつつ、一日も早い住民の方々の生活

再建や地域の再生を可能としていくために、更に努力を重ねる必要があります。ま

た、指定廃棄物の処理については、政府と地方公共団体等が緊密に連携し、引き続

き双方が対話しつつ、その取り扱いに関する方針に沿って着実に進める必要があり

ます。 

また、地方公共団体の浄水場又は終末処理場において保管されている放射能濃度

の高い汚泥については、放射性物質汚染対処特措法や廃棄物処理法に基づく処理が

着実に進むよう、引き続き取り組む必要があります。 

 

（１０）循環分野における技術開発、人材育成等 

循環型社会の形成に向けて、より良いデータ及び分析に基づいた政策立案と評価

を強化する必要があります。特に、富山物質循環フレームワークに基づき、各取組

について、適切かつ科学に基づき、広く認知された国内指標を検討するとともに、

他の国々が参考とできるよう、算定方法や指標、レビュー結果の共有を含む透明性

のあるフォローアッププロセスを国内で構築する必要があります。また、循環分野

においても、費用対効果や社会全体で負担する費用の低減という点に留意し、効率

的に施策を講じていく必要があります。 

ライフサイクル全体で資源循環の徹底を図るためには、製造段階で環境配慮を組

み込むための設計、少ない資源投入での効率的な製造プロセス、再生品の利用先の

拡大、製品の長寿命化に向けた耐久性向上、社会ストックを社会需要の変化に合わ

せて機能を変えながら長期に活用していくための維持管理、効率的な静脈物流の構

築、天然資源と同等の競争力を持つ高品質な再生品を生み出す高度な選別・再生処
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理など様々な分野で高度な技術を開発・導入していく必要があります。また、近年、

リユースやシェアリングに関する新たなサービスが生まれており、資源循環の観点

からも期待されています。これらの高度な技術や新たなサービスを実現し、普及さ

せるため、近年、急激に発展している ICT 技術を積極的に活用していくことも求め

られています。 

一方、少子高齢化の進展や都市への人口移動等により、資源循環に関する技術や

知識を持つ人材の不足や偏在が生じつつあり、地域において資源循環を担う人材の

育成を図ることが必要です。また、国や県、市町村、事業者等の各主体の役割と責

任を社会の変化に応じて見直していく必要がある中、既存概念にとらわれず、新た

な構想力と実行力をもつ各主体での人材育成が求められています。 

循環型社会形成に向けた国民の意識・行動のアンケート調査や２R の取組状況を

みると、減少傾向の項目も多く、目標達成に向けて厳しい状況です。また、意識と

行動を比較すると、高い意識が実際の行動に十分には結びついていない傾向が続い

ています。このため、個々人の高い問題意識が実際の３R 行動に結びつくような情

報発信の在り方や、３R 行動の取組を後押しする制度・社会システムの在り方につ

いて検討していく必要があります。特に、環境配慮型製品に関する情報を消費者（最

終消費者）に提供するとともに、環境配慮型製品に関する消費者の認識を持続可能

な消費行動に結びつけるための検討を行い、実践を促す必要があります。 
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Ⅳ 取組指標・ヒアリング結果等を踏まえた、各主体の取組状況及び評価・

課題 

第１節 国民の取組 

（第三次循環基本計画における国民に期待される役割） 

国民は、消費者、地域住民として、自らも廃棄物等の排出者であり、環境への負荷

を与えその責任を有している一方で、循環型社会づくりの担い手でもあることを自覚

して行動するとともに、より環境負荷の少ないライフスタイルへの変革を進めていく

ことが期待されます。 

現在の状況 評価・課題 

＜関連する取組指標＞ 

（目標を設定する指標） 

○一般廃棄物の減量化  
（１人１日当たりのごみ排出量、家庭

から排出された１人１日当たりのごみ

の量）  
○循環型社会に向けた意識・行動の変化  

（廃棄物の減量化や循環利用、グリー

ン購入の意識、具体的な３R 行動の実

施率）  
○各種リサイクル法の目標達成状況  
 
（推移をモニターする指標）  
○国民一人当たりの資源消費量  
○耐久消費財の平均使用年数 

○２R の取組状況 

（レジ袋辞退率（マイバッグ持参率）、

詰替・付替製品の出荷率、びんのリユ

ース率の推移、リユース・シェアリン

グ市場規模）  
○一般廃棄物のリサイクル率  

○ １人１日当たりの事業系を含むごみ

排出量、及び 1 人１日当たりに家庭か

ら排出されたごみの量は、目標達成に

向かって年々削減が進んでいます。こ

の削減の要因としては、個別リサイク

ル法の施行、ごみ袋の有料化などが考

えられます。今後、目標を達成するた

めに更なる削減を図るためには、食品

ロス削減や、容器包装廃棄物や食品廃

棄物の排出の少ない商品の購買行動を

促し、国民一人一人のライフスタイル

を変革することが重要です。 

○ 国民の意識・行動のアンケート調査

や２Ｒの取組状況をみると、減少傾向

の項目も多く、目標達成に向けて厳し

い状況です。また、意識と行動を比較

すると、高い意識が実際の行動に十分

には結びついていない傾向が続いてい

ます。高い意識やライフスタイルの変

革の必要性についての認識があったと

しても実際の行動へつなげることにハ

ードルがあると考えられます。そのた

め、個々人の高い問題意識が実際の３R

行動に結びつくような情報発信の在り

方や、３R 行動の取組を後押しする制

度・社会システムの在り方について検

討していく必要があります。また、意

識 も 高 水 準 な が ら 低 下 が 見 ら れ ま す

が、こちらについては、環境意識が一

般化したためということも考えられる

ことから、引き続き普及啓発の取組を
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行いながら、今後他の要素も含めた総

合的な判断を行うことが必要と考えら

れます。 

○ 一般廃棄物のリサイクル率はここ数

年横ばいであり、生ごみ、紙、プラな

どの３Ｒや購買（グリーン購入）を進

める必要があります。 

○ 取組のデータと意識・行動のアンケ

ート結果の傾向の違いなど、現在のデ

ータだけでは取組の進展について適切

な評価が難しいものがあります。これ

らの取組については、その要因を探り、

より適切な評価方法の検討をしていく

必要があります。 

○ 詰替・付替製品の出荷率のように、

既に高い水準に到達している指標につ

いては、その対象製品分野を拡大する

等、よりよいデータ把握を検討してい

く必要があります。 

○ 消費者の努力によって様々な取組が

進展してきたところではありますが、

更に３R の取組を進める上で消費者の

努力にどこまで依存するのかは今後検

討が必要となります。 
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第２節 NGO/NPO、大学等の取組 

（第三次循環基本計画における NGO/NPO、大学等に期待される役割） 

ＮＧＯ／ＮＰＯ等の民間団体は、自ら循環型社会の形成に資する活動の担い手とな

ることに加え、各主体の連携・協働のつなぎ手としての役割を果たすことが期待され

ます。また、大学等の学術・研究機関は、情報を国民が理解しやすいような形で分か

りやすく提供することで、各主体の具体的な行動を促すことが期待されるとともに、

学術的・専門的な知見も活かし、各主体の連携・協働のつなぎ手としての役割や、地

域における環境保全活動に積極的に取り組むことが期待されます。 

現在の状況 評価・課題 

【ＮＧＯ／ＮＰＯ等の民間団体】 

＜関連指標＞なし 

○ NGO/NPO 等の全体の取組状況に関

する定量的・定性的なデータはありま

せんが、ヒアリングにおいては、NPO

による全国ネットワークの構築や、ア

ジアの NGO との経験交流、地域におけ

る情報発信の担い手の育成、環境教育、

各主体との取組による３R に関する取

組など、幅広い取組が紹介されていま

す。 

○ 容器包装リサイクルの普及啓発を促

進するため、容器包装リサイクル法に

基づく容器包装廃棄物排出抑制推進員

（３Ｒ推進 マイスター）が、環境大臣

から委嘱を受けて活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【大学等の学術・研究機関】 

＜関連指標＞なし 

○ 大学等の各学術・研究機関はそれぞ

れの得意分野や特色を活かした取組を

進めており、日本の研究機関は国際的

にも競争力があると思われますが、そ

れらの取組に関する全体的な定量的・

定性的なデータがありません。 

【ＮＧＯ／ＮＰＯ等の民間団体】 

○ 地域と連携した普及啓発、コミュニ

ティビジネス、各主体の連携協働のつ

なぎ手など、新しい取り組みをしてい

る NGO/NPO が増えていると考えら

れます。一方で、NGO/NPO 内におけ

る人員不足、高齢化、次世代の担い手

の育成、継続的活動の財源基盤の構築

が課題となっています。 

○ 消費者への情報発信を強め、国民が

廃棄物減量化に向けた取組に参加でき

る 仕 組 み づ く り を 行 う 必 要 が あ り ま

す。 

○ 地域や NGO/NPO 等の民間団体同

士だけでなく、大学等、地方公共団体

等と幅広い主体と連携・協働し、取組

の輪を広げることで、相乗効果を図っ

ていくことが必要です。 

○ NGO/NPO 等により地域での３R 人

材育成や普及啓発に取り組んでおりま

すが、なお一層の情報共有や活動の活

性化が望まれています。 

 

【大学等の学術・研究機関】 

○ 学術・研究機関の全体的な取組を評

価するための定量的・定性的なデータ

の充実、評価方法の検討が必要となり

ます。 

○ 学術・研究機関は、個人同士のネッ

トワークで連携が進められており、組

織化できていないことが課題として挙
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げられます。また、地域において、ノ

ウハウを有する学術・研究機関がコー

ディネーターとしての役割を担うこと

が重要となります。 

○ 各主体が行っている取組やノウハウ

を知ることが出来るプラットフォーム

作りが大事であり、様々な分野のプラ

ットフォームとうまく連携統合するこ

とが重要となります。知見を効率的に

統合化するために学術・研究機関を活

用することも考えられます。 

○ NGO/NPO 等の民間団体や地方公共

団体等の幅広い主体と連携・協働し、

取組の輪を広げることで、相乗効果を

図っていくことが必要です。 
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第３節 事業者の取組 

（第三次循環基本計画における事業者に期待される役割） 

製造事業者等は、環境に配慮した事業活動を行うことなどにより、持続的発展に不

可欠な自らの社会的責務を果たし、とりわけ法令順守を徹底し、排出者責任を踏まえ

て、不法投棄・不適正処理の発生を防止することが求められます。また拡大生産者責

任を踏まえて、適正な循環利用・処分に係る取組への貢献や情報公開など透明性を高

める努力を行うことが求められます。また、事業者団体は業種に応じた目標を設定す

ること等により全体の取組をより深化させていくことが期待されます。 

小売事業者は消費者に近い事業者として、例えば、リユース製品、リサイクル製品

等の積極的な販売、マイバックの推奨等、特に一般廃棄物削減に係る取組への貢献が

求められます。 

廃棄物処理業者・リサイクル業者は、生活環境の保全と衛生環境の向上を確保した

上で、廃棄物を貴重な資源として捉え、そこから有用資源を積極的に回収し循環利用

していくことが求められます。また、廃棄物処理やリサイクルに関する技術はその高

度化を図るとともに、知的財産として適正に管理していくとともに、基礎的技術など

汎用性のあるもの等はより多くの事業者が活用できるよう共有していくことが期待

されます。さらにアジアをはじめとする諸外国の廃棄物・３R 技術の高度化に貢献し

ていくことも期待されます。 

金融機関や投資家は、循環型社会づくりに取り組む企業・NPO や、循環型社会づ

くりにつながるプロジェクト等に対して的確に資金供給することが期待されます。ま

た、金融機関のコンサルティング機能を活用し、地域循環圏の形成において、地域で

活動する排出事業者、リサイクル事業者等、各主体のつなぎ手の役割を果たすことが

期待されます。 

現在の状況 評価・課題 

【製造事業者等】  
＜関連指標＞ 

（目標を設定する指標） 

○電子マニフェストの普及率  
○一般廃棄物の減量化（事業系ごみ排出

量）  
○各種リサイクル法の目標達成状況 

 

（推移をモニターする指標） 

○ ２R の取組状況 

（詰替・付替製品の出荷率、びんのリ

ユース率の推移、リユース・シェアリ

ング市場規模） 

○不法投棄の発生件数・投棄量 

○環境マネジメント等の実施 

（グリーン購入実施率、環境マネジメ

【製造事業者等】 

○ 電子マニフェストの普及とともに、

不 法 投 棄 件 数 は 年 々 減 少 し て い る な

ど、廃棄物の適正処理に関する取組は

着 実 に 進 ん で い る も の と 評 価 で き ま

す。一方で、大規模事案発覚等もあり、

更なる取組が必要です。 

○ 事業系ごみ排出量は、近年横ばい傾

向であり、その増減要因を明らかにす

るとともに、目標達成に向けた更なる

取組が必要です。 

○ 産業廃棄物の排出量や再生利用量は

近年横ばいか微増であり、排出抑制の

取組とともに、再生利用の大きな割合

を占めるがれき類や鉱さいなどについ

て、再生材の新規用途への利用促進や
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ントシステムの認証取得件数、環境報

告書の公表・環境会計の実施率、製品

アセスメントのガイドラインの業界に

よる整備状況、資源生産性の向上等に

向けた目標を設定している事業者数） 

○産業廃棄物の排出量、減量化量、再生

利用量、最終処分量の推移（参考）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域間での需給調整のための対策が必

要です。 

○ 「エコアクション 21」の認証取得数

については、増加しているものの増加

率は鈍化しつつあります。引き続き、

利便性向上のための取組、インセンテ

ィブ付与の検討など金融機関との連携

等による認証促進に向けた取組、周知

活動の強化を進めていくことが必要で

す。さらに、環境報告書や環境会計、

グリーン購入を実施している企業の割

合は減少傾向が見られるため、今後は

取組の工夫が必要です。 

○ 事業者等の取組により最終処分量の

削減は着実に進んでいますが、今後、

更なる取組を進めるために再生材の利

用や環境配慮設計等、業界ごとの特性

に応じた、事業者の努力を適正に反映

させることができるような指標の検討

が必要になります。また、個別の取組

が進んだ場合でも、国全体としては悪

化してしまう可能性もあり、個々の取

組だけでなく国全体の取組状況とその

影響を評価する必要があります。 

○ 再生材の利用を促進する上ではコス

トや技術的な課題があります。単独の

業界だけの取組では難しい点もあり、

建設業界であれば発注者や設計者など

関 連 す る 業 界 を 含 め た 連 携 が 必 要 で

す。また、地域によって再生材の需給

バランス、再生利用の認定状況、再生

材の利用に対する意識が異なっていま

す。今後、再生材の利用を進めるため

には、全国共通の認定基準等や東京オ

リンピック・パラリンピック等の機会

を活用し、再生材の需要を創出すると

ともに、再生材を利用した製品を評価

していく必要があります。 
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【事業者団体】  
○  （ 一 社 ） 日 本 経 済 団 体 連 合 会 は 、

「2016 年度以降の循環型社会形成自

主行動計画の方針」及びヒアリングに

おいて、今後も「循環型社会形成自主

行動計画」として自主的取組を継続す

るとしています。2016 年度以降は、

東京オリンピック・パラリンピック開

催等の影響による最終処分量が増加す

る可能性の指摘がある中でも、産業界

として「低炭素社会の実現に配慮しつ

つ適切に処理した産業廃棄物の最終処

分量について、2020 年度に 2000 年

度実績比 70％程度削減を目指す」とい

う目標を掲げ、引き続き削減に取組む

としています。 

また、「最終処分量削減目標に加え

て、業界ごとの特性や事情等に応じた

適切な独自の数値目標を設定して取り

組んでいく」としており、「2016 年度

以降は、資源循環の質の向上に向けた

目標設定の充実に努める方針」として

います。 

具体的な資源循環の質を高める取り

組みとしては、製造の過程で生成され

る副産物を原料として使用することに

よる付加価値向上の追求、再資源化・

縮減率の高い優良な再資源化施設の利

用促進、使用済み製品の自主回収・リ

サイクル推進による資源の有効活用、

企画設計段階から建設資材投入削減を

図ることによる廃棄物の発生抑制等が

挙げられています。 

○ ヒアリングにおいて、鉄鋼業におけ

る省エネルギー・省資源、リサイクル

の取組が紹介されています。また、ラ

イフサイクル全体で環境負荷を考える

ことの必要性も紹介されています。  
○ ヒアリングにおいて、セメント産業

【事業者団体】 

○  （ 一 社 ） 日 本 経 済 団 体 連 合 会 は 、

2016 年度以降は資源循環の質の向上

に向けた目標設定の充実に努める方針

としていることから、今後そのような

業界独自の取組を適切に把握するため

の仕組みづくりが必要です。 

○ 業界団体の自主的な取組は日本の強

みであり、この取組を進めていくこと

で国際的にアピールできると考えられ

ます。また、これまでに培ってきた日

本のノウハウや技術を活用し、発展途

上国等における廃棄物のリサイクルの

推進を行う等の国際貢献も重要となり

ます。 

○ 建設業のような請負業による廃棄物

の 発 生 抑 制 と 再 生 品 の 利 用 の 推 進 に

は、環境配慮設計の推進等、発注者・

設計者の理解や協力が不可欠であり、

業界を跨いだ取組が重要となります。 

○ 個別の取組を評価する場合は、その

カバーする範囲や、原単位でなく総量

を考慮する必要があります。 
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における廃棄物・副産物の有効利用と

災害廃棄物の受け入れに関する取組が

紹介されています。  
○ ヒアリングにおいて、住宅業界にお

ける住宅のライフサイクルの資材、建

設、使用、解体、再生、処理・処分の

各段階での環境配慮ガイドラインの策

定や企画設計段階からの資材投入量削

減や生産の合理化の推進、産業廃棄物

広域認定制度による取組、普及啓発等

の取組が紹介されています。  
 
【小売事業者】  
＜関連指標＞  
（目標を設定する指標） 

○各種リサイクル法の目標達成状況 

（推移をモニターする指標） 

○２R の取組状況 

（レジ袋辞退率、びんのリユース率の推

移） 

○一般廃棄物のリサイクル率  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【廃棄物処理業者・リサイクル業者】  
＜関連指標＞ 

（目標を設定する指標） 

○循環型社会ビジネス市場規模  
○電子マニフェストの普及率  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小売事業者】 

○ 家電リサイクル法、小型家電リサイ

クル法や資源有効利用促進法等の回収

において、小売店は重要な役割を果た

しています。 

○ 一般廃棄物のリサイクル率は横ばい

であり、自治体と連携し、生ごみ、紙、

プラなどの３Ｒや購買（グリーン購入）

を進めることが期待されます。 

○ レジ袋辞退率は向上する一方で、び

んのリユース率の推移（リターナブル

びんの使用率）については、減少傾向

が続いており、小売事業者における３

Ｒの促進を図る必要があります。 

○ 消費者との接点が多い立場であるこ

とからも、消費者の３Ｒに対する意識

向上を図る情報伝達及び双方向のコミ

ュニケーションを行うことで、消費者

と協働して３Ｒ行動を実践していくこ

とが期待されます。 

 

【廃棄物処理業者・リサイクル業者】 

○ 優良認定された産業廃棄物処理業者

数は着実に増加し、また、循環型社会

ビジネスの市場規模は、少しずつ増加

はしてきているものの、目標達成に向

けて、育成に向けた更なる取組を積極
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（推移をモニターする指標） 

○優良認定された産業廃棄物処理業者数 

○不法投棄の発生件数・投棄量 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【金融機関・投資家】  
＜関連指標＞なし  
○ 地域金融機関の取組の全体的な定量

的・定性的データがなく、評価は困難

です。  
 
 
 

的に行う必要があります。 

○ 取組の規模拡大や多角化ができるよ

うな国、自治体、排出事業者の連携が

重要になります。そのためには技術面

や民間委託に対する理解等が必要にな

ります。一方でユニバーサルサービス

として利益が上がらない地域でもサー

ビスを提供しなければならず自治体と

の役割分担も重要となります。 

○ 今後、人口減少等によって人手が不

足するといった問題もあります。効率

的な処理体制の検討や、優良な廃棄物

処理業者・リサイクル業者の支援を検

討することも必要になります。 

○ 今後再生材の利用を促進する上では

製造業者や単独業界だけの取組では難

しい点もあり、再生材の品質の向上も

含めた取り組みが必要です。 

 

【金融機関・投資家】 

○ 地域循環圏の構築に向けて地域金融

の果たす役割は重要であることから、

国内外の取組状況の把握を進めるとと

もに、地域金融の有する地域のネット

ワークを活用し、地域内の他の主体と

の連携を行うことで地域循環圏を構築

し、地域での雇用創出に繋げる必要が

あります。 
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第４節 地方公共団体の取組 

 

（第三次循環基本計画における地方公共団体に期待される役割） 

地方公共団体は、地域の循環型社会形成を推進していく上で中核としての役割を担

っており、廃棄物等の適正な循環利用及び処分の実施や各主体間のコーディネーター

として重要な役割を果たすことが求められます。特に、都道府県は、広域的な観点か

ら、市町村等の調整機能を果たすことが、市町村は、地域単位での住民の生活に密着

した循環システムを構築することが求められます。 

現在の状況 評価・課題 

＜関連指標＞  
（目標を設定する指標） 

○各種リサイクル法の目標達成状況 

（推移をモニターする指標） 

○生活系ごみ処理の有料化実施地方公共

団体率 

○一般廃棄物のリサイクル率 

○使用済小型電子機器等の回収地方公共

団体数・実施人口割合  
○廃棄物焼却施設における発電・熱利用

の状況 

○地域における循環型社会形成に向けた

取組  
（地方公共団体による循環基本計画の

策定数、地域循環圏形成のための取組

数）  
○海外の都市と循環型社会形成に関して

連携している地方公共団体数 
○ ヒアリングにおいて、都道府県の取

組として、独自の循環型社会形成基本

計画の策定が進められているほか、県

民、事業者、市町村等と協働した取組

の総合・広域的調整や支援、循環資源

を利活用した製品や環境配慮事業所認

定制度の創設等が紹介されています。 

○ ヒアリングにおいて、市町村の取組

として、ごみ燃焼による熱エネルギー

を発電や余熱に有効活用するサーマル

リサイクル、焼却灰のエコセメント化

によるゼロエミッション、市民による

資源物の自主回収事業に対する助成、

【都道府県・市町村】 

○ 地域の循環基本計画等策定数は約８

割に上りますが、その内容には程度に

大きな差があり、質の向上が必要です。 

○ 地方公共団体の取組の進捗を測るた

めの指標は、まだデータを集める仕組

み が 整 っ て い な い も の が 多 い こ と か

ら、まずは適切に進捗を測るためのデ

ータ収集・整備のための仕組みづくり

を行う必要があります。特に、地方公

共団体における廃棄物に関する各種実

態調査について、今後改善に向けた検

討を行う必要があります。 

○ 一般廃棄物のリサイクル率は、横ば

い傾向が続いていますが、データ制約

上の課題も指摘されています。実態を

より把握するためには、民間の事業者

による回収等も含めたデータの収集・

整備が望まれます。 

○ 地方公共団体は、各主体間のコーデ

ィネーターとしての重要な役割を果た

すことが求められています。住民に向

けて、事業者やＮＰＯ等の先進的な取

組を紹介するなど、各主体の取組の共

有化を図るとともに、第三次循環基本

計画に定められた各主体に期待されて

いる役割を踏まえ、各地域の実情に応

じて地方公共団体が率先して事業者等

の各主体に何をすべきかというメッセ

ージを出していく必要があります。ま

た、住民に向けても事業者の先進的な
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ボックスと宅配便を活用した小型電子

機器の回収、NPO と連携した「フード

ドライブ」の実施による食品ロス対策、

などが紹介されています。 

取組を普及啓発していく必要がありま

す。  
○ NGO/NPO 等の民間団体や大学等の

幅広い主体と連携・協働し、取組の輪

を広げることで、相乗効果を図ってい

くことが必要です。 

○ ヒアリングにおいては、人口減少・

少子高齢化の急激な進行に伴う一般廃

棄物の適正処理の確保の問題や在宅医

療廃棄物、空き屋等の問題、太陽光発

電パネル等の新たな製品のリサイクル

の問題等が今後の課題として挙げられ

ています。これらの問題に対する対応

の検討が必要です。 

 
【都道府県】  
○ それぞれの地方公共団体の区域内だ

けで考えることには限界があり、広域

的に考えることが必要になりますが、

広域連携は大局的にみる必要があり、

国として方向性を示すことが必要にな

ります。一方、国、都道府県、市区町

村の狭間に落ちてしまうような取組に

ついては、地方公共団体の主導によっ

て積極的かつ柔軟な取組が期待されま

す。 

○ 地域内において住民と行政が対立の

立場にならないようにステークホルダ

ー間で情報を共有し、一歩先に行くた

めの議論を行う場も必要となります。  
○ 「エコマテリアルの利用促進」等と

いった上流の政策については、都道府

県がコーディネーターとしての役割を

担う必要があります。 

 
【市町村】 

○ 小型家電リサイクル法については、

平成 25 年 4 月の施行以降、参加市町

村が 341（全市町村の 19.６％、平成
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25 年４月時点）から 1,219（全市町

村の 70.０％、平成 28 年４月時点）に

増加し、また、「実施に向けて調整中」

を合算すると、76％の市町村が前向き

な意向を示しており、積極的に取り組

まれています。 

一方で、同法の基本方針に掲げる小

型家電回収の目標量（１年当たり 14

万トン）に対して、回収量は約 6.7 万

トン（平成 27 年度）にとどまってお

り、参加市町村の拡大とともに、市町

村の規模や体制の違いを踏まえ、地域

の特性を活かした様々な工夫のもとで

の更なる回収量増大への取組が必要な

状況です。 

○ 家電四品目については、目標達成に

向けて、不法投棄や違法なスクラップ

輸出を抑制するため、回収義務外品に

対する回収体制の構築や不法投棄防止

に向けた取組が必要です。  
○ 一般廃棄物のリサイクル率は、近年

横ばいとなっており、地方公共団体の

取組として、生ごみ、紙等の３R に関

する取組や購買（グリーン購入）に関

する取組が重要と考えられますが、こ

れらの取組を進展させるためには効果

を得られるまでのプロセス毎に必要な

条件等を整理・分析をする必要があり

ます。  
また、再利用されることが確実であ

ると市町村が認めた一般廃棄物のみの

処理を業として行う者であって市町村

の指定を受けたものについて一般廃棄

物処理業の許可が不要となる制度（再

生利用指定制度）など、地方公共団体

において選択的に利用できる手法を積

極的に活用することが重要です。 

○ ごみ焼却施設の発電施設、総発電能

力、総発電電力量のいずれも増加して
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います。今後、３R の推進等により焼

却せざるを得ないごみの量の減少が見

込まれることから、効率の良い施設を

増加させていく必要があります。また、

分別等の促進によるごみの組成変化に

ついても十分に留意していく必要があ

ります。 

 

Ⅴ 国の主な取組状況（詳細な取組は、別添参照） 
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第三次循環型社会形成推進基本計画第３回点検「国の取組に係る進捗状況表」 

１ 「質」にも着目した循環型社会の形成 

（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策（第 4 次環境基本計画第４回
点検に追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第4次環境基本計画第4回
点検（調査票含むに追記）） 

（１）２Ｒの取組がより進む社会経済システムの構築 

①社会経済システムとして
２R を推進すべく、国民・事
業者が行うべき具体的な２R
の取組を制度的に位置付け
ることを検討する。 

・生活系ご
み処理の有
料化実施地
方公共団体
率 
 

●環境省では平成 23 年度から
市町村、リユース事業者や NPO
等と連携し、使用済製品等のリ
ユースを進めるモデル事業を
実施しています。また、各種
2R（リデュース・リユース）に
取り組んでいる事業者の情報
を収集し事例集を作成しまし
た。【環境省】 
 
 

●リサイクルより優先順位の
高い、2R の取組がより進む社
会経済システムの構築を目指
し、国民・事業者が行うべき具
体的な 2R の取組を制度的に位
置付けるため、平成 26 年度は
NPO、事業者等における 2R の
取組状況、各種統計が示す経
済・社会情勢の評価・分析を行
いました。【環境省】 
 
●一般廃棄物処理に関するコ
スト分析方法、標準的な分別収
集区分等を示す「一般廃棄物処
理有料化の手引き」、「一般廃棄
物会計基準」、「市町村における
循環型社会づくりに向けた一
般廃棄物処理システムの指針」
に関しては、これら 3 つのガイ
ドラインの普及促進を目的と
して、市町村担当者を対象に都
道府県等が主催する説明会等
に講師を派遣しました。【環境
省】 
 
 

●リサイクルより優先順位の
高い、2R の取組がより進む社
会経済システムの構築を目指
し、国民・事業者が行うべき具
体的な 2R の取組を制度的に位
置付けるため、平成 27 年度は
2R の取組がより進む社会経済
システム構築の実例を作るた
め、イベントごみ削減に向けた
条例制定や持続可能なフード
バンクシステム構築を目指す
モデル事業を実施し、システム
構築に向けた課題の評価・分析
を行いました。同時に、我が国
全体の 2R 取組状況を把握する
ための指標について検討を行
いました。【環境省】 
 

●一般廃棄物処理に関するコ
スト分析方法、標準的な分別収
集区分等を示す「一般廃棄物処
理有料化の手引き」、「一般廃棄
物会計基準」、「市町村における
循環型社会づくりに向けた一
般廃棄物処理システムの指針」
の三つのガイドラインについ
て、引き続き普及促進を行いま
した。【環境省】 
 

●一般廃棄物処理に関するコ
スト分析方法、標準的な分別収
集区分等を示した一般廃棄物
会計基準等のガイドラインの
周知等を通じ、市町村等による
廃棄物の適正処理・３Ｒの推進
に向けた取組を支援しました。
【環境省】 
 
 

●リサイクルより優先順位の
高い、2R の取組がより進む社
会経済システムの構築を目指
し、国民・事業者が行うべき具
体的な 2R の取組を制度的に位
置付けるため、これまでの 2R
に関する施策の成果を踏まえ
つつ、モデル事業を実施し、将
来の制度化に向けた検討を行
います。 
 
●一般廃棄物処理に関するコ
スト分析方法、標準的な分別収
集区分等を示す「一般廃棄物処
理有料化の手引き」、「一般廃棄
物会計基準」、「市町村における
循環型社会づくりに向けた一
般廃棄物処理システムの指針」
という、三つのガイドラインに
ついて、更なる普及促進に努め
ます。 
 
●容器包装の 2R の推進を図る
ため、中央環境審議会及び産業
構造審議会の合同会合におい
て取りまとめられた容器包装
リサイクル制度の施行状況の
評価・検討に関する報告書や、
過年度までの事業の成果等を
踏まえ、必要な措置を講じてい
きます。 
 
●引き続き、一般廃棄物の排出
抑制及び住民の意識改革を進
めるために経済的インセンテ
ィブを活用することとともに、
今後、他の手法も含めた２Ｒ推
進のためのポリシーミックス
を推進する必要があります。
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（環境基本計画点検調査票） 
 
●引き続き消費者や事業者の
意識改革を進めるために経済
的インセンティブを活用する
とともに、今後、他の手法も含
めたポリシーミックスを推進
し、２Ｒが進む社会経済システ
ムを整えていく必要がありま
す。（環境基本計画点検本文） 

②２Ｒの取組を進めるため
には、川下の消費者のライフ
スタイルの変革に加えて、容
器包装の削減・軽量化、長期
間使用することのできる製
品の開発、リターナブル容器
の利用等の川上の事業者の
積極的取組を社会的費用に
も配慮しつつ推進すること
が必要となる。このため、こ
れらの取組を行っている事
業者が社会的に評価される
仕組みづくり等を進める。 
また、持続的に消費者の行動
を促すことができるよう、地
域における消費者、事業者、
NPO、地方公共団体等の各主
体間の連携等のあり方につ
いて検討する。 

・ リ ユ ー
ス・シェア
リング市場
規模 
・びんのリ
ユース率の
推移 
・詰替・付
替製品の出
荷率 
・環境マネ
ジメント等
の実施 

 ●容器包装の 3R 推進に関して
は、産業構造審議会及び中央環
境審議会において、3R 推進団
体連絡会による「容器包装 3R
のための第二次自主行動計画」
（2011 年度～2015 年度（平
成 23 年度～平成 27 年度））に
基づいて実施されたリデュー
スに係る取組の状況について、
評価・検討を行い、委員より取
組の更なる推進に向けた施策
提言等がなされました。【環境
省・経済産業省】 
 

●容器包装の 3R 推進に関して
は、産業構造審議会及び中央環
境審議会において、3R 推進団
体連絡会による「容器包装 3R
のための第二次自主行動計画」
（2011 年度～2015 年度（平
成 23 年度～平成 27 年度））に
基づいて実施されたリデュー
スに係る取組の状況について、
評価・検討を行い、委員から取
組の更なる推進に向けた施策
提言等がなされました。【環境
省・経済産業省】 
 
●包装の環境配慮設計につい
て共通の考え方として、2015
年（平成 27 年）に包装の環境
配慮設計に関する規格（JIS Z 
0130 群）が制定され、事業者
が包装の設計・製造をする際の
手順書等として活用できる手
引と消費者が事業者の包装の
環境配慮設計の取組を理解し
商品選択の際に活用できる事
例集を作成しました。【経済産
業省】 

●容器包装のリデュースを図
るため、内容物当たりの容器包
装使用重量が少ない商品の販
売・製造等の促進を図るととも
に、各主体間の積極的なコミュ
ニケーションを促し、商品の製
造段階における環境配慮設計
を促進しています。【環境省】 
 
●容器包装の環境配慮設計に
関する国際規格としてＩＳＯ
１８６０２（包装の最適化）及
びこれに対応する国内規格と
してＪＩＳＺ０１３０が制定
されており、これらの普及啓発
を図りました。【経済産業省】 
 

●３Ｒ推進団体連絡会による
自主行動計画のフォローアッ
プを定期的に中央環境審議会
及び産業構造審議会の合同会
合の場で実施します。 
 
●関係主体が連携したびんリ
ユースを促進するための実証
事業や関係者による協議会の
運営等について支援していく
必要があります。 

③リユースを主要な循環産
業の一つとして位置付け、リ
ユース品が広く活用される
とともに、リユースに係る健
全なビジネス市場の形成に
つながるよう、盗品販売など
事業者の不適正行為防止の
ための法令遵守体制（コンプ
ライアンス）の徹底はもとよ
り、リユース品の性能保証な
ど消費者が安心してリユー
ス品を利用できるような環

・循環型社
会ビジネス
市場規模 
・ リ ユ ー
ス・シェア
リング市場
規模 
・びんのリ
ユース率の
推移 
 

 ●2R の中でも特にリユースを
主要な循環産業の 1 つとして
位置付け、リユース品が広く活
用されるとともに、リユースに
係る健全なビジネス市場の形
成につなげるため、事業者、地
方公共団体等の関係者が連携
し、地域内でのびんリユースを
促進するための実証事業を 5
件実施しました。当該実証事業
の中では、各関係者による協議
会の設置等についての支援も

●2R の中でも特にリユースを
主要な循環産業の一つとして
位置付け、リユース品が広く活
用されるとともに、リユースに
係る健全なビジネス市場の形
成につなげるため、事業者、地
方公共団体等の関係者が連携
し、地域内での瓶リユースを促
進するための実証事業を 2 件
実施しました。当該実証事業の
中では、各関係者による協議会
の設置等についての支援も行

●平成 27 年度の使用済製品等
のリユース促進事業研究会で
議論した、市民へのリユースの
広報を目的とした「リユース読
本」及び事業所におけるリユー
ス品としての排出・調達を促進
するために各種情報をまとめ
た「オフィス等から発生する使
用済製品リユースのための手
引き」を本年 5 月に策定しまし
た。【環境省】 
 

●リユース業界の優良化やリ
ユースへの意識の向上を一層
進め、リユース品の活用やリユ
ースに係るビジネスの市場拡
大を図っていくべきです。（環
境基本計画点検本文） 
 
●今後、リターナブル容器の利
用の推進を図る必要がありま
す。（環境基本計画点検調査票） 
 
●今後、事業者が排出抑制や再
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境整備を推進する。 
また、経済活動に適合し、２
Ｒにビジネスベースで取り
組む象徴的な事例を創出・定
着させることを目的に、社会
実験として、事業者等による
先進的取組を支援する。 

行いました。 
【環境省】 
 
●使用済製品等のリユース促
進事業研究会を設置し、市町村
や都道府県が、リユース事業
者、地域の NPO や市民団体と
協力して、新たに使用済製品等
のリユースの促進に資するモ
デルプランを地域の特性に応
じて立案してもらうモデル事
業を、3 件実施しました。【環
境省】 
 
 
 

いました。【環境省】 
 
●使用済製品等のリユース促
進事業研究会を設置し、市町村
や都道府県が、リユース事業
者、地域の NPO や市民団体と
協力して、新たに使用済製品等
のリユースの促進に資するモ
デルプランを地域の特性に応
じて立案してもらうモデル事
業を、2 件実施しました。【環
境省】 
 
 

 

利用に向かうインセンティブ
の検討を進める必要がありま
す。（環境基本計画点検本文） 
 
●リユース容器の導入可能性
や規格統一化の可能性、消費者
に認知されるリユース容器に
ついての検討等を行います。 
 
●使用済製品等のリユース促
進事業研究会のモデル事業を
引き続き実施します。 
 
●特定家庭用機器再商品化法
（平成 10 年法律第 97 号。）に
定められた特定家庭用機器の
引取台数の多い大手量販店等
に対しては、引き続きリユース
とリサイクルの仕分け基準の
作成状況について確認します。
また、同法に基づく小売店への
立入検査時には、リユース品を
取り扱う場合に、リユースとリ
サイクルの仕分け基準を作成
するよう求めていきます。一方
で、消費者に対しては、優良な
リユースを行っている業者に
関する情報発信を行っていき
ます。同時に「使用済家電製品
の廃棄物該当性の判断につい
て（通知）」とその具体的な運
用の事例集を更に周知徹底す
るとともに、引き続き、事例の
収集を行います。これにより、
リユース品に適さないと判断
される特定家庭用機器等を違
法に回収している事業者への
自治体の指導を強化し、適正な
リユースを促進します。 

④「3R 行動効果の見える化」
として、リサイクルも含め
て、個々の消費者・小売店を
はじめとする事業者が実際
に取り組むことができる 3R
行動とその効果を分かりや
すくまとめ、きめ細やかに情
報提供する。また、3R 行動
効果の結果を簡易に販売促

  ●これまでに整理・開発してき
た 2R 取組事例集、3R 行動に
よる環境負荷削減効果を見え
る化する「3R 行動見える化ツ
ール」等の活用による、物質循
環の推進に向けた異分野間・主
体間連携の在り方について、検
討を行いました。事業者等によ
る 3R 行動及び「3R 行動見え

●近年関心が高まっている、食
品廃棄物の 3R 行動に係る環境
負荷削減効果を見える化でき
るツールを作成し、第 10 回 3R
推進全国大会、セミナー及び環
境省ウェブサイトにおいて情
報発信しました。【環境省】 
 
 

●官民連携によるフードチェ
ーン全体での食品ロス削減国
民運動を展開しています。【環
境省・消費者庁・農林水産省】 
 
 

●『３Ｒ行動の見える化ツー
ル』を活用した２Ｒの推進につ
いては、今後、国民や企業によ
る利用拡大を図っていく必要
があります。（環境基本計画点
検本文） 
 
●事業者等による 3R 行動の促
進及び 3R 行動による環境負荷
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進や環境報告書への記載な
どに活用できるようにし、取
組実施のインセンティブと
する。 

る化ツール」の使用を促進する
ため、既に行われている事業者
等による 3R 行動について、ツ
ールを活用して環境負荷削減
効果を見える化し、それらの事
例をセミナーや環境省ウェブ
サイトにおいて情報発信しま
した。また、国民等がより容易
に環境負荷削減効果を見える
化できるよう、簡易版のツール
を作成しました。【環境省】 

削減効果を見える化する「3R
行動見える化ツール」の使用を
引き続き促進するため、新たな
ツールの活用事例を構築し、そ
れらの事例を情報発信します。 
 

⑤国民の「もったいない」と
いう文化、意識を活かし、消
費者、各事業者が連携して、
食品廃棄物、容器包装の削減
などフードチェーン全体の
改善に取り組む。 

・廃棄物の減

量化や循環

利用、グリー

ン購入の意

識 

・具体的な３

Ｒ行動の実

施率 

 

 ●フードチェーン全体の改善
に向けて、我が国は、平成 26
年 4 月から食品関連 75 業種の
うち 26 業種について、食品リ
サイクル法に基づく食品関連
事業者の食品廃棄物等の発生
抑制の目標値を本格施行しま
した。また、食品廃棄物等の発
生抑制と二酸化炭素の排出削
減に同時に資する取組を実施
した地域を対象にした、草の根
活動への支援を平成 26 年 4 月
から開始しました。加えて、食
品ロス削減につながる商慣習
見直しを支援するとともに、規
格外品等の食品を福祉施設等
に提供するフードバンク活動
の強化等に対する支援により、
食品ロス削減国民運動も展開
しました。【環境省・農林水産
省】 
 
●旅館・飲食・食肉営業者等の
生活衛生関係営業者に関して
は、それら主体による食品循環
資源の再生利用率向上を図る
ため、生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関する法
律（昭和 32 年法律第 164 号）
に基づき、厚生労働大臣が定め
る「振興指針」について、平成
15 年度に策定された「食品リ
サイクル推進指針」の内容を踏
まえて改訂を行うことにより、
引き続き支援を行いました。
【厚生労働省】 
 

●食品廃棄物については、フー
ドチェーン全体の改善に向け
て、平成 27 年 8 月から 5 業種
について食品リサイクル法に
基づく食品廃棄物等の発生抑
制の目標値を追加し、合わせて
食品関連 75 業種のうち 31 業
種の目標値を設定しました。ま
た、国全体の食品ロスの発生量
についてより精緻な推計を実
施し、平成 24 年度における国
全体の食品ロス発生量の推計
値（約 642 万トン）を平成 27
年 6 月に公表しました。【環境
省・農林水産省】 
 
●旅館・飲食・食肉営業者等の
生活衛生関係営業者に関して
は、それら主体による食品循環
資源の再生利用率向上を図る
ため、生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関する法
律（昭和 32 年法律第 164 号）
に基づき、厚生労働大臣が定め
る「振興指針」について、平成
15 年度に策定された「食品リ
サイクル推進指針」の内容を踏
まえて改訂を行うことにより、
引き続き支援を行いました。
【厚生労働省】 
 
●フードチェーンの一部であ
る容包装に関しては、リデュー
ス等を促進するための消費者
啓発について必要なマネジメ
ントを検討するための前提情
報として、消費者の環境配慮型

●【再掲】官民連携によるフー
ドチェーン全体での食品ロス
削減国民運動を展開していま
す。【環境省・消費者庁・農林
水産省】 
 
●【再掲】容器包装のリデュー
スを図るため、内容物当たりの
容器包装使用重量が少ない商
品の販売・製造等の促進を図る
とともに、各主体間の積極的な
コミュニケーションを促し、商
品の製造段階における環境配
慮設計を促進しています。【環
境省】 
 
 
 

●SDGs の目標も踏まえ、我が
国として食品ロス削減の取組
を加速化させるため、我が国の
食品ロス削減目標の設定など、
目に見える取組の強化が必要
です。（環境基本計画点検本文） 
 
●食品ロスについては、都道府
県・市町村における食品ロス削
減対策の優良事例の調査を実
施し、この事例を広く水平展開
することで、地域の食品ロス削
減対策の普及を図ります。 
 
●食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律（平成 12
年法律第 116 号。）に基づき、
食品廃棄物等の発生抑制目標
値が設定されていない業種に
ついては、目標値の設定、その
他の発生抑制の促進のための
方策を引き続き検討していき
ます。 
 
●旅館・飲食・食肉営業者等の
生活衛生関係営業者に関して
は、それら主体による食品循環
資源の再生利用率向上を図る
ため、生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関する法
律（昭和 32 年法律第 164 号）
に基づき、厚生労働大臣が定め
る「振興指針」の見直しを行い、
食品リサイクルの実施率向上
を図る支援を行います。 
 
●【再掲】関係主体が連携した
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●フードチェーンの一部であ
る容器包装に関しては、容器包
装を用いた商品の販売を行う
小売事業者の店舗において、内
容物当たりの容器包装使用重
量が少ない商品を明確化し販
売を行い、消費者の消費動向や
意識について調査しました。加
えて、製造段階におけるリデュ
ース設計の促進に係る課題点
等について調査しました。【環
境省】 

容器包装等に係る意識調査を
実施しました。【環境省】 
 

びんリユースを促進するため
の実証事業や関係者による協
議会の運営等について支援し
ています。 

⑥ 長期にわたって使用可
能な質の高い住宅ストック
を形成するため、長期優良住
宅認定制度の運用、認定長期
優良住宅に対する税制上の
特例措置の活用を促進する。 

  ●長期にわたって使用可能な
質の高い住宅ストックを形成
するため、長期優良住宅の普及
の促進に関する法律（平成 20
年法律第 87 号）に基づき、長
期優良住宅の建築・維持保全に
関する計画を所管の行政庁が
認定する制度を運用していま
す。この認定を受けた住宅につ
いては、税制上の特例措置を実
施しています。【国土交通省】 

●長期にわたって使用可能な
質の高い住宅ストックを形成
するため、長期優良住宅の普及
の促進に関する法律（平成 20
年法律第 87 号）に基づき、長
期優良住宅の建築・維持保全に
関する計画を所管の行政庁が
認定する制度を運用していま
す。この認定を受けた住宅につ
いては、税制上の特例措置を実
施しています。【国土交通省】 

 ●長期にわたって使用可能な
質の高い住宅ストックを形成
するため、長期優良住宅の普及
の促進に関する法律（平成 20
年法律第 87 号）に基づき、長
期優良住宅の建築・維持保全に
関する計画を所管行政庁が認
定する制度を平成 28 年度も引
き続き運用します。なお、認定
を受けた住宅については、税制
上の特例措置を実施していま
す。 

（２）使用済製品からの有用金属の回収 

① 小型家電リサイクル法
にできるだけ多くの地域や
事業者が参加し、既存の取組
ともあいまって全国的な回
収率が上がり主要なリサイ
クル制度として定着するよ
う、（ア）市町村が主体とな
った回収体制構築のための
地方公共団体等に対する支
援、（イ）制度の意義・効果
等に関する普及啓発、（ウ）
各主体間の連携促進等を行
う。 

・小型家電
リサイクル
法に基づき
再資源化を
目的として
回収された
小型家電の
量 
・使用済小
型電子機器
等の回収地
方公共団体
数・実施割
合 
 

●小型家電リサイクル法が平
成 25 年 4 月から施行されまし
た。【環境省・経済産業省】 
 
●環境省では平成 24 年度から
小形電子機器等のリサイクル
システムの構築を目的とした
実証事業を行っており、平成
24 年度は 43 市町村が、平成
25 年度は 161 市町村が実証事
業に参加しました。【環境省】 

 
 

 
 

●小型家電リサイクル法に基
づき、再資源化事業計画の認定
を進めるとともに、市町村にお
ける小型家電の回収量拡大を
進めるための支援事業や、説明
会・普及啓発等を展開しまし
た。【環境省・経済産業省】 
 

●平成 25 年 4 月 1 日から施行
された、使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関する法
律（平成 24 年法律第 57 号。）
については、回収され再資源化
を実施する量の目標を、平成
27 年度までに一年当たり 14
万トン（人口一人当たり約
1kg）としています。今後、回
収量の達成状況等を踏まえて、
引き続き制度を推進していき
ます。 
 
●小型家電のさらなる回収量
の増加、再資源化の質の向上を
促進していくため、地域に応じ
た効率的・効果的な回収方法の
検討や認定事業者の回収・処
理・選別技術の高度化に向けた
取組を促し、制度の安定的運用
を図っていきます。（環境基本
計画点検調査票） 
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●小型家電リサイクル・システ
ムの普及により、ベースメタ
ル、レアメタル等の回収がどの
程度進み、現在、行われている
ごみ処理（各種中間処理）から
の有用金属元素回収や、残渣の
再生利用・最終処分にどのよう
な影響と効果がもたらされて
いるのか、あるいは将来の可能
性があるのかについての分析
を進めます。（環境基本計画点
検本文） 

② 次世代自動車や超硬工
具等のレアメタル等を含む
主要製品全般を横断的に対
象として、平成 24 年に「使
用済製品の有用金属の再生
利用の在り方について」とし
て取りまとめられたレアメ
タル等のリサイクルに係る
対応策を踏まえ、回収量の確
保やリサイクルの効率性の
向上に向け、着実に取組を進
めていく。 

・家電リサ
イクル法に
基づく回収
率 

 ●低炭素型 3R 技術・システム
実証調査事業において、自動車
の解体・破砕工程を全体最適化
した上で、自動車用コンピュー
ター基板等を解体段階で回収
し、有用金属をリサイクルする
こと等によりリサイクルを高
付加価値する実証的な取組を
支援しました。【環境省】 
 
●資源循環実証事業により、平
成 26 年度はコバルトを含む次
世代自動車用リチウムイオン
バッテリーの実証事業 5 件に
対して補助を実施しました。
【経済産業省】 

●低炭素型 3R 技術・システム
実証調査事業において、自動車
用コンピューター基板等を解
体段階で回収し、有用金属をリ
サイクルすることなどにより
リサイクルを高付加価値化す
る実証的な取組等を支援しま
した。【環境省】 
 
●リサイクル優先レアメタル
回収技術開発・実証により、平
成 27 年度はコバルトを含む次
世代自動車用リチウムイオン
バッテリーのリサイクル技術
開発・実証事業 3 件に対して補
助を実施しました。【経済産業
省】 

●使用済自動車に含まれる貴
金属等の効率的な回収・リサイ
クルや家電等の高効率破砕・選
別への支援やコバルトを含む
リチウムイオンバッテリー、タ
ングステンを含む超硬工具の
リサイクルを支援しました。
【環境省・経済産業省】 

●低炭素型 3R 技術・システム
実証事業を活用して、製品横断
的に、レアメタル等の有用金属
の回収、2R の取組、水平リサ
イクル等の高度なリサイクル
の推進等、低炭素社会の実現に
も資する取組を支援していき
ます。 
 
●小型家電に限らず、家電四品
目やその他の使用済電気電子
製品の回収量を増大させ、都市
鉱山の利用を拡大する必要が
あります。（環境基本計画点検
調査票） 
 
●次世代自動車や太陽光発電
パネルといった今後普及が進
む製品からのレアメタル等の
リサイクルを進める必要があ
ります。（環境基本計画点検調
査票） 
 
●温暖化対策を進めていくと、
太陽光パネルや蓄電池、ＣＦＲ
Ｐ（炭素繊維強化プラスチッ
ク）など、より高度な製品や素
材の普及が進んでいくことと
なるが、こうした低炭素製品が
３Ｒを阻害せず、むしろ３Ｒの
推進でこうした低炭素製品が
普及するよう検討を進めるべ
きです。（環境基本計画点検本
文） 

③ 拡大生産者責任の理念
に基づき、素材別の分別・リ

・製品アセ
スメントの

 ●使用済み製品のより広域で
のリサイクルを行うため、広域

●使用済製品のより広域での
リサイクルを行うため、広域的

●使用済製品について、廃棄物
処理法に基づく広域認定制度

●広域認定制度の適切な運用
を今後も図り、情報処理機器や
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サイクルが行いやすくなる
よう、部品毎に原材料を分か
りやすく表示したり、部品を
ユニット化したりする製品
設計段階の取組や、企業秘密
に留意しつつ製造事業者と
リサイクル事業者間で有用
金属の含有情報の共有化を
行う取組等を推進する。 
また、使用済製品について
は、より広域でのリサイクル
を念頭に、製品の製造者等が
回収する廃棄物処理法の広
域認定制度等を適切に活用
する。 

ガイドライ
ンの業界に
よる整備状
況 
・資源生産
性の向上等
に向けた目
標を設定し
ている事業
者数 

的な実施によって、廃棄物の減
量化や適正処理の確保に資す
るとして環境大臣の認定を受
けた者については、地方公共団
体ごとに要求される廃棄物処
理業の許可を不要とする制度
（「広域認定制度」という。）の
適切な運用を図り、情報処理機
器や各種電池等の製造事業者
等が行う高度な再生処理によ
って、有用金属の分別回収を推
進しました。【環境省】 
 

な実施によって、廃棄物の減量
化や適正処理の確保に資する
として環境大臣の認定を受け
た者については、地方公共団体
ごとに要求される廃棄物処理
業の許可を不要とする制度
（「広域認定制度」という。）の
適切な運用を図り、情報処理機
器や各種電池等の製造事業者
等が行う高度な再生処理によ
って、有用金属の分別回収を推
進しました。【環境省】 
 

等による製造事業者等の自主
回収及び再生利用を促進しま
した。（平成 28 年９月末一般廃
棄物 97 件、平成 28 年９月末
産業廃棄物 261 件）【環境省】
（環境基本計画第４回点検本
文より認定件数の更新） 
 
●各種リサイクル法の執行及
びその評価・見直しや取組状況
の点検を行い、排出者責任、拡
大生産者責任に基づく各種リ
サイクルや業界による環境配
慮設計の進捗を確認していま
す。【環境省・経済産業省】 
 

各種電池等の製造事業者等が
行う、高度な再生処理によっ
て、有用金属の分別回収を推進
していきます。（平成 28 年版白
書「講じよう」より一部編集） 
 
●引き続き、循環基本法に基づ
きつつ、拡大生産者責任の徹底
を図る必要があります。（環境
基本計画点検本文） 
 
●各種リサイクル法の対象外
の製品についても、製品製造段
階からの環境配慮設計の状況
を把握し、取組を進めて行く必
要があります。（環境基本計画
点検調査票） 
 
●環境配慮設計については、循
環基本法に位置づけられてお
り、各種リサイクル法でも努力
規定が設けられているが、基本
的には個別企業の取組に留ま
っていることから、各種リサイ
クル法の対象外の製品を含め、
製品製造段階からの環境配慮
設計の状況を把握した上で、環
境配慮設計を進めるため、横断
的な検討をすべきです。（環境
基本計画点検本文） 
 
●製造事業者とリサイクル事
業者での情報の共有が行われ
ておらず、取組を進める必要が
あります。（環境基本計画点検
調査票） 

④ 使用済製品から有用金
属を回収し、リサイクルする
ために必要となる新技術の
研究・開発を支援する。 

  ●環境研究総合推進費による
研究・開発支援として、行政が
特に提案を求める重点研究テ
ーマとして「使用済電子機器等
からの有用金属等の効果的な
回収技術及び残渣さ 処理シス
テム等の技術開発」を示し、テ
ーマに合致する研究として平
成 26 年度は 1 件を採択しまし
た。また、使用済製品からレア
メタル等を回収する技術に係
る研究・開発として 6 件を採択

●環境研究総合推進費による
研究・開発支援として、平成
27 年度に、レアメタル等の回
収・リサイクルシステムの構築
に係る研究・開発として 3 件を
採択しました。【環境省】 
 

●環境研究総合推進費におい
て、「レアメタル等の有用金属
資源の効率的な再資源化のた
めの破砕・選別・分離技術に係
る研究・開発と効果的な回収の
ための社会システムの研究」と
して、平成 28 年度は２件採択
しました。【環境省】 
 

●研究・開発支援として、平成
29 年度の環境研究総合推進費
による研究・開発支援では、レ
アメタル等の有用金属資源の
効率的な再資源化のための破
砕・選別・分離技術に係る研
究・開発と効果的な回収のため
の社会システムの研究を採択
の対象とします。【環境省】 
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しました。【環境省】 

（３）水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進 

① 循環資源を原材料とし
て用いた製品の需要拡大を
目指し、循環資源を供給する
産業と循環資源を活用する
産業との連携を促進すると
ともに、消費者への普及啓発
を推進する。 

 ●環境省では、プラスチック製
容器包装については、材料リサ
イクル手法により製造される
プラスチックの品質向上を図
るために、日用品等の試作品製
造による品質条件調査を実施
しました。【環境省】 
 
●ペットボトルのボトル to ボ
トルなど高度なリサイクルを
より推進するために、スーパー
マーケット等の店頭回収によ
る高品質な廃ペットボトルの
効率的な回収を目的とした実
証事業を実施しました。【環境
省】 
 

●まず循環資源を原材料とし
て用いた製品の需要拡大を目
指し、循環資源を供給する産業
と循環資源を活用する産業と
の連携を促進しています。【環
境省】 
 
●ペットボトルに関しては、使
用済ペットボトルからペット
ボトルを再生するいわゆる「ボ
トル to ボトル（BtoB）」を推進
するため、スーパーの店頭回収
等の事業系回収ルートにおい
て、より高品質な使用済ペット
ボトルをより効率的に回収す
る方法を検討する実証事業を
行い、各回収ルートにおける使
用済ペットボトルの品質等の
現状について把握しました。
【環境省】 
 
●食品リサイクルに関しては、
食品リサイクル法の再生利用
事業計画（食品関連事業者から
排出される食品廃棄物等を用
いて製造された肥料・飼料等を
利用して作られた農畜水産物
を食品関連事業者が利用する
仕組み。以下「食品リサイクル
ループ」という。）認定事業の
形成支援を通じて、食品循環資
源の廃棄物等の発生抑制・再生
利用の取組を促進しました。
【環境省・農林水産省】 
 
●バイオマス活用推進基本計
画における食品廃棄物の利用
率の目標達成に向け、平成 24
年度に提示した地域特性に応
じた利活用パターンや導入見
込み等をロードマップ等に基
づき、市町村等による食品廃棄
物の利活用を支援しました。
【環境省】 
 
●食品関連事業者、再生利用事

●まず循環資源を原材料とし
て用いた製品の需要拡大を目
指し、循環資源を供給する産業
と循環資源を活用する産業と
の連携を促進しています。【環
境省】 
 
●ペットボトルに関しては、使
用済ペットボトルからペット
ボトルを再生するいわゆる「ボ
トル to ボトル（BtoB）」を推進
するため、スーパー等における
使用済ペットボトルの店頭回
収のモデル事業を実施し、有効
性の検証、社会システム化に伴
う環境負荷低減効果、社会的費
用の削減効果の試算、事業実施
地域以外での普及方策等につ
いて検討しました。【環境省】 
 
●食品リサイクルに関しては、
食品リサイクル法の再生利用
事業計画（食品関連事業者から
排出される食品廃棄物等を用
いて製造された肥料・飼料等を
利用して作られた農畜水産物
を食品関連事業者が利用する
仕組み。以下「食品リサイクル
ループ」という。）認定事業の
形成支援を通じて、食品循環資
源の廃棄物等の発生抑制・再生
利用の取組を促進しました。
【環境省・農林水産省】 
 
●バイオマス活用推進基本計
画における食品廃棄物の利用
率の目標達成に向け、平成 24
年度に提示した地域特性に応
じた利活用パターンや導入見
込み、ロードマップ等を踏ま
え、市町村等による廃棄物系バ
イオマスの利活用の促進に係
る取組を支援しました。【環境
省】 
 
●食品関連事業者、再生利用事

●食品関連事業者、再生利用事
業者、農林漁業者及び地方自治
体のマッチングの強化や、地方
自治体の理解促進等による、食
品リサイクル・ループ形成の促
進のためのマッチング等を実
施しています。【環境省・農林
水産省】 
 
●市町村等による廃棄物系バ
イオマスの利活用を促進する
ために、マニュアル策定等に向
けた検討を実施しています。
【環境省】 

●スーパーの店舗等の事業系
ルートにおいて回収された、ペ
ットボトルの高度なリサイク
ルについては、中央環境審議会
及び産業構造審議会の合同会
合において取りまとめられた、
容器包装リサイクル制度の施
行状況の評価・検討に関する報
告書や、過年度までの事業の成
果等を踏まえながら、関係法令
の運用の整理等の必要な措置
を講じていきます。 
 
●食品リサイクルに関しては、
食品リサイクル法に基づく、食
品廃棄物等の発生抑制・再生利
用が地域の実情に応じて推進
されるよう、市町村や民間事業
者の活用・育成による再生利用
の実施を含めて、市町村の定め
る一般廃棄物処理計画におい
て、食品廃棄物等の発生抑制・
再生利用の促進を適切に位置
付けることを促します。また、
同法に定められた再生利用事
業計画（食品関連事業者から排
出される食品廃棄物等を用い
て製造された、肥料・飼料等を
利用して作られた農畜水産物
を食品関連事業者が利用する
仕組み。以下「食品リサイクル
ループ」という。）に基づく取
組により生産された農畜水産
物の量等、認定を受けた計画の
実施状況の把握や食品リサイ
クルループに関する説明会を
通じ、引き続き食品リサイクル
ループの形成支援を行ってい
きます。 
 
●廃棄物系バイオマスの利活
用を促進するためのマニュア
ルをとりまとめるとともに、そ
の活用に向けて市町村等に対
して周知徹底を図ります。 
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業者、農林漁業者、地方自治体
のマッチングの強化や、地方自
治体の理解促進等による食品
リサイクルループ形成の促進
のため、平成 26 年 7 月に全国
3 か所において、「食品リサイ
クルループ形成支援セミナー」
を試行的に実施したほか、同月
に全国 7 か所において、地方自
治体の廃棄物部局担当者を対
象とした、各種リサイクル法に
係る説明会を開催し、食品リサ
イクル法に基づく食品リサイ
クルループ認定事業への積極
的な後押しを促しました。【環
境省】 
 
●プラスチック製容器包装廃
棄物を原料とした材料リサイ
クルによる再生品については、
更なる品質の向上及び利用の
拡大を図るため、材料リサイク
ル事業者と家電、文具、玩具等
のメーカー等のマッチング等
を行いました。【環境省】 
 

業者、農林漁業者、地方自治体
のマッチングの強化や、地方自
治体の理解促進等による食品
リサイクルループ形成の促進
のため、仙台市、さいたま市、
名古屋市、宇部市の 4 か所にお
いて、「食品リサイクル推進マ
ッチングセミナー」を実施した
ほか、全国 7 か所において、地
方自治体の廃棄物部局担当者
を対象とした、各種リサイクル
法に係る説明会を開催し、食品
リサイクル法に基づく食品リ
サイクルループ認定事業への
積極的な後押しを促しました。
【環境省】 
 
●プラスチック製容器包装廃
棄物を原料とした材料リサイ
クルによる再生品については、
消費者に訴求力の高い商品を
試作し、その PR 効果を検討し
つつ実用化・商用化に向けたマ
ッチング等を行いました。【環
境省】 
 

●プラスチックなど、容器包装
のみならず、家電や自動車、製
品などの多種多様な製品に含
まれている素材について、どの
ような製品にどれだけ素材が
含まれているかを把握した上
で、海洋中のマイクロプラスチ
ックなどプラスチックが惹起
する新たな問題にも留意しつ
つ、個別リサイクル法の世界に
留まらず、循環資源全体でのリ
サイクルのあり方の検討、分別
意識の向上や廃棄物の発生抑
制、廃棄物の適正な処分の確保
を進めるべきである。（環境基
本計画点検本文） 
 
●容器包装や製品プラスチッ
クのように日々大量に複数の
購入ルートがある製品につい
てリサイクルを進めるために、
製品の製造段階だけではなく、
回収ルートの確立など物流段
階での検討を進めるべきであ
る。（環境基本計画点検本文） 
 
●平成 28 年１月に発覚した食
品廃棄物の不適正な転売事案
を踏まえ、転売等防止の対策の
強化と食品リサイクルの取組
とを同時に促進していくよう、
排出者である食品関連事業者
に求めていくべきです。（環境
基本計画点検本文） 
 
●一部製品について、循環資源
を供給する産業と循環資源を
活用する産業の連携が見られ
るものの、限定的であり、循環
資源全体へ取組を広げていく
必要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

② リサイクルの高付加価
値化や分別・解体・選別など
リサイクル費用の削減に向
けた新技術の研究・開発を支
援する。 

 ●使用済自動車については、回
収される鉄スクラップを原料
として再び自動車用高級鋼板
を製造する Car to Car の実現
を目指した実証事業を実施し
ました。【環境省】 

●平成 26 年度の環境研究総合
推進費による研究・開発支援に
ついては、行政が特に提案を求
める重点研究テーマとして「ア
ップグレード及び水平リサイ
クルを意識した製品開発及び

●平成 27 年度の環境研究総合
推進費による研究・開発支援に
ついては、行政が特に提案を求
める重点研究テーマとして「ア
ップグレード・水平リサイクル
及びリサイクル材活用に関す

●自動車メーカー、整備業者、
コンパウンダーが連携して自
動車バンパーを再度バンパー
に効率的にリサイクルする連
携事業や、アルミ合金やペット
ボトルの水平リサイクルを可

●リサイクル費用の削減に向
け、環境研究総合推進費による
研究・開発支援において、行政
が特に提案を求める平成 28 年
度の重点研究テーマとして「リ
サイクル材利活用に関する研
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資源循環技術システムの構築」
を示し、テーマに合致する研究
として 1 件を採択しました。ま
た、リサイクルの推進に資する
研究・開発として 6 件を採択し
ました。【環境省】 
 
●自動車リサイクルに関する
事項としては、鉄スクラップの
利用用途の拡大を図るため、鉄
スクラップの高度利用に関す
る実証事業を実施し、鉄スクラ
ップを部品へ活用する実証的
な取組を支援しました。【環境
省】 
 

る研究・技術開発」を示し、テ
ーマに合致する研究として 3
件を採択しました。また、リサ
イクルの推進に資する研究・開
発として 6 件を採択しました。
【環境省】 
 
●自動車リサイクルに関する
事項としては、解体業者や自動
車メーカーが連携して、プラス
チック製のバンパーの回収を
行い、自動車用素材としてリサ
イクルを行う実証事業を実施
し、リサイクルの高度化に資す
る取組を支援しました。【環境
省】 
 

能にする選別設備・店頭回収機
の導入支援を実施しています。
【環境省】 
 
●平成２８年度よりＮＥＤＯ
で実施中のアジア省エネルギ
ー型資源循環制度導入実証事
業の一環で、高度な資源循環シ
ステムに関する４テーマの研
究実証事業を採択しました。
【経済産業省】 
 

究・技術開発」を示し、テーマ
に合致する課題を積極的に採
択することとしています。自動
車リサイクル分野においても、
再生材の利用の拡大を図るた
め、使用済自動車由来のプラス
チックを用いた、再生材供給の
可能性の検証や再生材を用い
た自動車のユーザー選択を促
す方策の検討等、水平リサイク
ル等の高度なリサイクルを推
進します。 
 
●高付加価値で効率的なリサ
イクルの実現に向け、技術開
発・普及を強化する必要があり
ます。（環境基本計画点検調査
票） 
 
●プラスチック製容器包装に
ついて、プラスチック再生材料
を利用するメーカー等に対す
るヒアリングを行い、プラスチ
ック再生材料の物性やより高
付加価値な用途へ利用するた
めに必要な再生処理技術等に
ついて分類・整理し、潜在需要
及び処理技術向上について検
討します。 

③ 循環資源がどのように
収集され、どのように利用さ
れているのか、消費者が容易
に把握することができるよ
う情報発信を行い、消費者の
３Ｒ行動の改善を促す。 

  ●ペットボトルに関しては、店
頭回収に取り組む各主体の取
組状況やメリットとなる点の
情報を共有するとともに、店頭
回収を進める上での課題や対
応方針、主体間の効果的な連携
の在り方を検討することによ
り、店頭回収に取り組むことに
向けた関係者の意欲や関心を
高め、民間事業者による自主的
かつ経済的な創意工夫あるリ
サイクルを促進することを目
的として、シンポジウムを開催
しました。【経済産業省】 
 
●3R 推進月間（毎年 10 月）に
おいては、3R 推進ポスター展
示、リサイクルプラント見学会
や関係機関の実施するイベン

●3R 推進月間（毎年 10 月）に
おいては、3R 推進ポスター展
示、リサイクルプラント見学会
や関係機関の実施するイベン
ト等の PR を行うとともに、3R
活動推進フォーラムと共同で
「環境にやさしい買い物キャ
ンペーン」を通じ、消費者向け
の普及啓発を行いました。【財
務省・文部科学省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・
国土交通省・環境省・消費者庁】 

●循環型社会形成に向けた我
が国の３Ｒ関連法制度や各種
リサイクル法に関する統計資
料等を提供する「資源循環ハン
ドブック」の作成・配布等を行
いました。【経済産業省】 

●消費者が循環資源の収集方
法やその利用方法について容
易に把握することができるよ
うな発信方法を検討し、発信を
強化していくべきです。（環境
基本計画点検本文） 
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ト等の PR を行うとともに、3R
活動推進フォーラムと共同で
「環境にやさしい買い物キャ
ンペーン」を通じ、消費者向け
の普及啓発を行いました。【財
務省・文部科学省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・
国土交通省・環境省・消費者庁】 

（４）有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築 

① アスベスト、ＰＣＢ等の
有害物質を含むものについ
ては、適正な管理・処理が確
保されるよう、その体制の充
実を図る。 

・ＰＣＢの
処理状況 

●平成 25 年 6 月に、1,4-ジオ
キサン等の特別管理産業廃棄
物への追加、特別な処理基準の
設定等を内容とした関係政省
令・告示が施行されました。【環
境省】 
 

●石綿に関しては、その適正な
処理体制を確保するため、廃棄
物処理法に基づき、引き続き石
綿含有廃棄物の無害化処理認
定に係る相談、審査を行いまし
た。認定を受けている事業者に
対して立入検査を実施し、適正
な処理が行われているか確認
しました。【環境省】 
 
●PCB を使用した高圧トラン
ス・コンデンサ等及び安定器
等・汚染物については、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社を活
用し、拠点的広域処理施設にて
処理が進められています。ま
た、微量 PCB 汚染廃電気機器
等については、廃棄物処理法に
基づき、無害化処理認定を受け
ている事業者及び都道府県知
事の許可を受けている事業者
により処理が進められていま
す。【環境省】 
 

●石綿に関しては、その適正な
処理体制を確保するため、廃棄
物処理法に基づき、引き続き石
綿含有廃棄物の無害化処理認
定に係る事業者からの相談等
に対応しました。【環境省】 
 
●高濃度 PCB 廃棄物について
は、JESCO 全国 5 か所の PCB
処理事業所にて処理が進めら
れています。また、微量 PCB
汚染廃電気機器等については、
廃棄物処理法に基づき、無害化
処理認定を受けている事業者
及び都道府県知事の許可を受
けている事業者により処理が
進められています。【環境省】 

●アスベストの適正処理につ
いて、無害化処理認定の審査を
適切に実施しました。【環境省】 
 
●ＰＣＢ処理特措法の改正を
行い、政府一丸となって取り組
むためにＰＣＢ廃棄物処理基
本計画を閣議決定により定め
るようにしたこと、高濃度ＰＣ
Ｂ廃棄物を計画的処理完了期
限より前の処分を義務付けた
こと、ＰＣＢ特措法に基づく届
出がなされていない高濃度Ｐ
ＣＢ廃棄物等について都道府
県市による事業者への報告徴
収や立入検査権限を強化した
こと及び高濃度ＰＣＢ廃棄物
の処分に係る都道府県市によ
る代執行を行うことが出来る
ようにしたことを盛り込み、一
日でも早い処理完了に向けた
取組を強化しました。【環境省】 
 

●石綿（アスベスト）の適正な
処理体制を確保するため、石綿
含有廃棄物の無害化処理認定
に係る相談、審査を引き続き行
います。既に認定を受けている
事業者に対しては、立入検査を
実施し、適正な処理が行われて
いるか確認します。 
 
●ポリ塩化ビフェニル（PCB）
に関しては、平成 28 年 2 月に
PCB 廃棄物適正処理推進に関
する検討委員会において報告
書「PCB 廃棄物の期限内処理の
早期達成に向けた追加的方策
について～確実な処理完了を
見据えて～（以下「PCB 報告書」
という。）」が取りまとめられま
した。この PCB 報告書を踏ま
え、環境省としては、安全かつ
確実に一日でも早く処理期限
内に PCB 廃棄物の処理の完了
に向けた取組を推進していく
こととしています。 
 
●アスベストについて、引き続
き適正に無害化処理を行うこ
とが必要です。（環境基本計画
点検本文） 
 
●高濃度ＰＣＢ廃棄物につい
ては、ＰＣＢ廃棄物処理基本計
画に基づき、計画的処理完了期
限の一日も早い達成に向けて
確実かつ適正な処理の推進の
ための措置を講じる必要があ
る。また、低濃度ＰＣＢ廃棄物
については、正確な全体像を把
握するための方策及び低濃度
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ＰＣＢ使用製品の廃棄又はポ
リ塩化ビフェニルの除去のた
めの方策について検討し、処理
体制の充実・多様化を進める必
要があります。（環境基本計画
点検本文） 

② 非意図的に生成される
ものも含め、化学物質を含有
する廃棄物等の有害性の評
価や、適正処理に関する技術
の開発・普及を行う。 

  ●化学物質を含有する廃棄物
等の有害性の評価や、適正処理
に関する技術の開発・普及を目
指し、平成 26 年度の環境研究
総合推進費による研究・開発支
援において、有害廃棄物対策と
適正処理に係る研究・開発を 1
件採択しました。【環境省】 
 

●化学物質を含有する廃棄物
等の有害性の評価や、適正処理
に関する技術の開発・普及を目
指し、平成 27 年度の環境研究
総合推進費による研究・開発支
援においては、有害廃棄物対策
と適正処理に係る研究・開発を
1 件採択しました。【環境省】 
 

●化学物質を含有する廃棄物
等の有害性の評価や、適正処理
に関する技術の開発・普及を目
指し、平成２8 年度の環境研究
総合推進費による研究・開発支
援においては、「アスベスト・
水銀等の有害廃棄物の適正管
理・処理に関する研究開発」と
して１件採択しました。【環境
省】 

●環境研究総合推進費による
研究・開発支援については、ア
スベスト・水銀等の有害廃棄物
の適正管理・処理に関する研究
開発を平成 29 年度における採
択の対象とします。 
 

③ リサイクル原料につい
て、国際的動向も踏まえ、有
害物質の混入状況に関する
基準の策定、効果的な管理方
法の構築等を行い、安全・安
心なリサイクルを推進する。 

    ●鉛の適正処理について、例え
ば、製造事業者による鉛蓄電池
のリサイクルシステムが構築
されています。【環境省・経済
産業省】 
 

●鉛蓄電池等の鉛を含む廃棄
物等について、引き続き適正処
理を推進していくとともに、国
際的動向を注視していく必要
があります。（環境基本計画点
検本文） 
 
●有害物質規制の強化などの
国際的動向も踏まえ、有害物質
の混入状況に関する基準の策
定、効果的な管理方法の構築等
の対策について、ライフサイク
ル全体を通じたリスク削減も
念頭に検討する必要がありま
す。（環境基本計画点検本文） 

④ 市町村において処理す
ることが困難な一般廃棄物
（適正処理困難物）につい
て、関係者の適切な役割分担
のもとで処理体制が構築さ
れるよう、検討を進める。 

  ●エアゾール缶やカセットボ
ンベについて廃棄する際に穴
開けをしない方向が望ましい
旨について全国主管課長会議
にて周知しました。【環境省】 

●エアゾール缶やカセットボ
ンベについて、平成 27 年６月
に事務連絡を発出し、充填物の
残った状態で穴を開けると火
災発生のおそれがあることか
ら、廃棄する際に穴開けをしな
い方向が望ましい旨について、
周知徹底を図りました。【環境
省】 

●エアゾール缶やカセットボ
ンベについて廃棄する際に穴
開けをしない方向が望ましい
旨について全国主管課長会議
にて、周知しました。【環境省】 

●関係団体等とも連携し、自治
体の取組状況の把握を行うと
ともに、効果的な取組方策につ
いて検討を進めます。 

⑤ 水銀に関する水俣条約
の国際交渉の進展を踏まえ、
水銀廃棄物の環境上適正な
管理、処分等のあり方につい
て検討を進める。 

  ●水銀廃棄物の環境上適正な
管理、処分に関しては、平成
26 年 3 月になされた中央環境
審議会への諮問のうち、「水銀
に関する水俣条約を踏まえた
今後の水銀廃棄物対策につい
て」が循環型社会部会に付議さ
れたことを受け、同年 6 月に同

●水銀廃棄物の環境上適正な
管理、処分に関しては、水銀に
関する水俣条約（以下「水俣条
約」という。）の実施に必要と
なる措置について検討を行い、
金属水銀及び高濃度の水銀汚
染物を廃棄物として処分する
際の環境上適正な処理方法、平

●水銀に関する水俣条約の発
効により水銀需要が減少すれ
ば、これまで有価物として扱わ
れていた金属水銀が廃棄物と
なることが想定されることか
ら、中央環境審議会の答申を踏
まえ、廃金属水銀を特別管理廃
棄物へ指定すること等につい

●水銀廃棄物については、平成
27 年度の廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（昭和 45 年法
律第 
137 号。以下「廃棄物処理法」
という。）施行令等の一部改正
に引き続き、技術的な検討を進
め、廃棄物処理法施行規則等の
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部会の下に水銀廃棄物適正処
理検討専門委員会が設置され
ました。水銀廃棄物に関して、
水銀に関する水俣条約の締結
に必要となる措置について検
討を行い、金属水銀及び高濃度
の水銀汚染物を廃棄物として
処分する際の環境上適正な処
理方法、水銀添加廃製品の環境
上適正な管理の促進方策等に
ついて、平成 27 年 2 月に中央
環境審議会より答申されまし
た。【環境省】 
 
●家庭で退蔵されている水銀
使用製品については、関係事業
者等と協力し水銀体温計等の
回収促進事業を実施しました。
【環境省】 

成 27 年 2 月の中央環境審議会
における、金属水銀及び高濃度
の水銀汚染物を廃棄物として
処分する際の環境上適正な処
理方法、並びに水銀添加廃製品
の環境上適正な管理等の促進
方策等に関しての答申を踏ま
え、廃金属水銀を特別管理廃棄
物へ指定することなどについ
て、同年 11 月に廃棄物処理法
施行令改正、同年 12 月に施行
規則等改正により措置しまし
た。【環境省】 
 
●市町村を対象とした「家庭か
ら排出される水銀使用廃製品
の分別回収ガイドライン」を平
成 27 年 12 月に策定及び公表
しました。【環境省】 
 
●家庭で退蔵されている水銀
使用製品については、関係事業
者等と協力し水銀体温計等の
回収促進事業を実施するとと
もに、事業者等で退蔵されてい
る水銀使用製品については、関
係事業者等と協力して、水銀血
圧計等の回収促進事業を実施
しました。【環境省】 

て、廃棄物処理法の政令改正及
び省令等改正（平成２７年１２
月）により措置しました。この
ほか、平成２７年８月の中央環
境審議会の答申を踏まえ、水銀
による環境の汚染の防止に関
する法律（水銀汚染防止法）（平
成２７年６月）等において、「水
銀含有再生資源」（水銀等又は
これらを含有する物であって、
バーゼル条約附属書ⅣBに掲げ
る処分作業（再生利用等）がさ
れ、又はその処分作業が意図さ
れているもの（廃棄物処理法上
の廃棄物及び放射性物質等を
除く）のうち有用なもの）につ
いて、管理方法等を規定しまし
た（平成 27 年 11・12 月）。【環
境省】 
 
●平成 27 年度に引き続き、家
庭で退蔵されている水銀使用
製品については、関係事業者等
と協力し水銀体温計等の回収
促進事業を実施するとともに、
事業者等で退蔵されている水
銀使用製品についても、引き続
き関係事業者等と協力して、水
銀血圧計等の回収促進事業を
実施しました。【環境省】 

一部を改正するとともに、廃水
銀等の長期的な管理の在り方
について検討を進めます。 
 
●廃金属水銀の長期管理を徹
底するための調査研究や検証
を進めつつ、国を含めた関係省
の適切な役割分担の下での処
理体制及び長期間の監視体制
を含め、全体の仕組みを最適な
ものとするよう検討を深める
とともに、退蔵された水銀血圧
計等の回収促進を図る必要が
あります。このほか、水銀汚染
防止法に基づき水銀含有再生
資源の管理が適切に行われる
よう、必要な普及啓発を行うと
ともに、法の適切な運用を図る
必要があります。（環境基本計
画点検本文） 
 

⑥ 埋設農薬について、残留
性有機汚染物質に関するス
トックホルム条約（注 30）
を踏まえ、都道府県が行う処
理計画の策定や、周辺環境へ
の悪影響防止措置に対する
支援を実施する。 

  ●埋設農薬に関しては、農薬が
埋設された県において、平成
26 年度の埋設農薬処理計画の
策定や同計画の進行管理を行
うため、県、市町村、関係者等
で構成された協議会等（4 回開
催）に対して交付金による支援
を行いました。同様に、平成
26 年度の埋設農薬処理計画の
策定や埋設農薬の処理が完了
した地区等における、安全性を
確認するため、処理事業の事前
及び事後等において行う、周辺
環境の水質調査等（71 地区）
に対して、交付金による支援を
行いました。【農林水産省】 

●埋設農薬に関しては、計画的
かつ着実に処理するため、農薬
が埋設されている県における、
処理計画の策定等や環境調査
に対する支援を引き続き実施
しました。【農林水産省】 
 

●埋設農薬処理計画の事業等
のための支援や、処理完了後の
安全性を確認するため、周辺環
境の水質調査等に対する支援
を実施しました。【農林水産省】 

●埋設農薬に関しては、計画的
かつ着実に処理するため、農薬
が埋設されている県における、
処理計画の策定等や環境調査
に対する支援を引き続き実施
します。 
 
●周辺環境が汚染されないよ
う管理している埋設農薬につ
いて、引き続き適正な管理・処
理を推進していく必要があり
ます。（環境基本計画点検本文） 
 

⑦ 有害物質情報について、
国際的動向を含めて情報収

  ●化学物質排出移動量届出制
度（PRTR 制度）対象物質のう

●化学物質排出移動量届出制
度（PRTR 制度）対象物質のう

 ●リスクコミュニケーション
の的確な実施に向けて、化学物
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集を行うとともに、関係者間
での情報共有・意思疎通が図
られるよう、リスク・コミュ
ニケーション（注 31）を的
確に実施する。 

ち、毒性等の情報を分かりやす
く簡潔にまとめた「化学物質フ
ァクトシート」を未作成の物質
について、情報の収集・公開を
進めました。【環境省】 
 
●市民、労働者、事業者、行政、
学識経験者等の様々な主体が、
化学物質と環境に関して意見
交換を行い、政策提言を目指す
場である「化学物質と環境に関
する政策対話」を開催し、化学
物質に関する国民の安全・安心
の確保に向けたリスクコミュ
ニケーションの取組を推進し
ました。【環境省】 
 
●化学物質アドバイザー制度
を運営し、自治体や事業者が実
施する化学物質に係るリスク
コミュニケーションの活動を
支援しました。【環境省】 

ち、毒性等の情報を分かりやす
く簡潔にまとめた「化学物質フ
ァクトシート」を未作成の物質
について、情報の収集・公開を
進めました。【環境省】 
 
●市民、労働者、事業者、行政、
学識経験者等の様々な主体が、
化学物質と環境に関して意見
交換を行い、政策提言を目指す
場である「化学物質と環境に関
する政策対話」を開催し、化学
物質に関する国民の安全・安心
の確保に向けたリスクコミュ
ニケーションの取組を推進し
ました。【環境省】 
 
●化学物質アドバイザー制度
を運営し、自治体や事業者が実
施する化学物質に係るリスク
コミュニケーションの活動を
支援しました。【環境省】 

質排出移動量届出制度（PRTR
制度）対象物質の毒性等の情報
を分かりやすく簡潔にまとめ
た「化学物質ファクトシート」
を引き続き作成します。 
 
●市民、労働者、事業者、行政、
学識経験者等の様々な主体が、
化学物質と環境に関して意見
交換を行い、政策提言を目指す
場である「化学物質と環境に関
する政策対話」を引き続き開催
し、化学物質に関する国民の安
全・安心の確保に向けた、リス
クコミュニケーションの取組
を推進します。 
 
●化学物質アドバイザー制度
を運営し、自治体や事業者が実
施する化学物質に係るリスク
コミュニケーションの活動を
支援します。 

（５）災害時の廃棄物処理システムの強化 

① 東日本大震災における
災害廃棄物処理の対応につ
いて、反省点を含め、しっか
り分析するとともに、それを
踏まえ、災害の被害規模の段
階（ステージ）や状況に応じ
た対策をとれるよう、現行の
震災廃棄物対策指針を全面
的に見直し、新たな指針を策
定する。 

 ●平成２６年に災害廃棄物対
策指針を策定しました。【環境
省】 
 
●環境省では、平成 25 年 10
月「巨大地震発生時における災
害廃棄物対策検討委員会」を開
催し、巨大災害発生に備えて、
巨大災害発生時の災害廃棄物
の発生量の推計、既存の廃棄物
処理施設における処理可能量
の推計を踏まえ、廃棄物処理シ
ステムの強靱化に関する総合
的な対策の検討を進め、平成
26 年 3 月 31 日に、中間とり
まとめ「巨大災害発生時におけ
る災害廃棄物対策のグランド
デザインについて」を公表しま
した。【環境省】 

●平成 26 年度には、制度的な
担保が必要な対策を中心に検
討を進め、通常規模から大規模
な災害まで切れ目なく対応す
るための制度整備として、廃棄
物の処理及び清掃に関する法
律及び災害対策基本法の一部
を改正する法律案（平成 27 年
3 月 24 日閣議決定）を国会に
提出しました。【環境省】 
 
●あわせて、東日本大震災にお
ける災害廃棄物対策のアーカ
イブ化や、災害廃棄物処理に関
する技術・システムの検証等を
行い、自治体等が災害廃棄物へ
の備えを行うための情報を整
理しました。【環境省】 
 
●平成２７年２月に「巨大地震
発生時の災害廃棄物処理に係
る対策スキーム」を策定しまし
た。【環境省】 
 
●これらの取組については、平

●平成２７年１１月に「大規模
災害発生時における災害廃棄
物対策行動指針」を策定【環境
省】 
 
●平成 26 年度における制度的
な対応の検討結果及び同検討
会での提言も踏まえ、災害廃棄
物について適正かつ円滑・迅速
な処理を実現するべく、平時の
備えから、今後発生が予測され
ている南海トラフ巨大地震や
首都直下地震等の大規模災害
発生時の対応に至るまで、災害
廃棄物対策の強化を図るため、
廃棄物処理法及び災害対策基
本法（昭和 36年法律第 223 号）
が改正されました（平成 27 年
7 月 17 日公布。同年 8 月 6 日
施行）。【環境省】 
 
●廃棄物処理法の改正により、
災害廃棄物の処理に係る基本
理念を明確にするとともに、災
害廃棄物の処理に関する事務

●平成 28 年 3 月にとりまとめ
られた｢大規模災害発生時を見
据えた災害廃棄物対策の今後
のあり方について｣を受けて、
災害廃棄物対策に関する諸事
項に関する取組状況の確認・フ
ォローアップ、諸課題に関する
対応の方向性に関する検討会
の開催に向けた準備を進めて
います。【環境省】 
 
●熊本地震における初動対応
を検証し、廃棄物処理に関する
実績や取組事例、得られた教訓
等について整理し、関係者への
情報共有を行う準備を進めて
います。【環境省】 
 
 

●平成 27 年 8 月に施行され
た、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律及び災害対策基本法
の一部を改正する法律（平成
27 年法律第 58 号）の運用、実
施を通じて、東日本大震災のよ
うな大規模な災害が発生した
場合に生じる膨大な量の災害
廃棄物への対応を含め、災害時
における廃棄物の処理を適正
かつ円滑・迅速に実施するた
め、平時から全国単位、地域ブ
ロック単位等各レベルで重層
的に廃棄物処理システムの強
靱じん化を進めます。 
 
●災害廃棄物対策指針の見直
しを行います。 
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成 27 年 3 月に、宮城県仙台市
で開催された「第 3 回国連防災
世界会議」をはじめ、自治体向
けの説明会や講習会、環境省ウ
ェブサイト「災害廃棄物対策関
連 」
（ http://www.env.go.jp/rec
ycle/waste/disaster/）等で積
極的に情報発信しました。【環
境省】 
 

手続の一部が簡素化されまし
た。また、災害対策基本法の改
正により、大規模災害発生時
に、国が災害廃棄物の基本的な
処理指針を定めることとし、一
定の要件を満たした市町村の
要請を受けた場合に国が代行
処理を行えることとされまし
た。【環境省】 
 
●平成 28 年 1 月に変更された
廃棄物処理法の基本方針に災
害廃棄物に関する項が盛り込
まれ、災害廃棄物に関する施策
の基本的考え方や各主体の役
割、廃棄物処理施設の整備・運
用、技術開発・情報発信につい
て明記されました。【環境省】 
 
●平成 28 年 3 月に｢大規模災
害発生時を見据えた災害廃棄
物対策の今後のあり方につい
て｣をとりまとめました。【環境
省】 

② 大規模災害発生時に、災
害廃棄物を速やかに処理す
ることができるよう、広域的
な協力も含め、（ア）地方公
共団体間の連携、（イ）民間
事業者等との連携、（ウ）仮
置場の確保を促す。 
  実際に大規模災害が発
生した際には、地方公共団体
等の各主体と十分な連携を
図りつつ、各主体への支援を
適切かつ迅速に実施する。 
また、復旧・復興事業の実施
に当たっては、災害廃棄物由
来の再生資材や建設副産物
を積極的に活用するよう努
める。 

  ●地域ブロックごとに、国（地
方環境事務所等）、地方公共団
体、民間事業者等が、地域の特
徴を踏まえた災害廃棄物対策
について協議する場として、全
国 8 か所で地域ブロック協議
会を開催しました（全国 8 か
所）。【環境省】 

●自治体等における災害廃棄
物対策への支援を充実させる
ため、平成 27 年 9 月に災害廃
棄物処理支援ネットワーク（以
下「D.Waste-Net」という。）
を発足させ、平成 27 年 9 月関
東・東北豪雨災害において茨城
県や栃木県、宮城県等の被災自
治体の支援を実施しました。
【環境省】 
 
●広域連携を促進するため、地
方環境事務所が中心となり全
国 8 か所で開催している地域
ブロック協議会等において、都
道府県や主要な市町村、地域の
民間事業者や有識者等の参加
の下、都道府県の枠を越えた地
域ブロック内における実効性
ある災害廃棄物処理の枠組み
の構築を進めました。協議会等
では、大規模災害も想定した平
時からの備えとして、災害廃棄
物の発生量の想定や地域ブロ

●全国８か所の地域ブロック
協議会等において、自治体向け
の災害廃棄物対策のセミナー
や訓練等を実施しました。【環
境省】 
 
●平成 28 年 4 月に発生した熊
本地震及び台風 10 号により被
災した北海道及び岩手県に
D.Waste-Net の専門家を派遣
し、各地の自治体や関係団体、
民間事業者等の協力のもと、被
災自治体の仮置場の確保や運
営、徹底した分別、災害廃棄物
量の推計、実行計画の策定など
の支援を行いました。【環境省】 
 
●平成 27 年度の調査におい
て、浄化槽の耐久性向上や基準
確立に関する調査検討を行っ
た上、災害に強い浄化槽の設置
を推進しました。【環境省】 
 

●循環型社会形成推進交付金等を

効果的に活用し、大規模災害時に

おける災害対応拠点となり得る廃

棄物処理施設の整備を支援しま

す。 

 

●引き続き、浄化槽の耐久性向
上や基準確立の調査検討、災害
に強い浄化槽の設置の推進等
の取組を進める必要がありま
す。（環境基本計画点検調査票） 
 
●風水害等については、温暖化
対策における適応策との統合
を含めて検討する必要があり
ます。（環境基本計画点検本文） 
 
●平時から災害時における生
活ごみ、し尿、災害廃棄物の収
集、処理を適正かつ迅速に実施
するため全国単位・地域ブロッ
ク別単位等各レベルで重層的
に廃棄物処理システムの強靭
化（仮置場の確保、災害廃棄物
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ックにおける災害廃棄物処理
に係る計画や対策等の検討を
行っており、平成 27 年 11 月
に策定した「大規模災害発生時
における災害廃棄物対策行動
指針」を活用し、地域ブロック
ごとに行動計画を策定するこ
ととしています。【環境省】 
 
●中部ブロックにおいて、広域
連携計画（第一版）を平成 28
年 3 月に策定しました【環境
省】 

処理計画の策定、廃棄物処理施
設の耐震化、広域連携体制の構
築など）を進めるべきです。（環
境基本計画点検本文） 
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２ 低炭素社会、自然共生社会づくりと統合的取組 
（第三次循環基本計画第５章
第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に
追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び平成 28 年度環境基本計画
第 4 回点検（調査票含む）に追
記） 

① 低炭素社会の取組への貢
献を図る観点からも３Ｒの取
組を進め、なお残る廃棄物等に
ついては、廃棄物発電の導入等
による熱回収を徹底し、 廃棄
物部門由来の温室効果ガス排
出量のより一層の削減とエネ
ルギー供給の拡充を図る。この
ため、４の（２）に規定する廃
棄物発電設備など熱回収施設
整備の推進を行う。 

・廃棄物部門
由来の温室効
果ガス排出量
の推移 
・廃棄物とし
て排出された
ものを原燃料
への再資源化
や廃棄物発電
等に活用した
ことによる他
部門での温室
効果ガス削減
量 

●廃棄物等の発生抑制・再使
用・再生利用の推進によって
廃棄物焼却量や直接埋立量の
抑制を図ります。【環境省】 

●低炭素社会づくりと循環型
社会づくりを統合的に図る観
点から、化石系資源の使用量
を抑制するため、廃棄物エネ
ルギー導入・低炭素化促進事
業により、2 件の高効率の廃
棄物熱回収施設の整備を支援
しました。【環境省】 
 
●市町村等が行う、一般廃棄
物処理施設の整備等を支援す
る循環型社会形成推進交付金
においては、高効率エネルギ
ー回収（発電、地域冷暖房等
への熱供給等）及び災害廃棄
物処理体制の強化の両方に資
する、包括的な取組を行う施
設に対する重点化を図るた
め、新たな交付対象事業を創
設しました。また、施設の長
寿命化と地球温暖化対策の推
進を目的とした、廃棄物処理
施設の基幹的設備改良事業を
引き続き同交付金の交付対象
事業としました。【環境省】 

●低炭素社会づくりと循環型
社会づくりを統合的に図る観
点から、化石系資源の使用量
を抑制するため、廃棄物エネ
ルギー導入・低炭素化促進事
業を実施しています。【環境
省】 
 
●大幅な CO2 排出削減が期
待できる 3R 技術・システム
の普及拡大に向けて有効性を
検証する「低炭素型 3R 技術・
システム実証調査事業」や、
高度なリサイクルを行いなが
らリサイクルプロセスの省
CO2 化を図る設備の導入支
援を行う「省 CO2 型リサイ
クル高度化設備導入促進事
業」を実施しました。 
 
●循環型社会形成推進交付金
等において、災害時における
廃棄物処理システムの強靱
化、地球温暖化対策の強化と
いう観点から、市町村等が行
う一般廃棄物処理施設の整備
等に対する支援の充実を図り
ました。【環境省】 
 
●循環型社会形成推進交付金
において、高効率エネルギー
回収（発電、地域冷暖房等へ
の熱供給等）及び災害廃棄物
処理体制への強化の両方に資
する包括的な取組を行う施設
に対する重点化や、エネルギ
ー回収型廃棄物処理施設整備
に関するマニュアルの改訂を
行い、自治体へ周知しました。
【環境省】 
 
 

●主に民間の廃棄物処理事業
者が行う地球温暖化対策推進
のため、高効率の廃棄物熱回収
施設や廃棄物燃料製造施設の
整備、エコタウンの低炭素化等
を支援しました。【環境省】 
 
●廃棄物焼却施設から恒常的
に排出される余熱等を地域の
需要施設に供給することによ
り、地域の低炭素化を図るモデ
ル事業を実施しました。【環境
省】 
 
●民間の廃棄物処理事業者に
よる地球温暖化対策を支援し
ました。【環境省】 
 

●化石系資源の使用量の抑制
を図るため、高効率な廃棄物エ
ネルギー利用施設等の整備を
補助する低炭素型廃棄物処理
支援事業により、廃棄物処理に
伴う廃熱を有効利用する施設
や廃棄物由来燃料製造施設の
整備及び廃棄物由来エネルギ
ー等の利用先を含めた計画策
定に対する支援を行うなど、燃
やさざるを得ない廃棄物から
得られるエネルギーの有効活
用や、廃棄物処理施設の省エネ
化及び廃棄物収集運搬車の低
燃費化を推進します。また、同
事業において地域資源循環の
高度化及び低炭素化に資する
自治体の FS 調査、民間団体 
（自治体と連携し、廃棄物の
3R を検討する者）の事業計画
策定を支援します。 
 
●廃棄物以外の有価物を含め
た循環資源全体での温室効果
ガス削減効果も検討すべきで
す。（環境基本計画点検本文） 
 
●引き続き、低炭素なリサイク
ルの高度化、高効率の廃棄物熱
回収施設や廃棄物燃料製造施
設の整備、地域の低炭素化等を
進めるべきです。（環境基本計
画点検本文） 
 
●排出抑制や処理の効率化等
により、廃棄物部門における温
室効果ガス排出量のより一層
の低減を図る必要があります。
（環境基本計画点検調査票） 
 
●引き続き、プラスチックなど
の化石系資源や鉱物資源のリ
サイクルを推進する必要があ
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ります。（環境基本計画点検調
査票） 

② バイオマス系循環資源等
の原燃料への再資源化や、廃棄
物発電等の熱回収への活用を
進め、化石燃料由来の温室効果
ガスの排出を削減する。 

・廃棄物部門
由来の温室効
果ガス排出量
の推移 
・廃棄物とし
て排出された
ものを原燃料
への再資源化
や廃棄物発電
等に活用した
ことによる他
部門での温室
効果ガス削減
量 

●化石燃料の使用量の抑制を
図るため、廃棄物発電施設や、
有機性廃棄物からのメタン回
収を高い効率で行う施設に対
し補助するなど、廃棄物の焼
却に伴って生じる排熱を有効
に活用する廃棄物発電・熱利
用やバイオマスエネルギーの
活用を推進していきます。【環
境省】 
 
●木くずなど有機性廃棄物の
最終処分場への直接埋立につ
いては、温暖化効果の高いメ
タンを発生することから、原
則として行わないこととし、
地域の特性に応じて、適切に
再生利用等を行っていく必要
があります。【環境省】 
 

●【再掲】市町村等が行う、
一般廃棄物処理施設の整備等
を支援する循環型社会形成推
進交付金においては、高効率
エネルギー回収（発電、地域
冷暖房等への熱供給等）及び
災害廃棄物処理体制の強化の
両方に資する、包括的な取組
を行う施設に対する重点化を
図るため、新たな交付対象事
業を創設しました。また、施
設の長寿命化と地球温暖化対
策の推進を目的とした、廃棄
物処理施設の基幹的設備改良
事業を引き続き同交付金の交
付対象事業としました。【環境
省】 

●【再掲】循環型社会形成推
進交付金等において、災害時
における廃棄物処理システム
の強靱化、地球温暖化対策の
強化という観点から、市町村
等が行う一般廃棄物処理施設
の整備等に対する支援の充実
を図りました。【環境省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金において、高効率エ
ネルギー回収（発電、地域冷
暖房等への熱供給等）及び災
害廃棄物処理体制への強化の
両方に資する包括的な取組を
行う施設に対する重点化や、
エネルギー回収型廃棄物処理
施設整備に関するマニュアル
の改訂を行い、自治体へ周知
しました。【環境省】 

●バイオマス資源を活用した
バイオガス発電の導入促進と
ともに、その残さ物によって地
下水汚染が生じないようモデ
ル事業を実施しました。【環境
省・農林水産省】 
 
●【再掲】廃棄物焼却施設から
恒常的に排出される余熱等を
地域の需要施設に供給するこ
とにより、地域の低炭素化を図
るモデル事業を実施していま
す。【環境省】 

●バイオマスプラスチックな
どの再生可能資源の使用拡大
について、温室効果ガス削減、
海洋ごみ対策、リサイクルシス
テムへの影響など、多様な観点
から評価しつつ、積極的な活用
と必要な対応を図るべきです。
（環境基本計画点検本文） 
 
●バイオマス系資源や廃棄物
発電に留まらず、３Ｒ全体の推
進によって、他部門や化石燃料
由来の温室効果ガス排出削減
を進める必要があります。（環
境基本計画点検調査票） 
 
●【再掲】引き続き、低炭素な
リサイクルの高度化、高効率の
廃棄物熱回収施設や廃棄物燃
料製造施設の整備、地域の低炭
素化等を進めるべきです。（環
境基本計画点検本文） 
 
●【再掲】排出抑制や処理の効
率化等により、廃棄物部門にお
ける温室効果ガス排出量のよ
り一層の低減を図る必要があ
ります。（環境基本計画点検調
査票） 

③ 自然界での再生可能な資
源の持続可能な利用を推進す
るため、バイオマス活用推進基
本計画（平成 22 年 12 月 17
日閣議決定）に基づくバイオマ
ス資源の利活用を促進する。 
また、森林・林業基本計画（平
成 23 年 7 月 26 日閣議決定）
に基づいて、森林施業の集約化
や路網整備の加速化、人材育成
など森林・林業の再生を図り、
森林の適切な整備・保全や木材
利用の推進に取り組む。 

・天然資源等
投入量の資源
種別の推移 
・バイオマス
系の廃棄物等
のリサイクル
率の推移 
・バイオマス
系資源投入量 

●循環型社会の形成等の観点
を踏まえ、加工時のエネルギ
ー消費量が少なく、再生産可
能な資源としての特性を有す
る木材の利用を推進していき
ます。【農林水産省】 
 
●【農林漁業バイオ燃料法】
農林漁業に由来するバイオマ
スのバイオ燃料向け利用の促
進を図り、国産バイオ燃料の
生産拡大を推進するため、農
林漁業有機物資源のバイオ燃
料の原材料としての利用の促
進に関する法律（平成 20 年
法律第 45 号）が平成 20 年
10 月に施行されました。【農

●農山漁村のバイオマスを活
用した産業創出を軸とした地
域づくりについて、その構想
策定と具体化に向けた施設整
備等の取組を支援しました。
【農林水産省】 
 
●「森林・林業基本計画」に
基づいて、林業の成長産業化
の実現等に向け、CLT（直交
集成板）等の新たな製品・技
術の開発及び普及に向けた環
境整備、公共建築物等の木造
化等による新たな木材需要の
創出、需用者ニーズに対応し
た国産材の安定供給体制の構
築、適切な森林の整備及び保

●農山漁村のバイオマスを活
用した産業創出を軸とした地
域づくりに向けた取組につい
て推進すると同時に、「森林・
林業基本計画」等に基づき、
森林の適切な整備・保全や木
材利用の推進に取り組みまし
た。【農林水産省】 

●農山漁村のバイオマスを活
用した産業創出を軸とした地
域（バイオマス産業都市）づく
りについて、構想策定と具体化
に向けた取組を支援しました。
【農林水産省】 
 
●【再掲】バイオマス資源を活
用したバイオガス発電の導入
促進とともに、その残さ物によ
って地下水汚染が生じないよ
うモデル事業を実施しました。
【環境省・農林水産省】 
 
●木質バイオマスの利用拡大
に資する技術開発、供給・利用
推進のための施設整備を実施

●農山漁村のバイオマスを活
用した産業創出を軸とした地
域づくりに向けた取組につい
ては、今後とも推進していくと
同時に、「森林・林業基本計画」
等に基づき、森林の適切な整
備・保全や木材利用の推進に取
り組みます。 
 
●引き続き、モデル事業の横展
開やバイオマス産業都市の取
組の推進など、草木質資源等の
未利用資源の利用拡大を図る
必要があります。（環境基本計
画点検調査票） 
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林水産省】 
 
●【バイオマス活用推進基本
法】市町村バイオマス活用推
進計画等の策定を推進するた
め、「市町村バイオマス活用推
進計画作成の手引き」を 24
年 9 月に作成しました。さら
に、同月には、技術とバイオ
マスの選択と集中による事業
化を重点的に推進するため、
「バイオマス事業化戦略」を
策定しました。【農林水産省】 

全を通じた森林の多面的機能
の維持・向上等に取り組んで
います。【農林水産省】 
 

し、効率的・安定的な木質バイ
オマス利用の取組を推進しま
した。【農林水産省】 
 
●木質バイオマスエネルギー
を活用したモデル事業を実施
し、効率的・安定的な木質バイ
オマス利用の取組を推進【環境
省・農林水産省】 
 
●木質バイオマス資源の持続
的活用による再生可能エネル
ギー導入計画策定に対する支
援をしました。【環境省】 

④ 資源採取時において生物
多様性や自然環境への影響を
低減する観点からも、資源の効
率的使用や長期的利用を進め
ることにより新たな天然資源
の消費の抑制を図る。また、資
源の生産・採取時や再生可能エ
ネルギーの利用における施設
の運転・立地等において、生物
多様性や自然環境の保全に配
慮する。 

  ● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略
2012-2020」及び「農林水産
省生物多様性戦略」に基づき、
田園地域・里地里山の整備・
保全（環境保全型農業直接支
払による生物多様性保全に効
果の高い営農活動に対する支
援等）、森林の整備・保全（適
切な間伐等）、里海・海洋の保
全（生態系全体の生産力の底
上げを目指した漁場の整備
等）等、農林水産分野におけ
る生物多様性の保全や持続可
能な利用を推進しました。【農
林水産省】 
 
●企業等による生物多様性保
全活動への支援等について取
りまとめた、農林漁業者及び
企業等向け手引き等を活用
し、農林水産分野における生
物多様性保全活動を推進しま
した。【農林水産省】 
 
●海洋環境等への負荷を低減
させるため、水産廃棄物等の
再資源化施設、処理施設の整
備について、平成 26 年度は 2
地区で事業を実施しました。
【農林水産省】 

● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略
2012-2020」及び「農林水産
省生物多様性戦略」に基づき、
田園地域・里地里山の整備・
保全（環境保全型農業直接支
払による生物多様性保全に効
果の高い営農活動に対する支
援等）、森林の整備・保全（適
切な間伐等）、里海・海洋の保
全（生態系全体の生産力の底
上げを目指した漁場の整備
等）等により、農林水産分野
における生物多様性の保全や
持続可能な利用を引き続き推
進しました。【農林水産省】 
 
●企業等による生物多様性保
全活動への支援等について取
りまとめた、農林漁業者及び
企業等向け手引及びパンフレ
ットを活用し、農林水産分野
における生物多様性保全活動
を推進しました。【農林水産
省】 
 
●海洋環境等については、そ
の負荷を低減させるため、今
後も循環型社会を支えるため
の水産廃棄物等処理施設の整
備を推進しました。【農林水産
省】 

 ● 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略
2012-2020」及び「農林水産
省生物多様性戦略」に基づき、
田園地域・里地里山の整備・保
全（環境保全型農業直接支払に
よる生物多様性保全に効果の
高い営農活動に対する支援
等）、森林の整備・保全（適切
な間伐等）、里海・海洋の保全
（生態系全体の生産力の底上
げを目指した漁場の整備等）等
により、農林水産分野における
生物多様性の保全や持続可能
な利用を引き続き推進します。 
 
●企業等による生物多様性保
全活動への支援等について取
りまとめた、農林漁業者及び企
業等向け手引及びパンフレッ
ト等を活用し、農林水産分野に
おける生物多様性保全活動を
推進します。 
 
●海洋環境等については、その
負荷を低減させるため、今後も
循環型社会を支えるための水
産廃棄物等処理施設の整備を
推進する必要があります。 
 

⑤ 農林水産業は自然に働き
かけ、上手に利用し、循環を促
進することによってその恵み

 ●化学肥料・化学合成農薬の
使用低減や地球温暖化防止・
生物多様性の保全に効果の高

●化学肥料・化学合成農薬の
使用低減や地球温暖化防止・
生物多様性の保全に効果の高

●平成 26 年 6 月に制定した
「農業の有する多面的機能の
発揮の促進に関する法律」（平

●環境保全型農業直接支払に
よる支援を引き続き実施する
とともに、「有機農業の推進に

●「農業の有する多面的機能の
発揮の促進に関する法律」に基
づき、環境保全型農業直接支払
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を享受する生産活動であるこ
とを踏まえ、化学肥料や化学合
成農薬の使用低減等による環
境保全型農業や漁場環境の改
善に資する養殖業等の環境保
全を重視した持続的な農林水
産業を推進する。 
 また、農山村における稲わ
ら、里地里山等の利用・管理に
よって生じる草木質資源等の
未利用資源の利用を促進する。 

い農業生産活動に対して支援
する環境保全型農業直接支払
において平成 25 年度は約
5.1万haの取組を支援しまし
た。【農林水産省】 

い農業生産活動に対して支援
する環境保全型農業直接支払
において平成 26 年度は約
5.8万haの取組を支援すると
ともに、「有機農業の推進に関
する基本的な方針」を平成 26
年 4 月に新たに策定し、これ
に基づき有機農業の取組を推
進しています。【農林水産省】 

成 26 年法律第 78 号）に基づ
き、化学肥料・化学合成農薬
の使用低減や地球温暖化防
止・生物多様性の保全に効果
の高い農業生産活動に対して
支援する環境保全型農業直接
支払において平成 27 年度は
約 7.4 万 ha の取組を支援し
ました。【農林水産省】 

関する基本的な方針」を策定
し、有機農業を推進しました。
【農林水産省】 
 

を実施し、農業者の連携による
地域でまとまりを持った取組
を推進する等、有機農業を含め
た環境保全型農業を引き続き
推進します。 

⑥ 今後、大量に導入されるこ
とが予想される太陽光パネル
や風力発電などの再生可能エ
ネルギーに関連する製品・設備
について、使用済みになった後
のリユース・リサイクルや適正
処分を円滑に進めるための検
討を行う。 

  ●使用済再生可能エネルギー
設備（太陽光発電設備、太陽
熱利用システム及び風力発電
設備）のリユース・リサイク
ル・適正処分に関しては、そ
の実態を把握するための調査
を行ったほか、撤去、運搬、
リサイクル及び処分までの一
連の工程に関するモデル事業
等を通じて、設備が使用済み
になった後のリユース・リサ
イクルや適正な処理方法・体
制についての検討を行い、将
来の社会システムの構築に向
けた検討を行いました。【環境
省】 
 

●使用済再生可能エネルギー
設備（太陽光発電設備、太陽
熱利用システム及び風力発電
設備）のリユース・リサイク
ル・適正処分に関しては、平
成 26 年度に有識者検討会に
おいてリサイクルを含む適正
処理の推進に向けたロードマ
ップを策定しています。平成
27 年度は本ロードマップに
基づき、太陽光発電設備が使
用済みになった後のリユー
ス・リサイクルや適正処理に
関する留意事項の整理やリユ
ース・リサイクルの推進に向
けて実証事業を実施しまし
た。【環境省】 

●安全な廃棄や処分のための
法令の内容や留意事項等をま
とめた「太陽光発電設備のリサ
イクル等の推進に向けたガイ
ドライン」を策定し、関係者に
対しての周知を行いました。
【環境省】 

●再生可能エネルギーに関連
する製品・設備については、将
来的な排出量の増加や、それに
伴う処理への影響について留
意が必要であるため、使用済再
生可能エネルギー設備を廃棄
する時に環境へ悪影響が及ば
ないよう、廃棄物処理の不安解
消に取り組み、再生可能エネル
ギー設備の導入を促進します。 
 

⑦ リユースや長期使用は一
般的には望ましいが、家電製品
等については近年エネルギー
消費効率が大きく高まってお
り、場合によってはリユースや
長期使用がエネルギー消費の
拡大につながることを踏まえ、
リユースや長期使用による各
種環境負荷の低減がバランス
を取って効果的に実現される
よう、その参考となる指針の策
定を検討する。 

      

⑧ 航路等の整備により発生
する土砂等を有効活用し、干
潟・藻場などの再生や深掘跡
（注 33）の埋め戻しを行うこ
とにより、水質改善や生物多様
性の確保など、良好な海域環境
の保全・再生・創出を推進する。 

  ●航路等の整備により発生し
た浚渫土砂を活用し、東京湾、
大阪湾において深掘跡の埋め
戻しを実施し、水質改善や生
物多様性の確保等、良好な海
域環境の保全・再生・創出を
推進しています。【国土交通
省】 

●航路等の整備により発生し
た浚渫土砂を活用し、東京湾、
大阪湾において深掘跡の埋戻
しを実施し、水質改善や生物
多様性の確保等、良好な海域
環境の保全・再生・創出を推
進しています。【国土交通省】 

 ●引き続き航路等の整備によ
り発生する浚渫土砂を有効活
用し、干潟・藻場等の再生や深
掘跡の埋戻しを行うことによ
り、水質改善や生物多様性の確
保等、良好な海域環境の保全・
再生・創出を推進します。 
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３ 地域循環圏の高度化 
（第三次循環基本計画第５章
第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に
追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第４次環境基本計画第 4
回点検（調査票含む）に追記） 

① 各地域における低炭素社
会や自然共生社会形成の取組、
各地域における廃棄物処理計
画、エコタウン事業、地球温暖
化対策の推進に関する法律（平
成 10 年法律第 117 号）に基づ
く地方公共団体実行計画（注
33）、バイオマス事業化戦略
（平成 24 年９月６日バイオマ
ス活用推進会議決定）に基づく
取組、緑の分権改革、東日本大
震災からの復興に向けた取組
などと連携することにより、既
存の地域づくりの取組の一環
として地域循環圏づくりの視
点を盛り込む。 
また、地方公共団体や地域の事
業者、NPO、市民等と連携・協
働して、各地において地域循環
圏づくりの具体化と高度化を
図る。 

・地方公共団
体による循環
基本計画の策
定数 
・地域循環圏
形成のための
取組数 

●地域における資源循環型経
済社会の構築を目的に、環境
省及び経済産業省が連携して
実施している「エコタウン事
業」に対して、既存施設や基
盤を最大限活用することで、
エコタウンの環境保全効果や
地域活性化効果を増大させる
方策を検討するとともに、事
業運営に資する情報提供や、
情報交換の場の設定などの支
援を行いました。また、平成
24 年度に策定したガイドラ
インを活用したモデル事業を
実施し 2 月に成果報告会を行
いました。【環境省・経済産業
省】 
 

●地方の実情や循環資源の性
質に応じた複層的な望ましい
循環の構築に向けて、地域循
環圏形成モデル事業の点検・
評価や、既存の地域循環圏を
対象とするフォローアップを
通じて、地域循環圏を実際に
進めるための課題やその改善
方策を検討するとともに、地
域循環圏による様々な有益な
効果を可能な限り具体的かつ
定量的に示すこと等を通じ
て、「地域循環圏」の考え方の
浸透や行政への反映を図りま
した。【環境省】 
 
●エコタウンに関しては、エ
コタウン等と循環資源（廃棄
物）の排出者である動脈産業
との最適な連携等により、エ
コタウン等の能力を最大限活
用する手法を実証することを
目的とした「既存静脈施設集
積地域の高効率活用モデル事
業」を実施しました。【環境省】 
 
 
●循環資源の循環的利用と低
炭素化の両方でゼロ・エミッ
ションを実現する先進的なモ
デル地域を形成するため、エ
コタウン等を有する自治体及
びエコタウン等において循環
産業に取り組んでいる事業者
を対象に、先進的なモデル地
域を形成するための事業性評
価調査又は計画策定に対する
補助金事業を行っています。
【環境省】 
 
●エコタウン事業関係者（エ
コタウン承認自治体、エコタ
ウン内事業者等）が集う、全

●地方の実情や循環資源の性
質に応じた複層的な望ましい
循環の構築に向けて、地域循
環圏の高度化を図るモデル事
業を実施し、その成果も踏ま
えた地域循環圏形成推進ガイ
ドラインの改善を行いまし
た。【環境省】 
 
●エコタウンに関しては、エ
コタウン等と循環資源（廃棄
物）の排出者である動脈産業
との最適な連携等により、エ
コタウン等の能力を最大限活
用する手法を実証することを
目的とした「地域循環拠点（エ
コタウン等）高度化モデル事
業」を実施しました。【環境省】 
 
●循環資源の循環的利用と低
炭素化の両方でゼロ・エミッ
ションを実現する先進的なモ
デル地域を形成するため、エ
コタウン等を有する自治体及
びエコタウン等において循環
産業に取り組んでいる事業者
を対象に、先進的なモデル地
域を形成するための事業性評
価調査又は計画策定に対する
補助金事業を行っています。
【環境省】 
 
●エコタウン事業関係者（エ
コタウン承認自治体、エコタ
ウン内事業者等）が集う、全
国エコタウン会議を開催しま
した。同会議は、これまで各
地域が培ってきた環境まちづ
くりに向けた取組による経
験・ノウハウ・課題を共有化
し、課題解決に向け連携、意
見交換するとともに情報発信
を行う場を設けることを目的

●エコタウン等におけるモデ
ル的な資源循環事業や低炭素
な資源循環事業への取組を支
援しています。【環境省】 
 
●エコタウンにおける動静脈
連携等を推進するための支援
を行っています。【環境省・経
済産業省】 
 
●【再掲】農山漁村のバイオマ
スを活用した産業創出を軸と
した地域（バイオマス産業都
市）づくりについて、構想策定
と具体化に向けた取組を支援
しました。【農林水産省】 
 
●【再掲】廃棄物焼却施設から
恒常的に排出される余熱等を
地域の需要施設に供給するこ
とにより、地域の低炭素化を図
るモデル事業を実施していま
す。【環境省】 
 
●廃棄物の再生利用で一定の
基準に適合しているとして、環
境大臣の認定を受けた者につ
いて廃棄物処理業や廃棄物処
理施設の設置許可を不要とす
る制度と広域認定制度に関し
て、適切な運用を図りました。
【環境省】 

●地方の実情や循環資源の性
質に応じた複層的な望ましい
循環の構築に向けて、地域循環
圏形成推進ガイドラインの普
及等を通じて、引き続き「地域
循環圏」の考え方の浸透や行政
への反映を図ります。 
 
●地方公共団体が作成し、経済
産業省と環境省が共同承認し
た、エコタウンプラン等に基づ
き実施される事業については、
地方公共団体及び民間団体に
対して、総合的・多面的な支援
を引き続き行っていきます。 
 
●今後、行政、事業者、ＮＧＯ・
ＮＰＯ等の各主体が連携して、
循環型社会の形成のみならず、
地域振興、地域経済の活性化等
を図ることができる地域循環
圏の拡大に向けて、概念整理や
計画策定に加え、実態把握や金
融手法の活用を含む実際の取
組を強化すべきです。（環境基
本計画点検本文） 
 
●地域循環圏の形成に係るシ
ステム・計画の立案に当たって
は、今後の人口減少や高齢化に
より地域の力が衰えていくこ
とや、地域循環圏を支えるま
ち・ひと・しごとが求められて
いることを踏まえて、検討を進
めるべきです。（環境基本計画
点検本文） 
 
●地域循環圏については、物質
循環の観点だけではなく、循
環、低炭素、自然共生の統合的
アプローチに基づき、バイオマ
スの利用や、森・里・川・海が
生み出す生態系サービスの需
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国エコタウン会議を開催しま
した。同会議は、これまで各
地域が培ってきた環境まちづ
くりに向けた取組による経
験・ノウハウ・課題を共有化
し、課題解決に向け連携、意
見交換する場を設けることを
目的としています。【環境省・
経済産業省】 
 
●【再掲】市町村等が行う、
一般廃棄物処理施設の整備等
を支援する循環型社会形成推
進交付金においては、高効率
エネルギー回収（発電、地域
冷暖房等への熱供給等）及び
災害廃棄物処理体制の強化の
両方に資する、包括的な取組
を行う施設に対する重点化を
図るため、新たな交付対象事
業を創設しました。また、施
設の長寿命化と地球温暖化対
策の推進を目的とした、廃棄
物処理施設の基幹的設備改良
事業を引き続き同交付金の交
付対象事業としました。【環境
省】 
 
●廃棄物の再生利用で一定の
基準に適合しているとして環
境大臣の認定を受けた者につ
いて廃棄物処理業や廃棄物処
理施設の設置許可を不要とす
る制度（「再生利用認定制度」
という。）と、広域認定制度に
関して、適切な運用を図りま
した。【環境省】 

としています。【環境省・経済
産業省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金等において、災害時
における廃棄物処理システム
の強靱化、地球温暖化対策の
強化という観点から、市町村
等が行う一般廃棄物処理施設
の整備等に対する支援の充実
を図りました。【環境省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金において、高効率エ
ネルギー回収（発電、地域冷
暖房等への熱供給等）及び災
害廃棄物処理体制への強化の
両方に資する包括的な取組を
行う施設に対する重点化や、
エネルギー回収型廃棄物処理
施設整備に関するマニュアル
の改訂を行い、自治体へ周知
しました。【環境省】 
 
●廃棄物の再生利用で一定の
基準に適合しているとして、
環境大臣の認定を受けた者に
ついて廃棄物処理業や廃棄物
処理施設の設置許可を不要と
する制度（「再生利用認定制
度」という。）と広域認定制度
に関して、適切な運用を図り
ました。【環境省】 
 

給による自然的なつながりや、
資金循環や人口交流等による
経済的なつながり深めていく
「地域循環共生圏」構築の実現
化に向けた施策を進めていく
必要があります。（環境基本計
画点検本文） 
 
●今後、循環型社会の形成のみ
ならず、地域振興、地域経済の
活性化等を図ることができる
地域循環圏の拡大に向け、概念
整理や計画策定のみならず、実
態把握・実際の循環圏形成に向
けた取組を強化する必要があ
ります。（環境基本計画点検調
査票） 
 
●【再掲】引き続き、低炭素な
リサイクルの高度化、高効率の
廃棄物熱回収施設や廃棄物燃
料製造施設の整備、地域の低炭
素化等を進めるべきです。（環
境基本計画点検本文） 
 
●【再掲】排出抑制や処理の効
率化等により、廃棄物部門にお
ける温室効果ガス排出量のよ
り一層の低減を図る必要があ
ります。（環境基本計画点検調
査票） 
 
●再生利用認定制度と広域認
定制度に関して、適切な運用を
図ってまいります。【環境省】 
 

② 地域における地球温暖化
対策との連携については、既に
地球温暖化対策推進法におい
て、地方公共団体の取り組むべ
き温暖化対策として、循環型社
会の形成が明記されており、地
域循環圏形成との連携が図ら
れている。 
それに基づき、地域循環圏の類
型ごとにその特性に応じた低
炭素な地域づくりを進める。例

・地方公共団
体による循環
基本計画の策
定数 
・地域循環圏
形成のための
取組数 

●浄化槽については、単独処
理浄化槽の撤去費用に対して
助成を行うことで、引き続き
単独処理浄化槽から合併処理
浄化槽への転換を推進しまし
た。また、温室効果ガスの削
減目標達成のための浄化槽分
野における CO2 削減対策の
促進を図るため、低炭素社会
対応型浄化槽の整備を推進し
ました。 

●特に地球温暖化の観点から
は、地球温暖化対策の推進に
関する法律（平成 10 年法律
第 117 号）に基づく、地方公
共団体実行計画に計上された
事業の実現に必要な設備導入
等を補助することで、地域の
創意工夫をいかした体系的な
施策による地域への普及を後
押しし、豊かな低炭素地域づ
くりを推進する「グリーンプ

●特に地球温暖化の観点から
は、地球温暖化対策の推進に
関する法律（平成 10 年法律
第 117 号）に基づく地方公共
団体実行計画に位置付けられ
た施策の実現に必要な設備導
入等を補助することで、地域
の創意工夫をいかした体系的
な施策による地域への普及を
後押しし、豊かな低炭素地域
づくりを推進する「グリーン

●【再掲】バイオマス資源を活
用したバイオガス発電の導入
促進とともに、その残さ物によ
って地下水汚染が生じないよ
うモデル事業を実施しました。
【環境省・農林水産省】 
 
●【再掲】木質バイオマス資源
の持続的活用による再生可能
エネルギー導入計画策定に対
する支援をしました。【環境省】 

●地球温暖化の観点からは、地
方自治体職員を対象とした研
修会の開催や、再生可能エネル
ギー電気・熱自立的普及促進事
業等の設備への導入支援を通
じて、ソフト・ハード両面にお
ける自治体の地球温暖化対策
の取組を支援します。同時に、
地方公共団体が実施する地球
温暖化防止対策、自然と共生可
能な地域づくりの取組を支援
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えば、農山漁村地域では農林水
産業に由来するバイオマス系
循環資源を活用した自立・分散
型エネルギーの導入などを、都
市・近郊地域では徹底した資源
の循環利用や焼却施設等にお
ける熱回収などを支援する。こ
のような取組を通じて、自立・
分散型エネルギーの導入やエ
ネルギーの面的利用を促進し、
裾野の広い関係者の連携によ
る地域の活性化や自立性を高
め、地域資源を活用した適正で
効率的な資源循環を実現する。 

ラン・パートナーシップ事業」
を平成 26 年度から実施して
います。また、平成 25 年度
に引き続き、自治体職員を対
象とし、地方公共団体実行計
画策定から事業実施までの基
礎的・実務的知識を習得する
ための研修会（全 5 回※初回
は全国 9 ブロック、2 回目以
降は東京 1 か所のみ）を開催
しています。【環境省】 
 
●浄化槽に関する取組として
は、浄化槽の設置を行う者に
対して、市町村が設置費用を
助成する浄化槽設置整備事
業、市町村が設置主体になっ
て浄化槽の整備を行うのに必
要な費用を国が助成する浄化
槽市町村整備推進事業に加
え、一定の要件を満たす省エ
ネルギー型浄化槽の整備につ
いて助成率をかさ上げする低
炭素社会対応型浄化槽整備推
進事業を実施しました。また、
浄化槽の整備事業の推進に向
け、PFI 等の民間活用手法に
関する調査検討を行ったほ
か、浄化槽システム全体での
更なる低炭素化に向けた調査
検討を行いました。【環境省】 

プラン・パートナーシップ事
業」を平成 26 年度から実施
しています。また、平成 26
年度に引き続き、自治体職員
を対象とし、地方公共団体実
行計画策定から事業実施まで
の基礎的・実務的知識を習得
するための研修会（全 5 回※
初回は全国 9 か所、2 回目以
降は東京 1 か所のみ）を開催
しました。【環境省】 
 
●浄化槽に関する取組として
は、浄化槽の設置を行う者に
対して、市町村が設置費用を
助成する浄化槽設置整備事
業、市町村が設置主体になっ
て浄化槽の整備を行うのに必
要な費用を国が助成する浄化
槽市町村整備推進事業に加
え、一定の要件を満たす省エ
ネルギー型浄化槽の整備につ
いて助成率をかさ上げする低
炭素社会対応型浄化槽整備推
進事業を実施しました。また、
浄化槽の整備事業の推進に向
け、PFI 等の民間活用手法に
関する調査検討を行ったほ
か、浄化槽システム全体での
更なる低炭素化に向けた調査
検討を行いました。【環境省】 

 するため、引き続き地方財政措
置を講じます。 
 
●浄化槽に関する取組として
は、生活排水処理施設の未普及
人口約 1,300 万人（平成 26 年
度末時点）の解消に向け、人口
減少等の社会情勢の変化を踏
まえ、浄化槽の効率的な整備推
進に向けた取組を実施します。 

③ バイオマス系循環資源に
ついては、バイオマス事業化戦
略に基づき、地域のバイオマス
を活用したグリーン産業の創
出と地域循環型エネルギーシ
ステムの構築により、環境にや
さしく災害に強いバイオマス
産業都市の構築を推進するな
ど、地域における各主体を含む
関係者の連携の下、肥飼料化や
再生可能エネルギー等として
地域内で循環利用する取組を
支援する。   
 さらに、食品廃棄物由来の肥
飼料を使用して作った農産物
について、地域資源を活用した
新たな付加価値を生み出す６

・バイオマス
系の廃棄物等
のリサイクル
率の推移 
 

 ●下水道の分野では、平成 26
年度の下水道革新的技術実証
事業においては、下水汚泥の
エネルギー利用技術として水
素改質技術を 1 件採択し実証
を行いました。【国土交通省】 
 
●バイオマスエネルギーにつ
いては、木質バイオマスエネ
ルギーを活用したモデル地域
づくり推進事業において、伐
採されながら森林内に放置さ
れている未利用間伐材等をエ
ネルギーとして有効活用する
先導的な技術やシステムの実
証に、地域が一体となって取
り組んでいます。【環境省】 

●下水道の分野では、下水道
革新的技術実証事業におい
て、平成 26 年度に採択され
た水素改質技術の継続実証、
及び平成 27 年度に採択され
たバイオガスの活用技術 2
件、再生水利用技術 1 件の実
証を行いました。【国土交通
省】 
 
●バイオマスエネルギーにつ
いては、木質バイオマスエネ
ルギーを活用したモデル地域
づくり推進事業において、伐
採されながら森林内に放置さ
れている未利用間伐材等をエ
ネルギーとして有効活用する

●【再掲】食品関連事業者、再
生利用事業者、農林漁業者地方
自治体のマッチングの強化や、
地方自治体の理解促進等によ
る、食品リサイクルループ形成
の促進のためのマッチング等
を実施しています。【環境省・
農林水産省】 
 
●下水道の分野では、下水道革
新的技術実証事業において、平
成 27 年度に採択された水素改
質技術の継続実証、及び平成
27 年度に採択されたバイオガ
スの活用技術 2 件、再生水利用
技術 1 件の実証を行いました。
また、平成 28 年度に中小規模

●下水道の分野では、下水汚泥
再生利用・エネルギー利用に係
る技術の促進・普及啓発のた
め、平成 28 年度に下水道革新
的技術実証事業において、中小
規模処理場における下水汚泥
有効利用技術の実証を行いま
す。また、下水汚泥と他のバイ
オマスの混合利用の推進のた
め、下水処理場における総合バ
イオマス利活用検討を行いま
す。 
 
●バイオマスエネルギーにつ
いては、木質バイオマスエネル
ギーを活用したモデル地域づ
くり推進事業において、伐採さ
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次産業化の取組の一環として
ブランド化して販売すること
などにより食品廃棄物由来の
肥飼料のニーズを高めるとと
もに、食品リサイクル法に基づ
く食品リサイクル・ループの認
定を適切に行う。 

 
●バイオマスエネルギーの地
域自立システム化実証事業に
おいては、バイオマスエネル
ギー導入に係る技術指針・導
入要件の調査を実施し、木質
系、湿潤系、都市型系、それ
ぞれのバイオマス産業が地域
でビジネスとして健全に自立
するための技術指針・導入要
件を策定しました。あわせて、
地域自立システム化実証に向
けた事業性評価を行い、策定
された技術指針・導入要件に
ついて、木質系、湿潤系、都
市型系、それぞれの地域実証
へ向けて事業性を検討しまし
た。【経済産業省】 
 

先導的な技術やシステムの実
証に、地域が一体となって取
り組んでいます。【環境省】 
 
●バイオマスエネルギーの地
域自立システム化実証事業に
おいては、バイオマスエネル
ギー導入に係る技術指針・導
入要件の調査を引き続き実施
し、技術指針・導入要件のブ
ラッシュアップを行いまし
た。あわせて、地域自立シス
テム化実証に向けた事業性評
価を行うとともに事業性評価
結果について第１回目の多段
階競争選抜方式（ステージゲ
ート）審査を行い、実証事業
を選定しました。【経済産業
省】 
 

処理場における下水汚泥の有
効利用技術２件を採択しまし
た。【国土交通省】 
 
●バイオマスエネルギーの地
域自立システム化実証事業に
おいて、実証事業を開始しまし
た。あわせて、地域自立システ
ム化実証に向けた事業性評価
を行うとともに、バイオマスエ
ネルギー導入に係る技術指
針・導入要件の調査を引き続き
実施ししました。【経済産業省】 

れながら森林内に放置されて
いる未利用間伐材等をエネル
ギーとして有効活用する、先導
的な技術やシステムの実証に、
地域が一体となって取り組ん
でいます。平成 28 年度は、実
証事業を継続して行い、木質地
域づくりの優良事例の形成を
図るとともに、これらの取組を
通じて得られた、メリット、課
題、その克服方法等の成果を取
りまとめて公表することで、全
国に木質バイオマスを利用し
た「木質モデル地域」の普及を
図ります。 
 
●今後とも、農山漁村のバイオ
マスを活用した産業創出を軸
とした地域づくりに向けた取
組を推進します。 
 
●バイオマスエネルギーの地
域自立システム化実証事業に
おいては、策定されたバイオマ
スエネルギー導入に係る技術
指針・導入要件に基づき、選定
された事業について、木質系、
湿潤系、都市型系といった、そ
れぞれの地域自立システム化
実証へ向けた事業性評価を行
います。あわせて、事業性評価
結果について多段階競争選抜
方式（ステージゲート）審査を
行い、通過した事業について
は、地域自立システム化実証事
業を行い、その成果を反映させ
たバイオマスエネルギー導入
に係る技術指針・導入要件を公
表することで、更なる導入促進
に貢献します。 

⑤ 東日本大震災による住民
意識の変化や経験等を踏まえ、
東北地方において、地域の循環
資源を最大限に利活用した復
興の取組を支援し、全国的なモ
デルとなる地域循環圏づくり
を促進する。 

      

⑥ 上記を含む地域循環圏づ     ●地域循環圏の高度化のため  
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くりを横断的に支援する観点
から、地域循環圏形成推進ガイ
ドラインの普及と拡充を図る
とともに、地域循環圏づくりに
活用できる地域資源の賦存
量・循環資源のフローの把握支
援、地域循環圏形成に係る先進
事例の収集や提供、地域循環圏
づくりに係る助言体制の整備
等を推進する。 

のガイドラインの改善・普及や
モデル事業を実施しました。
【環境省】 
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４ 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用 

（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に追
記） 

今後の課題（白書「講じよ
う」）及び第４次環境基本計
画第 4 回点検（調査票含む）
に追記） 

① 廃棄物発電等の熱回収
の高度化を図るため、（ア）
地方公共団体による高効率
廃棄物発電施設の早期整備、
（イ）廃棄物発電の高効率化
に向けた方策の検討、（ウ）
民間事業者が行う高効率の
廃棄物発電等を行う施設の
整備の促進、（エ）廃棄物熱
回収施設設置者認定制度の
普及、（オ）マニュアルの作
成など廃棄物発電における
固定価格買取制度の活用可
能性を高めるための環境整
備を行う。 

・廃棄物焼却施設
における発電・熱
利用の状況 

●廃棄物熱回収施設設置者認
定制度を活用するとともに、
廃棄物エネルギー導入・低炭
素化促進事業により、高効率
の廃棄物熱回収施設や廃棄物
燃料製造施設の整備を支援し
ました。【環境省】 

●主に民間の廃棄物処理事業
者が行う地球温暖化対策を推
し進めるため、平成 22 年度
の廃棄物処理法の改正により
創設された、廃棄物熱回収施
設設置者認定制度の普及を図
るとともに、廃棄物エネルギ
ー導入・低炭素化促進事業に
より、2 件の高効率な廃棄物
熱回収施設の整備を支援しま
した。【環境省】 
 
●【再掲】市町村等が行う、
一般廃棄物処理施設の整備等
を支援する循環型社会形成推
進交付金においては、高効率
エネルギー回収（発電、地域
冷暖房等への熱供給等）及び
災害廃棄物処理体制の強化の
両方に資する、包括的な取組
を行う施設に対する重点化を
図るため、新たな交付対象事
業を創設しました。また、施
設の長寿命化と地球温暖化対
策の推進を目的とした、廃棄
物処理施設の基幹的設備改良
事業を引き続き同交付金の交
付対象事業としました。【環境
省】 

●主に民間の廃棄物処理事業
者が行う地球温暖化対策を推
し進めるため、平成 22 年度
の 
廃棄物処理法の改正により創
設された、廃棄物熱回収施設
設置者認定制度の普及を図る
とともに、廃棄物エネルギー
導入・低炭素化促進事業を実
施しています。【環境省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金等において、災害時
における廃棄物処理システム
の強靱化、地球温暖化対策の
強化という観点から、市町村
等が行う一般廃棄物処理施設
の整備等に対する支援の充実
を図りました。【環境省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金において、高効率エ
ネルギー回収（発電、地域冷
暖房等への熱供給等）及び災
害廃棄物処理体制への強化の
両方に資する包括的な取組を
行う施設に対する重点化や、
エネルギー回収型廃棄物処理
施設整備に関するマニュアル
の改訂を行い、自治体へ周知
しました。【環境省】 
 

●【再掲】主に民間の廃棄物処
理事業者が行う地球温暖化対策
推進のため、高効率の廃棄物熱
回収施設や廃棄物燃料製造施設
の整備、エコタウンの低炭素化
等を支援しました。【環境省】 
 
 
●廃棄物焼却施設から恒常的に
排出される余熱等を地域の需要
施設に供給することにより、地
域の低炭素化を図るモデル事業
を実施しています。【環境省】 
 

●循環型社会形成推進基本
法（平成 12 年法律第 110
号）に基づくごみの循環的
利用、及び処分の基本原則
に基づいて処理を行った上
で、焼却せざるを得ない廃
棄物については、最近の熱
回収技術の進展を踏まえ、
一定以上の熱回収率を確保
した熱交換器等で熱回収を
行い、地域の実情に応じた
廃棄物処理システムの省エ
ネルギー・創エネルギー化
を推進します。 
 
●【再掲】引き続き、低炭
素なリサイクルの高度化、
高効率の廃棄物熱回収施設
や廃棄物燃料製造施設の整
備、地域の低炭素化等を進
めるべきです。（環境基本計
画点検本文） 
 
●【再掲】排出抑制や処理
の効率化等により、廃棄物
部門における温室効果ガス
排出量のより一層の低減を
図る必要があります。（環境
基本計画点検調査票） 
 
 
●廃棄物熱回収施設設置者
認定制度を活用するととも
に、低炭素型廃棄物処理支
援事業により、廃棄物処理
に伴う廃熱を有効利用する
施設や廃棄物由来燃料製造
施設の整備を支援していき
ます。 

② 焼却施設や産業工程か
ら発生する中低温熱につい
て、地域冷暖房に活用するな
どの有効利用を進める。 

  ●【再掲】市町村等が行う、
一般廃棄物処理施設の整備等
を支援する循環型社会形成推
進交付金においては、高効率

●【再掲】循環型社会形成推
進交付金等において、災害時
における廃棄物処理システム
の強靱化、地球温暖化対策の

●廃棄物焼却施設から恒常的に
排出される余熱等を地域の需要
施設に供給することにより、地
域の低炭素化を図るモデル事業

●【再掲】引き続き、低炭
素なリサイクルの高度化、
高効率の廃棄物熱回収施設
や廃棄物燃料製造施設の整
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エネルギー回収（発電、地域
冷暖房等への熱供給等）及び
災害廃棄物処理体制の強化の
両方に資する、包括的な取組
を行う施設に対する重点化を
図るため、新たな交付対象事
業を創設しました。また、施
設の長寿命化と地球温暖化対
策の推進を目的とした、廃棄
物処理施設の基幹的設備改良
事業を引き続き同交付金の交
付対象事業としました。【環境
省】 

強化という観点から、市町村
等が行う一般廃棄物処理施設
の整備等に対する支援の充実
を図りました。【環境省】 
 
●【再掲】循環型社会形成推
進交付金において、高効率エ
ネルギー回収（発電、地域冷
暖房等への熱供給等）及び災
害廃棄物処理体制への強化の
両方に資する包括的な取組を
行う施設に対する重点化や、
エネルギー回収型廃棄物処理
施設整備に関するマニュアル
の改訂を行い、自治体へ周知
しました。【環境省】 

を実施しています。【環境省】 備、地域の低炭素化等を進
めるべきです。（環境基本計
画点検本文） 
 
●【再掲】排出抑制や処理
の効率化等により、廃棄物
部門における温室効果ガス
排出量のより一層の低減を
図る必要があります。（環境
基本計画点検調査票） 

③ バイオ燃料の生産拡大
や、生ごみ等からのメタン回
収を高効率に行うバイオガ
ス化、回収された廃食油等か
らのバイオディーゼル燃料
の生成、間伐材等の木質ペレ
ット化、有機性汚泥等の固形
燃料化などを推進する。ま
た、これらの取組に資する技
術の研究開発を進める。 

 ●バイオマスの活用の推進に
関する施策についての基本的
な方針、国が達成すべき目標
等を定めた「バイオマス活用
推進基本計画」（平成 22 年 12
月閣議決定）に基づき、以下
の取組を実施しました。【農林
水産省】 
 
●国産バイオ燃料の本格的な
生産に向け、原料供給から製
造、流通まで一体となった取
組のほか、食料・飼料供給と
両立できる稲わら等のソフト
セルロース系原料の収集・運
搬からバイオ燃料の製造・利
用までの技術を確立する取組
を実施しました。【農林水産
省】 
 
●地産地消によるバイオ燃料
等の生産を進め、農山漁村に
おける新産業の創出に向け、
草本、木質、微細藻類からバ
イオ燃料等を製造する技術開
発等を推進しました。【農林水
産省】 
 
●なお、平成 24 年 2 月には、
バイオマス利用技術の到達レ
ベルの横断的な評価と事業化
に向けた戦略の検討を行うた

●バイオエタノールに関して
は、バイオエタノールを 3％
混合したレギュラーガソリン
「E3」の普及と併せて、バイ
オエタノールを 10％混合し
た、より二酸化炭素排出削減
効果の高いレギュラーガソリ
ン「E10」の導入拡大を展開
し、取扱いガソリンスタンド
を 6 店舗から 30 店舗に拡大
しました。【環境省】 
 
●農山漁村においては、食品
廃棄物や家畜排泄物由来のバ
イオガスを製造し、広く地域
で利用する供給技術等につ
き、二酸化炭素削減効果や事
業性等についての実証を行
う、地域循環型バイオガスシ
ステム構築モデル事業におい
て、平成 25 年度から継続し
て実施している 2 団体に加
え、26 年度には新たに 3 団体
の事業を実施しました。また、
そのうち 1 団体は、地下水汚
染対策に資する実証を盛り込
み、資源利用と環境に配慮し
たモデルの実証を行いまし
た。【環境省・農林水産省】 
 
●未利用間伐材等の木質バイ
オマスの供給・利用を推進す

●バイオ燃料に関しては、バ
イオエタノールを 3％混合し
たレギュラーガソリン「E3」
の普及と併せて、バイオエタ
ノールを 10％混合した、より
二酸化炭素排出削減効果の高
いレギュラーガソリン「E10」
の普及促進及び供給体制の整
備拡大を行いました。【環境
省】 
 
●農山漁村において豊富なポ
テンシャルを有する食品廃棄
物や家畜排せつ物等に由来す
るバイオガスを活用し、自家
使用だけでなく広く地域で利
用する資源循環利用モデルを
構築していくため、バイオガ
ス製造・供給技術等につき、
二酸化炭素削減効果や事業性
等についての実証を行う「地
域循環型バイオガスシステム
構築モデル事業」を実施しま
した。平成 25 年度採択案件
事業については、実証の最終
年度となることから、二酸化
炭素削減効果を始め、成果（地
域資源から効率的にメタンを
回収するための適正な原料組
成割合に係る知見、副産物の
量の把握と活用の方法・事業
性等）の取りまとめを実施し

●平成 26 年度採択案件事業に
ついては、実証の最終年度とな
ることから、二酸化炭素削減効
果を始め、成果（地域資源から
効率的にメタンを回収するため
の適正な原料組成割合に関する
知見、副産物の量の把握と活用
の方法・事業性等）の取りまと
めを実施すべく、モデル実証を
引き続き実施しました。 
【環境省・農林水産省】 
 
 

●農山漁村において豊富な
ポテンシャルを有する食品
廃棄物や家畜排せつ物等に
由来するバイオガスを活用
し、自家使用だけでなく広
く地域で利用する資源循環
利用モデルを構築していく
ため、バイオガス製造・供
給技術等につき、二酸化炭
素削減効果や事業性等につ
いての実証を行う「地域循
環型バイオガスシステム構
築モデル事業」を更に推し
進めます。また、平成 25 年
度の採択事業の事業成果
（二酸化炭素削減効果を始
め、地域資源から効率的に
メタンを回収するための適
正な原料組成割合に係る知
見、副産物の量の把握と活
用の方法・事業性等）を取
りまとめ、発信することに
より、地域におけるバイオ
ガス活用のモデルの横展開
を図ります。 
 
●未利用間伐材等の木質バ
イオマスの供給・利用を推
進するため、木質燃料製造
施設、木質バイオマスボイ
ラー等の整備を引き続き推
進します。 
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め、バイオマス関係 7 府省合
同の「バイオマス事業化戦略
検討チーム」を設置しました。
【内閣府、総務省、文部科学
省、経済産業省、国土交通省、
環境省、農林水産省】 
 
●水産系副産物である貝殻の
再資源化により資源の循環的
利用を推進しました。【農林水
産省】 
 
 
 

るため、ペレット製造設備や
木質ペレットボイラー等の整
備を支援しました。 
 
●未利用木質バイオマスを利
用した発電、熱供給又は熱電
併給の推進のために必要な調
査を行うとともに、全国各地
の木質バイオマス関連施設の
円滑な導入に向けた相談窓
口・サポート体制の確立に向
けた支援を実施したほか、発
熱量を高めたペレット製造技
術の開発・実証等、木質バイ
オマスの利用拡大に資する技
術開発等への支援を 8 件実施
しました。【農林水産省】 
 
●農山漁村で豊富に得られる
草本を利用したバイオエタノ
ールの低コスト・安定供給技
術の開発、林地残材を原料と
するバイオ燃料等の製造技術
の開発、微細藻類を利用した
石油代替燃料等の製造技術の
開発を実施したほか、農山漁
村のバイオマスを活用した産
業創出を軸とした地域づくり
について、施設整備等の取組
を支援しました。【農林水産
省】 
 
●ビジネスとして成立するバ
イオマスエネルギー利用技術
の開発を行う、戦略的次世代
バイオマス利用技術開発事業
（実用化技術開発）において
は、バイオガス化（メタン発
酵）に係る事業（平成 23 年
度採択：1 件）について、馬
鈴薯でん粉製造工程における
廃水とでん粉かすを用いたコ
ンパクトメタン発酵システム
の開発を進めました。草本系
固形燃料（ペレット化）（平成
25 年度採択：1 件）について
は、多原料混合での効率的な
ペレット化技術の開発を進め

ました。平成 26 年度採択案
件事業については、実証に向
けたシステム構築及びモデル
実証を進めました。【環境省・
農林水産省】 
 
●未利用間伐材等の木質バイ
オマスの供給・利用を推進す
るため、ペレット製造設備や
木質ペレットボイラー等の整
備を支援しました。【農林水産
省】 
 
●未利用木質バイオマスを利
用した発電、熱供給又は熱電
併給の推進のために必要な調
査を行うとともに、全国各地
の木質バイオマス関連施設の
円滑な導入に向けた相談窓
口・サポート体制の確立に向
けた支援を実施したほか、発
熱量を高めたペレット製造技
術の開発・実証等、木質バイ
オマスの利用拡大に資する技
術開発等への支援を 8 件実施
しました。【農林水産省】 
 
●農山漁村で豊富に得られる
草本を利用したバイオエタノ
ールの低コスト・安定供給技
術の開発、林地残材を原料と
するバイオ燃料等の製造技術
の開発、微細藻類を利用した
石油代替燃料等の製造技術の
開発を実施したほか、農山漁
村のバイオマスを活用した産
業創出を軸とした、地域づく
りに向けた取組を支援しまし
た。【農林水産省】 
 
●ビジネスとして成立するバ
イオマスエネルギー利用技術
の開発を行う、戦略的次世代
バイオマス利用技術開発事業
（実用化技術開発）において
は、草本系固形燃料（ペレッ
ト化）（平成 25 年度採択：1
件）について、多原料混合で

 
●木質バイオマスを利用し
た小規模発電や熱利用等の
推進のために必要な調査を
行うとともに、全国各地の
木質バイオマス関連施設の
円滑な導入に向けた、相談
窓口の設置、小規模発電の
取組への助言等のサポート
を行う体制の確立、燃料の
安定供給体制の強化に向け
た支援を実施します。 
 
●木質バイオマスの高付加
価値製品、発電効率の高い
新たな木質バイオマス発電
システム等の開発及び改良
等に対する支援も引き続き
実施します。 
 
●農山漁村で豊富に得られ
る林地残材や農作物の非可
食部等の未利用資源を利用
した高付加価値マテリアル
等の製造技術の開発を引き
続き実施し、今後とも、農
山漁村のバイオマスを活用
した産業創出を軸とした、
地域づくりに向けた取組を
推進します。 
 
●ビジネスとして成立する
バイオマスエネルギー利用
技術の開発を行う、戦略的
次世代バイオマス利用技術
開発事業（実用化技術開発）
において、草本系固形燃料
（ペレット化）（平成 25 年
度採択は 1 件）について、
28 年度末まで開発を継続
し、多原料混合による安定
的かつ安価なバイオマスペ
レット燃料製造技術を確立
させます。 
 
●セルロース系バイオマス
からのエタノールについて
は、その製造技術開発に取
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ました。【経済産業省】 
 
●廃食油等から作成されたバ
イオディーゼル燃料の一体
的・先進的な流通システムや、
技術課題に取り組む地域の主
体を支援する「地域バイオデ
ィーゼル流通システム実証事
業費補助金」において、平成
25 年度までの取組である、流
通インフラの整備による流通
経路の確保、自治体等との連
携によるバイオディーゼル燃
料利用拡大等を継続し、その
規模を拡大していきました。
【経済産業省】 
 
●セルロース系バイオマスか
らのエタノール製造技術開発
に取り組む、セルロース系エ
タノール生産システム総合開
発実証事業において、セルロ
ース系エタノール一貫生産シ
ステムの構築のためのパイロ
ットプラントの建設に向け
て、前処理・糖化と発酵プロ
セスの最適な組合せを検証し
ました。【経済産業省】 
 
●エタノール生産技術の開発
を行う、バイオ燃料製造の有
用要素技術開発事業において
は、燃料用バイオマス高生産
植物の評価・改良技術、土壌
選別等の植栽技術等を用いた
収量アップ等の基盤技術研
究、高収率エタノール生産技
術開発のための有用微生物の
改良及びパイロット詳細設計
のためのデータ取り、パイロ
ット設備の設計・建設、安価
かつ高活性な酵素生産技術開
発のための高活性酵素生産菌
の改良及びパイロット詳細設
計のためのデータ取り、パイ
ロット設備の設計・建設を行
いました。【経済産業省】 

の効率的なペレット化技術の
開発を進めました。【経済産業
省】 
 
●廃食油等から作成されたバ
イオディーゼル燃料の一体
的・先進的な流通システムや、
技術課題に取り組む地域の主
体を支援する「地域バイオデ
ィーゼル流通システム実証事
業費補助金」において、バイ
オディーゼル燃料利用拡大等
を継続し、その規模を拡大し
ていきました。【経済産業省】 
 
●セルロース系バイオマスか
らのエタノール製造技術開発
に取り組む、セルロース系エ
タノール生産システム総合開
発実証事業において、セルロ
ース系エタノール一貫生産シ
ステムの構築のためのパイロ
ットプラントの建設に向け
て、前処理・糖化と発酵プロ
セスの最適な組合せを検証し
ました。【経済産業省】 
 
●エタノール生産技術の開発
を行う、バイオ燃料製造の有
用要素技術開発事業において
は、燃料用バイオマス高生産
植物の評価・改良技術、土壌
選別等の植栽技術等を用いた
収量アップ等の基盤技術研
究、高収率エタノール生産技
術開発のための有用微生物の
改良及びパイロット詳細設計
のためのデータ取り、パイロ
ット設備の設計・建設、安価
かつ高活性な酵素生産技術開
発のための高活性酵素生産菌
の改良及びパイロット詳細設
計のためのデータ取り、パイ
ロット設備の設計・建設を行
いました。【経済産業省】 

り組む、セルロース系エタ
ノール生産システム総合開
発実証事業において、セル
ロース系エタノール一貫生
産システムの構築のためパ
イロットプラントを建設
し、前処理・糖化と発酵プ
ロセスの最適組合せを検証
します。 
 
●エタノール生産における
要素技術の開発を行う、バ
イオ燃料製造の有用要素技
術開発事業においては、燃
料用バイオマス高生産植物
の改良技術、土壌選別等の
植栽技術等の検証試験、有
用微生物を用いた高収率エ
タノール生産技術開発、酵
素生産菌を用いた安価かつ
高活性な酵素の生産技術開
発を行います。 
 

④ 下水処理場を地域のバ  ●下水汚泥資源化施設の整備 ●下水汚泥・し尿汚泥からの ●下水処理場を地域のバイオ ●下水汚泥資源化施設の整備の ●下水汚泥資源化施設の整
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イオマス活用の拠点として
エネルギー回収を行う取組
や下水汚泥と食品廃棄物な
ど他のバイオマスの混合消
化・利用によるエネルギー回
収効率の向上を推進する。 

の支援、下水道資源の循環利
用に係る計画策定の推進、下
水汚泥再生利用・エネルギー
利用に係る技術開発の促進・
普及啓発などに取り組んでい
きます。【国土交通省】 
 
●農業集落排水事業において
は、処理過程で発生する汚泥
について、コンポスト化や建
設資材利用等によるリサイク
ルを推進するとともに、地域
の実情に応じて余剰汚泥の減
容化を進めました。【農林水産
省】 
 

固形燃料開発（平成 25 年度
採択：1 件）については、省
エネルギー乾燥技術、燃焼性
能の向上を目指した研究開発
を進めています。【経済産業
省】 
 
●下水処理場を地域のバイオ
マス活用の拠点としてエネル
ギー回収を行う取組として、
下水汚泥資源化施設の整備の
支援、下水道資源の循環利用
に係る計画策定の推進（社会
資本整備総合交付金）、下水汚
泥再生利用・エネルギー利用
に係る技術実証（下水道革新
的技術実証事業における水素
改質技術の実証）、燃料の標準
化（下水汚泥固形燃料の JIS
化）を実施しました。【国土交
通省】 

マス活用の拠点としてエネル
ギー回収を行う取組として、
下水汚泥資源化施設の整備の
支援、下水道資源の循環利用
に係る計画策定の推進（社会
資本整備総合交付金）、下水道
資源の再生利用・エネルギー
利用に係る技術実証（下水道
革新的技術実証事業における
水素改質技術 1 件、バイオガ
スの活用技術 2 件、再生水利
用技術 1 件の実証）を実施し
ました。【国土交通省】 
 
 

支援、下水道資源の循環利用に
係る計画策定を推進するととも
に、バイオガス利用に係る事業
を支援しました。【国土交通省】 
 
●【再掲】下水道の分野では、
下水道革新的技術実証事業にお
いて、平成 27 年度に採択された
水素改質技術の継続実証、及び
平成 27 年度に採択されたバイ
オガスの活用技術 2 件、再生水
利用技術 1 件の実証を行いまし
た。また、平成 28 年度に中小規
模処理場における下水汚泥の有
効利用技術２件を採択しまし
た。【国土交通省】 
 

備の支援、下水道資源の循
環利用に係る計画策定の推
進（社会資本整備総合交付
金）、下水汚泥再生利用・エ
ネルギー利用に係る技術実
証（下水道革新的技術実証
事業における中小規模処理
場における下水汚泥有効利
用技術の実証）、下水汚泥と
他のバイオマスの混合利用
の推進（下水処理場におけ
る総合バイオマス利活用の
検討）を実施していきます。 
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５ 循環産業の育成 
（第三次循環基本計画第
５章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に追
記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第４次環境基本計画第 4 回
点検（調査票含む）に追記） 

（１）廃棄物等の有効活用を図る優良事業者の育成 

① 産業廃棄物処理につ
いて、優良事業者が社会的
に評価され、不法投棄や不
適正処理を行う事業者が
淘汰される環境を充実さ
せるため、優良産廃処理業
者認定制度・熱回収施設設
置者認定制度の普及や、優
良事例の情報発信を強化
する。 

・電子マニ
フ ェ ス ト
の普及率 
・優良認定
さ れ た 産
業 廃 棄 物
処 理 業 者
数 

●優良な産業廃棄物処理業者の
育成を図り、「悪貨が良貨を駆逐
しない」環境整備に取り組んで
います。平成 25 年 2 月 5 日か
らは、産業廃棄物の処理に係る
契約が、国等における温室効果
ガス等の排出の削減に配慮した
契約の推進に関する法律（平成
19 年法律第 56 号）の対象契約
となり、国などの公的機関は、
優良産廃処理業者認定制度の認
定業者を積極的に評価し、価格
だけでなく環境負荷も考慮した
契約を推進しています。また、
優良な産業廃棄物処理業者の積
極的な情報発信等の支援策の充
実を図っています。【環境省】 
 
 
 

●優良事業者が社会的に評価さ
れ、不法投棄や不適正処理を行
う事業者が淘汰される環境をつ
くるために、優良処理業者に優
遇措置を付与する優良産廃処理
業者認定制度の適切な運用を図
りました。【環境省】 
 
●産業廃棄物の排出事業者と優
良処理業者の参加するシンポジ
ウムを東京、名古屋、福岡の 3
か所で開催し、これらの事業者
間の連携・協働に向けたビジネ
ス・マッチングを行うとともに、
優良処理業者の情報発信サイト
「 優 良 さ ん ぱ い ナ ビ 」
（http://www3.sanpainet.or.
jp/）の利便性向上のためのシス
テム改良を引き続き実施しまし
た。【環境省】 
 
●平成 25 年に国等における温
室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約の推進に関する法律
（平成 19 年法律第 56 号。）に
類型追加された「産業廃棄物の
処理に係る契約」では、優良処
理業者が産廃処理委託契約で有
利になる仕組みとなっており、
環境配慮契約を推進するため、
全自治体宛てにパンフレットを
送付しました。【環境省】 
 

●優良事業者が社会的に評価さ
れ、不法投棄や不適正処理を行
う事業者が淘汰される環境をつ
くるために、優良処理業者に優
遇措置を付与する優良産廃処理
業者認定制度の適切な運用を図
りました。【環境省】 
 
 
●産業廃棄物の排出事業者と優
良処理業者の参加するフォーラ
ムを東京、名古屋、広島の 3 か
所で開催し、これらの事業者間
の連携・協働に向けたきっかけ
の場を創設するとともに、優良
処理業者の情報発信サイト「優
良 さ ん ぱ い ナ ビ 」
（http://www3.sanpainet.or.
jp/）の利便性向上のためのシス
テム改良を引き続き実施しまし
た。【環境省】 
 
●平成 25 年に国等における温
室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約の推進に関する法律
（平成 19 年法律第 56 号。）に
類型追加された「産業廃棄物の
処 
理に係る契約」では、優良処理
業者が産廃処理委託契約で有利
になる仕組みとなっています。
環境配慮契約の実施割合は、平
成 25 年度が 11.7％、平成 26
年度が 31.7％と増加していま
す。それに伴い、優良認定業者
数も 20％増加するなどの効果
が見られました（平成 25 年度
末で 713 社、平成 26 年度末で
859 社）。【環境省】 

●優良産廃処理業者認定制度を
運用し、平成２５年には環境配
慮契約法において優良処理業者
が産廃処理委託契約で有利にな
る環境を整備し、さらに、これ
らの制度の浸透を図るため、コ
ンソーシアム事業や優良処理業
者の情報発信サイトの機能強化
を実施し、認定者を増大しまし
た（優良産廃事業者認定数：平
成 27 年度 6,979 件、997 者）。
【環境省】 
 
●産業廃棄物の適正処理を推進
する電子マニフェストの普及拡
大を図るためのシステム改良や
キャンペーン等を実施しました
（電子マニフェストの普及率：
平成２６年度３９％、平成２７
年度４２％）。【環境省】 
 

●優良事業者の育成を目指し、
産業廃棄物処理業者が、廃棄物
の適正処理等を行うだけでな
く、地域経済の活性化・雇用の
創出に貢献することとなるよ
う、産業廃棄物処理業を我が国
の有望な成長産業の一つとして
位置付け、その振興を図るため
の施策を展開します。 
 
●産業廃棄物の優良処理業者が
社会的に評価され、優位に立て
る環境づくりを継続して進める
こととしており、優良処理業者
の育成につながる電子マニフェ
ストについては、平成 25 年 10
月に策定した「電子マニフェス
ト普及拡大に向けたロードマッ
プ」に基づき、平成 28 年度に
普及率 50％の目標を達成すべ
く普及啓発に努めます。 
 
●優良産廃処理業者の育成や適
正な廃棄物処理に繋がる電子マ
ニフェストのシステム改善・普
及を進めるべきです。（環境基本
計画点検本文） 
 
●平成 25 年に国等における温
室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約の推進に関する法律
（平成 19 年法律第 56 号。）に
類型追加された「産業廃棄物の
処理に係る契約」では、優良処
理業者が産廃処理委託契約で有
利になる仕組みとなっているた
め、環境配慮契約を推進するた
めに、各行政機関や地方公共団
体等に向けて、引き続き制度を
周知していきます。 
 
●優良産廃処理業者のさらなる
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質の向上や業界全体の育成のた
めに、規制合理化とセットでの
インセンティブ施策を充実させ
ていく必要があります。（環境基
本計画点検本文） 
 
●優良産廃処理業者の増加によ
る不法投棄・不適正処理の減少
の効果について把握する必要が
あります。（環境基本計画点検本
文） 

② 環境配慮設計や資源
生産性の向上等を促進す
るとともに、再生原材料の
利用拡大など製造業者等
とリサイクル事業者等が
一体となった取組の拡大
を促す。 

・製品アセ
ス メ ン ト
の ガ イ ド
ラ イ ン の
業 界 に よ
る 整 備 状
況 
・資源生産
性 の 向 上
等 に 向 け
た 目 標 を
設 定 し て
い る 事 業
者数 

   ●【再掲】各種リサイクル法の
執行及びその評価・見直しや取
組状況の点検を行い、排出者責
任、拡大生産者責任に基づく各
種リサイクルや業界による環境
配慮設計の進捗を確認しまし
た。【環境省・経済産業省・農林
水産省・国土交通省】 

●【再掲】各種リサイクル法の
対象外の製品についても、製品
製造段階からの環境配慮設計の
状況を把握し、取組を進めて行
く必要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

③ リユース市場の拡大
に向けて、優良なリユース
事業者の育成とリユース
品の品質の確保に向けた
取組を促進する。 

・ リ ユ ー
ス・シェア
リ ン グ 市
場規模 
 

 ●リユース市場の拡大に向けて
は、使用済製品等のリユース促
進事業研究会の事業として、リ
ユース業界団体との意見交換会
を開催し、リユース業に関する
環境関連法パンフレットの効果
や活用状況について検証すると
ともに、必要に応じてパンフレ
ットの改訂を行うこととしまし
た。【環境省】 
 

●リユース市場の拡大に向けて
は、使用済製品等のリユース促
進事業研究会の事業として、リ
ユース業界団体との意見交換会
を開催しました。【環境省】 
 

 ●リユース市場の拡大に向けて
は、使用済製品等のリユース促
進事業研究会の事業として、リ
ユース業界団体との意見交換会
を引き続き開催し、リユース業
界の優良化について検討しま
す。 
 
●【再掲】リユース業界の優良
化やリユースへの意識の向上を
一層進め、リユース品の活用や
リユースに係るビジネスの市場
拡大を図っていくべきです。（環
境基本計画点検本文） 

④ 循環資源を用いた再
生品等の品質や安全性を
高めていくとともに、その
ブランド化等により競争
力強化を図る。 
また、リユース製品やリサ
イクル製品等の品質・安全
性・環境負荷低減効果につ
いてわかりやすく提供・表

・循環型社
会 ビ ジ ネ
ス 市 場 規
模 
 

    ●リユース製品やリサイクル製
品等の品質・安全性・環境負荷
低減効果についての分かりやす
い表示のため、環境ラベルに関
する情報を提供する「環境ラベ
ル 等 デ ー タ ベ ー ス 」
（ http://www.env.go.jp/poli
cy/hozen/green/ecolabel/ ）
の掲載情報を随時更新します。 
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示する、エコマーク等の環
境ラベリング等の取組を
促進する。 

 
●環境負荷の低減に配慮した製
品・サービス（エコプロダクツ）
の開発普及を促進するために、
平成 27 年度以降も引き続き、
主催者であるエコプロダクツ大
賞推進協議会及び関係各省と連
携し、「エコプロダクツ大賞」の
表彰制度を通じて、エコプロダ
クツの開発普及に対する意識啓
発に努めていく予定です。 
 
●環境配慮を通じた成長の達成
やグリーン・イノベーションに
繋がる取組を一層進める必要が
あります。（環境基本計画点検調
査票） 

⑤ 国自らが率先して、グ
リーン購入・グリーン契約
に取り組み、リデュース・
リユース製品にも重点を
置いて３Ｒ製品等を調達
するとともに、環境に配慮
したサービスや再生可能
エネルギー等を積極的に
利用する。 

・グリーン
購 入 の 意
識 
 

●国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律（平成 12
年法律第 100 号）に基づく環境
物品等の調達の促進を進めてい
ます。同法に基づく「環境物品
等の調達の推進に関する基本方
針」に定められる特定調達品目
（重点的に調達を推進する調達
物品等の種類）及びその判断の
基準等については、適宜見直し
を行っていくこととしており、
平成 25 年度には、新たに、会
議運営の品目を役務に追加する
とともに、「紙類」、「照明」等に
関する判断の基準の拡充を図る
など、1 品目の追加、35 品目の
基準等の見直しを行いました。
【環境省】 
 
●地方公共団体のグリーン購入
の取組を促進するため策定した
グリーン購入取組ガイドライン
について普及を行っています。
【環境省】 
 

●国自らが率先して、3R 製品等
を調達することも重要であり、
環境ラベルに関する情報を提供
する「環境ラベル等データベー
ス 」
（ http://www.env.go.jp/pol
icy/hozen/green/ecolabel/）
に関しては、その掲載情報を随
時更新しました。【環境省】 
 
●グリーン購入法及び環境配慮
契約法に基づく基本方針につい
て、必要な見直し等を行うため、
平成 26 年度においても、有識
者等による検討会を開催しまし
た。【環境省】 
 
●各省庁等は、グリーン購入法
及び環境配慮契約法に基づき、
環境物品等の調達の推進を図る
ための方針の策定や契約締結実
績の概要公表を実施しており、
国等においては、ほぼ 100％の
グリーン購入が実施される等、
率先したグリーン購入及び環境
配慮契約の推進がなされていま
す。この中で、国土交通省が実
施する公共工事においても、グ
リーン購入法に基づく、環境物
品等の調達の推進に関する基本
方針による環境物品等の調達に

●国自らが率先して、3R 製品等
を調達することも重要であり、
環境ラベルに関する情報を提供
する「環境ラベル等データベー
ス 」
（ http://www.env.go.jp/poli
cy/hozen/green/ecolabel/ ）
に関しては、その掲載情報を随
時更新しました。【環境省】 
 
●グリーン購入法及び環境配慮
契約法に基づく基本方針につい
て、必要な見直し等を行うため、
有識者等による検討会を開催し
ました。【環境省】 
 
●各省庁等は、グリーン購入法
及び環境配慮契約法に基づき、
環境物品等の調達の推進を図る
ための方針の策定や契約締結実
績の概要公表を実施しており、
国等においては、ほぼ 100％の
グリーン購入が実施されるな
ど、率先したグリーン購入及び
環境配慮契約の推進がなされて
います。【各省庁】 

●グリーン購入の推進に資する
ため、環境ラベルやデータ集な
どの製品の環境情報を提供する
各種の制度をインターネット上
で紹介する「環境ラベル等デー
タベース」を継続して運用し、
掲載情報を随時更新しました。
【環境省】 
 
●グリーン購入法及び環境配慮
契約法に基づく基本方針につい
て、必要な見直しを適宜実施し
ました。【環境省】 
 
●グリーン購入法及び「環境物
品等の調達の推進に関する基本
方針」に基づき、環境への負荷
の低減に資する資材の調達を推
進するとともに、公共工事にお
いて調達する資材、建設機械、
工法及び目的物について、特定
調達品目の追加、見直し等の検
討を実施しました。【国土交通
省】 
 
●国等においては、ほぼ１０
０％のグリーン購入が実施され
るなど、率先したグリーン購入
及び環境配慮契約を実施しまし
た。【各省庁】 

●グリーン購入法及び環境配慮
契約法に基づく基本方針につい
ては、有識者等による検討会を
開催し、基本方針の改定検討を
実施します。各省庁等は、グリ
ーン購入法及び環境配慮契約法
に基づき、調達方針の策定や契
約締結実績の概要公表を実施す
るとともに、率先したグリーン
購入及び環境配慮契約を推進す
る予定です。 
 
●ライフサイクル全般にわたっ
て環境負荷の低減が図れるよ
う、国、地方公共団体及び事業
者が持続可能な調達に取り組む
必要があります。（環境基本計画
点検本文） 
 
●環境物品等の購入の更なる促
進等を通じて、高度なリサイク
ルが社会的に評価されるような
仕組みを構築する必要がありま
す。（環境基本計画点検本文） 
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より、環境への負荷低減を推進
しました。【各省庁、国土交通省】 

⑥ 地方公共団体におけ
る廃棄物処理の透明化を
図るため、一般廃棄物会計
基準の普及を進める。 

 ●一般廃棄物処理事業に係るコ
スト分析及び評価を行い、その
効率的な運営に努めるよう、一
般廃棄物会計基準に基づく書類
作成支援ツールを更新し、市町
村等による一般廃棄物会計基準
の導入を支援しました。【環境
省】 

●一般廃棄物処理事業に係るコ
スト分析及び評価を行い、その
効率的な運営に努めるよう、説
明会を実施する等、市町村等に
よる一般廃棄物会計基準の導入
を支援しました。【環境省】 

●一般廃棄物処理事業に係るコ
スト分析及び評価を行い、その
効率的な運営に努めるよう、一
般廃棄物会計基準に基づく書類
作成支援ツールを更新し、市町
村等による一般廃棄物会計基準
の導入を支援しました。【環境
省】 

●一般廃棄物処理事業に係るコ
スト分析及び評価を行い、その
効率的な運営に努めるよう、「一
般廃棄物会計基準」のガイドラ
インの周知を通じ、市町村等に
よる一般廃棄物会計基準の導入
を支援しました。【環境省】 

●引き続き、「一般廃棄物会計基
準」のガイドラインの周知等を
通じた、市町村等による一般廃
棄物会計基準の導入促進に勤め
ます。 

⑦ 各事業者における、環
境マネジメントシステム
の導入、環境報告書や環境
会計の作成・公表等の取組
を促進する。 

・環境マネ
ジ メ ン ト
等の実施 

 ●各事業者における、環境マネ
ジメントシステムの導入、環境
報告書や環境会計の作成・公表
等の取組の促進のため、より多
くの中小企業が環境マネジメン
トに着手できるよう、中小企業
向け環境マネジメントシステム
である「エコアクション 21」の
簡易版マネジメントシステムを
策定し、実証事業を行いました。
【環境省】 
 
●環境報告書の更なる利用促進
を図るため、環境情報開示基盤
の整備事業に着手し、統合報告
書等の新しい概念の報告書を作
成・公表する事業者を表彰する
制度を新設したほか、自然資本
会計を踏まえつつ「環境会計ガ
イドライン 2005 年版」改訂の
検討に着手しました。【環境省】 

●各事業者における、環境マネ
ジメントシステムの導入、環境
報告書や環境会計の作成・公表
等 の 取 組 の 促 進 の た め 、
ISO14001 の改定等を踏まえ、
中小企業向け環境マネジメント
システムである「エコアクショ
ン 21」のガイドライン改訂に着
手しました。【環境省】 
 
●環境マネジメントシステムに
取り組む中小企業の裾野を拡大
するため、「エコアクション 21
の簡易版環境マネジメントシス
テム」の実証事業を行いました。
【環境省】 
 
●環境報告書の更なる利用促進
を図るため、環境情報開示基盤
の整備事業を推進するととも
に、情報開示の世界的潮流や企
業を取り巻くガバナンスの在り
方の変容を踏まえ、「環境報告ガ
イドライン 2012 年版」や「環
境会計ガイドライン 2005 年
版」改訂の検討に向けた調査を
行いました。【環境省】 

 ●各事業者における、環境マネ
ジメントシステムの導入、環境
報告書や環境会計の作成・公表
等の取 
組の促進のため、引き続き中小
企業向け環境マネジメントシス
テムである「エコアクション
21」のガイドライン改訂検討を
実施するとともに、エコアクシ
ョン 21の普及促進を行います。 
 
●環境報告書の更なる利用促進
を図るため、環境情報開示基盤
の整備事業を推進するととも
に、情報開示の世界的潮流や企
業を取り巻くガバナンスの在り
方の変容を踏まえ、「環境報告ガ
イドライン 2012 年版」や「環
境会計ガイドライン 2005 年
版」の改訂に向けた検討を行い
ます。これにより、事業者と利
害関係者間の環境コミュニケー
ション促進を図ります。 
 

⑧ 税制上の優遇措置等
を活用し、適切な廃棄物処
理施設の整備が進められ
るようにする。 

 ●平成 25 年度税制改正におい
て、廃棄物処理業用設備に係る
法定耐用年数の短縮の措置を講
じました。【環境省】 
 

●特定廃棄物最終処分場におけ
る特定災害防止準備金の損金又
は必要経費算入の特例や廃棄物
処理施設に係る課税標準の特例
といった税制措置を活用するこ
とにより、廃棄物処理施設の整
備及び維持管理を推進しまし
た。【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ
る特定災害防止準備金の損金又
は必要経費算入の特例や廃棄物
処理施設に係る課税標準の特例
といった税制措置を活用するこ
とにより、廃棄物処理施設の整
備及び維持管理を推進しまし
た。【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ
る特定災害防止準備金の損金又
は必要経費算入の特例や廃棄物
処理施設に係る課税標準の特例
といった税制措置を活用するこ
とにより、廃棄物処理施設の整
備及び維持管理を推進しまし
た。 
【環境省】 

●特定廃棄物最終処分場におけ
る特定災害防止準備金の損金又
は必要経費算入の特例や廃棄物
処理施設に係る課税標準の特例
といった税制措置を活用するこ
とにより、廃棄物処理施設の整
備及び維持管理を引き続き推進
します。 

（２）静脈物流システムの構築 

① 静脈物流の拠点とな  ●広域的なリサイクル施設の立 ●これまでに 22 の港湾を静脈 ●これまでに 22 の港湾を静脈  ●静脈物流の拠点となる港湾を
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る港湾をリサイクルポー
トに指定し、広域的なリサ
イクル関連施設の臨海部
への立地を推進するとと
もに、官民連携の推進、港
湾施設の整備など総合的
な支援を講じることによ
り国内外の資源循環を促
進する。 

地に対応した静脈物流の拠点と
なる港湾を「総合静脈物流拠点
港（リサイクルポート）」（全国
22 港）に指定し、官民連携の推
進、港湾施設の整備など総合的
な支援策を講じています。【国土
交通省】 
 

物流の拠点となる「リサイクル
ポート」に指定し、広域的なリ
サイクル関連施設の臨海部への
立地の推進等を行いました。【国
土交通省】 
 
 

物流の拠点となる「リサイクル
ポート」に指定し、広域的なリ
サイクル関連施設の臨海部への
立地の推進等を行うとともに、
D.Waste-Net の参画メンバー
として、リサイクルポート推進
協議会が日本内航海運組合総連
合会と共に環境大臣により任命
されました。【環境省・国土交通
省】 

リサイクルポートに指定し、広
域的なリサイクル関連施設の臨
海部への立地を引き続き推進し
ます。あわせて、官民連携の推
進、港湾施設の整備等の総合的
な支援を講じることにより、国
内外の資源循環を促進します。 
 

② 静脈物流の輸送手段
を道路輸送から相対的に
環境負荷が小さい鉄道・船
舶へと転換するモーダル
シフトを促進する。 

  ●静脈物流に係る更なる環境負
荷低減と輸送コスト削減を目指
し、モーダルシフト及び輸送効
率化を推進する「モーダルシフ
ト・輸送効率化による低炭素型
静脈物流促進事業」により、海
上輸送による低炭素型静脈物流
システムの構築に必要な経費を
2 件の事業に関して補助しまし
た。【環境省・国土交通省】 

●静脈物流に係る更なる環境負
荷低減と輸送コスト削減を目指
し、モーダルシフト・輸送効率
化による低炭素型静脈物流促進
事業を実施しています。【環境
省・国土交通省】 

●静脈物流のモーダルシフトや
輸送効率化を図る事業への支援
を実施しました。【環境省・国土
交通省】 

●静脈物流については、輸送手
段を道路輸送から相対的に環境
負荷が小さい船舶へと転換する
モーダルシフト及び輸送効率化
を推進するため、モーダルシフ
ト・輸送効率化による低炭素型
静脈物流促進事業により、海上
輸送による低炭素型静脈物流シ
ステムを構築する事業を引き続
き支援していきます。 

③ 首都圏の建設発生土
を全国の港湾の用地造成
等に用いる港湾建設資源
の広域利用促進システム
（スーパーフェニックス）
を推進する。 

  ●、首都圏の建設発生土を全国
の港湾の用地造成等に用いる港
湾建設資源の広域利用促進シス
テム（スーパーフェニックス）
を推進しており、小名浜港等に
おいて建設発生土の受入れを実
施しました。【国土交通省】 

●首都圏の建設発生土を全国の
港湾の用地造成等に用いる港湾
建設資源の広域利用促進システ
ム（スーパーフェニックス）を
推進しており、小名浜港等にお
いて建設発生土の受入れを実施
しました。【国土交通省】 

 ●首都圏の建設発生土を全国の
港湾の用地造成等に用いる、港
湾建設資源の広域利用促進シス
テム（スーパーフェニックス）
についても引き続き推進しま
す。 
 

④ 廃棄物処理法の適正
な運用を図りつつ、静脈物
流コストの削減を図るた
めの取組の検討を進める。 

     ●静脈物流コストは削減の余地
があり、引き続き効率化を進め
る必要があります。（環境基本計
画点検調査票） 
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６ 廃棄物の適正な処理 
（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に追
記） 

今後の課題（白書「講じよ
う」）及び第４次環境基本計
画第 4 回点検（調査票含む）
に追記） 

（１）不法投棄・不適正処理対策 

① 廃棄物処理法を適切に
施行しつつ、平成 22 年に行
った同法改正の効果を検証
し、その結果を踏まえ、同
法の改正を検討する。 

    ●中央環境審議会循環型社会部
会に設置された廃棄物・処理制
度専門委員会において、平成 28
年５月から、平成 22 年に改正さ
れた廃棄物処理法の施行状況の
点検を含め、廃棄物の排出抑制
や適正処理の推進等に関する総
合的な検討を行っているところ
です。【環境省】 

 

② 産業廃棄物の不法投
棄・不適正処理に関する情
報を国民から直接受け付け
る不法投棄ホットラインの
運用や、産業廃棄物の専門
家の不法投棄現場等への派
遣を行い、地方公共団体に
よる行為者等の責任追及の
支援を行う。 

 ●不法投棄等に関する情報を
国民から直接受け付ける不法
投棄ホットラインの運用をす
るとともに、産業廃棄物の実
務や関係法令等に精通した専
門家を不法投棄等の現場へ派
遣し、不法投棄等に関与した
者の究明や責任追及方法、支
障除去の手法の検討等の助言
等を行い、都道府県等の取組
を支援しました。【環境省】 
 

●不法投棄等の未然防止・拡
大防止対策としては、不法投
棄等に関する情報を国民から
直接受け付ける不法投棄ホッ
トラインを運用するととも
に、産業廃棄物の実務や関係
法令等に精通した専門家を現
場へ派遣し、不法投棄等に関
与した者の究明や責任追及方
法、支障除去の手法の検討等
の助言等を行うことにより、
都道府県等の取組を支援しま
した。【環境省】 
 

●不法投棄等の未然防止・拡
大防止対策としては、不法投
棄等に関する情報を国民から
直接受け付ける不法投棄ホッ
トラインを運用するととも
に、産業廃棄物の実務や関係
法令等に精通した専門家を不
法投棄等の現場へ派遣し、不
法投棄等に関与した者の究明
や責任追及方法、支障除去の
手法の検討等の助言等を行う
ことにより、都道府県等の取
組を支援しました。【環境省】 

 ●不法投棄等の未然防止・
拡大防止対策としては、不
法投棄等に関する情報を国
民から直接受け付ける、不
法投棄ホットラインを運用
するとともに、産業廃棄物
の実務や関係法令等に精通
した専門家を不法投棄等の
現場へ派遣し、不法投棄等
に関与した者の究明や責任
追及方法、支障除去の手法
の検討等について助言等を
行うことにより、都道府県
等の取組を支援します。 

③ 地方公共団体と連携し
て、毎年５月 30 日（ごみゼ
ロの日）から６月５日（環
境の日）までの全国ごみ不
法投棄監視ウィーク等を通
じた普及啓発活動や監視活
動等を行う。 

 ●廃棄物処理法の厳格な適用
を図るとともに、平成 19 年
度から毎年度5月30日から6
月 5 日までを「全国ごみ不法
投棄監視ウィーク」として設
定し、国と都道府県等とが連
携して、不法投棄等の撲滅に
向けた普及啓発活動等の取組
を一斉に実施しました。【環境
省・経済産業省・国土交通省】 

●毎年 5 月 30 日（ごみゼロ
の日）から 6 月 5 日（環境の
日）までを「全国ごみ不法投
棄監視ウィーク」として設定
するとともに、国と都道府県
等とが連携して、不法投棄等
の撲滅に向けた普及啓発活
動、新規及び継続の不法投棄
等の監視、海洋環境保全等の
取組を一斉に実施していま
す。【環境省・経済産業省・国
土交通省】 

●毎年 5 月 30 日（ごみゼロ
の日）から 6 月 5 日（環境の
日）までを「全国ごみ不法投
棄監視ウィーク」として設定
するとともに、国と都道府県
等とが連携して、不法投棄等
の撲滅に向けた普及啓発活
動、新規及び継続の不法投棄
等の監視、海洋環境保全等の
取組を一斉に実施していま
す。【環境省・経済産業省・国
土交通省】 

 ●今後も引き続き5月30日
から 6 月 5 日までを全国ご
み不法投棄監視ウィークと
して設定し、国と都道府県
等が連携して、不法投棄等
の撲滅に向けた普及啓発活
動等の取組を一斉に実施
し、不法投棄等の未然防
止・拡大防止を推進してい
きます。 
 

④ 個別の産業廃棄物の不
法投棄・不適正処理の事案
に対しては、廃棄物処理法
に基づく基金により適切な
支援を行う。 
平成９年の廃棄物処理法改
正法の施行前に開始された

 ●【産廃特措法】平成 9 年の
改正廃棄物処理法の施行以前
の不法投棄等が原因で生活環
境に支障等が出ている事案に
ついて、都道府県等が産廃特
措法に基づき実施する特定支
障除去等事業が着実に進むよ

●不法投棄等の残存事案対策
として、平成 9 年の廃棄物の
処理及び清掃に関する法律の
一部を改正する法律（平成 9
年法律第 85 号。以下「廃棄
物処理法改正法」という。）の
施行（平成 10 年 6 月 17 日）

●不法投棄等の残存事案対策
として、平成 9 年の廃棄物の
処理及び清掃に関する法律の
一部を改正する法律（平成 9
年法律第 85 号。以下「廃棄
物処理法改正法」という。）の
施行（平成 10 年 6 月 17 日）

 ●不法投棄等の残存事案対
策としては、平成 9 年の廃
棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部を改正する法
律（平成 9 年法律第 85 号。
以下「廃棄物処理法改正法」
という。）の施行（平成 10
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産業廃棄物の不法投棄・不
適正処理の残存事案対策
は、引き続き、特定産業廃
棄物に起因する支障の除去
等に関する特別措置法（平
成 15 年法律第 98 号）に基
づく財政支援を行う。これ
らにより、産業廃棄物の不
法投棄・不適正処理事案に
ついて、円滑に対策が実施
されるよう、地方公共団体
に対して指導・支援を行う。 

う支援しています。【環境省・
総務省】 
 
 

前の産業廃棄物の不法投棄等
については、特定産業廃棄物
に起因する支障の除去等に関
する特別措置法（平成 15 年
法律第 98 号。以下「産廃特
措法」という。）に基づき、平
成 26 年度は 12 事案の支障除
去等事業に対する財政支援を
行いました。【環境省】 
 
●平成 9 年の廃棄物処理法改
正法の施行以降の産業廃棄物
の不法投棄等については、廃
棄物処理法に基づく基金から
の財政支援が実施されてお
り、平成 26 年度は 3 事案に
ついて、支障除去等事業に対
する財政支援を行いました。
【環境省】 
 
●【産廃特措法】平成 26 年
度については、産廃特措法の
規定により環境大臣が同意し
た計画に基づき実施される特
定支障除去等事業として 12
事案に対して、同法に基づく
財政支援を行いました。【環境
省・総務省】 
 
 

前の産業廃棄物の不法投棄等
については、特定産業廃棄物
に起因する支障の除去等に関
する特別措置法（平成 15 年
法律第 98 号。以下「産廃特
措法」という。）に基づき、平
成 27 年度は 12事案の支障除
去等事業に対する財政支援を
行いました。【環境省】 
 
●平成 9 年の廃棄物処理法改
正法の施行以降の産業廃棄物
の不法投棄等については、廃
棄物処理法に基づく基金から
の財政支援が実施されてお
り、平成 27 年度は 4 事案に
ついて支障除去等事業に対す
る財政支援を行ったほか、平
成 27 年 4 月～平成 27 年 9
月に開催された「支障除去等
に対する支援に関する検討
会」において、平成 28 年度
以降の財政支援の在り方が取
りまとめられました。【環境
省】 
 
●【産廃特措法】平成 27 年
度については、産廃特措法の
規定により環境大臣が同意し
た計画に基づき実施される特
定支障除去等事業として、香
川県豊島事案等 12 事案につ
いて、同法に基づく財政支援
を行いました。【環境省・総務
省】 

年 6 月 17 日）以降の産業廃
棄物の不法投棄等につい
て、平成 27 年 9 月に取りま
とめられた「支障除去等に
対する支援に関する検討会
報告書」を踏まえ、同法に
基づく基金からの財政支援
を行い、不法投棄等による
支障の除去等を推進してい
きます。 
 
●【産廃特措法】平成 9 年
の廃棄物処理法改正法の施
行（平成 10 年 6 月 17 日）
前の不法投棄等が原因で生
活環境に支障等が生じてい
る事案について、都道府県
等が実施する特定支障除去
等事業を支援することによ
り、特定産業廃棄物に起因
する支障の除去等に関する
特別措置法（平成 15 年法律
第 98 号）の有効期限である
平成 35 年 3 月 31 日までに
支障等の除去が完了するよ
う、引き続き事業の計画的
かつ着実な推進を図ってい
きます。 
 

⑤ 産業廃棄物が適正に運
搬され、処理されたことを
確認するための管理票シス
テムであるマニフェスト制
度の電子化の拡大に向け
て、ＩＴ技術を活用したシ
ステム改良による利便性の
向上や普及啓発を行う。 

・電子マニフェス
トの普及率 

 ●産業廃棄物が適正に運搬さ
れ、処理されたことを確認す
るための管理票システムであ
る電子マニフェストの普及率
50％を目標とした、「電子マ
ニフェスト普及拡大に向けた
ロードマップ」に基づき、研
修会、操作講習会を開催した
ほか、スマートフォンやタブ
レットに対応させるためのシ
ステム改修に着手しました。
また、建設業界での利用促進
を図るため、関係発表会、展

●産業廃棄物が適正に運搬さ
れ、処理されたことを確認す
るための管理票システムであ
る電子マニフェストの普及率
50％を目標とした、「電子マ
ニフェスト普及拡大に向けた
ロードマップ」に基づき、研
修会、操作講習会を開催した
ほか、スマートフォンやタブ
レットに対応させるためのシ
ステム改修を実施しました。 
【環境省】 

●【再掲】産業廃棄物の適正処
理を推進する電子マニフェスト
の普及拡大を図るためのシステ
ム改良やキャンペーン等を実施
しました。【環境省】 
 

●電子マニフェストに関し
ては、その普及率 50％を目
標とした、「電子マニフェス
ト普及拡大に向けたロード
マップ」に基づき、電子マ
ニフェストをスマートフォ
ンやタブレットにより、現
場で登録できるシステムの
開発を実施するとともに、
排出事業者、行政機関への
利用促進等を図り、平成 28
年度に普及率 50％の目標を
達成すべく普及啓発に努め
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示会等で普及啓発を行いまし
た。【環境省】 
 

ます。 
 
●今後一層、電子マニフェ
ストのシステム改善・普及
啓発に努める必要がありま
す。（環境基本計画点検調査
票） 

⑥ 家庭等の不用品を無許
可で回収し、不適正処理・
輸出等を行う不用品回収業
者、輸出業者等の対策につ
いて、廃棄物処理法の厳格
な適用、国民への制度周知
等により、強化する。 

  ●家庭等の不用品を無許可で
回収し、不適正処理・輸出等
を行う不用品回収業者、輸出
業者等の対策として、市区町
村の許可又は委託を受けな
い、無許可の廃棄物回収は違
法であると啓発するため、各
自治体の指導事例等の情報を
収集し、優良事例を自治体間
で共有し継続的・組織的な対
応を実施するために研修会を
実施しました。あわせて、チ
ラシ・ポスター等の啓発ツー
ルの活用方法等を含め、効果
的な情報発信方法について再
検討する機会を設けました。
【環境省】 
 
●違法な廃棄物回収について
のポスター・パンフレット等
を活用した注意喚起や、イベ
ント・説明会等の機会を利用
した意識啓発を行いました。
【環境省】 
 

●家庭等の不用品を無許可で
回収し、不適正処理・輸出等
を行う不用品回収業者、輸出
業者等の対策として、自治体
職員のキャパシティビルディ
ングのため、「自治体職員向け
違法な廃棄物回収業者対策セ
ミナー」を全国 8 か所で開催
しました。【環境省】 
 
●適正な排出方法を利用する
ように呼び掛けるモデル的な
普及啓発事業を地方自治体と
連携して実施しました。【環境
省】 
 
●一般廃棄物の適正処理につ
いては、当該処理業が専ら自
由競争に委ねられるべき性格
のものではなく、継続性と安
定性の確保が考慮されるべき
との最高裁判所判決（平成 26
年 1 月）や、市町村が処理委
託した一般廃棄物に関する不
適正処理事案の状況を踏ま
え、平成 26 年 10 月に通知を
発出し、市町村の統括的責任
の所在、市町村が策定する一
般廃棄物処理計画を踏まえた
廃棄物処理法の適正な運用に
ついて、周知徹底を図りまし
た。【環境省】 

●市区町村の許可又は委託を受
けない、無許可の廃棄物回収業
者対策の事例集を作成し、自治
体に共有しました。【環境省】 
 
●全国廃棄物・リサイクル行政
主管課長会議等において平成26
年 10 月の通知等を改めて周知
し、市町村の統括的責任の所在、
市町村が策定する一般廃棄物処
理計画を踏まえた廃棄物処理法
の適正な運用についての周知徹
底を図りました。【環境省】 

●家庭等の不用品を無許可
で回収し、不適正処理・輸
出等を行う不用品回収業
者、輸出業者等の対策とし
て、引き続き、自治体職員
に対する知見向上を図るた
めのセミナーを開催しま
す。。 
 
●違法な廃棄物回収業者や
ヤード業者対策に取り組む
自治体によるモデル事業を
実施し、違法な廃棄物回収
業者対策を推進します。 
 
●違法な不用品回収業者に
ついては、自治体等による
指導・取締りが困難な状況
であることから、今後、住
民の利便性の向上や指導・
取締りがしやすい仕組みづ
くりを進める必要がありま
す。（環境基本計画点検本
文） 
 
●全国廃棄物・リサイクル
行政主管課長会議等におい
て平成 26 年 10 月の通知等
を改めて周知し、市町村の
統括的責任の所在、市町村
が策定する一般廃棄物処理
計画を踏まえた廃棄物処理
法の適正な運用についての
周知徹底を図ります。 

⑦ 美しく豊かな自然を保
護するための海岸における
良好な景観及び環境の保全
に係る海岸漂着物等の処理
等の推進に関わる法律（平
成 21 年法律第 82 号）に基
づき発生抑制対策等の海岸

  ●美しく豊かな自然を保護す
るための海岸における良好な
景観及び環境の保全に係る海
岸漂着物等の処理等の推進に
関わる法律（平成 21 年法律
第 82 号）に基づく、海岸漂
着物対策として、32 の都道府

●美しく豊かな自然を保護す
るための海岸における良好な
景観及び環境の保全に係る海
岸漂着物等の処理等の推進に
関する法律（平成 21 年法律
第 82 号）に基づき、全国の
地方自治体が実施する海洋ご

●美しく豊かな自然を保護する
ための海岸における良好な景観
及び環境の保全に係る海岸漂着
物等の処理等の推進に関する法
律（平成 21 年法律第 82 号）に
基づき、全国の地方自治体が実
施する海洋ごみの回収・処理、

●海洋ごみ（漂流・漂着・
海底ごみ）問題に対しては、
美しく豊かな自然を保護す
るための海岸における良好
な景観及び環境の保全に係
る海岸漂着物等の処理等の
推進に関する法律（平成 21
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漂着物対策を行う。また、
船舶の航行に支障を来さな
いよう、閉鎖性海域におい
て、海面に浮遊する漂流ご
み等の回収を行う。 
船舶等から流出した油や有
害液体物質については、海
洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律（昭和 45 年
法律第 136 号）等に基づき、
防除措置等の適切な実施を
図る。 

県において、地域環境保全対
策費補助金（海岸漂着物地域
対策推進事業。平成 25・26
年で総額約 100 億円）を活用
し、地域計画の策定、海岸漂
着物等の回収・処理、発生抑
制対策等に取り組みました。
【環境省】 
 
●海岸漂着物等の組成や量、
生態系への影響等実態を把握
するための現地調査を実施す
るとともに、原因究明、発生
源対策のための調査を実施し
ました。さらに、国際的な協
議の場等を通じ、関係国と海
岸漂着物の削減に向けた取組
を実施しています。【環境省】 
 
●海岸漂着ごみについては、
洪水、台風、海外からの漂着
等により広範囲にわたり堆積
し、海岸保全施設の機能を阻
害することとなる海岸漂着ご
みや流木等を処理する場合
に、「災害関連緊急大規模漂着
流木等処理対策事業」による
支援を行うこととしていま
す。【環境省】 
 
●船舶の航行に支障を来たさ
ないよう、東京湾、伊勢湾、
瀬戸内海、有明・八代海の閉
鎖性海域での漂流ゴミの回収
を行うとともに、海洋汚染等
及び海上災害の防止に関する
法律（平成 45 年法律第 136
号。以下「海洋汚染防止法」
という。）等にのっとり、船舶
の事故等により発生した浮遊
油について、油回収装置及び
航走拡散等により油の防除を
行っています。【国土交通省】 
 
●油及び有害液体物質の流出
への対処能力強化を推進する
ため、資機材の整備、現場職
員の訓練及び研修を実施した

みの回収・処理、発生抑制対
策事業への補助金による支援
を実施しました。【環境省】 
 
●海岸や沿岸、沖合海域にお
ける海洋ごみの組成や分布密
度等を定量的に把握するた
め、モニタリングを実施しま
した。近年、生態系を含めた
海洋環境へ与える影響が懸念
されているマイクロプラスチ
ックについても、日本近海に
おいて環境省が調査を実施す
ると共に、「環境研究総合推進
費」による調査研究として、
日本から南極までの海洋中に
おいて分布状況等の調査を進
めました。さらに、国際的な
協議の場等を通じ、関係国と
海岸漂着物の削減に向けた取
組について情報共有を実施し
ました。【環境省】 
 
●海岸漂着ごみについては、
洪水、台風、海外からの漂着
等により広範囲にわたり堆積
し、海岸保全施設の機能を阻
害することとなる海岸漂着ご
みや流木等を処理する場合
に、災害関連緊急大規模漂着
流木等処理対策事業による支
援を行うこととしています。
【環境省】 
 
●船舶の航行に支障を来さな
いよう、東京湾、伊勢湾、瀬
戸内海、有明・八代海の閉鎖
性海域での漂流ごみの回収を
行うとともに、海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法
律（平成 45 年法律第 136 号。
以下「海洋汚染等防止法」と
いう。）等にのっとり、船舶の
事故等により発生した浮流油
について、油回収装置及び航
走拡散等により油の防除を行
っています。【国土交通省】 
 

発生抑制対策事業への補助金に
よる支援を実施しました。【環境
省】 
 
●海岸や沿岸、沖合海域におけ
る海洋ごみの組成や分布密度等
を定量的に把握するため、モニ
タリングを実施しました。近年、
生態系を含めた海洋環境へ与え
る影響が懸念されているマイク
ロプラスチックについても、日
本近海において環境省が調査を
実施すると共に、「環境研究総合
推進費」による調査研究として、
日本から南極までの海洋中にお
いて分布状況等の調査を進めま
した。さらに、国際的な協議の
場等を通じ、関係国と海岸漂着
物の削減に向けた取組について
情報共有を実施しました。【環境
省】 

年法律第 82 号）に基づき、
全国の地方自治体が実施す
る海洋ごみの回収・処理、
発生抑制対策事業への補助
金による支援を実施しま
す。 
 
●海岸や沿岸、沖合海域に
おける海洋ごみの組成や分
布密度等を定量的に把握す
るために、モニタリングを
実施します。近年、生態系
を含めた海洋環境へ与える
影響が懸念されているマイ
クロプラスチックについて
も、日本海周辺や日本から
南極までの海洋中における
分布状況の調査や、マイク
ロプラスチックに吸着して
いる PCB 等の有害化学物質
の量を把握するための調査
を進めます。 
 
●海洋ごみ対策を総合的か
つ効果的に推進するため、
法に基づく海岸漂着物対策
推進会議や、２国間及び多
国間の枠組みなど国際的な
協議の場等を通じて、引き
続き、関係者間での連携強
化に努めます。 
 
●関係省庁や地方公共団
体、各種ボランティア団体
が連携協力し、「全国ごみ不
法投棄監視ウィーク」等を
通じた不法投棄等の監視や
啓発活動、海洋環境保全指
導を推進します。洪水、台
風、海外からの漂着等によ
り、広範囲にわたり堆積し、
海岸保全施設の機能を阻害
することとなる海岸漂着ご
みや流木等については、そ
れらを処理するため、引き
続き災害関連緊急大規模漂
着流木等処理対策事業によ
る支援を行います。 
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ほか、関係機関との合同訓練
を実施する等、連携強化を図
り、迅速かつ的確な対処に努
めています。【国土交通省】 
 

●油及び有害液体物質の流出
への対処能力強化を推進する
ため、資機材の整備、現場職
員の訓練及び研修を実施した
ほか、関係機関との合同訓練
を実施するなど、連携強化を
図り、迅速かつ的確な対処に
努めています。【国土交通省】 

 
●船舶との関係では、その
航行に支障を来さないよ
う、閉鎖性海域において、
海面に浮遊する漂流ごみ等
の回収を行うとともに、船
舶等から流出した油や有害
液体物質については、海洋
汚染等及び海上災害の防止
に関する法律（昭和 45 年法
律第 136 号）等に基づき、
防除措置等の適切な実施を
図ります。 
 
●油及び有害液体物質の流
出への対処能力強化を推進
するため、資機材の整備、
現場職員の訓練及び研修を
実施し、さらには関係機関
との合同訓練を実施するな
ど、連携強化を図り、迅速
かつ的確な対処に努めてい
きます。 

⑧ 環境に配慮した先進的
なシップリサイクルシステ
ムを構築し、国内における
執行体制整備を図る。また、
使用済ＦＲＰ船について、
リサイクルの必要性や、事
業者団体が運営するリサイ
クルシステムの周知・啓発
を行う。 

 ●FRP（繊維強化プラスチッ
ク）船については、平成 17
年 11 月から国土交通省が確
立したリサイクル技術を踏ま
え、社団法人日本舟艇工業会
（現 一般社団法人日本マリ
ン事業協会）が廃棄物処理法
に基づく広域認定制度を活用
して「FRP 船リサイクルシス
テム」の段階的な構築及び運
用に取り組んでいるため、同
システムの普及啓発及び事業
評価などによる支援及び協力
を実施しました。【国土交通
省】 
 

●2009 年の船舶の安全かつ
環境上適正な再生利用のため
の香港国際条約（仮称）（シッ
プリサイクル条約）が要求す
る労働安全衛生に係る要件に
つき、我が国法令の対応状況
と船舶解撤事業者の対応状況
について調査を行いました。
【国土交通省】 
 
●廃棄物処理法に基づく広域
認定制度を活用した「FRP（繊
維強化プラスチック）船リサ
イクルシステム」を適正に運
用しています。また、全国ブ
ロックごとに地方運輸局、地
方整備局、都道府県等で組織
する地方廃船処理協議会を開
催し、不法投棄された廃 FRP
船対策や FRP船リサイクルの
促進を図るために、情報提供
及び意見交換等を実施しまし
た。【国土交通省】 

●2009 年の船舶の安全かつ
環境上適正な再生利用のため
の香港国際条約（仮称）（シッ
プリサイクル条約）の早期発
効に向けて、主要解体国であ
るインドへ条約の締結を促す
取組、日本の条約締結に向け
た国内法制化の検討等を行い
ました。【国土交通省】 
 
●廃棄物処理法に基づく広域
認定制度を活用した「FRP（繊
維強化プラスチック）船リサ
イクルシステム」を適正に運
用しています。また、全国ブ
ロックごとに地方運輸局、地
方整備局、都道府県等で組織
する地方廃船処理協議会を開
催し、不法投棄された廃 FRP
船対策やFRP船リサイクルの
促進を図るために、情報提供
及び意見交換等を実施しまし
た。【国土交通省】 

 ●2009 年の船舶の安全か
つ環境上適正な再生利用の
ための香港国際条約（仮称）
（シップリサイクル条約）
の発効に向け、国内法制化
の検討を進めます。条約の
発効には主要解体国の締結
が必要であるため、世界最
大の船舶解体国であるイン
ドが条約を締結できるよう
リサイクル施設改善に向け
た支援等の取組も引き続き
進めていきます。 
 
●全国ブロックごとに地方
運輸局、地方整備局、都道
府県等で組織する地方廃船
処理協議会を開催し、不法
投棄された廃繊維強化プラ
スチック（FRP）船対策や
FRP 船リサイクルの促進を
図るために情報提供及び意
見交換等を実施します。 
 

（２）最終処分場の確保等 
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① 一般廃棄物の最終処分
場については、残余容量の
予測を行いつつ、引き続き
必要となる最終処分場を継
続的に確保する。 
  また、最終処分場に埋
め立てた廃棄物を有効活
用・減量化するための取組
を支援する。 

・最終処分場残余
容量 
 

●近畿圏においては、広域臨
海環境整備センター法（昭和
56 年法律第 76 号）に基づき
大阪湾フェニックス計画が推
進されており、尼崎沖処分場、
泉大津沖処分場、神戸沖処分
場、平成 21 年 10 月からは大
阪沖処分場において近畿 2 府
4 県内の 168 市町村（平成 26
年 4 月 1 日現在）から排出さ
れる廃棄物を受け入れていま
す。【環境省・国土交通省】 
 

●廃棄物処理施設整備計画
（平成 25 年５月閣議決定）
において、一般廃棄物最終処
分場の残余年数を 20 年分（平
成 29 年度）とする重点目標
を定め、さらに、最終処分場
の設置又は改造、既埋立物の
減容化等による一般廃棄物の
最終処分場の整備を、引き続
き循環型社会形成推進交付金
の交付対象事業としました。
【環境省】 
 

●一般廃棄物の最終処分に関
しては、ごみのリサイクルや
減量化を推進した上でなお残
る廃棄物を適切に処分するた
め、最終処分場の設置又は改
造、既埋立物の減容化等によ
る一般廃棄物の最終処分場の
整備を、引き続き循環型社会
形成推進交付金の交付対象事
業としました。【環境省】 
 

●一般廃棄物の最終処分に関し
ては、ごみのリサイクルや減量
化を推進した上でなお残る廃棄
物を適切に処分するため、最終
処分場の設置又は改造、既埋立
物の減容化等による一般廃棄物
の最終処分場の整備について、
引き続き循環型社会形成推進交
付金の対象事業としました。【環
境省】 
 

●一般廃棄物の最終処分場
に関しては、ごみのリサイ
クルや減量化を推進した上
でなお残る廃棄物を適切に
処分するため、最終処分場
の設置又は改造、既埋立物
の減容化等による一般廃棄
物の最終処分場の整備を循
環型社会形成推進交付金等
の交付対象事業に引き続き
するとともに、必要に応じ
て、交付対象事業の見直し
等を検討します。 
 
●廃棄物処理施設や最終処
分場の設置等は、循環型社
会形成や巨大災害対応に必
要不可欠な施設であり、今
後一層、循環型社会形成推
進交付金等や廃棄物処理セ
ンター指定、産業廃棄物の
処理に係る特定施設の整備
の促進に関する法律に基づ
く特定施設の認定等で支援
を行う必要があります。（環
境基本計画点検調査票） 

② 産業廃棄物の最終処分
場については、民間事業者
による整備を基本としつ
つ、産業廃棄物の適正処理
を確保するために必要があ
る場合には、廃棄物処理セ
ンター等の公共関与による
施設整備を促進する。 

  ●産業廃棄物の最終処分に関
しても、産業廃棄物処理施設
のモデル的整備事業の補助制
度により、廃棄物処理センタ
ーが管理型最終処分場を整備
する 3 事業に対して補助する
ことで、公共関与型産業廃棄
物処理施設の整備を促進し、
産業廃棄物の適正な処理の確
保を図りました。【環境省】 
 

●産業廃棄物の最終処分に関
しても、産業廃棄物処理施設
のモデル的整備事業の補助制
度により、平成 27 年度は、
廃棄物処理センターが管理型
最終処分場を整備する 2 事業
に対して支援することで、公
共関与型産業廃棄物処理施設
の整備を促進し、産業廃棄物
の適正な処理の確保を図りま
した。【環境省】 
 

●産業廃棄物処理施設のモデル
的整備を実施し、公共が関与し
て行う産業廃棄物処理施設の一
層の整備を促進しました（モデ
ル事業実施数：平成 26 年度 3
事業、平成 27 年度 2 事業）。【環
境省】 
 

●産業廃棄物の最終処分場
等に関しても、施設整備の
ため、引き続き申請に応じ
て廃棄物処理法に基づく廃
棄物処理センターの指定を
行います。あわせて、民間
を含め優良な処理施設の整
備を更に支援するため、産
業廃棄物の処理に係る特定
施設の整備の促進に関する
法律（平成4年法律第62号）
に基づく特定施設の認定を
行います。 
 
●産業廃棄物の適正処理を
確保するために必要がある
場合には、廃棄物処理セン
ター等が行う、公共関与型
産業廃棄物処理施設の整備
を対象とした補助事業であ
る、産業廃棄物処理施設の
モデル的整備事業により、
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公共が関与して行う産業廃
棄物処理施設について、整
備促進を図ります。 

③ 港湾の整備に伴う浚渫
土砂や循環利用できない廃
棄物を最終的に処分する海
面処分場について、港湾の
秩序ある整備と整合を取り
つつ、計画的に整備する。 

 ●港湾における廃棄物処理対
策として、平成 25 年度は、
18 港において廃棄物埋立護
岸の整備に対する補助を実施
しました。【国土交通省】 
 
●建設資源のリサイクルを促
進するため、首都圏の建設発
生土を全国の港湾建設資源と
して広域的に有効活用するプ
ロジェクト（いわゆるスーパ
ーフェニックス計画）を平成
6 年度に開始し、平成 25 年度
は小名浜港及び相馬港におい
て建設発生土の受入れを実施
しました。【国土交通省】 
 

●海面処分場に関しては、港
湾整備により発生する浚渫土
砂や内陸部での最終処分場の
確保が困難な廃棄物を受け入
れるために、事業の優先順位
を踏まえ、東京港等で海面処
分場を計画的に整備しまし
た。海面処分場の廃止に関す
る情報については、廃棄物処
理法並びに一般廃棄物の最終
処分情報及び産業廃棄物の最
終処分場に係る技術上の基準
を定める省令等、現行法に基
づいて整理した上で、海面処
分場の廃止の考え方としてま
とめました。また、海面処分
場の廃止に関する技術的な情
報を広く周知することは有用
であると考えられるため、技
術情報集として、これを取り
まとめました。【環境省・国土
交通省】 

●同時に海面処分場に関して
は、港湾整備により発生する
浚渫土砂や内陸部での最終処
分場の確保が困難な廃棄物を
受け入れるために、事業の優
先順位を踏まえ、東京港等で
海面処分場を計画的に整備し
ました。海面処分場の廃止に
関する情報については、廃棄
物処理法並びに一般廃棄物の
最終処分情報及び産業廃棄物
の最終処分場に係る技術上の
基準を定める省令等、現行法
に基づいて整理した上で、海
面処分場の廃止等の基本的な
考え方としてまとめました。
また、海面処分場の廃止に関
する技術的な情報を広く周知
することは有用であると考え
られるため、技術情報集とし
て、これを取りまとめました。
【環境省・国土交通省】 

●港湾整備に伴う浚渫土砂や内
陸部での最終処分場の確保が困
難な廃棄物を受け入れるため
に、事業の優先順位を踏まえ、
東京湾等で海面処分場を計画的
に整備しました。【国土交通省】 

●港湾の整備に伴う浚渫土
砂や循環利用できない廃棄
物を最終的に処分する海面
処分場についても、港湾の
秩序ある整備と整合を取り
つつ、引き続き計画的に整
備します。 
 
●港湾の秩序ある整備と整
合を取りつつ、引き続き計
画的に整備する必要があり
ます。（環境基本計画点検調
査票） 
 

④ 陸上で発生する廃棄物
及び船舶等から発生する廃
油については、海洋投入処
分が原則禁止されているこ
とを踏まえ、海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する
法律に基づく廃棄物の海洋
投入処分に係る許可制度を
適切に運用し、海洋投入処
分量の削減を図るとともに
適切に廃油を受け入れる施
設を確保する。 

  ●廃棄物の海洋投棄処分を原
則禁止した、「1972 年の廃棄
物その他の物の投棄による海
洋汚染の防止に関する条約の
1996 年の議定書」にのっと
り改正された、海洋汚染防止
法に基づき、平成 19 年度 4
月から導入された廃棄物の海
洋投入処分に係る許可制度の
適切な運用により、海洋投入
処分量のより一層の削減に取
り組みました。【環境省】 
 
●船舶等から発生する廃油に
ついても同様に海洋投入処分
が原則禁止されていることを
踏まえ、廃油処理事業を行お
うとする者に対し、事業計画
及び当該事業者の事業遂行能
力等について、引き続き適正
な審査を実施しました。【国土
交通省】 

●「1972 年の廃棄物その他
の物の投棄による海洋汚染の
防止に関する条約の 1996 年
の議定書」を担保する海洋汚
染等防止法において、廃棄物
の海洋投入処分を原則禁止と
し、平成 19 年 4 月から廃棄
物の海洋投入処分に係る許可
制度を導入しました。当該許
可制度の適切な運用による海
洋投入処分量のより一層の削
減に取り組みました。【環境
省】 
 
●船舶等から発生する廃油に
ついても同様に海洋投入処分
が原則禁止されていることを
踏まえ、廃油処理事業を行お
うとする者に対し、事業計画
及び当該事業者の事業遂行能
力等について、引き続き適正
な審査を実施しました。【国土
交通省】 

 ●海洋投入処分量のより一
層の削減に向けた方策の検
討を行います。また、船舶
等から発生する廃油につい
ても、海洋投入処分が原則
禁止されていることを踏ま
え、適切に廃油を受け入れ
る施設を引き続き確保しま
す。 
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７ 各個別法の対応 
（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に追
記） 

今後の課題（白書「講じよ
う」）及び第４次環境基本計
画第 4 回点検（調査票含む）
に追記） 

（１）廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

平成 22 年の廃棄物処理法
改正を踏まえ、その適切か
つ着実な施行に努める。 
当該改正は、廃棄物処理法
令における規制の在り方に
ついて、平成 20 年以降、１
年以上にわたり、中央環境
審議会において関係者との
議論を行った結果に基づく
ものであり、産業廃棄物収
集運搬業許可の合理化、廃
棄物を輸入できる者の拡
充、熱回収認定制度の創出、
欠格要件の見直し、罰則の
強化等の事項が措置され
た。 
改正法の施行状況を踏まえ
つつ、今後とも、適正処理
の確保のために必要な対策
を講ずる。 

・目標達成状況 ●平成 12 年度に創設された
産業廃棄物処理施設のモデル
的整備事業に対する補助制度
により、公共が関与して行う
産業廃棄物処理施設の一層の
整備促進を図りました。【環境
省】 
 
●最終処分場の確保が特に困
難となっている大都市圏のう
ち、近畿圏においては、大阪
湾広域臨海環境整備センター
が行う広域処理場整備の促進
及び埋立ての円滑な実施を図
りました。【環境省】 
 
●廃棄物処理法により、国内
処理の原則の下、廃棄物の輸
出の場合の環境大臣の確認、
廃棄物の輸入の場合の環境大
臣の許可等、廃棄物の輸出入
についても必要な規制が行わ
れています。【環境省】 
 
●排出事業者が優良な処理業
者を選択できる条件を整備
し、産業廃棄物処理業の優良
化を推進するための事業を行
っています。【環境省】 
 
●電子マニフェストについて
は、事務処理の効率化、コン
プライアンスの向上、偽造の
防止などの多くのメリットが
あることから、平成 25 年 10
月に「電子マニフェスト普及
拡大に向けたロードマップ」
を策定し、その普及・促進に
向けて計画的・総合的に取り
組んでいます（平成 25 年度
末の普及率 32％）。【環境省】 
 

●産業廃棄物処理業の優良化
の推進を目的とした優良産廃
処理業者認定制度の適切な運
用を図りました。また、排出
事業者による適正な処理を確
保するため、建設工事に伴い
生ずる廃棄物については、元
請業者に処理責任を一元化す
る等の施策を講じました。【環
境省】 
 
●平成 27 年 3 月に、災害廃
棄物の適正処理を円滑かつ迅
速に行うため、平時からの備
えを基本方針や廃棄物処理計
画に記載することなどを内容
とする、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律及び災害対策
基本法の一部を改正する法律
案を国会に提出しました。【環
境省】 
 
●廃棄物処理法第 5 条の 2 に
規定されている「廃棄物の減
量その他その適正な処理に関
する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための基本的な
方針」において、平成 27 年
度を目標年度とし、一般廃棄
物 に つ い て は 排 出 量 を 約
4,800 万トン、再生利用量を
約 1,200 万トン、最終処分量
を約 500 万トン、産業廃棄物
については、排出量を約 4 億
2,400 万トン、再生利用量を
約 2 億 2,500 万トン、最終処
分量を約 1,800 万トンにする
という目標をそれぞれ定めて
います。【環境省】 
 
●廃棄物処理法第 5 条の 3 に
規定されている「廃棄物処理

●産業廃棄物処理業の優良化
の推進を目的とした優良産廃
処理業者認定制度の適切な運
用を図りました。また、排出
事業者による適正な処理を確
保するため、建設工事に伴い
生ずる廃棄物については、元
請業者に処理責任を一元化す
るなどの施策を講じました。
【環境省】 
 
●災害廃棄物の適正処理を円
滑かつ迅速に行うため、廃棄
物処理法及び災害対策基本法
の一部が改正（平成 27 年 7
月 17 日公布。同年 8 月 6 日
施行）され、平時からの備え
を基本方針や廃棄物処理計画
に記載することなどが定めら
れました。【環境省】 
 
●廃棄物処理法第 5 条の 2 に
規定されている「廃棄物の減
量その他その適正な処理に関
する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための基本的な
方針」については、平成 28
年 1 月に変更を行い、新たな
基本方針においては、平成 32
年度を目標年度とし、一般廃
棄物については排出量を約
4,000 万トン、再生利用量を
約 1,100 万トン、最終処分量
を約 400 万トン、産業廃棄物
については、排出量を約 3 億
9,000 万トン、再生利用量を
約 2 億 1,840 万トン、最終処
分量を約 1,300万トンにする
という目標をそれぞれ定めて
います。【環境省】 
 
●廃棄物処理法第 5 条の 3 に

 ●優良産廃処理業者認定制
度、広域認定制度を引き続
き運用し、廃棄物処理法に
基づいた廃棄物の適正な処
理に努めます。 
 
●平成 28 年 4 月で平成 22
年の廃棄物処理法の改正法
の施行から 5 年が経過する
ことを踏まえ、当該改正の
施行状況を勘案し、廃棄物
処理法の規定について検討
を行います。 
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施設整備計画」では、平成 29
年度を目標年度とし、ごみの
リサイクル率を 26％、一般廃
棄物最終処分場の残余年数に
ついては平成 24 年度水準維
持（約 20 年分）、浄化槽処理
人口普及率を 12％にすると
いう目標を定めています。【環
境省】 

規定されている「廃棄物処理
施設整備計画」（平成 25 年 5
月閣議決定）では、平成 29
年度を目標年度とし、ごみの
リサイクル率を 26％、一般廃
棄物最終処分場の残余年数に
ついては平成 24 年度水準維
持（約 20 年分）、浄化槽処理
人口普及率を 12％にすると
いう目標を定めています。【環
境省】 

（２）資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 

平成 15 年には、家庭から排
出される使用済パソコンや
小型二次電池の回収体制に
整備を行い、また、平成 18
年には家電・パソコンに含
有される物質に関する情報
提供の義務化の措置を講ず
るなど、再生資源・再生部
品の利用を促進してきた。
このような取組を踏まえ、
３Ｒの更なる促進に努め
る。 

・目標達成状況 ●平成 20 年 1 月に、産業構
造審議会環境部会廃棄物処
理・リサイクル小委員会基本
政策ワーキンググループにお
いて、今後の循環型社会の構
築に向けた新たな 3R 政策の
ビジョンが提言されたことを
受け、各種資源投入量のさら
なる低減施策に取り組んでい
ます。【経済産業省・環境省】 
 
●製品のサプライチェーン全
体の資源投入量低減を図るた
め、平成 20 年度は 20 件、平
成 21 年度は 30 件、平成 22
年度は 8 件のサプライチェー
ンを構成する企業チームを選
定し、マテリアルフローコス
ト会 
計や環境配慮設計を通じた省
資源型ものづくりの優良事例
創出を図りました。【経済産業
省・環境省】 

●平成 26 年度は、施行状況
調査を実施し、指定業種、製
品ごとの取組状況等を把握し
ました。また、有識者等から
なる第三者委員会において、
最近の製品や副産物の動向等
を踏まえ、判断基準省令等の
在り方について検討しまし
た。【経済産業省・環境省】 

●平成 27 年度は、施行状況
調査を実施し、指定業種、製
品ごとの取組状況等を把握し
ました。また、この調査結果
を踏まえ、有識者等からなる
検討会において、今後の資源
有効利用の取組の方向につい
て検討しました。【経済産業
省・環境省】 
 

 ●最近の資源有効利用に係
る取組状況等を踏まえ、今
後の資源有効利用の取組の
方向について検討を行いま
す。 
 
●引き続き、個別リサイク
ル法について必要な評価・
見直しを実施する必要があ
ります。（環境基本計画点検
調査票） 
 
●リサイクル法の対象外と
なっているものについて、
その実態把握を進めるとと
もに、活用を図る観点から
の検討を進める必要があり
ます。（環境基本計画点検調
査票） 
 

（３）容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

平成 18 年度の容器包装リ
サイクル法の改正では、容
器包装多量利用事業者によ
る定期報告制度や市町村へ
の資金拠出制度の創設等の
措置が講じられ、容器包装
廃棄物の排出抑制の促進や
再商品化の合理化等の取組
が進められてきた。 
 平成25年4月には改正容
器包装リサイクル法の完全
施行から５年が経過し、同

・目標達成状況 ●環境省では、容器包装廃棄
物の 3R の中でも、特に 2R（リ
デュース、リユース）に重点
を置き、取組を推進してきま
した。例えば、容器包装リサ
イクル法に基づき委嘱した容
器包装廃棄物排出抑制推進員
（愛称：3R 推進マイスター）
による消費者等への普及啓発
のほか、使い捨て飲料容器の
削減を目指した「マイボト
ル・マイカップキャンペーン」

●平成 25 年度から引き続き、
中央環境審議会と産業構造審
議会の合同会合における施行
状況の点検等を進めました。
平成 26 年 3 月の論点整理を
踏まえ、個別論点に係る議論
を行いました。【環境省・経済
産業省、財務省・厚生労働省・
農林水産省】 

●平成 28 年 3 月の中央環境
審議会と産業構造審議会の第
17 回合同会合で容器包装リ
サイクル制度の施行状況の評
価・検討に関する報告書(案)
を取りまとめました。【環境
省・経済産業省、財務省・厚
生労働省・農林水産省】 

●容器包装リサイクル法につい
て、平成２８年５月の中央環境
審議会と産業構造審議会の第１
８回合同会合で取りまとめた
「容器包装リサイクル制度の施
行状況の評価・検討に関する報
告書」において、関係主体が連
携した消費者に対する情報発信
や、再生材の質を重視した入札
制度の見直し等が提言されまし
た。また、考えられる施策の例
として、国全体としての目標設

●容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に関
する法律（平成 7 年法律第
112 号）については、中央
環境審議会及び産業構造審
議会の合同会合において取
りまとめられた容器包装リ
サイクル制度の施行状況の
評価・検討に関する報告書
を踏まえ、環境負荷低減と
社会全体のコストの低減、
容器包装のライフサイクル
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法の附則に基づき法に検討
を加えるべき時期が到来し
たことから、施行状況の点
検作業を行い、その結果に
基づいて必要な措置を講ず
る。 

を平成 22 年 6 月から実施し、
地方公共団体や各種団体、企
業と連携のもと、イベントで
の普及活動等を行っていま
す。また、平成 22 年度から
「我が国におけるびんリユー
スシステムの在り方に関する
検討会」を立ち上げ、びんリ
ユースシステムの維持・拡大
を図るための方策について検
討を進めています。【環境省】 
 
●平成 26 年度グリーン購入
法基本方針においては、新た
な特定調達品目として「会議
運営」が追加され、会議で提
供される飲料容器についてリ
ターナブル容器の使用を「配
慮事項」として定めました。
【環境省】 
 
●他リサイクル分野において
も、ペットボトルの国内循環
を推進するための調査や、プ
ラスチック製容器包装の材料
リサイクル手法による再商品
化製品の品質向上のための調
査等、3R の取組に資する制度
構築に向けた検討を行いまし
た。【環境省・経済産業省】 
 
●平成 25 年 4 月に前回の改
正法施行から 5 年が経過した
ことを受け、同年 9 月から、
産業構造審議会及び中央環境
審議会において改正法附則に
基づく制度の点検作業を行っ
ています。【環境省・経済産業
省、財務省・厚生労働省・農
林水産省】 

定について検討を開始すべきで
あり、そのため、まずは容器包
装全体のフローを整理した上
で、目標設定に向けてどのよう
な指標が適当かの検討を進める
べきであるとされました。【環境
省・経済産業省、財務省・厚生
労働省・農林水産省】 

全体を通じた 3R による資
源の効率的な利用を推進し
ていきます。 
 
●再商品化については、優
良な事業者がよりポテンシ
ャルを伸ばせるよう、制度
の見直しによる再商品化製
品の質の向上、再生樹脂の
規格化・標準化等の必要な
措置を講じていきます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

（４）家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

平成 13 年の法施行から５
年が経過した平成 18 年か
ら、中央環境審議会と産業
構造審議会の合同会合にお
いて、施行状況の評価・検
討が行われ、平成 20 年 2 月
にその結果がとりまとめら

・目標達成状況 ●平成 24 年 3 月 19 日、環 
境省から地方自治体宛てに不
用品回収業者が取り扱う使用
済み家電製品について通知
（「使用済家電製品の廃棄物
該当性の判断について」）を発
出しました。この通知によっ

●平成 25 年 5 月から平成 26
年 7 月まで、中央環境審議
会・産業構造審議会合同会合
において家電リサイクル制度
の見直しについて審議を行
い、パブリックコメントを経
て平成 26 年 10 月に報告書を

●平成 26 年 10月に取りまと
められた同法の報告書を踏ま
え、家電リサイクル法第 22
条第 1 項に定める再商品化率
の基準を改正し、平成 27 年
度からは、エアコンが 80％、
ブラウン管テレビが 55％、液

●家電リサイクル法について、
中央環境審議会と産業構造審議
会の合同会合における「家電リ
サイクル制度の施行状況の評
価・検討に関する報告書」（平成
26 年 10 月）及び平成 27 年１
月の合同会合での議論を踏ま

●家電リサイクル制度の円
滑な施行に向け、中央環境
審議会・産業構造審議会合
同会合において取りまとめ
られた、家電リサイクル制
度の施行状況の評価・検討
に関する報告書の内容を踏
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れた。これを受け、液晶テ
レビ等の対象品目の追加、
再商品化基準の強化、リサ
イクル料金の低減化、指定
引取場所の共有化、不法投
棄等の支援などが実施され
た。  
 また、当該検討結果にお
いては、５年後を目途に制
度検討を再度行うことが適
当としているため、制度の
施行状況の点検作業を行
い、その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。 

て、中古品として市場価値の
ないものや、中古品としての
扱いがなされていないものに
ついては金銭の授受に関係な
く「廃棄物」であるというこ
とが明確化されました。また、
不用品回収業者、ヤード業者
や輸出業者がテレビやエアコ
ンなどをフロン回収や飛散流
出措置をとらずに分解・破壊
をしていた場合は、廃棄物を
扱っていると判断されること
が明確化されました。【環境
省・経済産業省】 
 
●平成 25 年 5 月から、中央
環境審議会・産業構造審議会
の合同会合において平成 20
年 2 月に取りまとめられた
「家電リサイクル制度の施行
状況の評価・検討に関する報
告書」に基づく制度の評価・
検討を行っています。【環境
省・経済産業省】 

取りまとめました。【環境省・
経済産業省】 
 

晶式・プラズマ式テレビが
74％、冷蔵庫・冷凍庫が 70％、
洗濯機・衣類乾燥機が 82％と
なっています。さらに、社会
全体で適正なリサイクルを推
進していくため、平成 27 年 3
月に特定家庭用機器廃棄物の
回収率目標（平成 30 年度ま
でに特定家庭用機器の出荷台
数に対する適正に回収・リサ
イクルされた台数の割合を
56％以上とする）を基本方針
に規定しました。【環境省・経
済産業省】 
 

え、改正された家電リサイクル
法の基本方針に定められた廃家
電の回収率目標（平成 30 年度ま
でに 56％以上）を達成するため
に、関係主体が取り組むべき項
目を定めたアクションプラン
(平成28年3月策定)に基づく取
組を実施しています。【環境省・
経済産業省】 
 

まえ、回収率目標を達成す
るための取組を具体化した
アクションプランに基づき
取組を進めます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

（５）小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律） 

 使用済小型電子機器等に
利用されている金属その他
の有用なものの相当部分が
回収されずに廃棄されてい
る状況に鑑み、使用済小型
電子機器等の再資源化を促
進するための措置を講ずる
事により、廃棄物の適正な
処理及び資源の有効な利用
の確保を図るため、小型家
電リサイクル法が、平成 24
年 8 月に公布され、25 年 4
月から施行された。 
 本制度の円滑な施行のた
めには、多数の市町村の参
加と、認定事業者の安定し
た事業の継続が重要であ
る。このため、既存の取組
ともあいまってできるだけ
多くの小型電子機器等の回
収と有効利用がなされるよ
う、制度に参加する市町村
や認定事業者に対して支援

・目標達成状況 ●使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律
は、平成 25 年 4 月 1 日に施
行されました。【環境省・経済
産業省】 
 
●本制度により、使用済小型
電子機器等の収集及びレアメ 
タルを含む有用金属の回収が
促進されていきます。【環境
省・経済産業省】 

●市町村の取組状況について
は、平成 26 年度に環境省が
実施した市町村アンケートで
754 市町村（全市町村の約
43％）が「実施中」と回答し
ました（平成 26 年 4 月 1 日
時点）。また、環境省で市町村
における小型家電の回収体制
の構築を支援すること等を目
的に、平成 24 年度から実施
している「使用済小型電気電
子機器リサイクルシステム構
築実証事業」について、平成
26 年度までに 400 近い市町
村が参加しました。【環境省・
経済産業省】 
 
●環境イベント等を通じて、
小型家電リサイクル制度の周
知を図るとともにパンフレッ
トを各方面に配布しました。
【環境省・経済産業省】 
 

●市町村の取組状況について
は、平成 27 年度に環境省が
実施した市町村アンケートで
1,073 市町村（全市町村の約
62％）が「実施中」と回答し
ました（平成 27 年 4 月 1 日
時点）。また、環境省で市町村
における小型家電の回収体制
の構築を支援することなどを
目的に、平成 24 年度から実
施している「使用済小型電気
電子機器リサイクルシステム
構築実証事業」について、平
成 27 年度までに 500 近い市
町村が参加しました。【環境
省・経済産業省】 
 
●環境イベント等を通じて、
小型家電リサイクル制度の周
知を図るとともにパンフレッ
トを各方面に配布しました。
【環境省・経済産業省】 
 

●小型家電リサイクル法につい
て、再資源化事業計画の認定を
進めるとともに、市町村におけ
る小型家電の回収量拡大を進め
るための支援事業や、説明会・
普及啓発等を展開しました。【環
境省・経済産業省】 
 
●平成 28 年 12 月末時点で、49
件の再資源化事業計画が小型家
電リサイクル法に基づき認定さ
れています。【環境省・経済産業
省】 

●小型家電リサイクルの制
度促進については、これま
での市町村や認定事業者の
取組事例を踏まえ、市町村
の参加を促しつつ、既に参
加している市町村に対して
も、更なる効果的・効率的
な回収・処理方法を検討し、
制度の安定的・持続的運用
を図ります。 
 
●小型家電リサイクル制度
の普及啓発については、こ
れまでの取組を継続しつ
つ、国民の制度への理解を
更に深める普及啓発方法の
検討として特に学校教育と
連携した取組を進めます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
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を行い、新規かつ効果的な
リサイクル制度としての定
着を図る。 

●これまでの実証事業の結果
や自治体・事業者の取組事例
から優良事例や課題等を整理
するとともに、これらの情報
提供を目的とした「小型家電
リサイクル市町村向け説明会
及び事業者との情報交換会」
を全国 16 か所で開催しまし
た。【環境省・経済産業省】 
 
●平成 27 年 3 月末時点で、
41 件の再資源化事業計画が
小型家電リサイクル法に基づ
き認定されています。【環境
省・経済産業省】 

●平成 28 年 3 月末時点で、
47 件の再資源化事業計画が
小型家電リサイクル法に基づ
き認定されています。【環境
省・経済産業省】 

計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

（６）食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律） 

食品廃棄物については、家
庭での取組も含めフードチ
ェーン全体での食品ロス削
減に向けた取組を地方公共
団体とも連携しつつ推進す
る。また、食品関連事業者
に対しては、平成 24 年 4 月
に 16 業者に対し、発生抑制
の目標値を暫定的に設定し
たことから、今後、データ
の検証を踏まえ、平成 26 年
度目途の他の業種と併せた
本格実施に向け検討を行
う。 
 再生利用対策について
は、これまで再生利用が十
分進んでいないサプライチ
ェーンの川下（流通、外食）
及び家庭での再生利用をよ
り進めていくため、民間リ
サイクル事業と地方公共団
体の連携強化を図りなが
ら、従来の肥飼料化の取組
に加え、食品廃棄物のバイ
オマス利用促進の観点か
ら、バイオマス事業化戦略
を踏まえ、肥飼料への再生
利用が困難なものについて
は、固定価格買取制度も活
用しつつメタン発酵による
バイオガス化等を促進し、
地域の特性に応じた食料・

・目標達成状況 ●平成 19 年 12月に施行され
た食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律の一部を
改正する法律に基づき、関係
者が連携して取り組む再生利
用事業計画（いわゆる食品リ
サイクルループ）の認定など、
食品リサイクル法第 3 条第 1
項の規定に基づく基本方針に
示された、食品関連事業者に
おける食品循環資源の再生利
用等の実施率目標の達成に向
けた取組を推進しています。
【環境省・農林水産省・財務
省・厚生労働省・経済産業省・
国土交通省】 
 
●24 年 4 月に暫定的に設定
をした食品廃棄物等の発生抑
制の目標値に関して、26 年 4
月からの本格実施を行うた
め、業種の追加等を行い、26
業種について発生抑制の目標
値を設定し、消費者を巻き込
みながら、返品などの商慣習
の改善をフードチェーン全体
で話し合う取組を進めていま
す。【環境省・農林水産省・財
務省・厚生労働省・経済産業
省・国土交通省】 
 
●平成 25 年 3 月から、平成

●再生利用等の実施率の新た
な目標値については検討中で
あり、決定するまでの間、平
成 24 年度までの目標値を引
き続き適用することにしてい
ます。また、平成 24 年 4 月
に暫定的に設定した食品廃棄
物等の発生抑制の目標値に関
しては、本格展開を行うため、
業種の追加等を行い、平成 26
年 4 月から 26 業種について
発生抑制の目標値を設定しま
した。【環境省・農林水産省・
財務省・厚生労働省・経済産
業省・国土交通省】 
 
●平成 19 年 6 月の食品リサ
イクル法改正により措置され
た、食品リサイクルループの
構築を要件とする新たな再生
利用事業計画については、平
成 26 年 12 月現在、53 件が
認定されています。再生利用
事業計画の認定については、
毎年認定件数が増加してお
り、順調に制度が活用されて
いると考えられます。【環境
省・農林水産省・財務省・厚
生労働省・経済産業省・国土
交通省】 
 
●平成 19 年の改正法施行か

●食品関連事業者による再生
利用等の実施率に関して、平
成 31 年度までに食品製造業
にあっては全体で 95％、食品
卸 売 業 に あ っ て は 全 体 で
70％、食品小売業にあっては
全体で 55％、外食産業にあっ
ては全体で 50％に向上させ
ることとする新たな目標を平
成 27 年 7 月に公表しました。
また、食品廃棄物等の発生抑
制の目標値に関しては、平成
27 年 8 月から 5 業種につい
て目標値を追加し、合わせて
食品関連 75業種のうち31 業
種の目標値を設定しました。
【環境省・農林水産省・財務
省・厚生労働省・経済産業省・
国土交通省】 
 
●平成 19 年 6 月の食品リサ
イクル法改正により措置され
た、食品リサイクルループの
構築を要件とする新たな再生
利用事業計画については、平
成 27 年 10 月現在、52 件が
認定されています。【環境省・
農林水産省・財務省・厚生労
働省・経済産業省・国土交通
省】 
 
●平成 26 年 9 月に環境大臣

●平成 28 年１月に発覚した食
品廃棄物の不適正な転売事案を
踏まえ、登録再生利用事業者全
180 事業者に立入検査を実施
し、同様の事例がないことを確
認しました。 
また、転売等防止の対策の強化
と食品リサイクルの取組とを同
時に促進していくよう、平成 28
年 3 
月に農林水産大臣から食料・農
村政策審議会に、同年４月に環
境大臣から中央環境審議会に諮
問した「食品循環資源の再生利
用等の促進に関する食品関連事
業者の判断の基準となるべき事
項の改正について」の審議が食
料・農業・農村政策審議会及び
中央環境審議会の合同会合にお
いて行われ、平成２８年９月現
在、中央環境審議会より答申が
なされました。【環境省・財務
省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省】 
 
●平成19年6月の食品リサイク
ル法改正により措置された、食
品リサイクルループの構築を要
件とする新たな再生利用事業計
画については、平成 28 年 6 月末
時点、55件が認定されています。
【環境省・農林水産省・財務省・

●食品廃棄物の発生量が一
定規模以上の食品関連事業
者に対して義務付けられて
いる定期報告等を通じた、
食品関連事業者への指導監
督の強化、登録再生利用事
業者制度及び食品リサイク
ルループ認定制度を通じ
た、再生利用等の円滑な取
組等を引き続き推進してい
きます。 
 
●食品循環資源の再生利用
等の推進を図るため、食品
リサイクル制度の普及啓発
を実施するほか、食品廃棄
物の発生抑制に係る業種・
業態別目標値の達成等のた
め、消費者等を巻き込んだ
フードチェーン全体での発
生抑制の取組を促進してい
きます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
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エネルギーの地産地消の体
制を構築する。 
 なお、平成 24 年 12 月に
改正食品リサイクル法が施
行されてから 5 年が経過し、
同法の附則に基づき法に検
討を加えるべき時期が到来
したことから、上記の観点
も含め施行状況の点検を行
い、その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。 

24 年 12 月に前回の改正法施
行から 5 年が経過したことを
受け、中央環境審議会、食料・
農業・農村政策審議会の合同
会合において改正法附則に基
づく制度の評価・検討を行っ
ています。【環境省・農林水産
省・財務省・厚生労働省・経
済産業省・国土交通省】 
 

ら 5 年が経過したことを受
け、平成 25 年 3 月から平成
26 年 6 月まで計 11 回にわた
り、中央環境審議会、食料・
農業・農村政策審議会の合同
会合において同法の施行状況
の点検が行われました。また、
同年6 月30 日に開催した合
同会合において、「今後の食品
リサイクル制度のあり方につ
いて（案）」の取りまとめが行
われました。【環境省・農林水
産省・財務省・厚生労働省・
経済産業省・国土交通省】 
 

から中央環境審議会に、同年
10 月に農林水産大臣から食
料・農業・農村政策審議会に
諮問した「食品循環資源の再
生利用等の促進に関する基本
方針の策定等について」の審
議が食料・農業・農村政策審
議会及び中央環境審議会の合
同会合において行われ、それ
ぞれ平成 27 年 3 月及び 4 月
に答申がなされました。上記
答申を踏まえ、新たな食品リ
サイクル法基本方針を含めた
食品リサイクル法関連省令及
び告示を平成 27 年 7 月に公
布しました。【環境省・農林水
産省・財務省・厚生労働省・
経済産業省・国土交通省】 

厚生労働省・経済産業省・国土
交通省】 

めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 

（７）建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（平成
12 年法律 104 号）では、
見直し規定に基づき、平成
19 年 11 月から中央環境
審議会と社会資本整備審議
会の合同会合で評価・検討
を行い、平成 20 年 12 月
にその結果が取りまとめら
れ、建設廃棄物の分別解体
等及び再資源化等は着実に
進展しており、特定建設資
材廃棄物をはじめとして建
設廃棄物全般の再資源化等
率は向上し高いレベルで推
移していると評価された。
また、取りまとめを受けて、
関係省令の改正を行ってき
た。 
引き続き、分別解体等の徹
底、建設資材廃棄物の再資
源化等を促進し、資源の有
効利用や廃棄物の適正な処
理を図る。さらに、関係者
間の連携強化、分別解体、
再資源化の促進に向けて建
設リサイクルに関する普及
啓発等を図っていく。 

・目標達成状況 ●建設リサイクルを取り巻く
諸課題に対応するため、平成
20 年 4 月に「建設リサイクル
推進計画 2008」を策定し、
引き続き本計画に基づく施策
を実施しました。また、「建設
リサイクル推進計画 2008」
の目標達成状況及び次期建設
リサイクル推進計画策定のた
めの基礎情報を把握するた
め、平成 24 年度建設副産物
実態調査を実施しました。【国
土交通省・環境省】 
 
 

●社会資本整備審議会環境部
会と交通政策審議会交通体系
分科会環境部会の建設リサイ
クル推進施策検討小委員会の
審議を経て、平成 26 年 8 月
に取りまとめられた「建設リ
サイクル推進に係る方策」を
踏まえ、国及び地方公共団体
のみならず、民間事業者を含
めた建設リサイクルの関係者
が、今後、中期的に取り組む
べき建設副産物のリサイクル
や適正処理等を推進すること
を目的として、国土交通省に
おける建設リサイクルの推進
に向けた基本的考え方、目標、
具体的施策を示す「建設リサ
イクル推進計画 2014」を策
定しました。同計画の計画期
間は、平成 26 年度から平成
30 年度までとなり、個別品目
ごとに平成 30 年度までに達
成すべき目標値を設定してい
ます。【国土交通省・環境省】 

●「建設リサイクル推進計画
2014」に位置付けた新たに取
り組むべき重点施策である、
「地域固有の課題解決の促
進」等について取組を進めて
います。【国土交通省・環境省】 
 

●「建設リサイクル推進計画
2014」に位置付けた新たに取り
組むべき重点施策である、「地域
固有の課題解決の促進」等につ
いて取組を進めています。【国土
交通省・環境省】 
 

●国土交通省における建設
リサイクルの推進に向けた
基本的考え方、目標、具体
的施策を示した「建設リサ
イクル推進計画 2014」に基
づき、引き続き各種施策を
実施していきます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 
 

（８）自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 
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自動車リサイクル制度につ
いては、産業構造審議会と
中央環境審議会の合同会合
において自動車リサイクル
法施行後の状況等を確認し
た上で、自動車破砕残さ等
の再資源化目標を達成し、
使用済自動車の不法投棄・
不適正保管の件数も大幅に
減少するなど、概ね順調に
機能していると評価されて
いる。 
今後とも、鉄スクラップ市
況等に左右されず、生産か
らリサイクル・処理に至る
各関係者の適切な役割分担
の下で、制度が着実に機能
するよう確認・検討してい
く。特に、違法解体・不適
正輸出に対する一層実効性
の高い対策や、レアメタル
が含まれるハイブリッド自
動車、電気自動車等の次世
代自動車の普及も見据えた
リユース・リサイクルの高
度化等の検討を行う。 

・目標達成状況 ●事業者が適正に再資源化等
に必要な行為を行っているか
どうかについて、都道府県等
に依頼して全国一斉に立入検
査を実施し、平成 25 年 12 月
にその結果を取りまとめて公
表しました。【環境省・経済産
業省】 
 
●本格施行から 5 年後にあた
る平成 22 年 1 月に取りまと
められた「自動車リサイクル
制度の施行状況の評価・検討
に関する報告書」に基づき、
使用済自動車の循環的な利用
の高度化に資する民間事業者
による取組への支援事業、Car 
to Car の実現を目指した鉄ス
クラップの高度利用化に関す
る実証事業を実施しました。
【環境省】 
 
 
 

●自動車リサイクル制度は以
下のとおりです。平成 25 年
度の自動車破砕残さ及びエア
バッグ類の再資源化率は、そ
れぞれ 96～97.7％及び 94～
95％と、引き続き自動車リサ
イクル法に基づく目標を大幅
に超過して達成しています。
また、平成 25 年度の使用済
自動車の不法投棄・不適正保
管の件数は約 7,400 台（不法
投棄 2,034 台、不適正保管
5,320 台）で、前年度からは
横ばいとなりましたが、法施
行時と比較すると 96.6％減
少していました。【環境省・経
済産業省】 
 
●平成 26 年度 8 月には、産
業構造審議会・中央環境審議
会の合同会合において、自動
車リサイクル法の評価・検討
を開始しました。【環境省・経
済産業省】 
 
●ハイブリッド自動車、電気
自動車等の次世代自動車の普
及も見据えたリユース・リサ
イクルの高度化等の検討の一
環として、レアメタルをはじ
めとした金属の資源循環に係
る調査事業、天然ガス自動車
や燃料電池自動車のタンク等
に使用されることが増えてき
た、炭素繊維強化プラスチッ
ク（Carbon Fiber Reinforced 
Plastics）の燃焼性に係る調査
事業を実施しました。【環境
省・経済産業省】 
 
●資源循環実証事業（次世代 
自動車用使用済リチウムイオ
ン電池の回収システム構築や
使用済リチウムイオン電池か
らコバルトを抽出回収する技
術の低コスト化等のための実
証・技術開発）において、リ
チウムイオン電池からのコバ

●自動車リサイクル制度は以
下のとおりです。平成 26 年
度の自動車破砕残渣さ及びエ
アバッグ類の再資源化率は、
それぞれ 96.8％～98.1％及
び 94％～95％と、引き続き
自動車リサイクル法に基づく
目標を大幅に超過して達成し
ています。また、平成 26 年
度の使用済自動車の不法投
棄 ・ 不 適 正 保 管 の 件 数 は
7,226 台（不法投棄 1,924 台、
不適正保管 5,192 台）で、前
年度からは横ばいとなりまし
たが、法施行時と比較すると
96.7％減少しています。【環
境省・経済産業省】 
 
●平成 27 年 9 月に、産業構
造審議会・中央環境審議会の
合同会合において、「自動車リ
サイクル制度の評価・検討に
関する報告書」を取りまとめ
ました。【環境省・経済産業省】 
 
 

●自動車リサイクル制度の施行
状況は以下のとおりです。平成
27 年度の自動車破砕残渣さ 及
びエアバッグ類の再資源化率
は、それぞれ 96.5％～98.8％及
び 93％～94％と、引き続き自動
車リサイクル法に基づく目標を
大幅に超過して達成していま
す。また、平成 27 年度の使用済
自動車の不法投棄・不適正保管
の件数は 5,589 台（不法投棄
929 台、不適正保管 4,660 台）
で 、 法 施 行 時 と 比 較 す る と
97.4％減少しています。【環境
省・経済産業省】 
 
●自動車リサイクル法につい
て、中央環境審議会と産業構造
審議会の合同会合において取り
まとめられた「自動車リサイク
ル制度の評価・検討に関する報
告書」（平成２７年９月）に基づ
き、省令改正等の取組を進めま
した。【環境省・経済産業省】 
 
●平成 28 年 9 月、産業構造審議
会・中央環境審議会の合同会合
にて、前年度の意見具申におい
て指摘された種々の課題の取組
状況を報告しました。【環境省・
経済産業省】 
 
●とりわけ、再生材が多く使わ
れた自動車のリサイクル料金の
割引を行う制度、ユーザー及び
自動車製造業者等の両者の負担
低減に向けた指定法人業務の運
営に係る費用の見直し、特定再
資源化預託金の使途、メーカー
余剰金に関する基金化について
了承が得られました。【環境省・
経済産業省】 
 

「自動車リサイクル制度の
評価・検討に関する報告書」
（平成２７年９月）に基づ
き、環境配慮設計の推進や
再生資源の活用拡大といっ
た自動車における 3R の推
進・質の向上や、不法投棄・
不適正処理への対応の強化
等を始めとした安定的かつ
効率的な自動車リサイクル
制度への発展に向けた施策
を講じていきます。 
 
●【再掲】引き続き、個別
リサイクル法について必要
な評価・見直しを実施する
必要があります。（環境基本
計画点検調査票） 
 
●【再掲】リサイクル法の
対象外となっているものに
ついて、その実態把握を進
めるとともに、活用を図る
観点からの検討を進める必
要があります。（環境基本計
画点検調査票） 
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ルト等のレアメタル回収等を
目的とした実証事業を実施し
ました。【経済産業省】 
 
●「低炭素型 3R 技術・シス
テム実証調査事業」において
は、自動車の解体・破砕工程
を全体最適化し、プラスチッ
ク、ガラス、自動車用コンピ
ューター基板等を解体段階で
回収し有用金属等をリサイク
ルすること等により、リサイ
クルを高付加価値する実証的
な取組を支援しました。【環境
省】 
 
●不適正な処理等に対応し、
自治体をはじめとする関係者
と連携した取組を進めるた
め、平成 26 年 8 月から 12 月
までの期間に国から自治体に
依頼し、全国で一斉立入検査
を実施しました。【環境省・経
済産業省】 

（９）ＰＣＢ廃棄物特別措置法（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法） 

「今後のＰＣＢ廃棄物の適
正処理推進について」（平成
24 年８月 23 日ＰＣＢ廃棄
物適正処理推進に関する検
討委員会）を踏まえ、高圧
トランス等については処理
施設の改造等による処理推
進、安定器等については処
理体制のない地域における
処理体制の確保、微量ＰＣ
Ｂ汚染廃電気機器等につい
ては筐体の処理施設の処理
能力の増強に取り組む。こ
れらを通じて、ＰＣＢ廃棄
物の平成 38 年度末までの
処理完了に向けた処理体制
の確保を図る。 

・目標達成状況 ●保管事業者は、当初平成 28 
年までに PCB 廃棄物の処理
を行うことが義務付けられま
したが、法施行後に微量 PCB
汚染廃電気機器等の存在が明
らかになるなど当初設定され
た期間内の処理完了が困難な
状況にあることから、平成 24
年 12 月に処分の期間が平成
39 年 3 月 31 日まで延長され
ました。【環境省】 

●平成 26 年 6 月 6 日に PCB
特措法に基づき、環境大臣が
定めるPCB廃棄物処理基本計
画を変更し、中間貯蔵・環境
安全事業株式会社による処理
体制等を変更しました。この
平成 26 年 6 月に変更した、
PCB 廃棄物処理基本計画によ
り、中間貯蔵・環境安全事業
株式会社を活用し、PCB を使
用した高圧トランス・コンデ
ンサ等及び安定器等・汚染物
を拠点的広域処理施設におい
て、PCB 廃棄物処理基本計画
に基づき、一日でも早く処理
を行うこととなりました（詳
細は第 2 節 4（6）を参照）。
また、都道府県と連携し「PCB
廃棄物処理基金」の造成を行
いました。【環境省】 
 
 
●微量PCB汚染廃電気機器等

●PCB 廃棄物処理基本計画の
変更から一年が経過したこと
を踏まえ、平成 27 年 7 月に
PCB 廃棄物適正処理推進に関
する検討委員会において同基
本計画変更後の取組状況につ
いてフォローアップを行った
ところ、これまでの進捗状況
に鑑みれば、処理期限内の処
理完了は決して容易ではない
とされたことから、安全かつ
確実に一日でも早く処理期限
内に処理を完了するための追
加的方策について検討し、平
成 28 年 2 月に報告書「PCB
廃棄物の期限内処理の早期達
成に向けた追加的方策につい
て～確実な処理完了を見据え
て～」を取りまとめました。
これを踏まえ、「ポリ塩化ビフ
ェニル廃棄物の適正処理の推
進に関する特別措置法の一部
を改正する法律案」が平成 28

●【再掲】ＰＣＢ処理特措法の
改正を行い、政府一丸となって
取り組むためにＰＣＢ廃棄物処
理基本計画を閣議決定により定
めるようにしたこと、高濃度Ｐ
ＣＢ廃棄物を計画的処理完了期
限より前の処分を義務付けたこ
と、ＰＣＢ特措法に基づく届出
がなされていない高濃度ＰＣＢ
廃棄物等について都道府県市に
よる事業者への報告徴収や立入
検査権限を強化したこと及び高
濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係る
都道府県市による代執行を行う
ことが出来るようにしたことを
盛り込み、一日でも早い処理完
了に向けた取組を強化しまし
た。【環境省】 
 

●平成 28 年 2 月に PCB 廃
棄物適正処理推進に関する
検討委員会において取りま
とめられた PCB 報告書の追
加的方策を踏まえ「ポリ塩
化ビフェニル廃棄物の適正
処理の推進に関する特別措
置法の一部を改正する法律
案」が平成 28 年 3 月に閣議
決定されました。環境省と
しては、安全かつ確実に一
日でも早く処理期限内に
PCB 廃棄物の処理の完了に
向けた取組をより一層推進
していくこととしていま
す。 
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の無害化処理認定施設につい
ては、平成 27 年 3 月末まで
に 22 事業者が認定され、そ
れぞれで処理が進められてい
ます。【環境省】 

年 3 月に閣議決定されまし
た。【環境省】 
 
●平成 26 年 6 月に PCB 特措
法に基づき、環境大臣が定め
る PCB 廃棄物処理基本計画
を変更し、JESCO による処理
体制等を変更しました。この
同基本計画の変更により、高
濃度 PCB 廃棄物は JESCO を
活用し、全国 5 か所の PCB 処
理事業所において一日でも早
く処理を行うこととなりまし
た。また、都道府県と連携し
「PCB 廃棄物処理基金」の造
成を行いました。【環境省】 
 
●微量 PCB 汚染廃電気機器
等の無害化処理認定施設につ
いては、平成 28 年 3 月末ま
でに 30 事業者が認定され、
それぞれで処理が進められて
います。【環境省】 

（10）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律） 

法施行後 10 年以上が経過
し、国等の機関のみならず、
地方公共団体においても確
実にグリーン購入の取組が
進展してきている。 
今後とも、引き続きグリー
ン購入の普及・推進に努め
るとともに、社会の動向を
踏まえ、基準の強化、拡充、
整理を行うことによって、
高度なリサイクル製品や循
環型社会に資するサービス
等を適切に評価していく。 

・目標達成状況 ●環境物品等の調達の推進に
関する基本方針（以下「基本
方針」という。）に基づき、国
等の各機関は、平成 24 年度
の調達方針の公表等を行い、
これにしたがって調達を実施
しました。【各省庁】 
 
●基本方針に定められる特定
調達品目及びその判断の基準
等については、その開発・普
及の状況、科学的知見の充実
等に応じて適宜見直しをする
こととしており、平成 25 年 2
月に、一部の役務契約におい
て、店舗において取り扱う商
品については、再利用のため
に容器包装の返却・回収が可
能ものであること等を配慮事
項に含めること等を内容とす
る基本方針の変更を行いまし
た。【環境省】 
 
●グリーン購入セミナーなど

●環境物品等の調達の推進に
関する基本方針に定められる
特定調達品目及びその判断の
基準等については、その開
発・普及の状況、科学的知見
の充実等に応じて適宜見直し
することとしており、平成 26
年度も有識者等による検討会
を開催し、必要な見直しを行
いました。また、国等の各機
関は、同基本方針に即して、
平成 26 年度の環境物品等の
調達の推進を図るための方針
の作成及び公表を行い、これ
に従って調達を実施しまし
た。【環境省・各省庁】 
 
●地方公共団体に対しては、
グリーン購入の取組状況を把
握するためのアンケート調査
を行うとともに、地方公共団
体にグリーン購入の知識を有
する人材派遣を行うモデル事
業を実施し、その取組内容を

●環境物品等の調達の推進に
関する基本方針に定められる
特定調達品目及びその判断の
基準等については、その開
発・普及の状況、科学的知見
の充実等に応じて適宜見直し
することとしており、平成 27
年度も有識者等による検討会
を開催し、必要な見直しを行
いました。また、国等の各機
関は、同基本方針に即して、
平成 27 年度の環境物品等の
調達の推進を図るための方針
の作成及び公表を行い、これ
に従って調達を実施しまし
た。【環境省・各省庁】 
 
●地方公共団体に対しては、
グリーン購入の取組状況を把
握するためのアンケート調査
を行うとともに、地方公共団
体にグリーン購入の知識を有
する人材派遣を行うモデル事
業を実施しました。【環境省】 

●【再掲】グリーン購入法及び
環境配慮契約法に基づく基本方
針について、必要な見直しを適
宜実施しました。【環境省】 
 
●【再掲】グリーン購入法及び
「環境物品等の調達の推進に関
する基本方針」に基づき、環境
への負荷の低減に資する資材の
調達を推進するとともに、公共
工事において調達する資材、建
設機械、工法及び目的物につい
て、特定調達品目の追加、見直
し等の検討を実施しました。【国
土交通省】 
 

●環境物品等の調達の推進
に関する基本方針について
は、環境物品等の開発・普
及の状況、科学的知見の充
実等に応じて適宜見直しを
実施します。 
 
●国等の各機関は、基本方
針に則して、毎年度、調達
方針の作成及び公表を行
い、これに従って調達を実
施します。 
 
●地方公共団体のグリーン
購入の取組促進のため、ア
ンケート調査や基本方針変
更に係る説明会等を行うと
ともに、地方公共団体向け
のグリーン購入ガイドライ
ンを用いた普及啓発を実施
します。 
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を通して、廃棄物の発生の少
ない製品やリサイクル可能な
製品など、環境への負荷の少
ない製品の優先的な購入の普
及啓発を行いました。【環境
省】 
 
●環境表示の適切な情報提供
に関する取組を促進するた
め、事業者が、適切な情報提
供を行うための方法等を取り
まとめた「環境表示ガイドラ
イン」を見直しました。【環境
省】 

事例集として取りまとめ、配
布しました。【環境省】 
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８ 環境教育の推進と的確な情報共有・普及啓発 
（第三次循環基本計画
第５章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた施
策 
（環境基本計画第４回点検に
追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第４次環境基本計画第4回
点検（調査票含む）に追記） 

（１）環境教育等の推進 

① 環境教育等促進法
に基づき、持続可能な社
会の構築を目指して、家
庭、学校、職場、地域そ
の他のあらゆる場で行
う環境教育、環境保全活
動等を、多様な主体にお
ける連携の重要性を考
慮しつつ、総合的に推進
する。 

 ●環境省としては、持続可能な
開発のための教育（ESD）の視
点を取り入れた環境教育を推
進しており、「人材育成事業」
において学校を中心に ESD を
実証する場づくりを行いまし
た。【環境省】 
 
●文部科学省との連携協力に
より、環境教育・環境学習の指
導者に対する研修（環境教育リ
ーダ研修）を実施しました。【環
境省・文部科学省】 

●環境教育等による環境保全
の取組の促進に関する法律（平
成 15 年法律第 130 号。以下「環
境教育等促進法」という。）に
規定されている、環境教育のた
めの人材認定等事業の登録（環
境教育等促進法第 11 条第 1
項）、環境教育等支援団体の指
定（同法第 10 条の 2 第１項）、
体験の機会の場の認定（同法第
20 条）については、それぞれ
登録等を行い、ウェブサイト
「環境教育・環境学習・環境保
全活動のホームページ」の各種
認定、登録、指定などのページ
（https://edu.env.go.jp/syst
em.html）等を通じて、情報等
の提供を行いました。【環境省】 
 
●学校以外の場でも、ESD の視
点を取り入れた環境保全活動
に取り組む団体や活動等のネ
ットワーク化を充実させるた
め、「＋ESD プロジェクト」
（ https://www.p-esd.go.jp/
）、「エコ学習ライブラリー」
（ https://www.eeel.go.jp/n
ews/）といったウェブサイトに
より、広く情報提供を行いまし
た。この「＋ESD プロジェクト」
を通して、ESD に関わる各活動
等の「見える化」、「つながる化」
を進めました。【環境省】 
 
●各主体間の連携としては、産
学官民のあらゆる主体が連携
し、環境人材育成の取組につい
ての意見交換や交流の促進を
行う「環境人材育成コンソーシ
アム事業」を通じて、大学生向
けのモデル授業、企業の管理職
や経営者層を対象とした研修

●環境教育等による環境保全
の取組の促進に関する法律（平
成 15 年法律第 130 号。以下「環
境教育等促進法」という。）に
基づき、環境教育のための人材
認定等事業の登録制度（環境教
育等促進法第 11 条第 1 項）、環
境教育等支援団体の指定制度
（同法第 10 条の 2 第 1 項）、
体験の機会の場の認定制度（同
法第 20 条）の運用等を通じ、
環境教育等の指導者等の育成
や体験学習の場の確保等に努
め、ウェブサイト「環境教育・
環境学習・環境保全活動のホー
ム ペ ー ジ 」
（https://edu.env.go.jp/syst
em.html）等を通じて、広く情
報提供を行いました。【環境省】 
 
●学校以外の場でも、ESD の視
点を取り入れた環境保全活動
に取り組む団体や活動等のネ
ットワーク化を充実させるた
め、「＋ESD プロジェクト」
（ https://www.p-esd.go.jp/
）、「エコ学習ライブラリー」
（ https://www.eeel.go.jp/n
ews/）といったウェブサイトに
より、広く情報提供を行いまし
た。【環境省】 
 
●文部科学省や関係団体と連
携して、ESD 活動に取り組む
様々な主体が参画・連携する地
域活動の拠点を形成し、地域が
必要とする取組支援や情報・経
験を共有できる「ESD 活動支援
センター」を開設しました。【環
境省】 
 
●企業に対する取組として、大

 ●環境教育等による環境保全
の取組の促進に関する法律（平
成 15 年法律第 130 号。以下「環
境教育等促進法」という。）に
基づき、環境教育のための人材
認定等事業の登録制度（環境教
育等促進法第 11 条第 1 項）、環
境教育等支援団体の指定制度
（同法第 10 条の 2 第 1 項）、
体験の機会の場の認定制度（同
法第 20 条）の運用等を通じ、
環境教育等の指導者等の育成
や体験学習の場の確保に努め
ます。 
 
●ESD について地域が必要と
する取組支援や情報・経験を共
有できるよう、文部科学省や関
係団体と連携して、「ESD 活動
支援センター」の効果的な運用
を行うとともに、ESD の視点を
取り入れた環境保全活動に取
り組む団体や活動等のネット
ワーク化を充実させるため、
「 ＋ ESD プ ロ ジ ェ ク ト 」
（ https://www.p-esd.go.jp/
top.html）、「エコ学習ライブラ
リ ー 」
（https://www.eeel.go.jp/）
といったウェブサイトにより、
引き続き広く情報提供を行い
ます。また、企業に対する取組
として、大学、企業、NPO・NGO、
国際機関等による産学官民連
携プラットフォーム「環境人材
育成コンソーシアム」と連携
し、主に中小企業を対象とした
教育プログラムの開発、企業の
自発的な取組を促進するため
のセミナーの実施、社員向けに
優良な環境教育等を実践する
企業の表彰を行っていきます。 
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を実施し、交流の機会を提供し
ました。【環境省】 
 
●公民館等を中心として、地域
の社会教育関係団体等が連携
して地域の課題を解決する取
組を支援している「社会教育活
性化支援プログラム」におい
て、環境保全に関係するものと
して、3 件の取組を採択しまし
た。【文部科学省】 
 
●木材や木製品との触れ合い
を通じて、木への親しみや木の
文化への理解を深め、木材の良
さや利用の意義を学ぶ教育活
動としての「木育」を推進して
います。【農林水産省】 
 
●文部科学省との連携協力に
より、環境教育・環境学習の指
導者に対する研修（環境教育リ
ーダ研修）を実施しました。【環
境省・文部科学省】 
 

学、企業、NPO・NGO、国際機
関等による産学官民連携プラ
ットフォーム「環境人材育成コ
ンソーシアム」と連携し、主に
中小企業を対象としたモデル
教育プログラムの開発、企業の
自発的な取組を促進するため
のセミナーの実施、社員向けに
優良な環境教育等を行う企業
の表彰（環境 人づくり企業大
賞）を行いました。【環境省】 
 
●平成 26 年度には、公民館等
を中心として、地域の社会教育
関係団体等が連携して地域の
課題を解決する取組を支援し
ている「社会教育活性化支援プ
ログラム」において、環境保全
に関係するものとして、3 件の
取組を採択しました。平成 27
年度は、本プログラムの成果に
関する情報提供を行い、引き続
き公民館等の社会教育施設に
おける自主的な取組を促進し
ました。【文部科学省】 
 
●「木育」として、木のおもち
ゃでの遊びを通じて、木への親
しみや木の文化への理解を深
めるような木材や木製品との
触れ合いの場づくり、木材の良
さや利用の意義を学ぶ木育プ
ログラムの開発を図りました。
【農林水産省】 
 
●文部科学省との連携協力に
より、環境教育・環境学習の指
導者に対する研修（環境教育リ
ーダ研修）を実施しました。【環
境省・文部科学省】 

 
●公民館等を中心として、地域
の社会教育関係団体等が連携
して地域の課題を解決する取
組に関する情報提供を行い、引
き続き公民館等の社会教育施
設における自主的な取組を促
進します。 
 
●「木育」として、木のおもち
ゃでの遊びを通じて、木への親
しみや木の文化への理解を深
めるような木材や木製品との
触れ合いの場づくりや、これま
でに開発した木材の良さや利
用の意義を学ぶ木育プログラ
ムを活用し、木育の推進を図り
ます。 
 
●引き続き、環境教育のリーダ
ー研修を開催していきます。 

② 学校教育において
は、改訂した学習指導要
領に基づき、児童生徒の
発達の段階を踏まえ、循
環型社会の形成の推進
に関する分野をも含め
た環境教育を一層推進
する。 

 環境教育に関する優れた実践
を促し、その成果の全国への普
及を図るため、平成 25・26 年
度の環境のための地球規模の
学 習 及 び 観 測 プ ロ グ ラ ム
（GLOBE）協力校として、全国
16 校を指定しました（第 10 期
目）。また、環境を考慮した学

●持続可能な開発のための教
育（以下「ESD」という。）の
視点を取り入れた環境教育の
モデルプログラムを 19 作成し
ました。そして、このモデルプ
ログラムに基づき、各都道府県
において地域版環境教育プロ
グラムを作成し、小中学校をは

●環境教育等の実践の中に「持
続 可 能 な 開 発 の た め の 教 育
（ESD）」の視点を取り入れる
ための支援 
として、小・中学校向けの環境
教育プログラムを作成しまし
た。【環境省】 
 

●日本ユネスコ国内委員会の
下に設置されたＥＳＤ特別分
科会においてまとめられた報
告書を受けて作成した「ＥＳＤ
推進の手引」を活用した研修を
実施しました。また、ESD を実
践する学校を支援する重点校
形成事業を実施しました（24

●日本ユネスコ国内委員会の
下に設置されたＥＳＤ特別分
科会においてまとめられた報
告書を受けて作成した「ＥＳＤ
推進の手引」を活用した研修を
実施していきます。また、ESD
を実践する学校を支援する重
点校形成事業を実施していき
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校施設（エコスクール）の整備
推進に関するパイロット・モデ
ル事業のモデル校として、平成
2５年度は 112 校を認定しまし
た。【文部科学省】 

じめとした学校教育現場での
実証を行いました。【環境省】 
 
●ESD に関するユネスコ世界
会議の我が国での開催しまし
た（平成 26 年１１月）。【文部
科学省】 
 
●ＥSD 推進事業を通じて、
ESD の推進拠点であるユネス
コスクールとともにコンソー
シアムを形成し、ユネスコスク
ール以外のＥＳＤ普及、ユネス
コスクール間の交流促進のた
めの事業を実施しました（５
件）。また、日本／ユネスコパ
ートナーシップ事業を実施し
ました（５件）。【文部科学省】 
 
●環境教育に関する優れた実
践を促し、その成果の全国への
普及を図るため、平成 25・26
年度の環境のための地球規模
の 学 習 及 び 観 測 プ ロ グ ラ ム
（GLOBE）協力校として、全国
16 校を指定しました（第 10 期
目）。また、環境を考慮した学
校施設（エコスクール）の整備
推進に関するパイロット・モデ
ル事業のモデル校として、平成
26 年度は 80 校を認定しまし
た。【文部科学省】 
 
●特に森林に関しては、森林整
備と森林資源の循環利用を推
進することへの国民的理解を
醸成していく観点から、森林環
境教育を推進しており、学校教
育における森林での体験活動
を推進するため、「学校の森・
子どもサミット」を開催し、森
林内での体験活動の実施に関
する情報交換を実施しました。
【農林水産省】 
 
●学校等が森林教室や体験活
動を実施するためのフィール
ドとして、国有林を提供する

●日本ユネスコ国内委員会の
下に設置されたＥＳＤ特別分
科会においてまとめられた報
告書を受けて「ＥＳＤ推進の手
引」を作成しました。【文部科
学省】 
 
●ＥＳＤ推進事業を通じてＥ
ＳＤの推進拠点であるユネス
コスクールとともにコンソー
シアムを形成し、ユネスコスク
ール以外のＥＳＤ普及、ユネス
コスクール間の交流促進のた
めの事業を実施しました（１０
件）。また、日本／ユネスコパ
ートナーシップ事業を実施し
ました（７件）。【文部科学省】 
 
●環境教育に関する優れた実
践を促し、その成果の全国への
普及を図るため、平成 27 年・
28 年度の環境のための地球規
模の学習及び観測プログラム
（GLOBE）協力校として、全国
15 校を指定しました（第 11 期
目）。また、環境を考慮した学
校施設（エコスクール）の整備
推進に関するパイロット・モデ
ル事業のモデル校として、平成
27 年度は 47 校を認定しまし
た。【文部科学省】 
 
●森林に関しては、学校教育に
おける森林の活用に関する情
報交換を推進するとともに、森
林環境教育の活動に対する支
援を行いました。また、学校等
が森林体験活動を実施するた
めに、国有林のフィールドを提
供する「遊々の森」の協定締結
を推進するとともに、学校等と
連携した森林教室等を実施し
ました。【農林水産省】 
 
 

件）。【文部科学省】 
 
●ＥＳＤ推進事業を通じてＥ
ＳＤの推進拠点であるユネス
コスクールとともにコンソー
シアムを形成し、ユネスコスク
ール以外のＥＳＤ普及、ユネス
コスクール間の交流促進のた
めの事業を実施しました（１３
件）。また、日本／ユネスコパ
ートナーシップ事業を実施し
ました（５件）。【文部科学省】 
 
●環境教育に関する優れた実
践を促し、その成果の全国への
普及を図るため、平成 27 年・
28 年度の環境のための地球規
模の学習及び観測プログラム
（GLOBE）協力校として、全国
15 校を指定しました（第 11 期
目）。また、環境を考慮した学
校施設（エコスクール）の整備
推進に関するパイロット・モデ
ル事業のモデル校として、平成
28 年度は 52 校を認定しまし
た。【文部科学省】 
 
●森林に関しては、学校教育に
おける森林の活用に関する情
報交換を推進するとともに、森
林環境教育の活動に対する支
援を行いました。また、学校等
が森林体験活動を実施するた
めに、国有林のフィールドを提
供する「遊々の森」の協定締結
を推進するとともに、学校等と
連携した森林教室等を実施し
ました。【農林水産省】 

ます。 
 
●ＥＳＤ推進事業を通じてＥ
ＳＤの推進拠点であるユネス
コスクールとともにコンソー
シアムを形成し、ユネスコスク
ール以外のＥＳＤ普及、ユネス
コスクール間の交流促進のた
めの事業を実施するほか、日本
／ユネスコパートナーシップ
事業を実施していきます。 
 
●環境のための地球規模の学
習 及 び 観 測 プ ロ グ ラ ム
（GLOBE）協力校への指定、環
境教育の教材として活用でき
る、環境を考慮した学校施設
（エコスクール）の整備も引き
続き支援していきます。 
 
●森林に関しては、学校教育に
おける森林の活用に関する情
報交換を推進するとともに、森
林環境教育の活動に対する支
援を行います。また、学校等が
森林体験活動を実施するため
に、国有林のフィールドを提供
する「遊々の森」の協定締結を
推進するとともに、学校等と連
携した森林教室等を実施しま
す。 
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「遊々の森」については、新た
な協定締結に向けて、学校等へ
の働き掛けを行うとともに、既
設 172 か所において、学校等と
連携し、森林教室や自然観察、
体験林業等の様々な活動を実
施しました。【農林水産省】 

（２）３Ｒに関する情報共有と普及啓発 

① 循環型社会の形成
に関する最新データ等
の情報提供、循環基本計
画の周知、循環型社会の
形成に向けた様々な取
組事例の情報発信等を
行う。また、毎年 10 月
を３Ｒ推進月間として、
循環型社会の形成に向
けた取組をより一層推
進する。 

 ●インターネットを利用する
若い世代に対し、恒常的に周知
徹底を図るため、WEB サイト
「 Re-Style 」（（ PC 版 ）
「 http://www.re-style.env.g
o.jp/ 」 、 （ 携 帯 版 ）
「http:www.re-style.env.go.
jp/k」）を運営し、循環型社会
の形成に関する最新データや
レポート等の掲載、循環型社会
基本計画の周知及び循環型社
会に向けた多様な活動等の情
報発信を行い、国民、民間団体
及び事業者等における活動の
促進を図っています。【環境省】 
 
●経済産業省では、生活者が自
ら積極的に 3R に取り組むこと
を分かりやすい形で促進する
ため、子供から大人まで対象に
した普及啓発用 DVD「レッツゴ
ー3R」等の貸出等を実施しまし
た。また、3R 教育に資する資
料等の設置や貸出を実施する
とともに、企業・団体等が行っ
ている 3R 教育に役立つ取組を
紹介した取組事例集を広く配
布しました。【経済産業省】 
 

●個々の取組については、多様
な媒体や場を用いて情報発信
を行っています。インターネッ
トを利用する若い世代に対し
ては、恒常的に周知徹底を図る
ため、ウェブサイト「Re-Style」
（ http://www.re-style.env.g
o.jp）を運営し、循環型社会の
形成に関する最新データやレ
ポートなどの掲載、第三次循環
基本計画の周知及び循環型社
会に向けた多様な活動等の情
報発信を行い、国民、民間団体
及び事業者等における活動の
促進を図りました。また、ソー
シャルネットワークサービス
（Facebook）を活用した、更
なる情報発信の効率化を行い
ました。【環境省】 
 
●3R に関する法制度やその動
向をまとめた冊子「資源循環ハ
ンドブック 2014」を 4,000 部
作成し、関係機関に配布したほ
か、3R に関する環境教育に活
用する等の一般の求めに応じ
て配布を行いました。同時に、
3R 政策に関するウェブサイト
（http://www.meti.go.jp/po
licy/recycle/）において、取組
事例や関係法令の紹介、各種調
査報告書の提供を行うととも
に、普及啓発用 DVD の貸出等
を実施しました。【経済産業省】 
 
●国土交通省、地方公共団体、
関係業界団体により構成され
る建設リサイクル広報推進会
議は、建設リサイクルの推進に
有用な技術情報等の周知・伝

●個々の取組については、多様
な媒体や場を用いて情報発信
を行っています。インターネッ
トを利用する若い世代に対し
ては、恒常的に周知徹底を図る
ため、ウェブサイト「Re-Style」
（ http://www.re-style.env.g
o.jp）を運営し、循環型社会の
形成に関する最新データやレ
ポート等の掲載、第三次循環基
本計画の周知及び循環型社会
に向けた多様な活動等の情報
発信を行い、国民、民間団体及
び事業者等における活動の促
進を図りました。また、ソーシ
ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス
（Facebook）を活用した、更
なる情報発信の効率化を行い
ました。【環境省】 
 
●3R に関する法制度やその動
向をまとめた冊子「資源循環ハ
ンドブック 2015」を 5,000 部
作成し、関係機関に配布したほ
か、3R に関する環境教育に活
用するなど、一般の求めに応じ
て配布を行いました。同時に、
3R 政策に関するウェブサイト
（http://www.meti.go.jp/po
licy/recycle/）において、取組
事例や関係法令の紹介、各種調
査報告書の提供を行うととも
に、普及啓発用 DVD の貸出等
を実施しました。【経済産業省】 
 
●国土交通省、地方公共団体、
関係業界団体により構成され
る建設リサイクル広報推進会
議は、建設リサイクルの推進に
有用な技術情報等の周知・伝

 ●3R をめぐる国内外の最新の
状況等を国民全体で共有する
ことを目指し、第三次循環型社
会形成推進基本計画（以下「第
三次循環基本計画」という。）
に盛り込まれた、循環型社会の
形成に関する最新データ等に
ついては、引き続きその情報提
供を行います。 
 
●情報共有の一つの手段とし
て、インターネットを利用する
若い世代に対しては、恒常的に
周知徹底を図るため、ウェブサ
イ ト 「 Re-Style 」
（ http://www.re-style.env.g
o.jp）を運営し、循環型社会の
形成に関する最新データやレ
ポート等の掲載、第三次循環基
本計画の周知及び循環型社会
に向けた多様な活動等の情報
発信を行い、国民、民間団体及
び事業者等における活動の促
進を図ります。また、ソーシャ
ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス
（Facebook）を活用し、更な
る情報発信の効率化を行いま
す。 
 
●経済産業省は、3R に関係す
る法制度とその動向をまとめ
た冊子「資源循環ハンドブッ
ク」を作成し、関係機関に配布
するほか、3R に関する環境教
育に活用するなどの一般の求
めに応じて配布を行います。ま
た、3R 政策に関するウェブサ
イ ト
（http://www.meti.go.jp/po
licy/recycle/）において、取組
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達、技術開発の促進、一般社会
に向けた建設リサイクル活動
の PR を目的として、建設リサ
イクル技術発表会・技術展示会
を毎年実施しており、平成 26
年度は、中国地方（広島県）で
開催しました。【国土交通省】 
 
●我が国は、関係府省（財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省、消費者庁）の連携
の下、国民に対し 3R 推進に対
する理解と協力を求めるため、
毎年 10 月を「3R 推進月間」と
定めており、平成 26 年度も引
き続き広く国民に向けて普及
啓発活動を実施しました。【財
務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省、消費者庁】 

達、技術開発の促進、一般社会
に向けた建設リサイクル活動
の PR を目的として、建設リサ
イクル技術発表会・技術展示会
を毎年実施しており、平成 27
年度は宮城県で開催しました。
【国土交通省】 
 
●我が国は、関係府省（財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省、消費者庁）の連携
の下、国民に対し 3R 推進に対
する理解と協力を求めるため、
毎年 10 月を「3R 推進月間」と
定めており、平成 27 年度も引
き続き広く国民に向けて普及
啓発活動を実施しました。【財
務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省、消費者庁】 

事例や関係法令の紹介、各種調
査報告書の提供を行うととも
に、普及啓発用 DVD の貸出等
を実施します。 
 
●建設リサイクルに関しては、
国土交通省が、各地方での建設
リサイクル技術発表会・技術展
示会や「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進功労者等表
彰（以下「3R 表彰」という。）」
等、各種取組を実施します。 
 
●国民に対し、3R 推進に対す
る理解と協力を求めるため、毎
年 10 月に定められている「3R
推 
進月間」においては、関係府省
（財務省、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、消費者庁）
連携の下、広く国民に向けた普
及啓発活動に引き続き取り組
みます。 
 

② 各主体の創意工夫
による新規事業の創成
や先進事例の普及を進
めるため、（ア）地域に
おける活動の核となっ
ている地方公共団体、
（イ）様々な研究成果を
蓄積している学術・研究
機関、（ウ）コンセプト
提供やコーディネータ
ー機能を発揮している
NPO、（エ）技術情報等
を有し、生産・販売活動
等を行う事業者の間で
情報の共有化・ネットワ
ーク化を図る。 

  ●各主体間のネットワークを
構築し、循環型社会の形成を着
実に推進するための情報の集
積、交換、提供等を目指して、
地球環境パートナーシッププ
ラザにおいて、パートナーシッ
プの促進、NGO 支援、環境情報
の提供・普及を実施しました。
同 時 に 、 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.geoc.jp/）や、
メールマガジン、情報誌等も効
果的に活用しています。また、
地方環境パートナーシップオ
フィスの設置や、NPO 等との協
働での事業を実施したほか、環
境教育等促進法に基づく協働
取組のモデル事業を国内各地
で実施しました。【環境省】 

●各主体間のネットワークを
構築し、循環型社会の形成を着
実に推進するための情報の集
積、交 
換、提供等を目指して、地球環
境 パ ー ト ナ ー シ ッ プ プ ラ ザ
（GEOC）において、パートナ
ーシップの促進、NGO 支援、環
境情報の提供・普及を実施しま
した。同時に、ウェブサイト
（http://www.geoc.jp/）や、
メールマガジン、情報誌等も効
果的に活用しています。また、
地方環境パートナーシップオ
フィス（EPO）の設置や、NPO
等との協働での事業を実施し
たほか、環境教育等促進法に基
づく協働取組の加速化事業を
国内各地で実施しました。【環
境省】 

 ●環境省では、環境教育等促進
法に基づき、事業者、市民、民
間団体等のあらゆる主体のパ
ートナーシップによる取組の
支援や交流の機会を提供する
ために、「地球環境パートナー
シッププラザ（GEOC）」及び「地
方環境パートナーシップオフ
ィス（EPO）」を拠点として、
パートナーシップの促進を図
ります。ここでは、地域の多様
な主体との協働の下、その資源
や創意工夫を最大限活用し、地
域を活性化させ、持続可能な社
会づくりに取り組む協働取組
加速化事業を実施します。 
 

③ 循環型社会形成に
向けた状況把握のため
には本計画で提示する

  ●第三次循環基本計画で循環
型社会形成に向けた状況把握
のための指標として設定され

●第三次循環基本計画で循環
型社会形成に向けた状況把握
のための指標として設定され

 ●第三次循環基本計画に係る
指標に関する検討会における、
指標の改善に向けた検討につ



 

 

 

-
 1

4
9

 - 
-

 1
4

9
 - 

-
 1

4
9

 - 

物質フロー指標、取組指
標をはじめとする指標
が重要であり、指標の更
なる改善に向けた取組
とともに、その裏付けと
なるデータの改善・整備
を並行して推進する。 

た、物質フロー指標及び取組指
標について、平成 24 年度のデ
ータを取りまとめました。さら
に、第三次循環基本計画の指標
について「今後の検討課題等」
とされた事項等について、第三
次循環基本計画に係る指標に
関する検討会において検討を
行いました。【環境省】 

た、 
物質フロー指標及び取組指標
について、平成 25 年度のデー
タを取りまとめました。また、
各指標の増減要因についても
検討を行いました。【環境省】 
 
 

いては、引き続き毎年度実施し
ます。 
 

④ 地方公共団体、事業
者など様々な主体が構
成員となっている３Ｒ
活動推進フォーラムと
の共催で、３Ｒ推進全国
大会を開催し、３Ｒに関
する各種取組の紹介や
循環型社会推進功労者
の表彰等により、国民の
意識向上や具体的な行
動を促す。よりきめ細や
かな活動を実施するた
め、ブロック単位での３
Ｒ推進地方大会も開催
する。さらに、様々な分
野の団体が集まり、国及
び自治体とも連携しつ
つ「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進功労
者表彰」等の活動を行っ
ているリデュース・リユ
ース・リサイクル推進協
議会等の民間団体と今
後も連携し、なお一層の
国民の意識向上や具体
的な行動を促す活動を
続ける。 

  ●3R の推進に貢献している個
人、グループ、学校及び特に貢
献の認められる事業所等を表
彰する「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進功労者等表
彰」（主催：リデュース・リユ
ース・リサイクル推進協議会）
の開催を引き続き後援しまし
た。【財務省・文部科学省・厚
生労働省・農林水産省・経済産
業省・国土交通省・環境省】 
 
●循環型社会の形成の推進に
資することを目的として、平成
18 年度から循環型社会形成推
進功労者表彰を実施していま
す。【環境省】 
 
●新たな資源循環ビジネスの
創出を支援している「資源循環
技術・システム表彰」（主催：
一般社団法人産業環境管理協
会、後援：経済産業省）におい
ては、経済産業大臣賞 2 件を表
彰しました。【経済産業省】 
 
●食品リサイクルに関しては、
一般社団法人日本有機資源協
会が主催する「食品産業もった
いない大賞」において、地球温
暖化・省エネルギー対策の優れ
た取組に農林水産大臣賞等を
授与し、研修会においても、食
品関連事業者に対して優良事
例等の紹介を行い、地球温暖
化・省エネルギー対策の普及啓
発を実施しました。【農林水産
省】 
 

●3R の推進に貢献している個
人、グループ、学校及び特に貢
献の認められる事業所等を表
彰する「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進功労者等表
彰（以下「3R 表彰」という。）」
（主催：リデュース・リユー
ス・リサイクル推進協議会）の
開催を引き続き後援しました。
【財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省】 
 
●循環型社会の形成の推進に
資することを目的として、平成
18 年度から循環型社会形成推
進功労者表彰を実施していま
す。【環境省】 
 
●新たな資源循環ビジネスの
創出を支援している「資源循環
技術・システム表彰」（主催：
一般社団法人産業環境管理協
会、後援：経済産業省）におい
ては、経済産業大臣賞 2 件を表
彰しました。【経済産業省】 
 
●農林水産省は、3R 表彰及び
「食品産業もったいない大賞」
を通じ、農林水産業・食品関連
産業における 3R 活動、地球温
暖化・省エネルギー対策等の意
識啓発に取り組みました。【農
林水産省】 
 
●各種表彰以外にも、3R 推進
ポスター展示、リサイクルプラ
ント見学会や関係機関の実施
するイベント等の PR を 3R 推

 ●3R の推進に貢献している個
人、グループ、学校及び特に貢
献の認められる事業所等を表
彰する、3R 表彰（主催：リデ
ュース・リユース・リサイクル
推進協議会）の開催を引き続き
後援していきます。 
 
●厚生労働省では、3R 表彰制
度を通じた製薬業界における
3R活動の意識啓発を行います。 
 
●文部科学省では、3R 表彰制
度を通じて、学校等の教育分野
における 3R の意識の高揚と取
組の一層の促進を図ります。 
 
●環境省は、3R 促進ポスター
コンクール及び循環型社会形
成推進功労者環境大臣表彰も
引き続き実施していく予定で
す。 
 
●経済産業省は、平成 28 年度
の 3R 表彰及び、新たな資源循
環ビジネスの創出を支援して
いる「資源循環技術・システム
表彰」（主催：一般社団法人産
業環境管理協会）の後援を通
じ、優れた 3R の取組の普及や
新たな資源循環ビジネスの創
出を支援します。 
 
●農林水産省は 3R 表彰及び
「食品産業もったいない大賞」
を通じ、引き続き農林水産業・
食品関連産業における 3R 活
動、地球温暖化・省エネルギー
対策等の意識啓発に取り組み
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●各種表彰以外にも、3R 推進
ポスター展示、リサイクルプラ
ント見学会や関係機関の実施
するイベント等の PR を 3R 推
進月間中に行いました。同期間
内には、3R 活動推進フォーラ
ムと共同で「環境にやさしい買
い物キャンペーン」も実施し、
都道府県や流通事業者・小売事
業者の協力を得て、環境に配慮
した商品の購入、マイバッグ持
参等、3R 行動の実践を呼び掛
けました。【経済産業省・環境
省】 
 
●平成 26 年 10 月には「第 9
回 3R 推進全国大会」を相模原
市及び 3R 活動推進フォーラム
と共催し、イベントを通じて3R
施策の普及啓発を行いました。
【環境省】 
 
●循環型社会の形成や食品リ
サイクルを推進した優れた取
組等の環境大臣表彰の推薦、我
が国の 3R 制度・技術・経験の
変遷についての調査研究を実
施するとともに、これら 3R に
関する情報を各取組のウェブ
サイトやメールニュース等に
より、全国に提供しました。【環
境省】 

進月間中に行いました。同期間
内には、3R 活動推進フォーラ
ムと共同で「環境にやさしい買
い物キャンペーン」も実施し、
都道府県や流通事業者・小売事
業者の協力を得て、環境に配慮
した商品の購入、マイバッグ持
参等、3R 行動の実践を呼び掛
けました。【経済産業省・環境
省】 
 
●平成 27 年 11 月には「第 10
回 3R 推進全国大会」を福井県
及び 3R 活動推進フォーラムと
共催し、イベントを通じて 3R
施策の普及啓発を行いました。
【環境省】 
 
●循環型社会の形成を推進し
た優れた取組の環境大臣表彰、
我が国の 3R 制度・技術・経験
の変遷についての調査研究を
実施するとともに、これら 3R
に関する情報を各取組のウェ
ブサイトやメールニュース等
により、全国に提供しました。
【環境省】 
 

ます。 
 
●3R 推進ポスター展示、リサ
イクルプラント見学会や関係
機関の実施するイベント等の
PR、環境に配慮した商品の購入
やマイバッグ持参等の 3R 行動
の実践を呼び掛ける「環境にや
さしい買い物キャンペーン」を
通じた消費者向けの普及啓発
を行います。 
 
●環境省、徳島県及び 3R 活動
推進フォーラムは、平成 28 年
度に「第 11 回 3R 推進全国大
会」を共催し、同イベントを通
じて、3R 施策の普及啓発を行
う予定です。 
 

⑤ 廃棄物処理法に基
づく廃棄物減量等推進
員、容器包装リサイクル
法に基づく容器包装廃
棄物排出抑制推進員（３
Ｒ推進マイスター）等の
活動を支援し、３Ｒ全般
にわたる普及啓発や事
業者と消費者等の連携
による取組を促進する。 

  ●個別分野の取組として、容器
包装リサイクルに関しては、容
器包装リサイクルの普及啓発
を担う容器包装廃棄物排出抑
制推進員（3R 推進マイスター）
の意見を踏まえて、容器包装リ
サイクルの普及啓発資料につ
いて改訂を行いました。また、
改訂後の普及啓発資料の作成
や、最新知見等に係る研修を行
い、3R マイスターの活動を支
援しました。【環境省】 

●個別分野の取組として、容器
包装リサイクルに関しては、改
訂後の普及啓発資料の増刷や、
国の施策や取組等に係る研修
を行い、容器包装廃棄物排出抑
制推進員（3R 推進マイスター）
の活動を支援しました。【環境
省】 
 

 ●個別分野の取組としては、容
器包装リサイクルの普及啓発
を担う、容器包装廃棄物排出抑
制推進員（3R 推進マイスター）
について、中央環境審議会及び
産業構造審議会の合同会合に
おいて取りまとめられた容器
包装リサイクル制度の施行状
況の評価・検討に関する報告書
を踏まえ、３Ｒ推進マイスター
に対する情報提供を強化する
ことで、地域における普及の中
心的役割を果たせるよう支援
していきます。 
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９ 国際的取組の推進 
（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた
施策（環境基本計画第４回点
検に追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第４次環境基本計画第 4
回点検（調査票含む）に追記） 

（１）３Ｒ国際協力の推進と我が国循環産業の海外展開の支援 

① 我が国とつながりの深
いアジア・太平洋諸国にお
いて循環型社会が形成され
るよう、国際機関の関係プ
ロジェクトと連携を図りつ
つ、アジア３Ｒ推進フォー
ラムなど多国間の枠組みを
通じて、３Ｒ推進に関する
情報共有や合意形成をさら
に推進する。 

 ●平成 16 年度から毎年度環
境省が主宰する「有害廃棄物
の不法輸出入防止に関するア
ジアネットワーク」の活動を
開始し、アジア各国のバーゼ
ル条約担当官と税関職員、関
係国際機関との対話促進や連
携強化のための取組を行いま
した。【環境省】 
 
● ア ジ ア 太 平 洋 地 域 の
E-waste 及びコンピュータ機
器廃棄物の環境上適正な管
理、有害廃棄物等の環境上適
正な管理に関するフレームワ
ークの策定等、バーゼル条約
の下で進められるプロジェク
トについて、財政的・技術的
支援を行いました。【環境省】 
 
●平成 21 年に「アジア 3R 推
進フォーラム」が設立され、
同フォーラムの下で、3R に関
するハイレベルの政策対話の
促進、各国における 3R プロ
ジェクト実施への支援の促
進、3R 推進に役立つ情報の共
有、関係者のネットワーク化
等を進めることとなりまし
た。我が国は平成 21 年の同
フォーラム設立会合を東京で
開催し、それ以降、同フォー
ラム会合を開催国政府、国連
地域開発センターとともに主
催してきました。【環境省】 
 
●平成 26 年 2 月にインドネ
シア政府と共同で開催した第
5 回会合（インドネシア・ス
ラバヤ）からは、アジア太平
洋 3R 推進フォーラムと名称
を変更し、「アジア太平洋にお
ける 3R 推進の基盤としての

●我が国とつながりの深いア
ジア・太平洋諸国における循
環型社会の形成に向けては、
アジア太平洋諸国における
3R の推進を促す取組として、
2015 年（平成 27 年）にモル
ディブで開催予定の「アジア
太平洋 3R 推進フォーラム第
6 回会合」について、開催に
向けた準備及び調整を実施し
ました。また、2015 年（平
成 27 年）以降の「アジア太
平洋 3R 推進フォーラム」の
開催計画を検討しました。【環
境省】 
 
 

●我が国とつながりの深いア
ジア太平洋諸国における循環
型社会の形成に向けては、ア
ジア太平洋諸国における 3R
の推進を促す取組として、
2015 年（平成 27 年）にモル
ディブで「アジア太平洋 3R
推進フォーラム第 6 回会合」
を「3R 産業－アジア太平洋地
域における資源効率社会及び
持続可能な観光開発に向けた
次世代 3R の方向性」を全体
テーマとして開催しました。
【環境省】 
 
●平成 28 年 2 月に資源効率
に係る国際協力をテーマとし
た G7 アライアンスワークシ
ョップの中で、各国の廃棄物
に係る行政責任者や一般参加
者に対して、災害廃棄物対策
セミナーをワークショップの
スペシャルセッションとして
実施しました。【環境省】 
 

●アジアで３Ｒ国家戦略の策
定を進めるとともに、３Ｒ関
連事業形成や政策立案促進に
向け、毎年度、アジア太平洋
３Ｒ推進フォーラム会合を開
催しています。【環境省】 
 
●アジア太平洋地域の 3R に
関する 33 の目標を掲げた「ハ
ノイ３Ｒ宣言」等に鑑み、政
府、研究機関等と連携し、地
域内の廃棄物や資源循環に関
する情報・データの整備や地
域の課題の特定等を行う「ア
ジア太平洋３Ｒ白書（State of 
the 3Rs in Asia and the 
Pacific）」を 2017 年出版に向
けて UNCRD や IGES ととも
に作成をしています。【環境
省】 
 
●３R 国際学会（３ＲＩＮＣ
Ｓ）と連携したワークショッ
プの開催等を通じて、廃棄物
管理の取組に関する情報共
有・意見交換を行っているほ
か、廃棄物管理に関するアジ
ア諸国の基礎情報を国別に調
査し、環境省ホームページ上
で情報提供を行っています。
【環境省】 
 
 

●我が国はアジア諸国におけ
る3Rの戦略的実施支援事業と
して国際機関への拠出を今後
も引き続き行うほか、3R や資
源循環についての課題や進捗、
データ等を情報収集し、「アジ
ア太平洋 3R 白書」として整備
していくこととしています。 
 
●「アジア太平洋 3R 推進フォ
ーラム」等により、アジア太平
洋諸国における3Rの推進に向
けた政策対話を進め、更なる合
意形成を目指していきます。 
 
●アジア各国において循環型
社会が構築されるよう、引き続
き、３Ｒ推進に関する合意形成
を図るとともに、人材育成・法
制度の整備等の支援や交流を
進める必要があります。（環境
基本計画点検調査票） 
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重層的な連携と協力枠組み」
をテーマに積極的な議論が行
われました。その成果として、
官民連携や都市間等の協力関
係の推進を記載した「スラバ
ヤ 3R 宣言」を採択しました。
【環境省】 

② アジア各国に適合した
廃棄物・リサイクル制度や
有害廃棄物等の環境上適正
な管理（ESM）がそれぞれ
の国に定着するよう、二国
間政策対話等を推進し、３
Ｒ国家戦略等の策定支援、
循環型社会推進に係る法制
度整備支援、学術・研究面
での交流を進めるととも
に、JICA 等を通じた専門家
の派遣や研修生の受け入れ
の拡大を図る。 

 ●環境省ではアジア各国での
3R 国家戦略策定、法制度整備
等の二国間協力を継続して実
施してきました。【環境省】 
 
●マレーシアに対しては食品
廃棄物管理に関する戦略計画
の策定支援、ベトナムに対し
ては「統合的廃棄物国家戦略
計画（本計画自体も我が国の
支援により策定している。）」
に含まれる実施プログラムの
策定支援など、法制度整備に
関する支援を実施していま
す。【環境省】 
 
●2013 年（平成 25 年）から
は、アジア 3R 推進フォーラ
ム第 4 回会合で採択された
「ハノイ 3R 宣言」に則り、
ベトナム、インドネシア、マ
レーシアに適した政策目標及
びそのモニタリング指標の検
討を支援しています【環境省】 

●アジア各国に適合した廃棄
物・リサイクル制度や有害廃
棄物等の環境上適正な管理
（以下「ESM」という。）の定
着のため、外務省では、アジ
ア太平洋諸国のうち、中国、
ベトナム、インドネシア、マ
レーシア、パキスタン、スリ
ランカ、大洋州について、技
術協力等により廃棄物管理や
循環型社会の形成を支援しま
し た 。 ま た 政 府 開 発 援 助
（ODA）対象国からの研修員
受入れを実施しました。【外務
省・経済産業省】 
 
 

●アジア各国に適合した廃棄
物・リサイクル制度や有害廃
棄物等の環境上適正な管理
（ESM）の定着のため、外務
省では、アジア太平洋諸国の
うち、中国、ベトナム、イン
ドネシア、マレーシア、パキ
スタン、スリランカ、大洋州
について、技術協力等により
廃棄物管理や循環型社会の形
成を支援しました。また政府
開発援助（ODA）対象国から
の研修員受入れを実施しまし
た。【外務省・経済産業省】 
 

●JICA による専門家の派遣
や研修員受入れ等を通じ、ア
ジアの途上国における廃棄物
管理や循環型社会形成を支援
しました。【環境省・外務省・
経済産業省】 
 
● インドネシア、タイ、フィ
リピン、ベトナム、マレーシ
ア、クウェート等に対し、環
境協力覚書の締結、政策対話
の実施、制度整備支援、合同
ワークショップの開催等を実
施しています。【環境省】 

●特にアジア各国に適合した
廃棄物・リサイクル制度や有害
廃棄物等の環境上適正な管理
（ESM）の定着のため、独立行
政法人国際協力機構（JICA）
においては、アジア太平洋諸国
のうち、ベトナム、インドネシ
ア、マレーシア、パキスタン、
スリランカ、大洋州について、
技術協力等により廃棄物管理
や循環型社会の形成を支援し
ま す 。 ま た 政 府 開 発 援 助
（ODA）対象国からの研修員
受入れを実施します。 
 
●【再掲】アジア各国において
循環型社会が構築されるよう、
引き続き、３Ｒ推進に関する合
意形成を図るとともに、人材育
成・法制度の整備等の支援や交
流を進める必要があります。
（環境基本計画点検調査票） 

③ 地方自治体の廃棄物管
理サービスを拡大するため
の国際パートナーシップ
（IPLA）による都市間協力
などを通じて、アジア各国
の地方公共団体との知見・
経験の共有や、技術協力等
の連携を推進する。また、
廃棄物管理のためのグロー
バル・パートナーシップ
（GPWM)等を通じて、国際
的な廃棄物管理の取組に関
する情報収集や連携の更な
る促進を図る。さらに、３
Ｒアジア市民フォーラム等
を通じて、市民レベルでの
情報交換・連携を進めると

  
 

●日本環境衛生センター主催
の第 7 回アジア 3R 自治体間
ネットワーク会合の前日に
は、3R と廃棄物適正処理の推
進を目的とした、環境省主催
による官民連携ワークショッ
プを開催し、海外から 5 都市
と日本の自治体を招聘へいし
ました。あわせて、NGO によ
るセミナーも開催しました。
【環境省】 
 

●日本環境衛生センター主催
の第 7 回アジア 3R 自治体間
ネットワーク会合の前日に
は、3R と廃棄物適正処理の推
進を目的とした、環境省主催
による官民連携ワークショッ
プを開催し、海外から 6 都市
と日本の自治体を招聘へいし
ました。あわせて、NGO によ
るセミナーも開催しました。
【環境省】 
 
 
 

 ●我が国のリサイクル関連企
業が進出しやすい土壌の形成
のため、我が国の自治体が持つ
廃棄物処理・リサイクルに関す
る経験・ノウハウを活用し、相
手国の自治体・政府に対して制
度設計・整備・運用の支援等を
実施していきます。 
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ともに、国際的な資源循環
に関する研究を促進する。 

④ 上記取組を通じた各国
における廃棄物・リサイク
ル制度の導入・施行と、静
脈産業をはじめとする我が
国循環産業の海外展開を戦
略的にパッケージとして推
進する。また、政府・都市
間レベルでの各国とのチャ
ネルも活用し、関係府省が
連携して、民間事業者と海
外政府関係者との交流支援
や、行政レベル・民間レベ
ルで連携した海外展開の取
組を進める。 

・海外展開支援数 
・海外の都市と循
環型社会形成に関
して連携している
地方公共団体数 

●平成 23 年度より、我が国
循環産業が海外において事業
展開することを支援し、世界
規模で環境負荷の低減を実現
するとともに、我が国経済の
活性化につなげるため、「日系
静脈産業メジャーの育成・海
外展開促 
進事業」を開始しました。【環
境省】 
 
●平成 19 年度から実施して
きたアジアエコタウン協力事
業は、我が国がエコタウン整
備を通じて蓄積した経験・ノ
ウハウを、自治体間協力の枠
組みの下アジア各国に移転し
つつ、我が国リサイクル産業
の海外展開を支援するもので
す。【経済産業省】 
 
 
●平成 21 年度より、我が国
企業によるアジアでのリサイ
クルビジネス展開を促進させ
ることを目的として、アジア
各国における、法制度、市場
規模、収益性及び事業リスク
等を調査・分析し、リサイク
ルビジネス展開の可能性調査
を行っています。【経済産業
省】 
 
●平成 21 年度より、各地域
で直面している廃棄物・リサ
イクル問題を解決するため、
我が国のリサイクル技術・シ
ステムを活用した実証事業を
実施しました。【経済産業省】 
 

●各国における廃棄物・リサ
イクル制度の導入・施行と、
静脈産業をはじめとする我が
国循環産業の海外展開を戦略
的にパッケージとして推進し
ています。【環境省】 
 
●我が国の優れたインフラ関
連産業として、循環産業の国
際展開を支援する、我が国循
環産業の戦略的国際展開・育
成事業では、海外展開を行う
事業者の支援を平成 26 年度
に 17 件（継続 1 件、新規 16
件）実施しました。【環境省】 
 
●平成 26 年度の廃棄物処
理・リサイクルに関する自治
体間協力事業として、ベトナ
ムをターゲットに法制度動向
調査や関係行政機関が参加す
るセミナー等も実施しまし
た。【経済産業省】 
 
 
●我が国企業によるアジア等
でのリサイクルビジネスにつ
いては、平成 25 年度からの
継続案件 1 件のほか、3 件の
実施可能性調査を新たに実施
しました。さらに、平成 26
年度の現地ニーズに合致した
リサイクル技術・システムの
確立に係る研究開発・実証事
業として、平成 24 年度から
の継続案件 1 件、平成 25 年
度からの継続案件 1 件を実施
しました。【経済産業省】 
 

●各国における廃棄物・リサ
イクル制度の導入・施行と、
静脈産業を始めとする我が国
循環産業の海外展開を戦略的
にパッケージとして推進して
います。【環境省】 
 
●我が国の優れたインフラ関
連産業として、循環産業の国
際展開を支援する、我が国循
環産業の戦略的国際展開・育
成事業では、海外展開を行う
事業者の支援を平成 27 年度
に 15 件実施しました。平成
23 年度から平成 26 年度まで
の支援の結果、平成 28 年 3
月時点で既に事業化したもの
又は事業化のめどが立ってお
り、最終的な準備を進めてい
るもの 4 件、合弁契約、覚書
（MOU）締結、入札まで至っ
た件数が 9 件、二国間クレジ
ット制度（JCM）等の他の事
業に発展したものが 8 件、と
いう成果を上げています。【環
境省】 
 
●平成 27 年度の廃棄物処
理・リサイクルに関する自治
体間協力事業として、ベトナ
ムをターゲットに法制度動向
調査やパイロットプロジェク
ト等も実施しました。【経済産
業省】 
 
 
●我が国企業によるアジア等
でのリサイクルビジネスにつ
いては、2 件の実施可能性調
査を新たに実施しました。さ
らに、平成 27 年度の現地ニ
ーズに合致したリサイクル技
術・システムの確立に係る研
究開発・実証事業として、平
成 24 年度からの継続案件 1
件、平成 25 年度からの継続

●各国における廃棄物・リサ
イクル制度の導入・施行と、
静脈産業を始めとする我が国
循環産業の海外展開を戦略的
にパッケージとして推進して
います。【環境省】 
 
●我が国循環産業の戦略的国
際展開や育成を支援する事業
を展開しました。（平成２８年
は新たに 11 件の実現可能性
調査等を実施。）【環境省】 
 
●「国際研究開発・実証プロ
ジェクト」において、現地ニ
ーズに合致したリサイクル技
術・システムの確立に係る研
究開発・実証を実施しました。
【経済産業省】 
 
●平成２８年度よりＮＥＤＯ
で実施中のアジア省エネルギ
ー型資源循環制度導入実証事
業において、海外案件を 2 件
採択しました。【経済産業省】 
 
●我が国企業によるアジア等
でのリサイクルビジネス実施
可能性調査については、2 件
の調査を採択しました。【経済
産業省】 

●我が国の優れたインフラ関
連産業の国際展開の支援も引
き続き行います。我が国循環産
業の戦略的国際展開・育成事業
について、平成 28 年度は平成
25 年度までの三年間の事業成
果を取りまとめ、課題抽出と支
援策の改善を行う拡充期の最
終年度として、さらなる海外展
開の促進に向けたステップア
ップを目指し取組の充実を図
るとともに、次期に向けた課題
抽出と支援策の改善を検討し
ていくこととしています。 
 
●我が国企業によるアジア等
でのリサイクルビジネスの事
業実施可能性調査の継続や個
別案件のフォローアップ、ま
た、マスタープランや都市計画
段階へのコミット等により、事
業化を促進していきます。 
 
●現地ニーズに合致したリサ
イクル技術・システムの確立に
係る研究開発・実証事業につい
ては、引き続き事業を継続して
いきます。 
 
●我が国循環産業が進出しや
すい土壌の形成のため、我が国
の自治体が持つ廃棄物処理・リ
サイクルに関する経験・ノウハ
ウを活用し、相手国の自治体・
政府に対して、制度設計・整
備・運用の支援等を実施する必
要があります。（環境基本計画
点検調査票） 
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案件 1 件を実施しました。【経
済産業省】 

⑤ ④の取組を具体的に進
めるため、アジア各国で我
が国の事業者が実施する３
Ｒ・廃棄物処理に関する事
業の実現可能性調査を支援
する。 
また、海外展開支援に関す
るプラットフォームを構築
し、官民一体となった取組
を推進するための関係主体
間の情報共有・連携や、海
外に向けた我が国の３Ｒ・
廃棄物処理技術の情報発
信、海外展示会への出展支
援等を行う。 

 ●平成 25 年度からは「我が
国循環産業の戦略的国際展
開・育成事業」と名称を変更
し、国際展開計画事業に関す
る実現可能性調査（FS）等へ
の支援、海外情報の収集と国
内事業者への情報提供、事業
者・地方公共団体・関係団体
などの間での情報共有・意見
交換の促進、我が国の循環産
業事業者及び技術に関する海
外への情報発信などを積極的
に実施しています。 
 
特に FS 支援では、我が国の
循環産業による廃棄物処理・
リサイクル分野における具体
的な国際展開の計画のある事
業について、FS の実施等への
支援を行うとともに、現地関
係者との情報共有・意見交換
のための現地合同ワークショ
ップを実施することを義務付
けています。加えて、支援対
象事業の現地関係者を日本に
招き、我が国の廃棄物処理体
制・技術について学んでもら
う訪日研修も実施していま
す。【環境省】 
 
 

●ベトナムにおいては、平成
26 年度の廃棄物処理、3R 関
連制度、戦略に関する二国間
協力として、廃棄物関連政令
の策定を支援し、平成 26 年 6
月に政令案を公開するワーク
ショップに際して、専門家を
派遣し、内容の提案を行いま
した。また、焼却炉性能指針
の策定と JICA と連携して自
治体向け一般廃棄物処理計画
のためのガイドラインの策定
についての支援も実施しまし
た。【環境省】 
 
●マレーシアでは、食品廃棄
物を対象とした国家戦略計画
の策定、状況調査、ガイドラ
インの作成支援、成果報告ワ
ークショップを実施しまし
た。【環境省】 
 
●アラブ首長国連邦では、平
成 27 年 1 月に相互の産官学
を招いて展示会「Eco Waste
展」の会場でワークショップ
を開催しました。【環境省】 
 
●クウェートでも平成 27 年
1 
に両国の産官学を招いてワー
クショップを開催しました。
【環境省】 
 
●日本の環境関連事業者を招
いて、シンガポール訪日団を
対象としたワークショップも
平成 26 年 10 月に開催しまし
た。【環境省】 

●ベトナムにおいては、焼却
炉 10 炉程度の現地調査を実
施し、専門家を派遣して稼働
状況を確認しました。【環境
省】 
 
●平成 27 年 9 月には、イン
ドネシアで廃棄物発電に関す
るワークショップを実施し、
専門家を派遣しました。【環境
省】 
 
●平成 27 年 10 月にはフィリ
ピンで廃棄物発電ガイドライ
ンに関するワークショップを
開催しました。【環境省】 

●平成 28 年 9 月にインドネ
シアにおける JICA 主催の都
市ごみ発電施設に関するワー
クショップに参加しました。
【環境省】 

●引き続き、アジア等でのリサ
イクルビジネスの事業実施可
能性調査の実施や都市計画段
階への関与等により、事業化を
促進する必要がある。（環境基
本計画点検調査票） 

⑥ 途上国における温暖化
対策と同時に廃棄物問題等
の環境汚染対策にも資す
る、いわゆるコベネフィッ
ト（共通便益）（注 34）を
達成する事業や政策の実施
を支援する。 

 ●インドネシア、中国とのコ
ベネフィット協力にかかる覚
書に基づき、各国の環境対策
の強化に資する調査、能力開
発支援などを行いました。【環
境省】 
 

●インドネシア、中国、モン
ゴルを対象に、コベネフィッ
ト協力として、技術実証や訪
日研修等を行い、成果や課題
を取りまとめた上で今後の協
力継続について検討を行いま
した。【環境省】 

●活動内容のレビュー結果に
基づき、さらなる環境対策の
強化を目指し、インドネシア、
中国、モンゴルとのコベネフ
ィット協力を継続し、調査、
現地セミナー等を行いまし
た。【環境省】 

●インドネシア、中国、モン
ゴルとの協力に係る覚書に基
づき、引き続き調査・能力開
発支援を実施しました。【環境
省】 
 
 

●各活動の進捗を確認しつつ、
相手国との対話を踏まえ、引き
続きコベネフィット・アプロー
チの推進を通じて各国の環境
対策の強化に貢献します。 
 
●アジア地域等の途上国にお
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●国連ミレニアム開発目標に
掲げられた、衛生的なトイレ
を使用できない 25 億人の人
口を半減させるという国際的
な衛生問題の解決に貢献する
とともに、浄化槽やし尿処理
施設などの日本における分散
型のし尿処理システムの国際
普及を通じた途上国の水環境
の向上に向け、平成 21 年度
から「し尿処理システム国際
普及推進事業」を実施してい
ます。【環境省】 
 

 
●アジア地域等の途上国にお
ける公衆衛生の向上、水環境
の保全に向けては、日本の優
れたし尿処理技術である浄化
槽の国際普及を推進していま
す。平成 26 年度は、第 2 回
アジアにおける分散型汚水処
理に関するワークショップを
平成 26 年 12 月にタイで行い
ました。また、ベトナム及び
中国においては、二国間での
協力事業の案件形成に向け、
し尿処理に関する現地調査や
浄化槽の導入実地検証等を行
いました。【環境省】 

 
●アジア地域等の途上国にお
ける公衆衛生の向上、水環境
の保全に向けては、浄化槽等
の日本発の優れたし尿処理技
術の国際展開を実施していま
す。平成 27 年度は、第 7 回
世界水フォーラムにおいて、
浄化槽を中心とした個別分散
型のし尿処理システムの技術
や制度体系に関する情報発
信・展示を行ったほか、第 3
回アジアにおける分散型汚水
処理に関するワークショップ
を平成 28 年 3 月に日本で開
催しました。【環境省】 

ける公衆衛生の向上、水環境の
保全に向けては、JICA や日本
サニテーションコンソーシア
ム（JSC）等と連携しながら、
浄化槽等の日本発の優れたし
尿処理技術の情報発信や普及
促進を図り、持続可能な開発目
標（SDGs）の達成への貢献を
目指します。 
 

⑦ バーゼル条約第 11 回
締約国会議で、有害廃棄物
等 の 環 境 上 適 正 な 管 理
（ESM）に関するフレーム
ワークが採択されたことを
踏まえ、引き続き、指導的
な役割を果たすとともに、
その定着に向けた支援を行
う。また、水銀廃棄物の環
境上適正な管理に関するガ
イドラインの改定作業、
POPs（注 35）ガイドライ
ン等他のガイドライン策定
に当たっても積極的に関与
していく。 

  ●バーゼル条約等に関わる取
組も、各省連携の下で行って
います。環境省は、2013 年
（平成 25 年）のバーゼル条
約第 11 回締約国会議で設置
された、ESM に関する専門家
作業グループ（平成 26 年度
に第 2 回及び第 3 回を開催）
に、我が国の専門家を参加さ
せ、各国における ESM を実施
するためのガイダンス文書の
策定のための作業やパイロッ
トプロジェクトの実施を支援
するなど、積極的に取り組み
ました。さらに、水銀に関す
る水俣条約で考慮すべきとさ
れている、水銀廃棄物の環境
上適正な管理に関するガイド
ライン及びPCB廃棄物の環境
上適正な管理に関する技術ガ
イドラインの改定作業を我が
国が主導するとともに、我が
国の水銀廃棄物の処理技術、
PCB 廃棄物等の処理技術等に
関する知見を適切にインプッ
トすることで、他の POPs 廃
棄物に関するガイドライン等
の策定・改定作業も含め、国
際的な議論の進展に貢献しま
した。外務省も、バーゼル条
約に関係する活動として、
2014 年（平成 26 年）9 月に

●バーゼル条約等に関わる取
組も、各省連携の下で行って
います。環境省は、2015 年
（平成 27 年）のバーゼル条
約第 12 回締約国会議におい
て、水俣条約において考慮す
ることとされている水銀廃棄
物の環境上適正な管理に関す
る 技 術 ガ イ ド ラ イ ン 及 び
POPs 条約において考慮する
こととされている POPs 廃棄
物の環境上適正な管理に関す
る技術ガイドラインについて
は、水銀廃棄物及び PCB 廃棄
物に関してガイドラインの改
定作業を主導したほか、我が
国の処理技術等に関する知見
を適切にインプットしたこと
で、その採択に貢献しました。
また、使用済電気電子機器を
再使用目的で輸出入する際の
廃棄物と非廃棄物の識別に関
する客観的な判断基準を示
す、電気電子機器廃棄物及び
使用済電気電子機器の越境移
動（特に廃棄物と非廃棄物の
識別）に関する技術ガイドラ
インについての議論に積極的
に参加し、その採択に貢献し
ました。外務省も、バーゼル
条約に関係する活動として、
本締約国会議での議論に積極

●バーゼル条約の有害廃棄物
等の環境上適正な管理（ＥＳ
Ｍ）に関するフレームワーク
について、専門家作業グルー
プに専門家を派遣し、ＥＳＭ
フレームワークの実施や作業
プログラムの策定のための議
論に貢献しました。ストック
ホルム条約で考慮すべきとさ
れているＰＣN（ポリ塩化ナ
フタレン）廃棄物の環境上適
正な管理に関する技術ガイド
ラインの策定作業を主導する
とともに、我が国のＰＣN 廃
棄物等の処理技術等に関する
知見を適切にインプットし他
のＰＯＰｓ廃棄物ガイドライ
ンの策定又は改定作業も含
め、国際的な議論の進展に貢
献しました。【環境省】 
 

●引き続き、PCN 廃棄物の環
境上適正な管理に関する技術
ガイドラインの策定作業を主
導するほか、我が国のＰＯＰｓ
廃棄物等の処理技術等に関す
る知見を適切にインプットす
ることで、引き続き国際的な議
論の進展に積極的に貢献して
いきます。 
 
●同条約第 12 回締約国会議に
おいて採択された電気電子機
器廃棄物及び使用済電気電子
機器の越境移動（特に、廃棄物
と非廃棄物の識別）に関する技
術ガイドラインについても、
2017 年（平成 29 年）の第 13
回締約国会議において技術的
事項の改訂が予定されている
ことから、同締約国会議に向け
た議論に積極的に貢献してい
きます。 
 
●バーゼル条約、国際貿易の対
象となる特定の有害な化学物
質及び駆除剤についての事前
のかつ情報に基づく同意の手
続に関するロッテルダム条約
（PIC 条約）、残留性有機汚染
物質に関するストックホルム
条約（POPs 条約）の 3 条約に、
2013 年（平成 25 年）に採択
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開催された第 9 回公開作業部
会での議論に積極的に参加し
ました。【外務省・環境省】 
 
●バーゼル条約、国際貿易の
対象となる特定の有害な化学
物質及び駆除剤についての事
前のかつ情報に基づく同意の
手続に関するロッテルダム条
約（PIC 条約）、POPs 条約の
3 条約に、2013 年（平成 25
年）に採択された水銀に関す
る水俣条約を加えた 4 条約の
連携強化に係る活動も推進し
ました。水銀廃棄物の環境上
適正な管理に関する技術ガイ
ドライン等、バーゼル条約に
おける取組で得られた知見
は、水俣条約の実施に活用で
きることから、特にこれら 2
条約についての連携強化に取
り組みました。【環境省】 

的に参加しました。【外務省・
環境省】 
 
●バーゼル条約、国際貿易の
対象となる特定の有害な化学
物質及び駆除剤についての事
前のかつ情報に基づく同意の
手続に関するロッテルダム条
約（PIC 条約）、POPs 条約の
3 条約に、2013 年（平成 25 
年）に採択された水俣条約を
加えた 4 条約の連携強化に係
る活動も推進しました。水銀
廃棄物の環境上適正な管理に
関する技術ガイドライン等、
バーゼル条約における取組で
得られた知見は、水俣条約の
実施に活用できることから、
特にこれら 2 条約についての
連携強化に取り組みました。
【環境省】 
 

された水銀に関する水俣条約
（以下「水俣条約」という。）
を加えた、4 条約の連携強化に
係る活動を引き続き推進して
いきます。 
 
●バーゼル条約で採択された
水銀廃棄物の環境上適正な管
理に関する技術ガイドライン
は水俣条約の実施に活用でき
ることから、特にこれら 2 条
約についての連携強化に引き
続き取り組みます。 
 
 

⑧ OECD、UNEP 持続可能
な資源管理に関する国際パ
ネル、UNEP 国際環境技術
センター（IETC）（注 36）、
短寿命気候汚染物質削減の
ための気候と大気浄化のコ
アリション（CCAC）（注
37）、バーゼル条約の活動等
に積極的に参画し、３Ｒ・
廃棄物処理に関する制度・
技術や、リユース製品やリ
サイクル製品等をはじめと
する持続可能な消費と生産
に関する取組、物質フロー
指標等に関する我が国の最
新の知見・取組を反映させ
るなど国際的な情報発信を
強化する。 
また、SAICM 国内実施計画
に基づいて、バーゼル条約
については、ストックホル
ム条約、ロッテルダム条約
等の化学物質及び廃棄物の
適正管理に係る条約との連
携強化に係る活動を推進す
る。 

 ●G8 環境大臣会合の際には、
日本として、アジア等におけ
る循環型社会の構築に向けて
進めていく国際的取組を列挙
した「新・ゴミゼロ国際化行
動計画」を発表しました。【環
境省】 
 
●平成 23 年 5 月にドーヴィ
ル（フランス）で開催された
G8 サミットでは、首脳宣言に
おいて「神戸 3R 行動計画」
への支持が再確認され、同年
5 月に OECD が発表した神戸
3R 行動計画に基づく報告書
「G8 及び OECD 諸国におけ
る資源生産性」が歓迎され、
OECD がこの問題に引き続き
取り組むことが奨励されまし
た。【環境省・外務省】 
 
●平成 24 年にリオデジャネ
イロで行われた国連持続可能
な開発会議（リオ＋20）では、
成果文書「我々の望む未来」
が採択され、分野別取組のな

●国連環境計画（以下「UNEP」
という。）国際資源パネルへの
支援については、環境省は平
成 26 年 5 月にチリのサンチ
アゴで開催された UNEP 国際
資源パネル第 14 回会合に参
加し、推進中の調査・研究の
進捗を確認しました。また、
同年 9 月には、UNEP 国際資
源パネルの物質フロー分析作
業部会を東京に誘致し、環境
省、専門家、民間企業で資源
効率等を議論したほか、同年
11 月にオランダのロッテル
ダムで開催された、UNEP 国
際資源パネル第 15 回会合に
参加し、推進中の調査・研究
の進捗確認を実施しました。
今後も毎年複数の世界経済の
持続的発展に資する報告書の
公表が予定される等、UNEP
国際資源パネルの活動は着実
に進捗しています。【環境省】 
 
●外務省は、国際的な情報発
信を強化するため、UNEP 国

●国連環境計画（UNEP）国際
資源パネルへの支援について
は、環境省は平成 27 年 5 月
にベトナムのハノイで開催さ
れた UNEP 国際資源パネル第
16 回会合及び平成 27 年 10
月にスイスのダボスで開催さ
れた UNEP 国際資源パネル第
17 回会合に参加し、推進中の
調査・研究の進捗を確認しま
した。今後も毎年複数の世界
経済の持続的発展に資する報
告書の公表が予定されるな
ど、UNEP 国際資源パネルの
活動は着実に進捗していま
す。また、外務省は、我が国
に誘致した UNEP 国際環境技
術センター（UNEP/IETC）の
活動について、エネルギー利
用のためのバイオマス廃棄物
プロジェクトに関するセミナ
ーや我が国の産業廃棄物処理
政策と実践を取りまとめた報
告書刊行のサイドイベント等
に参加しました。【環境省】 
 

●平成 28 年５月に開催され
た G7 環境大臣会合において、
資源効率性・３R に関する G7
の枠組みとして、「富山物質循
環フレームワーク」が合意さ
れ、UNEP 国際資源パネル及
び OECD からそれぞれ資源効
率性向上に向けた統合報告書
と政策ガイダンスが提出され
ました。【環境省】 
 
●持続可能な消費と生産に関
す る 10 年 計 画 枠 組 み
（10YFP）について、本枠組
みの 6 つのプログラムのう
ち、環境省は「持続可能なラ
イフスタイルと教育」プログ
ラムの共同リード国を務め、
本枠組みの推進に積極的に貢
献しました。【環境省】 
 
●平成 28 年５月に開催され
たＧ７富山環境大臣会合のコ
ミュニケにおいて、SDGs の
環境側面の実施についてＧ７
で協調行動を進めていくこと

●UNEP 国際資源パネルへの
支援として、引き続き、我が国
から専門家の派遣を行うとと
もに、UNEP 国際資源パネルに
おけるアジア出身のメンバー
の増員等を通じ、アジアへ
UNEP 国際資源パネルの関心
を誘導していくことが課題で
す。加えて、我が国が誘致した
UNEP 国際環境技術センター
（UNEP/IETC）の活動の支援
を通じ、国連を始めとする国際
社会における我が国の環境政
策・技術の普及に引き続き努め
ます。 
 
●経済協力開発機構（OECD）
資源生産性・廃棄物作業部会に
は、今後も引き続き参画し、調
査・研究の推進を図っていくほ
か、2014 年（平成 26 年）に
東京で開催された環境に関す
るグローバル・フォーラムでの
議論を踏まえ、OECD 資源生産
性・廃棄物作業部会にて、拡大
生産者責任に関する情報を取
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2012 年６月ブラジルにて
開催された Rio+20 の成果
として今後交渉プロセスに
着手することが合意された
持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）や 2015 年以降の
国 際 開 発 目 標
（Post-MDGs）、持続可能な
消費と生産に関する 10 年
計画枠組みの検討（10YFP）
において、世界規模での循
環型社会の形成に向けて積
極的に貢献するとともに、
資源の環境効率に関する我
が国の知見が生かされるよ
う努める。 

かで廃棄物や持続可能な消費
と生産が取り上げられていま
す。特に、持続可能な消費と
生産については 10 年取組枠
組に合意され、我が国はその
実施のための理事会メンバー
を務めることになっていま
す。【環境省・外務省】 
 
●環境省は、国連環境計画
（UNEP）が天然資源の利用に
よる環境への影響の科学的評
価などを目的に平成 19 年に
設立した「国際資源パネル」
（持続可能な資源管理に関す
る国際パネルから名称を変
更）についても、資金拠出や
科学的知見の提供等の支援を
行っています。【環境省】 
 
●「短寿命気候汚染物質削減
のための気候と大気浄化のコ
アリション（CCAC）」のイニ
シアチブの一つである都市廃
棄物イニシアチブにおいて
も、我が国はリードパートナ
ーを務めています。【環境省】 
 
●OECD の廃棄物・資源生産
性作業部会（WPRPW）にお
いて進められている物質フロ
ー及び資源生産性のプロジェ
クトを重視し、積極的に議論
をリードしています。平成 26
年 6 月には、WPRPW のグロ
ーバル・フォーラムを国内に
て開催する予定です。【環境
省】 
 

際 環 境 技 術 セ ン タ ー
（UNEP/IETC）の活動につい
て、エネルギー利用のための
バイオマス廃棄物プロジェク
トに関するセミナーや同省の
支援により作成した、我が国
の産業廃棄物処理政策と実践
を取りまとめた報告書のサイ
ドイベント等に参加しまし
た。【外務省】 
 
●経済協力開発機構（以下
「OECD」という。）について
は、平成 26 年 6 月に OECD
資源生産性・廃棄物作業部会
と連携し、環境に関するグロ
ーバル・フォーラムを東京に
誘致し、拡大生産者責任に関
する議論を行いました。また、
同年 12 月にフランスのパリ
で開催された同作業部会第 5
回会合へ参加し、推進中の調
査・研究の進捗を確認しまし
た。【環境省】 
 
● 持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）に関する活動につい
ても、2014 年（平成 26 年）
3 月～7 月に開催された持続
可能な開発目標オープン・ワ
ーキング・グループ（以下
「SDGsOWG」という。）の報
告書作成交渉に積極的に参加
しました。【環境省・外務省】 
 
●持続可能な消費と生産に関
す る 10 年 計 画 枠 組 み
（10YFP）について、本枠組
みの 6 つのプログラムのう
ち、環境省は「持続可能なラ
イフスタイルと教育」プログ
ラムの共同リード国を務め、
本枠組みの推進に積極的に貢
献しました。【環境省】 

●経済協力開発機構（OECD）
については、平成 27 年 6 月
と 12 月にフランスのパリで
開催された OECD 資源生産
性・廃棄物作業部会第 6 回会
合及び第 7 回会合へ参加し、
推進中の調査・研究の進捗を
確認しました。【環境省】 
 
●持続可能な消費と生産に関
す る 10 年 計 画 枠 組 み
（10YFP）について、本枠組
みの 6 つのプログラムのう
ち、環境省は「持続可能なラ
イフスタイルと教育」プログ
ラムの共同リード国を務め、
本枠組みの推進に積極的に貢
献しました。【環境省】 
 
●2015 年 9 月に合意した、
持続可能な開発目標（SDGs）
を策定した「持続可能な開発
のための 2030 アジェンダ」
については，我が国は、MDGs
フォローアップ会合、非公式
な政策対話（コンタクト・グ
ループ）、国連総会サイドイベ
ントの開催等を通じて、真に
効果的な新しいアジェンダの
策定を主導してきました。【外
務省】 
 
● Ｇ７エルマウ・サミットに
おいて設立が合意された資源
効率性のためのＧ７アライア
ンスに関し、平成 27 年に独
議長国の下３回開催されたワ
ークショップに参加し、関係
者との意見交換を実施しまし
た。個別分野のワークショッ
プ等についてもフォローアッ
プしました。平成 28 年 2 月
には、日本の議長国の下、国
際協力をテーマにしたＧ７ア
ライアンス・ワークショップ
を開催し、関係者との意見交
換を実施しました。【環境省・
経済産業省】 

が合意されました。【環境省】 りまとめていきます。 
 
●引き続き UNEP／IRP や
OECD の取組を支援し、わが国
の知見・取組を反映させる必要
があります。（環境基本計画点
検調査票） 
 
●マイクロプラスチックによ
る海洋汚染について、生態系や
人の健康への影響が懸念され
ており、Ｇ７や日中韓三カ国環
境大臣会合（ＴＥＭＭ）等の国
際的な枠組みも活用しつつ、国
内外において、リデュースの推
進、調査研究の推進等に取り組
む必要があります。（環境基本
計画点検本文） 
 
●持続可能な消費と生産に関
する10年計画枠組み（10YFP）
について、引き続き、環境省は
「持続可能なライフスタイル
と教育」プログラムの共同リー
ド国を務め、本枠組みの推進に
積極的に貢献します。 
 
●Ｇ７富山環境大臣会合コミ
ュニケにおいて、協調行動の分
野として、ゴール 12 や食品廃
棄物の削減に言及されており、
これらを念頭に、G7 間で調整
を進めます。 
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（２） 循環資源の輸出入に係る対応 

① 有害廃棄物等の国際的
な移動による環境汚染を防
止するため、有害廃棄物の
不法輸出入防止に関するア
ジアネットワークにおける
参加国・関係国際機関との
連携強化や、バーゼル条約
の規制対策を明確化するた
めの告示の改正などを行
い、水際対策を強化する。 

  ●3R 推進月間の活動の一環
として、地方環境事務所にお
いて廃棄物等の不法輸出入の
監視強化のための取組を関係
省庁と連携して行う等、有害
廃棄物の不法輸出入防止に関
する水際対策に取り組みまし
た。【環境省・経済産業省】 
 
●平成 26 年 11 月には、岡山
市でアジア 11 か国・関係国
際機関の参加を得て、有害廃
棄物の不法輸出入防止に関す
るアジアネットワークワーク
ショップを開催し、不法輸出
入防止のための連携強化を図
りました。また、廃棄物等の
輸出入を行う事業者に対して
は、平成 26 年 11 月以降に全
国 9 か所でバーゼル法等の説
明会を開催する等、事業者へ
の手続き案内等の拡充を図り
ました。【環境省】 
 
 

●地方環境事務所において廃
棄物等の不法輸出入の監視強
化のための取組を関係省庁と
連携して行うなど、廃棄物等
の不法輸出入防止に関する水
際対策に積極的に取り組むと
ともに、このための国際的な
連携強化を図るため、平成 27
年 11 月に、シンガポールで
アジア太平洋地域の 12 か
国・関係国際機関の参加を得
て、有害廃棄物の不法輸出入
防止に関するアジアネットワ
ークワークショップを開催し
ました。【環境省】 
 

●地方環境事務所において廃
棄物等の不法輸出入の監視強
化のための取組を関係省庁と
連携して行うなど、廃棄物等
の不法輸出入防止に関する水
際対策に積極的に取り組んで
います。【環境省・経済産業省】 
 
●不法輸出入に係る国際的な
連携強化を図るため、毎年度
アジア太平洋地域（１０か国
程度）のバーゼル条約担当官
による有害廃棄物の不法輸出
入防止に関するアジアネット
ワークワークショップを開催
しました。【環境省】 
 
●循環資源の越境移動をめぐ
り近年生じている課題に対応
するため、有識者による検討
会（「廃棄物等の越境移動等の
適正化検討会」（平成 27 年 9
月～28 年３月））を実施。今
後の取組の方向を示した報告
書をとりまとめ、平成 28 年
４月に公表しました。【環境
省】 

●有害廃棄物の不法輸出入防
止に関するアジアネットワー
ク等を通じて、アジア太平洋地
域の関係国・関係国際機関との
連携強化に、引き続き取り組み
ます。また、税関等とも協力し
て、廃棄物等の不法輸出の防止
のための水際対策の強化を進
めていきます。さらに、循環資
源の越境移動をめぐり近年生
じている課題に適切に対応す
るための取組について、引き続
き検討を進めます。 
 
●不法輸出入監視強化につい
ては、関係省庁による連携及び
アジア太平洋地域の関係国・関
係国際機関との連携を一層進
める必要があります。（環境基
本計画点検本文） 
 
●水際対策の現場で客観的か
つ短時間で規制対象物か否か
を判断できる適切な基準を整
備することにより、取締りの実
効性を確保する必要がありま
す。（環境基本計画点検本文） 

② 途上国では適正な処理
が困難であるものの我が国
では処理可能な国外廃棄物
等を、我が国の対応能力の
範囲内で受け入れ、途上国
における環境・健康への悪
影響の低減と資源としての
有効活用を図る。 
このため、そのような有害
廃棄物等の輸入手続に対す
る事業者理解が促されるよ
う、ホームページ等を通じ
た手続案内等を拡充すると
ともに、バーゼル条約の枠
内での手続の簡素化等によ
り、手続に要する期間の短
縮に努める。 

   ●廃棄物等の輸出入を行う事
業者に対しては、平成 27 年
11 月以降に全国 11 か所でバ
ーゼル法等の説明会を開催す
るなど、事業者への手続案内
等の拡充を図りました。さら
に、循環資源の越境移動をめ
ぐり近年生じている課題に対
応し、適正な資源循環の実現
に向けた今後の取組の在り方
等について検討するため、有
識者からなる検討会を開催し
ました。【環境省、経済産業省】 
 

●廃棄物等の輸出入を行う事
業者に対して、全国でバーゼ
ル法等の説明会を開催するな
ど、事業者への手続き案内等
の拡充を図りました。【環境
省、経済産業省】 
 
●環境負荷の低減や資源の有
効利用に資する循環資源につ
いて、バーゼル法規制対象物
の輸入に係る各種手続きの迅
速化・簡素化のため、バーゼ
ル法施行規則等の関係省令等
を改正、施行しました。【環境
省・経済産業省】 
 
●【再掲】循環資源の越境移
動をめぐり近年生じている課
題に対応するため、有識者に
よる検討会（「廃棄物等の越境

●国内外で発生した二次資源
（使用済鉛蓄電池、電子部品ス
クラップ等）について、我が国
の誇る環境技術の先進性を活
かしつつ非鉄金属のリサイク
ルを着実に進めるため、バーゼ
ル法における規制の在り方等
について検討を行い、その結果
を踏まえ、早期に必要な措置を
講じる必要があります。（環境
基本計画点検本文） 
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移動等の適正化検討会」（平成
27 年 9 月～28 年３月））を実
施しました。今後の取組の方
向を示した報告書をとりまと
め、平成 28 年４月に公表し
ました。【環境省】 

③ 石炭灰、高炉水砕スラ
グ（注 38）など、我が国で
の利用量に限界がある一方
で、他国における安定的な
需要のある循環資源におい
ては、輸出先での再生利用
等において環境汚染が生じ
ないことが担保できる場合
については、物品に応じた
必要な輸出後の処理手続の
確認を行いつつ、手続の迅
速化を講じることなどによ
り、輸出の円滑化を図る。 

    ●【再掲】循環資源の越境移
動をめぐり近年生じている課
題に対応するため、有識者に
よる検討会（「廃棄物等の越境
移動等の適正化検討会」（平成
27 年 9 月～28 年３月））を実
施しました。今後の取組の方
向を示した報告書をとりまと
め、平成 28 年４月に公表し
ました。【環境省】 

 

④ 国際的な循環資源の移
動に当たっては、玄関口と
しての港湾が果たす役割の
重要性に鑑み、円滑な資源
輸送に必要な港湾施設の整
備や受入体制の確保を図
る。 

  ●港湾における循環資源の取
扱いにおいては、循環資源の
積替・保管施設等を活用しま
した。【国土交通省】 
 

●港湾における循環資源の取
扱いにおいては、循環資源の
積替・保管施設等を活用しま
した。【国土交通省】 
 

●港湾における循環資源の取
扱において積替・保管施設等
を活用しました。【国土交通
省】 

●国際的な循環資源の移動に
当たっては、玄関口としての港
湾が果たす役割の重要性に鑑
み、円滑な資源輸送に必要な港
湾施設の整備や循環資源の受
入体制の確保を引き続き図っ
ていきます。 
 
●国際的な循環資源の移動に
当たっては、玄関口としての港
湾が果たす役割の重要性を考
慮し、引き続き積み替えや保管
の効率化を進める必要があり
ます。（環境基本計画点検調査
票） 
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１０ 東日本大震災への対応 
（第三次循環基本計画第５
章第２節の項目） 

定量指標 平成 25 年度に講じた施策 
（平成 26 年版白書「講じた」 
に追記） 

平成 26 年度に講じた施策 
（平成 27 年版白書「講じた」
に追記） 

平成 27 年度に講じた施策 
（平成 28 年版白書「講じた」 
に追記） 

平成 28 年度上半期に講じた
施策（環境基本計画第４回点
検に追記） 

今後の課題（白書「講じよう」）
及び第４次環境基本計画第 4
回点検（調査票含む）に追記） 

（１）災害廃棄物の処理 

東日本大震災で生じた災害
廃棄物については、関係す
る各主体と連携しながら、
東日本大震災に係る災害廃
棄物の処理指針（マスター
プラン。平成 23 年５月 16
日環境省公表）、復興施策に
関する事業計画と工程表、
東日本大震災に係る災害廃
棄物の処理工程表（平成 25
年５月７日改定）等に基づ
き、着実に処理を進める。 
大量に発生した災害廃棄
物・津波堆積物は、関係者
の協力を得て、海岸防災林
の再生など復旧・復興事業
として整備する事業の建設
資材等に活用するなど、で
きる限りその再生利用を図
り、地域における循環型社
会の構築を進める。 
また、被災地では廃棄物の
処理能力が不足しているこ
とから、被災地以外の施設
を活用した広域処理につい
ても着実に実施する。 
さらに、災害廃棄物の迅速
な処理の観点から、東日本
大震災により生じた災害廃
棄物の処理に関する特別措
置法（平成 23 年法律第 99
号）に基づき、市町村から
要請があり、かつ、必要が
あると認められるときは、
国が当該市町村に代わって
災害廃棄物の処理を行う。 

 ●東日本大震災における被災地
の復旧・復興のため、災害廃棄
物の適正かつ円滑・迅速な処理
を行うために必要な一般廃棄物
処理施設の緊急整備に対して支
援を行いました。【環境省】 
 
●東日本大震災により生じた災
害廃棄物の処理に関する特別措
置法（平成 23 年法律第 99 号。
以下「災害廃棄物処理特別措置
法」という。）に基づき、災害廃
棄物の処理に関する基本的な方
針、工程表を定め、被災した自
治体の災害廃棄物処理につい
て、きめ細かな進捗管理を実施
し、目標として設定した平成 26
年 3 月末までに、福島県の一部
地域を除いて災害廃棄物等の処
理を完了しました。東日本大震
災における災害廃棄物等につい
ては積極的な再生利用が実施さ
れており、災害廃棄物は約 82%、
津波堆積物はほぼ全量が再生利
用されています。【環境省】 
 
●福島県については、災害廃棄
物処理特別措置法に基づき災害
廃棄物（可燃物）の処理につい
て、いわき市を除く太平洋沿岸 4
市町から代行処理の要請を受
け、国が処理を進めています。
相馬市に設置した仮設焼却炉に
より、新地町の可燃物について
は焼却が完了、相馬市の大部分
の可燃物については平成 25 年
度末に焼却が完了しました。広
野町及び南相馬市については、
早期に仮設焼却炉を整備し、処
理完了を目指します。また、避
難区域については、帰還の妨げ
となる廃棄物を撤去し、仮置場
へ搬入することを最優先目標と

●災害廃棄物処理特別措置法
に基づき、災害廃棄物の処理
に関する基本的な方針、工程
表を定め、被災した自治体の
災害廃棄物処理について、き
め細かな進捗管理を実施し、
目標としていた平成 26 年 3
月末までに、福島県の一部地
域を除いて災害廃棄物等の処
理を完了しました。平成 26
年度は、処理の完了していな
い福島県の一部地域におい
て、引き続き、きめ細かな進
捗管理を継続して行いまし
た。【環境省】 
 
●災害廃棄物処理特別措置法
に基づき災害廃棄物（可燃物）
の代行処理の要請を受けてい
る福島県の 4 市町のうち、処
理が完了してない 3 市町につ
いて、国がその処理を引き続
き実施しました。相馬市は平
成 26 年 11 月に処理を完了
し、広野町は仮設処理施設の
建設工事中です。また、南相
馬市は仮設処理施設の建設に
向けて準備中です。【環境省】 
 
●東日本大震災により発生し
たコンクリート殻・津波堆積
土砂を、被災した海岸堤防の
復旧工事の盛土材に活用する
取組では、平成 26 年度に災
害廃棄物由来の再生資材とし
て仙台市で発生した津波堆積
土等約 5.0 万 m3 を活用しま
した。【国土交通省】 
 

●災害廃棄物処理特別措置法
に基づき、災害廃棄物の処理
に関する基本的な方針、工程
表を定め、被災した自治体の
災害廃棄物処理について、き
め細やかな進捗管理をしてき
ました。【環境省】 
 
●東日本大震災により発生し
たコンクリート殻・津波堆積
土砂を、被災した海岸堤防の
復旧工事の盛土材に活用する
取組では、平成 27 年度に災
害廃棄物由来の再生資材とし
て仙台市で発生した津波堆積
土等約 4.3 万 m3 を活用しま
した。【国土交通省】 
 

●災害廃棄物処理特別措置法
に基づき災害廃棄物（可燃物）
の代行処理の要請を受けてい
る福島県の 4 市町のうち、処
理が完了していない 2 市町に
ついて、国がその処理を引き
続き実施しています。【環境
省】 
 

●平成 28 年度以降について
も、処理の完了していない福島
県の一部地域については、きめ
細かな進捗管理を継続しつつ、
市町と連携し国の代行処理等
による支援を通じて、できるだ
け早期の処理完了を目指して
いきます。 
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して着実な処理の推進に全力を
あげます。【環境省】 

（２）放射性物質に汚染された廃棄物の処理 

東日本大震災に伴う東京電
力福島第一原子力発電所の
事故に伴い放出された放射
性物質によって汚染された
廃棄物については、平成二
十三年三月十一日に発生し
た東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故に
より放出された放射性物質
による環境の汚染への対処
に関する特別措置法（平成
23 年法律 110 号。以下「放
射性物質汚染対処特別措置
法」という。）、放射性物質
汚染対処特別措置法に基づ
く基本方針（平成 23 年 11
月 11 日閣議決定）、指定廃
棄物（注 39）の今後の処理
の方針（平成 24 年３月環境
省公表）等に基づき、適正
かつ安全に処理を進める。 
また、廃棄物の再生利用時
に、放射性物質による汚染
に留意しつつ安全性を十分
に確保するとともに、廃棄
物以外の循環資源を含め
て、安全性が十分に確保さ
れるよう、引き続き、関係
府省間の緊密な連携を図
る。 
なお、放射性物質を含む廃
棄物の処理を法制上どのよ
うに恒久的に位置付けるか
については、放射性物質汚
染対処特別措置法等に基づ
き現在行われている廃棄物
処理の実施結果を十分検証
した上で、検討を行う。 

 ●平成二十三年三月十一日に発
生した東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環
境の汚染への対処に関する特別
措置法（平成 23 年法律第 110
号。以下「放射性物質汚染対処
特措法」という。）に基づき、事
故由来放射性物質による汚染状
態が 8,000 ベクレル/kg を超え
るものであって環境大臣が指定
した廃棄物（以下「指定廃棄物」
という。）と、平成 23 年 12 月
28 日「汚染廃棄物対策地域及び
除染特別地域を指定する件」に
よって指定された福島県の汚染
廃棄物対策地域内における災害
廃棄物等（以下「対策地域内廃
棄物」という。）は国が処理する
こととなっています。【環境省】 
 
●（福島県内）対策地域内廃棄
物については、平成 24 年 6 月
11 日に「対策地域内廃棄物処理
計画（以下「処理計画」という。）
を策定し、これに基づく仮置場
の整備や仮置場への廃棄物の搬
入を進めてきましたが、これら
の処理の進捗を踏まえて、対策
地域内廃棄物の量等の見込みや
処理計画の目標について見直す
必要が生じたこと、また、双葉
町を加えた対策地域内のすべて
の市町村において避難指示区域
の見直しが完了したことも踏ま
えて、処理計画について見直し
を行い、平成 25 年 12 月 26 日
に改定を行いました。【環境省】 
 
●（福島県内）対策地域内の災
害廃棄物等については、避難さ
れている方々の円滑な帰還を積
極的に推進する観点から、避難
指示解除準備区域及び居住制限
区域において、帰還の妨げとな

●福島県内の国直轄で処理を
進める汚染廃棄物対策地域で
は、平成 25 年 12 月の対策地
域内廃棄物処理計画の見直し
において、帰還の妨げとなる
廃棄物の仮置場への搬入完了
目標を市町村ごとに設定しま
した。【環境省】 
 
●福島県内の放射性物質汚染
対処特別措置法に基づく指定
廃棄物のうち、放射能濃度 10
万ベクレル/kg 以下のものに
ついては、既存の管理型処分
場であるフクシマエコテック
を活用して埋立処分する計画
であり、地元の富岡町及び楢
葉町の当局や議会への説明を
経て、平成 26 年 4 月に楢葉
町、6 月に富岡町に対し住民
説明会を開催しました。【環境
省】 
 
●（福島県内）放射能濃度 10
万ベクレル/kg 超の指定廃棄
物を搬入する予定の中間貯蔵
施設の整備については、平成
26 年 5 月から 6 月にかけて、
福島県、候補地の大熊町・双
葉町に、住民説明会の意見等
を踏まえた財政措置を含む、
国の考え方の全体像を提示し
ました。同年 9 月に知事より
中間貯蔵施設の建設受入れを
容認する旨、両町長より地権
者への説明を了承する旨が伝
達され、同年 9 月末から 10
月中旬にかけて地権者を対象
にした説明会を開催しまし
た。【環境省】 
 
●減容化事業のうち、福島市
堀河町終末処理場について
は、平成 26 年 10 月末をもっ
て運転を終了しました。また、

●福島県内の汚染廃棄物対策
地域では、対策地域内廃棄物
処理計画（平成 25 年 12 月一
部改定）に基づき処理を進め
ています。平成 27 年度には、
帰還困難区域を除いて、帰還
の妨げとなる廃棄物の仮置場
への搬入を完了しました。仮
設焼却施設については、8 市
町村 9 施設において設置を予
定しており、6 施設が稼働中
です。【環境省】 
 
●福島県内の指定廃棄物及び
対策地域内廃棄物について、
放射能濃度が 10 万ベクレル
/kg 以下のものは、既存の管
理型処分場を活用して埋立処
分する計画です。平成 27 年 6
月に同処分場の国有化を含め
た国の考え方を福島県・富岡
町・楢葉町に提示しました。
これに対して、平成 27 年 8
月に県・両町から申入れを受
け、同年 11 月にその申入れ
を踏まえた国の考え方を再度
提示し、その後、平成 27 年
12 月に県・両町から、当該処
分場の活用の容認がなされま
した。【環境省】 
 
●福島県で実施している減容
化事業に関し、鮫川村におけ
る農林業系副産物等処理実証
事業については、平成 27 年 7
月末をもって焼却を完了しま
した。また、県中・県南等の
24 市町村の農林業系廃棄物
については、田村市・川内村
における減容化事業において
処理することとしており、仮
設焼却施設の設置に向けて手
続を進めました。飯舘村の蕨
平地区においては、平成 28
年 1 月に仮設焼却施設、4 月

 ●福島県内の汚染廃棄物対策
地域では、対策地域内廃棄物処
理計画（平成 25 年 12 月一部
改定）に基づき着実に処理を進
めていきます。 
 
●指定廃棄物については、放射
性物質汚染対処特措法に基づ
く基本方針において、指定廃棄
物の処理は当該指定廃棄物が
発生した都道府県内で行うこ
とととしており、引き続き、各
都県ごとに早期の処理に向け
取り組んでいきます。 
 
●福島県内の指定廃棄物等の
うち、放射能濃度 10 万ベクレ
ル/kg 以下のものについては、
既存の管理型処分場であるフ
クシマエコテッククリーンセ
ンターを活用して埋立処分す
る計画です（10 万ベクレル/kg
超の指定廃棄物等については、
中間貯蔵施設へ搬入する予
定）。平成 27 年 12 月に、福島
県・富岡町・楢葉町から当該処
分場の活用が容認されました
が、引き続き、安全・安心の確
保に万全を期するとともに、地
元住民の不安や懸念を解消で
きるよう引き続き努力してい
きます。 
 
●放射能濃度が 10 万ベクレル
/kg 超の指定廃棄物を搬入す
る予定の中間貯蔵施設につい
ても、その整備に向けて最大限
努力していきます。 
 
●また、保管が長期化すると腐
敗や臭気等のおそれがある下
水汚泥や農林業系廃棄物等に
ついては、焼却等の減容化事業
を行うことになっています。減
容化事業のうち、飯舘村蕨平地
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る廃棄物を速やかに撤去し、仮
置場に搬入することを優先目標
として進めています。市町村毎
にこれらの仮置場への搬入完了
目標を定め、平成 25 年度末時点
で、楢葉町、川内村、大熊町の 3
町村については帰還の妨げとな
る廃棄物の仮置場への搬入を一
通り完了しました。また、南相
馬市についても目標通り、一部
を除き搬入しました。仮置場へ
の搬入後の災害廃棄物等の処理
については、その発生量や発生
の時期、処理施設の立地場所の
確保の状況等を踏まえて、各市
町村と随時調整を行いつつ、処
理のスケジュールを設定しま
す。既にいくつかの市町村で仮
設処理施設の設置場所を確保
し、建設を進めているところで
す。【環境省】 
 
●（福島県内）福島県内の指定
廃棄物については、8,000 ベク
レル/kg を超え、10 万ベクレル
/kg 以下のものは既存の管理型
処分場、10 万ベクレル/kg 超の
ものは中間貯蔵施設に搬入する
方針であり、平成 25 年 12 月に
管理型処分場の活用と中間貯蔵
施設の設置について、計画案を
提示し、受け入れの要請を行い
ました。この案について、平成
26 年 2 月に福島県知事より、配
置計画を見直すよう申入れがあ
ったのに対し、3 月に管理型最終
処分場内に計画していた固形化
施設等の設置場所を見直すなど
の回答をしました。【環境省】 
 
●（福島県内）下水汚泥や農林
業系廃棄物などの指定廃棄物に
ついては、保管が長期化すると、
腐敗や臭気などのおそれがある
ことから、性状を安定させ、保
管スペースを確保する観点か
ら、焼却等の減容化事業を行っ
ています（表 3-5-1）。【環境省】 

鮫川村内で発生し処理が滞っ
ている農林業系副産物等の処
理実証事業については、平成
26 年度も継続して行いまし
た。【環境省】 
 
●福島県外の放射性物質汚染
対処特別措置法に基づく指定
廃棄物については、一時保管
がひっ迫している宮城県、栃
木県、千葉県、茨城県、群馬
県の 5 県において、国が各県
内で早期に処理するための調
整を行っています。このうち、
宮城県については、平成 26
年 1 月に 3 か所の詳細調査候
補地（栗原市深山嶽、大和町
下原、加美町田代岳）を公表
し、同年 8 月に詳細調査を開
始しました。また、栃木県に
ついては、平成 26 年 7 月に 1
か所（塩谷町寺島入）を、千
葉県については、平成 27 年 4
月に 1 か所（千葉市中央区蘇
我）を、それぞれ詳細調査候
補地として公表しました。【環
境省】 
 
●再生利用可能な廃棄物につ
いては、放射線量の測定を行
い、処理業者が受入れ可能と
確認した物について引渡しを
行いました。また、飼料中の
放射性セシウムについては、
その暫定許容値を定め、引き
続き都道府県等に周知徹底等
を図っています。肥料につい
ては、汚泥肥料を含めた全て
の肥料の放射性セシウム暫定
許容値を 400 ベクレル/kg と
定め、引き続き都道府県等に
周知徹底を図るとともに、16
都県で生産される汚泥肥料の
放射性セシウム濃度の測定を
実施しました。【環境省】 

に資材化施設の運転を開始し
ました。【環境省】 
 
●福島県外の指定廃棄物につ
いては、特に保管状況がひっ
迫している県において、国が
各県内で早期に処理するため
の調整を行っています。宮城
県においては、平成 27 年 4 
月・5 月・10 月に宮城県民を
対象としたフォーラム、10
月・11 月に有識者を交えた環
境省と加美町の意見交換会、
12 月には市町村長会議を開
催し、丁寧な説明に努めてき
ました。加えて、平成 28 年 2
月には、同県内の指定廃棄物
の放射能濃度の再測定結果を
公表するとともに、同年 3 月
の市町村長会議において、［1］
比較的濃度が高いものについ
ては、災害等のリスクの観点
から県内 1 か所に集約して安
全に管理、［2］自然減衰によ
り 8,000 ベクレル/kg を下回
ったものについては、指定解
除の仕組みも活用しながら順
次処理するという環境省の考
え方を説明しました。栃木県
においても平成 27 年 5 月・6
月・9 月に、栃木県民を対象
としたフォーラムを開催する
など、指定廃棄物の処理に関
し、丁寧な説明に努めてきま
した。千葉県では、平成 27
年 4 月に、詳細調査を実施す
る候補地を 1 か所提示しまし
た。その後、地元自治体に説
明するほか、5 月・6 月に地
元自治体の市議会全員協議会
で 2 回、6 月～8 月に住民を
対象とした説明会を 5 回開催
しました。【環境省】 
 
●茨城県においては、平成 27
年 4 月、平成 28 年 2 月に「一
時保管市町長会議」を開催し、
8,000 ベクレル/kg 以下とな

区においては、平成 28 年 1 月
に仮設焼却施設運転を開始し
たところであり、引き続き早期
の処理に向けて取り組みます。
また、県中・県南等の 24 市町
村の農林業系廃棄物を減容化
する事業について、平成 29 年
３月の仮設焼却施設の稼働に
向け、準備を進めます。このほ
か、安達地方の３市町の農林業
系廃棄物等を減容化する事業
についても、発注に向け、引き
続き調整を進めていきます。 
 
●福島県外の指定廃棄物につ
いては、一時保管がひっ迫して
いる宮城県、栃木県、千葉県、
茨城県、群馬県の 5 県におい
て、各県内で早期に処理するた
めの調整を引き続き丁寧に行
っていきます。 
 
●自治体の浄水場又は終末処
理場において保管されている
放射性濃度の高い汚泥につい
ては、放射性物質汚染対処特措
法や廃棄物処理法に基づく処
理が着実に前進するよう、引き
続き取り組むべきです。（環境
基本計画点検本文） 
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●（福島県外）福島県以外の指
定廃棄物については、既存の廃
棄物処理施設の活用について引
き続き検討を行いつつ、指定廃
棄物が多量に発生し、保管がひ
っ迫している都道府県において
は、国がそれぞれの県内に集約
して、必要な最終処分場等を確
保する方針です。【環境省】 
 
●平成 25 年 2 月に、自治体との
意見交換を重視した候補地の選
定プロセスに大幅に見直すとい
う方針を公表し、これまで関係 5
県（宮城県、茨城県、栃木県、
群馬県、千葉県）において市町
村長会議を開催するとともに、
有識者会議での議論を重ねてき
ました。平成 25 年 10 月の有識
者会議では、処分場の候補地を
各県で選定するためのベースと
なる基本的な案を取りまとめま
した。【環境省】 
 
●その後、宮城県、栃木県にお
ける選定手法について確定し、
候補地の選定作業に入っていま
す。宮城県においては、平成 26
年 1 月に、詳細調査を実施する
候補地を提示しました。【環境
省】 

るのに長期間を要する指定廃
棄物については、災害等のリ
スクの観点から、引き続き県
内 1 か所に集約して安全に管
理する方針を堅持しつつ、
8,000 ベクレル/kg 以下とな
るのに長期間を要しない指定
廃棄物については、現地保管
を継続し放射能濃度の減衰後
に段階的に処理を進めていく
方針を決定しました。【環境
省】 
 
●上記の各種廃棄物への対応
に加えて、飼料については、
定められた暫定許容値を超え
る飼料の利用、生産及び流通
が行われないよう、関係者に
周知徹底を図りました。また、
肥料についても、平成 23 年 8
月に汚泥肥料を含めた全ての
肥料の放射性セシウム暫定許
容値を 400 ベクレル/kg と定
めており、同様に引き続き都
道府県等に周知徹底を図ると
ともに、汚泥肥料の放射性セ
シウム濃度の測定を実施しま
した。【農林水産省】 
 
●放射性物質汚染廃棄物に関
する安全対策検討会にて検討
を行い、特定一般廃棄物・特
定産業廃棄物の要件（対象と
なる地域等）を見直し、省令
改正を行いました。【環境省】 

 



 

 

 

-
 1

6
4

 - 
-

 1
6

4
 - 

-
 1

6
4

 - 

○第４次環境基本計画第４回点検において、上記以外に以下の事項についても今後の課題とされた。 
●ＳＤＧｓにおける 17 の Goal のうち、資源効率の向上（Target 8.4）、持続可能な生産と消費（Goal12）など、その達成基盤として資源と環境に直接的に言及している 12 の Goal を平成

42 年度（2030 年）に達成できるよう、循環型社会形成の取組を戦略的に進めるべきである。 
●循環型社会形成の取組を、経済・社会課題としても扱い、分野横断的・分野別政策に統合すべきである。具体的には、富山物質循環フレームワークに基づき、循環型社会と気候変動、異常

気象、有害物質、災害廃棄物、自然環境保全、海洋ごみ、原材料へのアクセス、産業競争力その他の課題に関する政策を包括的に統合し、促進すべきである。循環型社会の形成が、雇用創
出や経済成長、地域の活性化に繋がるよう、取組を強化すべきである。 

●廃棄段階のみならず、生産・消費段階を含む物質のライフサイクル全体を通じて循環型社会形成の取組を行政、事業者、消費者、ＮＧＯ・ＮＰＯ等の各主体が連携して強化することとし、
その際には、拡大生産者責任（ＥＰＲ）やグリーン公共調達（ＧＰＰ）、ビジネスとのパートナーシップ等のポリシーミックスを適用すべきである。特に、規制的措置に加え、透明性や説明
責任を確保しつつ、事業者による自主的な行動や情報的措置等の適切な政策及び措置を最大限活用すべきである。 

●富山物質循環フレームワークに基づき、地域における文化等の特性、人と人とのつながり、中小企業の果たす役割等に着目し、地域の各主体が連携して、地域での循環型社会形成を進める
べきである。また、環境配慮型製品に関する情報を消費者（最終需要者）に提供するとともに、環境配慮型製品に関する消費者の認識を持続可能な消費行動に結びつけるための検討を行い、
実践を促すべきである。 

●より良いデータ及び分析に基づいた政策立案と評価を強化すべきである。特に、富山物質循環フレームワークに基づき、各取組について、適切かつ科学に基づき、広く認知された国内指標
を検討するとともに、他の国々が参考とできるよう、算定方法や指標、レビュー結果の共有を含む透明性のあるフォローアッププロセスを国内で構築すべきである。 

●国際的なサプライチェーンや貿易・投資、政府開発援助（ＯＤＡ）、ラべリング、データ改善や経済分析等において、Ｇ７間を含む国際レベルでの協力を強化すべきである。特に、我が国と
して、富山物質循環フレームワークに基づき、ベストプラクティスや適用可能な最良技術（ＢＡＴ）等の共有、途上国における循環型社会形成政策の能力構築支援、激甚な自然災害を経験
する国・地域への支援等を進めるべきである。 

●富山物質循環フレームワークで示された共通ビジョン（関連する概念やアプローチを尊重しつつ、地球の環境容量内に収まるように天然資源の消費を抑制し、再生材や再生可能資源の利用
を進めることにより、ライフサイクル全体にわたりストック資源を含む資源が効率的かつ持続的に使われる社会を実現する。）の達成のために、例えば平成 62 年（2050 年）の我が国のビ
ジョンを設定し、そこからバックキャスティングによって上記の取組を戦略的に進めるべきである。 

●循環分野においても、費用対効果や社会全体で負担する費用の低減という点に留意し、効率的に施策を講じていく必要がある。 
●適正な資源循環を確保するため、資源の持ち去り対策を一層強化する必要がある。 
●「廃棄物処理施設や最終処分場は、循環型社会形成や大規模災害対応に必要不可欠な施設であり、長寿命化等のストックマネジメントも含め、今後一層、支援を行う必要がある。また、当

該施設の整備等に当たっては、災害拠点としての施設整備の観点が重要であることから、これまでにも増して計画段階から地域住民等の理解及び協力を得ながら推進すべきである。なお、
廃棄物処理施設の整備を含む処理全体の体制構築に当たっては、将来の人口減少等の社会状況の変化を考慮する必要がある。」 

●「人口減少により過剰となるストック資源の評価・活用について検討する必要がある。」 
●「資源効率性については経済政策、産業政策の位置づけも大きく、産業界も重要なステークホルダーであることから、環境政策としても事業者の取組のフォローアップや支援を行う必要が

ある。」 
●「国や県、市町村、事業者等の各主体の役割と責任を社会の変化に応じて見直していく必要がある。そのような中で、既存概念にとらわれず、新たな構想力と実行力をもつ各主体での人材

育成が求められる。」 
 



(参考１) 
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（国連文書 A/70/L.1 を基に外務省で作成した仮訳の抜粋） 

仮訳 
 

持続可能な開発目標 

 

目標 1.   あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる  

目標 2.   飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

目標 3.   あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

目標 4 . すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

目標 5.   ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

目標 6.   すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

目標 7.   すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保

する 

目標 8 . 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの

ある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

目標 9.   強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る 

目標 10.  各国内及び各国間の不平等を是正する 

目標 11.  包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

目標 12.  持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13.  気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる* 

目標 14.  持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

目標 15.  陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への

対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

目標 16.  持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセ

スを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

目標 17.  持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化す

る 

 

*国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的な国際

的、政府間対話の場であると認識している。 

 

目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる【国地総：全般】 

1.1   2030 年までに、現在 1 日 1.25 ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあら

ゆる場所で終わらせる。 

1.2  2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、

子どもの割合を半減させる。 

1.3  各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年までに貧困

層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

1.4  2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへの

アクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、

適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平

等な権利を持つことができるように確保する。 

1.5  2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変
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動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性

を軽減する。 

 

1.a  あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をは

じめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化など

を通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 

1.b  貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層や

ジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 

 

目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する【経

安、国地総：全般】 

2.1  2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある

人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 

2.2  5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年

までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授

乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 

2.3  2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加

価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、

家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増

させる。 

2.4  2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気

象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌

の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な

農業を実践する。 

2.5  2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクな

ども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多

様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセ

ス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 

】 

2.a  開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化など

を通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バ

ンクへの投資の拡大を図る。 

2.b  ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、すべての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ

すべての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の農業市場における貿易制限や歪みを是正

及び防止する。 

2.c  食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能

を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 

 

目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

3.1  2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70人未満に削減する。 

3.2  すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5歳以下死亡

率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指し、2030 年までに、新生児

及び 5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3.3  2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶する

とともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 

3.4  2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて 3 分の 1 減少させ、

精神保健及び福祉を促進する。 
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3.5  薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 

3.6  2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

3.7  2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み

入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 

3.8  すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス

及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバー

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

3.9  2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件

数を大幅に減少させる。 

 

3.a  すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 

3.b  主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を

支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康

に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣

言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有

権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する

開発途上国の権利を確約したものである。 

 

3.c  開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採

用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 

3.d  すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和

及び危険因子管理のための能力を強化する。 

 

目標 4 . すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

4.1  2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、

無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 

4.2  2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前

教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 

4.3  2030 年までに、すべての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び

大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.4  2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業

に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 

4.5  2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にあ

る子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにす

る。 

4.6  2030 年までに、すべての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び基本的

計算能力を身に付けられるようにする。 

4.7  2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の

平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持

続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進する

ために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

 

4.a  子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非

暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 

4.b  2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ

諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・工学・科学プログラムなど、先

進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 
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4.c  2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修の

ための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 

 

目標 5 . ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

5.1  あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 

5.2  人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空

間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

5.3  未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 

5.4  公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家

族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 

5.5  政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参

画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

5.6  国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの検証会議の成

果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 

 

5.a  女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ及び

土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改

革に着手する。 

5.b  女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。 

5.c  ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のた

めの適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 

 

目標 6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

6.1  2030 年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成す

る。 

6.2  2030 年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、

野外での排泄をなくす。女性及び女児、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意

を払う。 

6.3  2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排

水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加させることにより、

水質を改善する。 

6.4  2030 年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及

び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 

6.5  2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施

する。 

6.6  2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・

回復を行う。 

 

6.a  2030 年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術を

含む開発途上国における水と衛生分野での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援

を拡大する。 

6.b  水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。 

 

目標 7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す

る 

7.1  2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保す

る。 
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7.2  2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大

させる。 

7.3  2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

 

7.a  2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃

料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を

強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 

7.b  2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼

開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供

給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 

 

目標 8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの

ある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

8.1  各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくと

も年率 7%の成長率を保つ。 

8.2  高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上

及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

8.3  生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策

を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成

長を奨励する。 

8.4  2030 年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、

持続可能な消費と生産に関する 10カ年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 

8.5  2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働

きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。 

8.6  2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 

8.7  強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、

最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士の募集と使用を含

むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 

8.8  移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者

の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

8.9  2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進す

るための政策を立案し実施する。 

8.10 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアク

セスを促進・拡大する。 

 

8.a  後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）などを通じた

支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 

8.b  2020 年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事に関する世界

協定の実施を展開・運用化する。 

 

目標  9. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る 

9.1  すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するため

に、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）な

インフラを開発する。 

9.2  包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030 年までに各国の状況に応じて雇用及び GDP に占

める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させ
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る。 

9.3  特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービ

スやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 

9.4  2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセス

の導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々

は各国の能力に応じた取組を行う。 

9.5  2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅

に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべて

の国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 

 

9.a  アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロ

ジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱（レジリエント）な

インフラ開発を促進する。 

9.b  産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上

国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 

9.c  後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020 年までに普遍的

かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 

 

目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する 

10.1  2030 年までに、各国の所得下位 40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進

的に達成し、持続させる。 

10.2  2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他

の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促

進する。 

10.3  差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを

通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 

10.4  税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 

10.5  世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強

化する。 

10.6  地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させ

ることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 

10.7  計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的

かつ責任ある移住や流動性を促進する。 

 

10.a  世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異な

る待遇の原則を実施する。 

10.b  各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上

国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助（ODA）

及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 

10.c  2030 年までに、移住労働者による送金コストを 3%未満に引き下げ、コストが 5%を越える送

金経路を撤廃する。 

 

目標 11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

11.1  2030 年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアク

セスを確保し、スラムを改善する。 

11.2  2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に

配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安
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全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 

11.3  2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的か

つ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.4  世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 

11.5  2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害

などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失

を大幅に減らす。 

11.6  2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことに

よるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

11.7  2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が

容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

 

11.a  各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周

辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 

11.b  2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエ

ンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に

増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管

理の策定と実施を行う。 

11.c  財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持

続可能かつ強靱（レジリエント）な建造物の整備を支援する。 

 

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 

12.1  開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組

み（10YFP）を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。【農 

12.2  2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 

12.3  2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、

収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 

12.4  2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適

正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化する

ため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 

12.5  2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大

幅に削減する。 

12.6  特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に

関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 

12.7  国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 

12.8  2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ

スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

12.a  開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の

強化を支援する。 

12.b  雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開

発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 

12.c  開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開

発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその

環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみ

を除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化

する。 
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目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる*【国地気候：全般】 

13.1  すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適

応の能力を強化する。 

13.2  気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 

13.3  気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機

能を改善する。 

 

13.a  重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応

するため、2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、

UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本

を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 

13.b  後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外され

たコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のた

めの能力を向上するメカニズムを推進する。 

 

*国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的な国際

的、政府間対話の場であると認識している。 

 

目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

14.1  2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類

の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

14.2  2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性（レ

ジリエンス）の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現す

るため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 

14.3  あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対

処する。 

14.4   水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる

最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過

剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理

計画を実施する。 

14.5  2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なく

とも沿岸域及び海域の 10 パーセントを保全する。 

14.6   開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界

貿易機関（WTO）漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020 年ま

でに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制（IUU）

漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する8。 

14.7  2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国

及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 

 

14.a  海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発

における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海

洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及

び海洋技術の移転を行う。 

                                        
8 現在進行中の世界貿易機関（WTO）交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。   
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14.b  小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 

14.c 「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び

持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）に

反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利

用を強化する。 

 

目標 15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への

対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する【国地 

15.1  2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめと

する陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用

を確保する。 

15.2  2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、

劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 

15.3  2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化

した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 

15.4 2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、

生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 

15.5  自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護

し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 

15.6  国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとと

もに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 

15.7  保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じる

とともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 

15.8  2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系へ

の影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 

15.9  2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧

困削減のための戦略及び会計に組み込む。 

 

15.a  生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及

び大幅な増額を行う。 

15.b  保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給

源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ

付与のための相当量の資源を動員する。 

15.c  持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟

及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 

 

目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセ

スを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

16.1  あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させ

る。 

16.2  子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

16.3  国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセス

を提供する。 

16.4  2030 年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返

還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 

16.5  あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 

16.6  あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 
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16.7  あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 

16.8  グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 

16.9  2030 年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。 

 

16.a  特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベル

での能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。 

16.b  持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 

 

目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化す

る 

資金 

17.1  課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の

動員を強化する。 

17.2  先進国は、 開発途上国に対する ODA を GNI 比 0.7%に、 後発開発途上国に対する ODA を GNI

比 0.15～0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODA

に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が、少なくとも GNI 比 0.20%の ODA を

後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。 

17.3  複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 

17.4  必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政

策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国（HIPC）

の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 

17.5  後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。 

 

技術【軍科協、国地環境、国地総：全般】 

17.6  科学技術イノベーション（STI）及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び

地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニ

ズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件

において知識共有を進める。 

17.7  開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に

配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 

17.8  2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築

メカニズムを完全運用させ、情報通信技術（ICT）をはじめとする実現技術の利用を強化す

る。 

 

能力構築【国協企、国協総】 

17.9  すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南

協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の

実施に対する国際的な支援を強化する。 

 

貿易【経国貿】 

17.10 ドーハ・ラウンド（DDA）交渉の受諾を含む WTO の下での普遍的でルールに基づいた、差別

的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。 

17.11 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に 2020 年までに世界の輸出に占める後発開発

途上国のシェアを倍増させる。 

17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセス

の円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関（WTO）の決定に矛盾し
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ない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実

施する。 

 

体制面【国地総】 

政策・制度的整合性 

17.13 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 

17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 

17.15 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及び

リーダーシップを尊重する。 

 

マルチステークホルダー・パートナーシップ 
17.16 すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門

的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップに

よって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社

会のパートナーシップを奨励・推進する。 

 

データ、モニタリング、説明責任 

17.18 2020 年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築

支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他

各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入

手可能性を向上させる。 

17.19 2030 年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る GDP 以外の尺度を開発する既存の取組を

更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 

 

 



仮訳 （参考２） 
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富山物質循環フレームワーク 

 

我々、Ｇ７の環境担当大臣、上級代表及び欧州委員は、2016 年 5 月 15-16 日に富山で行われた資源効

率性・３R に関する議論に基づき、 

 

世界人口が 2050 年までには 90 億人を超えると予想され、資源需要の増大が資源消費量と廃棄物発生

量の増加を招き、これらの傾向が有害物質による大気、土壌、水質汚染を含む自然環境の劣化や気候変

動をもたらし、将来世代に影響を及ぼすことを認識し、 

 

異なる資源間のつながりを考慮した適切な資源効率性・３R 政策は、環境保全のみならず、資源の持続可

能な利用、ビジネスリスクの回避、イノベーション、雇用創出及びグリーン成長に貢献することを理解し、 

 

資源効率性のための G７アライアンスが、関係者を積極的に巻き込み、ネットワークを支援することを通し

て恩恵を受ける動的で自発的なプラットフォームであることを強調し、 

 

物質のライフサイクル（採掘、デザイン、製造、使用、リサイクル又は廃棄）や二次資源を含む物質の取引

はしばしば世界規模で行われ、それゆえ、関係国や産業界を含む関係者との協力の確保がますます重

要であることを再確認し、 

 

３R（リデュース、リユース、リサイクル）プラス再生可能資源の持続可能な利用を含む、資源の効率的及

び循環的利用に関するその他の概念の重要性に留意するとともに、持続可能な物質管理、循環型社会

及び循環経済の重要性に留意し、 

 

各国特有の事情に応じて、各国が政策やその他の行動を決定する役割を担うことを尊重しつつ、神戸３R

行動計画、資源効率性のための G7 アライアンス及びその他の既存のイニシアティブに基づき、今日我々

が直面する新たな課題を踏まえ、以下の行動をとることにコミットする。 

 

１．資源効率性向上・３R 推進に関する G7 共通ビジョン 

 

 我々の共通の目標は、関連する概念やアプローチを尊重しつつ、地球の環境容量内に収まるように

天然資源の消費を削減し、再生材や再生可能資源の利用を促進することにより、ライフサイクル全体

にわたりストック資源を含む資源が効率的かつ持続的に使われる社会を実現することである。 

 これはすべて、資源が繰り返し循環し、自然界への廃棄物の排出が最小化され、廃棄物の拡散を防

ぎ、また、自然界における物質循環をかく乱せずに受容され得る程度に環境負荷が管理される社会

を確立するためである。 

 この様な社会は、廃棄物や資源の問題への解決策をもたらすのみならず、雇用を生み、競争力を高

め、グリーン成長を実現し得る、自然と調和した持続可能な低炭素社会をも実現するものである。 

 

２．Ｇ７メンバーによる野心的な行動 

 

○目標１：資源効率性・3R のための主導的な国内政策 

１－１ 政策の統合及びポリシーミックス 

 ライフサイクルアプローチや持続可能な開発の環境、経済、社会的側面を考慮しつつ、資源効率性・

３R と気候変動、異常気象、有害物質、災害廃棄物、自然環境保全、海洋ごみ、原材料へのアクセス、
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産業競争力その他の課題に関する政策を包括的に統合し、促進する。 

 産業界を含む多様な関係者のポテンシャルを最大化するために、規制的措置に加え、透明性や説明

責任を確保しつつ、事業者による自主的な行動や情報的措置等の適切な政策及び措置を最大限活

用する。 

 

１－２ 資源の効率的かつ最大限の利活用 

 資源効率性及び温室効果ガス排出削減の観点から、リサイクルに加え、リデュース及びリユースを

促進する。 

 廃棄物管理のヒエラルキーに従い、リサイクルや飼料化、コンポスト化、エネルギー回収等の様々な

措置から、地域の実情や廃棄物の種類に応じた最適なアプローチを採択することを通じて、廃棄物

の最小化と環境上安全な最終処分を図る。 

 廃棄物管理のヒエラルキーに従い、廃棄物の有効利用を更に進める効率的なエネルギー回収技術

を開発し、導入する。 

 大量に発生する災害廃棄物の適正処理と再生利用、災害に対して強靱な廃棄物処理施設の整備及

びエネルギー供給拠点としての活用の推進を行うことにより、自然災害の頻発化や激甚化に対処し、

環境上適正な災害廃棄物管理を進める。 

 

１－３ 地域の多様な主体と連携したイニシアティブ（産業・地域共生） 

 地域の多様な主体間の連携（産業・地域共生）に基づき、各地域の資源、物品、エネルギーの融通、

活用を図り、新産業育成や雇用創出、地域活性化を推進する。 

 地域における文化等の特性、人と人とのつながり、中小企業の果たす役割に着目し、地域での資源

循環を促進する。 

 例えば、使用済み製品の回収、再生材の地域での活用、リサイクルが困難な廃棄物を処理する施設

のエネルギー供給拠点化や防災拠点化を通じて、地域のまちづくりにおける資源効率性や 3R（及び

関連するその他の概念）の採用を奨励する。 

 

１－４ 最終需要者/消費者に対する行動 

 とりわけ、信頼のできる、容易にアクセス可能であり、理解のできる情報や環境配慮型製品を消費者

に提供することを通じて、最終需要者（消費者）が情報に基づきかつ持続可能な選択を行うための動

機付けや啓発を実現、奨励し、家庭レベルでの持続可能な消費行動の実践を促す。 

 持続可能な消費や、欲深くならずに分相応のところで満足すべきという考え方である「足るを知る」、

スマートな購買、グリーンな公共調達、リユース、リペア、シェアリング等の新サービス、エコ・ラベリン

グ等による環境的な及び経済的な利点に対する消費者意識の向上を促進する。 

 

具体例：食品ロス・食品廃棄物を含む有機性廃棄物に関する野心的なイニシアティブ 

 生態系の他の機能への影響を考慮しつつ、有機性廃棄物、特に食品ロス・食品廃棄物の削減、食品

廃棄物の効果的な再生利用、エネルギー源としての有効利用、廃棄物系バイオマスの利活用を促進

する。 

 国連持続可能な開発目標のターゲット 12 の３に沿って、国内や地域での政策や計画の策定等、食品

ロス・食品廃棄物の最小化及び有効かつ安全な利用に向けたイニシアティブを加速させる。 

 食品廃棄物を有効かつ安全に削減し、利用することに伴う環境、経済、社会便益について、情報交

換や協力を通じて各国の知見の共有を進める。この様な活動には、食品廃棄物そのものや、食品廃

棄の削減がもたらす気候変動上の便益等の関連する環境上の便益を測る比較可能な方法論の開

発に向けた連携を含む。 
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○目標２：グローバルな資源効率性・3R の促進 

２－１ 他の国々との協力 

 資源効率性に関する G7 アライアンス等の適切な国際協力の機会を通じて、ベスト・プラクティスや適

用可能な最良技術（ＢＡＴ）、有用な教訓を他の国々と共有する。 

 途上国における効果的な資源効率性・資源循環政策に必要な能力の構築を支援する。こうした活動

には、二国間又は多国間パートナーシップ（例えば、アジア太平洋３R 推進フォーラムや短期寿命気

候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション）を通して、相手国でプロジェクトを実施する

際に、科学的及び統計的な情報を整備する取組を含む。これらの取組は陸域起源の海洋ごみ対策

にも寄与し得るものである。 

 災害廃棄物管理の分野において、都市化や気候変動の進展により頻発する地震等の災害による影

響が激甚化しているアジア太平洋の世界的なホットスポット地域等の、巨大自然災害を経験する国・

地域を支援する。 

 

２－２ グローバルサプライチェーンにまたがる協力 

 物質のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮しつつ、資源効率性を向上させる持続可能な調

達の実践を促進する。 

 ビジネスにおける環境上適正な意思決定を促進するため、ライフサイクルを通したデータの適切な共

有を含む、産業の上流側と下流側の協力と連携を推進する。 

 上流産業における、再生可能資源の利用を含むリユース及びリサイクルのための積極的な取組を奨

励する。 

 

具体例：電気電子廃棄物（E-Waste）の管理 

 廃棄物の各国・地域内における環境上適正な管理を優先する。 

 特に電気電子廃棄物について、廃棄物と非廃棄物を識別するため、また、適正なルートで行われる

回収、リユース及びリサイクルの割合を向上させるとともに違法取引を防止する水際対策の実効性を

高めるため、スペアパーツを用いた再製造等の資源効率的な取組を促進しつつ、既存のアプローチ

を共有し、国際的な協調行動を強化する。 

 特に廃棄物を環境上適正に管理する能力を有しない国から必要な管理能力を有する国への有害廃

棄物の輸出に関しては、関係する国内・国際規制に従って行われる限り、有害廃棄物を安全に管理

する能力を有しない国に能力開発のための時間的余地を与える等、環境と資源効率・資源循環に寄

与するものであることを認識する。 

 電気電子廃棄物の適正な回収、リユース及びリサイクル推進のための各国のイニシアティブや基準、

環境上適正な管理や適用可能な技術についての情報交換を活性化させる。 

 

○目標３：着実かつ透明性のあるフォローアップ 

３－１ Ｇ７メンバーによる国内の取組 

 本フレームワークに基づく行動の進展についての方向性を与えるための、適切かつ科学に基づき、

広く認知された国内指標を検討する。 

 他の国々が参考とできるよう、算定方法や指標、レビュー結果の共有を含む透明性のあるフォローア

ッププロセスを国内で構築する。 

 

３－２ 国際的な取組 

 様々な環境影響の低減効果や資源ストックの有効性を測ることのできる指標を特定する国際的な取
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組を支援する。 

 ワークショップやその他のフォーラムを通じて、本フレームワークの実施に関する進捗、課題及び教

訓の共有を継続する。 

 議長国イタリアのもと、我々は、UNEP国際資源パネル及びOECDから提出された報告書及び勧告や、

資源効率性のためのG7アライアンス・ワークショップの教訓に基づき、資源効率性・３Rを推進するた

めの政策行動や優先順位、次のステップについてフォローアップし、議論する。 

 資源効率性のための G7 アライアンスの活動に基づき、また、関係者や関連する国際機関とも議論し

ながら、サプライチェーンを含むライフサイクルに基づく物質管理や資源効率性、３R を推進するため

の行動を優先順位付けするロードマップを作成する。 

 

 


